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1128E1 新規制基準に合格した原発は速やかに再稼働すべきである。 

1128E4 
地震大国の日本で、原発は危険です。これから、さらに地震が増える可能性もあります。動か

さないでください 

1128E5 

女川原発は震災被災原発です。報道によりますと、1130 ヶ所もひび割れたところが見つかって

おり、個々のひび割れを手当てするだけでは、安全性の確保はできないのではないかと考えま

す。また、テロや飛行物体から原発を守る方策はほとんど取られていないように見受けられま

す。先日も米軍機から模擬弾が演習場以外の場所に落とされましたが、米軍に限らず、何らか

の飛行物体が落下しても爆発しないだけの措置がとられていると原子力規制委員会は断言でき

るのでしょうか。以上から再稼働を許可すべきでないと考えます。 

1128E6 

今現在原子力発電所の稼働に伴う放射性廃棄物の適正な処理方法や利用方法は確立されており

ません。さらに保存するためのスペースも限界に近づいています。女川原発の稼働の可否も単

にその安全性だけでなく、その稼働がもたらす結果を踏まえたトータルな視点から判断される

べきです。規制委員会の仕事は、個々の原発が新しい規制基準に適合するかどうかの判断をす

るのみ、というのは無責任です。その「合格」の判断は将来世代に負の遺産を残す後押しをす

ることになります。放射性廃棄物の処理ができない以上原発の再稼働はあり得ません。 

1128E7 

女川原発は東日本大震災でも設備に被害を受けており、さらなる地震があれば、福島原発の事

故の二の舞になることが重々考えられます。再稼働してはなりません。さらに近年巨大化する

台風や、災害が想定されますので、再稼働には断固反対です。 

1128E9 
再稼働は絶対反対です。やめてください。それでなくても福島で危険な目に遭っている私たち

なんです。 

1128E10 
原発の再稼働に反対します。子供達の未来に原発はいらないです。原発は全て無くすべきで

す。人間が扱えるものではないと思います。 

1128E12 

毎日、どこかで必ず地震がある地震大国の日本。今後 30 年以内でＭ８以上の発生する地震も多

いのに、原発はいりません。どんな頑丈な建物も耐用年数があるし、東日本大震災のときの福

島原発も、こんとーロールできあに状態です。原発を全てとめても、電力は充分とのこと。再

稼働は必要ありません。 

1128E13 

福島第一原発の事故処理が未だ収束していない中、いくら安全対策をしても事故が起きればと

てつもない被害が出る事は経験から想定出来ます。またいつ地震や津波があるか予測出来ない

状況で再稼働には反対致します。 

1129E1 

福島原発事故による被災者がいまだ通常生活ができていない中、再稼働とはどういうつもりな

のでしょうか。原発に被害を与えるほどの地震は、津波は１００％来ないといえるのでしょう

か？気が知れません。廃炉してください。 

1129E2 

再稼働しないで下さい。日本は毎年災害があります。原子力発電所の事故をこれ以上起こさせ

ないでください。被害者をこれ以上増やす可能性を作らないでください。本当に宜しくお願い

致します！ 

1129E3 

審査書案に対する科学的・技術的意見と先日の女川原発の審査合格基準を元とする審査基準に

問題はないと思われます。現状の日本における反原発思想はほぼ全て誤りでありこのまま毎年

巨額の貿易赤字が発生する状況で 2030 年を迎えると国富流失による経済的苦境とあまりにも過

激な環境保護思想に傾倒する欧州連合による火力発電廃止を求める外圧を跳ね除けられななく

なり現在残存する旧型原発を無理やりにでも再稼働させざるを得ない状況に陥ると思われま

す。1980 年代に考案された 1200kV(120 万ボルト)超々高圧送電線によるロシア領内原発から関

東への計画が存在しました。国内原発の再稼働を馬鹿げた非科学的思想で忌避する場合に起こ

り得る結果は、原発 1 基の建設コストで東京～ロシア領、約半分で釜山～対馬～唐津、唐津で

玄海原発～関西の既設高圧送電線に接続と現実的な範囲との近年の建設コスト試算が出ている

海外原発からの電力輸入が現実化する。同等の高圧直流送電（中国・ブラジル共和国）での実

現、試算値に近い建設コストとなっており、原子力発電所が 1000km 超の遠距離なら気にならな

いという現実的な選択の世論なら、樺太、中国の支配下となった大韓民国に第 3世代又は第 4

世代（ロシア製ナトリウム高速炉・中国製高温ガス炉）原子炉が大量に半島及び樺太に建設さ

れそこから電力輸入が現実的となる。ただ、一度根付いてしまった非科学的反原発思想（大半

が左派思想家による悪意ある捏造が元凶）は数十年続くと思われる。この影響により、原発事

故の際に危険地帯となる北海道及び福岡・山口・佐賀県への在住を忌避する傾向が生まれた
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り、低レベルの放射性物質漏れ事故が樺太・又は大韓民国で発生した際に同国民及び国境地域

住民への現在福島県民に行われている差別が行われると思われる。 

1129E4 

2011 年に３メルトダウンという人類史上初、最悪の原発事故が福島で起こりましたが、科学

的、技術的に事故の収束の目処がたつどころか、2019 年の現在もなお事故の原因、全容すら解

明できていないありさまです。福島ではメルトダウンのような過酷事故が起こる確率は百万分

の一と言われていましたが、結果は３基のメルトダウン。百万分の一 x百万分の一 x一百万分

の一の事故が実際に起こったわけです。防潮堤が何メートルだろうがどんな安全対策をしよう

が、事故が起こるときは起こります。日本で原発を稼動することは、安全保障上からも自殺行

為です。再稼働などとんでもないことです。女川原発全基の早急な廃炉を求めます。 

1129E5 

再稼働に賛成です。きちんと災害時に安全に停止して過酷事故も起こしていない。被災地であ

り、問題がなかったからこそ信頼出来るもの。再稼働することで電気代が下げられるならば、

そう急に稼働させて、被災された方々や復興のために役立てていただきたい。お金も資源も有

限ですから！ 

1129E6 
稼働可能な原子力発電設備を根拠なく一時の感情で発電させないのは国益を著しく毀損する。

安全性が確認された原子炉は再稼働すべし。 

1129E7 

再稼働反対します。特に今後の地球の変化による災害などを考えると、もう想定外でしたでは

すまされません。原発は事故が起こったときのリスクがあまりにも大きすぎます。原発依存は

終わりにし、自然エネルギーでやっていけるように進むことです。 

1129E8 

東日本大震災による原発事故で、福島から自主避難している者です。女川原発が再稼働するこ

とに反対と考えます。今後、当地で原発災害が起こった場合は周辺地域は当然のこと、東北一

の都市である仙台市にも、人が住めなってしまうと思います。人的被害や経済や産業への影響

は当然ながら、根強く続く風評被害も懸念されます。 

1129E9 

検査に通って問題なしであれば、速やかに稼働させ、電気の安定供給を図るべきです。ホルム

ズ海峡の不安定化もあり、いつまでも止めておくのは経済的にもエネルギー安全保障的にも得

策ではありません。 

1129E10 
福島では原発事故により、いまだに住民の分断が起きており、原発を続ける事は国民にとって

何一つ良いことはありません。中止すべきです。 

1129E11 

女川原発再稼働について意見します。東日本大震災による福島第一原発事故以降、原発エネル

ギーへの慎重論が高まっています。それは、今日福島県内に広く居住する方々の苦悩に、放射

性物質の『目に見えない物体の恐怖』があるからです。その影響が明らかになる１０年～１０

０年後の恐怖はまだ誰にもわかりません。『安全』、『安全』と謳われた原発安全神話は東日

本大震災の一夜で崩壊しました。政府が国民に原発が絶対に安全だと信じた信頼を、現時点で

回復しているとは言えない状況にあります。また、今日世界規模での異常気象の発端は、地球

温暖化による海水温上昇であると明らかになっています。その原因が、化石燃料をエネルギー

の主とする人間社会であり、火力発電そのものだという見方があります。地球温暖化を食い止

める先進国の取り組みは待ったなしです。しかし、そのような情勢の中であれば、太陽光発電

や風力発電、地熱発電をはじめとする再生可能エネルギーの普及に向けてもっと日本政府が行

うべき投資や対策があるのではないでしょうか。例えば、太陽光発電買い取り制度を廃止する

のではなく、維持・拡大に向けてさらに予算化するほか、蓄電池購入補助など各家庭で行うべ

き節電対策。商業施設のＬＥＤ照明促進補助の維持・拡大、生産工場などでは働き方改革とリ

ンクさせた体制の見直しなど、全体的な発電需要を下げることで、原子力エネルギーを不要と

する仕組みを政府主導で行わなければなりません。また、原子力発電によって発生する使用済

み核燃料の最終処理についても、課題が解決していません。私たち

が所在する宮城県美里町は原子力発電に依存しない社会実現について多

くの提言を行い、脱原発の姿勢を明らかにしています。その考え方について、私たちは宮城県

美里町を強く支持します。自然災害は、だれにも予測しがたい災害であり、今年の度重なる台

風被害にもみられるように、容赦なく人間が作ったものを破壊します。人間の苦い経験から生

まれた類まれなる英知を結集してつくられたものであっても、時間経過の影響予測と自然災害

を完全に防御する力など存在しません。経済優先による嘘やまやかしのない真実の情報と、人

間生活を長年に渡り脅かすことのない工作物を、正しく後世に引き継ぐためにも、女川原子力

発電所の再稼働については強く反対する立場での意見といたします。 
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1129E12 

＜女川原発資料のＴＲＯＩ実験の実験温度は偽装されていると思われます＞４-１．２．２．３

原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用３．審査過程における主な論点（１）水蒸気爆

発が実機において発生する可能性、について審査書（案）では、「申請者は、原子炉圧力容器

外の FCI のうち、水蒸気爆発は、実機において発生する可能性は極めて低いとしてい

る。・・・実機において想定される溶融物（二酸化ウランとジルコニウムの混合溶融物）を用

いた大規模実験として、COTELS、FARO、KROTOS 及び TROI を挙げ、これらのうち、水蒸気爆発が

発生した KROTOS、TROI の一部実験の特徴としては、外乱を与えて液－液直接接触を生じさせて

いること、又は溶融物の初期の温度を高く設定することで、溶融物表面の蒸気膜が安定化する

反面、溶融物表面が冷却材中で固化しにくくさせていることが要因であることを示した。」と

説明されています。東北電力は、平成 30 年（2018 年）7月 26 日の第 606 回適合性審査会にお

いて、資料 2-1-3、「女川原子力発電所２号炉、重大事故対策等の有効性評価について」を提出

しています。この資料において、ＴＲＯＩ実験の説明が行われています。そして、この資料の

１６、１７、１８ページにＴＲＯＩ実験の実験条件及び実験結果の表が示されています。この

資料は、参考文献［８］［９］［１８］［１９］により作成されたと説明されています。特に

この資料は、［８］及び［１８］を中心に作成されていると推定されます。［８］

JV.Tyrpekl,Materialeffectinthefuel-

coolantinteraction:structuralcharacterizationandsolidificationmechanism,2012.[１

８]J.H.Song,FuelCoolantInteractionExperimentsinTROTusingaU02/Zr02mixture,Nucl.Eng.Des

.,222,1-15,2003.［８］の文献は、ストラスブウル大学の学生による学位（博士）論文であり

ます。[１８]は、ＴＲＯＩ実験グループの著者等が「NuclearEngineeringandDesign」の専門雑

誌に発表した論文です。９ページに Fig.8.MelttemperatureforTROI-

14byCHINOandIRCONpyrometer.の資料が表示されており、説明文の中に、CHINO の温度計の外挿

値と IRCON 温度計の実測値の８００Ｋを超える大きな測定温度誤差が説明されています。融点

の高い、ジルコニア（ＺｒＯ２）の予備溶融試験時に、CHINO の温度計の測定温度以上の高温度

に成り測定不能に成ったので、温度計の黒度の設定を１．２と設定し、表示されている補正式

を使用して外挿を行ったが、それが異常に高い温度を示す原因に成ったようです。それから、

５ページの Table1Initialconditionsandresultsofcoriumexperiments で、溶融温度が表示され

ています。ＴＲＯＩ実験の 2002 年論文では、溶融温度は CHINO の温度計が測定範囲を超えた為

に行った外挿値だったので、実験溶融温度は 3373Ｋ以上と表示されていました。しかし、ＴＲ

ＯＩ実験 2003 年 mixture 論文[１８]では、外挿値のピーク温度を不用意にＴＲＯＩ－１０、Ｔ

ＲＯＩ－１２の実験溶融温度 3800Ｋ、ＴＲＯＩ－１1の実験溶融温度 3800Ｋ以上と表示してい

ます。ところが、この表示が後から誤りで有ったことは、CHINO の温度計の外挿値と IRCON 温度

計の実測値の比較からすぐに分かります。電力会社のやり方は、あまり知られていないＴＲＯ

Ｉ実験の論文の中から、都合の良い表やグラフなどを引用しています。しかし、ＴＲＯＩ実験

の一連の論文を読めば、明らかな間違いで有る事が分かるのに、論文の本文の説明を無視し、

大きな偽装を行っている事が、ＴＲＯＩ実験 2003 年 mixture 論文を調べてみて、より明らかに

成ります。女川原発資料のＴＲＯＩ実験の実験温度は、ストラスブウル大学の学生による学位

（博士）論文を利用し、またＴＲＯＩ実験の補正温度を使用せず、測定温度を使用し、実験温

度が実炉のデブリの溶解温度よりも異常に高温度だったとの偽装が行われていると思われま

す。しかし、審査書はＴＲＯＩ実験グループの著者等が専門誌に発表した一連のＴＲＯＩ実験

の報告書の内容を検討せず、偽装された資料をそのまま使用し、審査を了承したことは問題と

思われます。 

1129E13 
稼働に賛成します。東日本大震災でも無事だった施設を再稼働させない意味が分からない。万

が一の不安に備えていたら何も進まない。 

1129E14 

十分な検証の下の再稼働のことと思います。今後は、運用状況はもちろんのこと、事故の大小

にかかわらず、嘘偽りのない情報公開をお願いします。今後、縮小するにしても、原子力エネ

ルギーの利用は、日本にとって重要な技術だと思っていますので、再稼働後も、関連技術の蓄

積はもとより、技術者の育成にも力を入れていただきたいと思います。 

1129E15 

どうか再稼働を撤回してください先般の台風で被災体験しています年々自然災害の頻度悲惨さ

が増してきていますその原因は私たちにあると思います原発の安全神話は東日本地震で崩さ

れ、教訓となったはずですその後の処理がいかに大変か、先が見えず、正解もわかりません電

力が足りないのですか？私はそうは思いませんが、節電しますそのように思う国民は沢山いま
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す私たちの生きている間は大丈夫、その先は知らん！ではあまりにも無責任すぎます一旦稼働

すると、停止するのが簡単ではないと聞きますこれ以上未来の地球に人間に、危険因子を残し

てほしくありませんどうか本当に本当に必要か時間かけて国民と対話してくださいお願いいた

します 

1130E1 

2011 年 3 月 13 日 2 時頃、宮城県の中で女川だけが桁違い高い（福島中通りよりも高い）毎時

21 マイクロシートベルトという線量になった。福島由来の放射能が原因なら、女川原発敷地境

界の各所の計器は、ほぼ同じ値を示すはずであるが、極端にバラツキがあった。ということ

は、女川原発自身が放射能を漏らしたと疑うのが科学的に当たり前である。なのに、これの検

証が、全然なされていない。今年になって何故か突然廃炉が決まった炉が、2011 年 3 月 13 日 2

時頃に放射能漏洩をおこしたのではないか。というのも、その炉の近く（風下）の計器だけ

が、著しい高線量になったからである。 

1130E2 

まず、文書が長すぎること、また、意見を求めたいポイントが不明瞭であることを指摘しま

す。大学で何を学んできたのか疑問です。さて、女川原子力発電所は、３．１１の津波に耐

え、むしろ一時的には避難所として機能したと報道を通じて理解しています。３．１１の津波

に耐えたという点において、安全性は担保されていると判断します。以上 

1130E4 

国も保障しきれないほどの重大事故を起こして、東京電力も国も誰一人として責任を取らない

のはおかしい。広大な土地や森、食べ物を汚染しているのに、病気との因果関係が証明されな

いというだけで、他の電力会社まで何ごともなかったように再稼働を進めるのには反対。すべ

ての電力会社が再稼働したいのであれば、まずは福島原発を収束させて、10 万年、100 万年保

管しなければならない核のゴミをどこにどうするのかを決めてから再稼働するのが当たり前。

水蒸気爆発の専門家が、プルトニウムで人が死ぬこともなければ水蒸気爆発なんて起こらない

と言っていたことがあった。口先だけでは信用できない。トリチウム水が安全なら、◯◯ベク

レル以下が安全なら、それを電力会社や推進する人達とその家族で摂取するなり家に置いて、

10 年以上実験してから安全だとして欲しい。そうやって進めていくことが今できる社会への責

任の取り方だと思う。口先だけの安全で進めるのはやめてほしい。国民にこれ以上嘘をつかず

にすべて公表して、エネルギー問題について考えさせて欲しい。 

1130E5 

隣の県で原発事故が起きたことはもう忘れたんですか？８年経ち、風化しつつありますがチェ

ルノブイリに匹敵する事故です。科学的、技術的に合格したとして、科学と技術で事故は防げ

ません。ただでさえ自然災害しかり、人工的に災害が引き起こされている現状で稼動とは、日

本人のこれからを考える思考ではありません。宮城県を第二の福島にしたくないのなら廃炉に

すべきでしょう。なぜ当時の方達は処分もできない危険なものを日本に何機も作ったのでしょ

うかね、後先考えずに目の前の便利さと金儲けしか考えてなかったのでしょう。それを今、後

先考える決断するならば稼動しないという選択になります。原発がなくても困りません。困る

のは利権関係、電力会社だけでしょう。海沿いには強い風が吹くので風力発電をすべきでしょ

う。それでもなぜ危険なプルトニウムにこだわるのか、私欲に塗れているからです。上からの

命令であっても、守るべきものがあるならそれに従わず正しい決断をするのが本来の日本人で

す。原発は日本に設置された時限爆弾です。必ず爆発します。これ以上日本を破壊しないで。 

1130E6 
どのような結論を出すにしても、純粋に科学的見地からの検討結果から出されるべきだと思い

ます。「不安であるから」などの風評を考慮に入れるべきでは無い。 

1130E7 

いつもお疲れ様でございます。昨今の災害激甚化を思うと、太陽光発電や風力発電などは決し

て安全であるとはどうしても思えません。むしろ原子力発電に注力することの方が、日本のた

めにはより良い方向に行くのではないかと考えています。科学的な意見ではなくて申し訳あり

ませんが、個人として一日も早い原発再稼働を希望いたします。 

1130E8 

一刻も早く再稼働すべき。CO2 削減への近道でもあります。同時に新規原子炉設置への道筋も示

すべき。日本人と日本国の未来がかかっています。最早オカルトレベルの狂信的反原発論者は

意思決定プロセスから排除されなければならない。 

1130E9 
安全基準を満たしているのに再稼働する理由がありません。CO2 排出量削減のためには原子力を

含めたエネルギーミックスが不可欠です。 

1130E10 
安全基準を満たしているなら何も問題なし。安定的な電力を供給できるよう、しっかり運用し

てもらいたい。 
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1130E11 

安全基準を満たした原発再稼働賛成です新潟県の柏崎刈羽原発も 6号機と 7 号機の安全基準を

満たす結果が出ましたが全然再稼働しないので他県からどんどん稼働していく風潮を作ってい

くことが反対派の意見を小さくできると思います一日も早い再稼働お願いします 

1130E12 
安全審査にパスした原発は直ちに稼働すべきと思います。これ以上根拠のない不安に付き合う

必要はない。 

1130E13 

旧式の火力発電所に電力供給を頼り、通常よりも発電費用が高くなっている状況は好ましくあ

りません。規定された安全基準をクリアした原子力発電所は稼働させて電力の安定供給を図る

べきと考えています。 

1130E14 

安全対策を行なって原子力規制委の法定基準・安全基準を満たした原子力発電所は、順次速や

かに再稼働して二酸化炭素排出量を下げ、安定した電気料金、安定した電気供給を開始した方

が今後起き得るかもしれない自然災害に備え再稼働したほうが良いと思います。東北電力女川

原発 2号機再稼働に賛成します。 

1130E15 

1000 年に一度の東日本大震災にも耐え、それどころか一時は避難所になっていた施設ですか

ら、サッサと稼働させて下さい。特に問題も無い様ですし、日本の発展の為にも早期稼働をお

願いします。 

1130E16 
電力は様々な種類で稼働させないといけないので、安全が担保された原発は再稼働した方が良

いと思います。 

1130E17 
法的に問題がなく、科学的に安全性が認められる施設については、速やかに再稼働すべきと考

えます。原子力発電に限らず、政府には法に則った毅然とした対応を求めます。 

1130E18 

疑問だらけの女川原発再稼働と県民軽視の宮城県知事女川原発２号機の再稼働の是非を問う住

民投票条例案を巡り、２０１９年、宮城県議会２月定例会は反対で否決した。条例制定を請求

した市民団体「県民投票を実現する会」の は「署名した１１万人の願いを受け入れ

ず県民が意思表示する機会を奪った。議会と知事の責任は非常に重い」と述べた。当時、村井

知事は再稼働の地元同意の範囲について「県と立地市町の判断で十分」と発言。東北電と安全

協定を結んだばかりの周辺５市町の反発を招いていた。県と立地市町で構成する県有識者検討

会は専門家１０人が顔をそろえる。宮城県の委員東北大今村教授は静岡県の委員も務める。

「静岡は原発の安全ではなく地域の安全を大前提に原発を考える。宮城は規制委のダブルチェ

ックどまりで、県内に立地しているという観点が抜けている」と自戒を込めて語る。有識者検

討会が最終的に目指す「ゴール」の在り方にも疑問符が付く。県は検討会を答申を出す諮問機

関ではなく懇話会的な位置付けにとどめた。「答申だと委員の責任が重くなりすぎる」と県は

釈明するが、議論が深まらない最大要因だ。２０１８年９月、市民団体「女川原発の避難計画

を考える会」の住民が仙台市など避難先へのルートに車を走らせた。まず向かった先は東松島

市の鷹来の森運動公園。県が原発３０キロ圏との境１３カ所に想定する「スクリーニング検査

所」の一つだ。県は計画で原発事故時の「段階的避難」を掲げている。避難車両による渋滞を

緩和するための方策だが、検証に参加した石巻市の住民たちは「放射能は目に見えない。事故

が起きたら、指示を前にみんな避難してしまう」と戸惑う。５～３０キロ圏内で自主避難が相

次ぐことになれば、大渋滞は避けられない。仮にスクリーニングを車１台当たり５分とした場

合、鷹来の森運動公園に１万台が殺到すると１カ月以上かかる計算になる。移動手段の確保も

見通せていない。県は事故時、自力避難が困難な高齢者らにバスを仕立てる。協定を結んだ県

バス協会は８４事業者が計約２６００台を所有し、「必要台数を確保できる」（県）と見込

む。被ばくの危険性は輸送に当たる運転手にも伴う。協定では、バスの派遣は年１ミリシーベ

ルトを下回る場合に限ると定めている。協会の は「現場でそれ以上被ばくする恐れも

ある。実効性は担保できない」と苦悩を明かす。署名活動を展開した「県民投票を実現する

会」が、２０１９年１月１０日、県内各市区町村選管に署名簿を本提出した。集まった１１万

４３０３人の署名は、条例制定の直接請求に必要な数の約３倍に上る。河北新報社が２０１７

年８月、県内有権者を対象に実施した世論調査では、女川原発再稼働に反対が６８．６％で、

賛成は２８．７％。これとは対照的に県議５８人へのアンケートは３０人が再稼働に賛成と表

明し、反対２２人、無回答６人だった。原発再稼働に関する民意がその縮図であるはずの議会

構成とは必ずしも一致しない。住民投票条例を否決すれば署名で集まった民意も熟議の機会も

宙に浮く。県民一人一人が意思を表示する県民投票がその試金石になると考えている。審査に

合格したとはいえ、原発への県民の不安、不信感が拭えたわけではない東北電は県民に丁寧に

説明する必要がある。再稼働には立地自治体の事前了解が必要な一方で、原発３０キロ圏内の
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緊急防護措置区域に入る周辺５市町の中からは、事前了解権を求める要望が出ている。実際、

原電東海第２原発の再稼働を巡っては立地する東海村に加え周辺５市の了解も必要となった。

事前了解について、東北電や宮城県知事は「女川町と石巻市、県で十分だ」という立場を崩さ

ない。だが、福島第１原発事故では１１市町村に国の避難指示が出た事実を忘れてはならな

い。石巻市の住民は市の避難計画に関し「渋滞で３０キロ圏を脱出できない」などと問題点を

指摘。避難計画は机上のプランで実効性がないとしている。被災原発として固有の課題が多

く、再稼働のための安全対策費が当初の想定を上回る３４００億円に膨らんだ。専門家は「再

稼働しても発電コストが高く、経済性を失っている」と指摘。大島龍谷大教授は独自に発電コ

ストを計算した結果、女川２号機の停止期間を１０年とした場合、１キロワット時あたりのコ

ストは１８・６円になり、石炭火力（１２・３円）やＬＮＧ火力（１３・７円）を上回った。

女川２号機は評価対象にした全国２９基のうちコストが最も高かった。「投資額があまりに高

く、経済性を失っている」と指摘。「廃炉や放射性廃棄物処分の問題もあり経営の重荷にな

る」とみる。再稼働に必要な認可を得てから５年以内にテロ対策施設の設置も必要とされ、さ

らに数百億円以上かかるとみられる。規制委が了承したからといって安全だとは決して言えな

い。 

1130E19 安全基準を満たしているなら東北電力女川原発 2 号機再稼働賛成です。 

1130E20 安全性が認められた原発については再稼働すべきです。 

1130E21 
女川原発は津波対策は十分とっていて、東日本大震災時には避難所になったと聞いています。

十分な対策がとれている原発を動かすことは、大賛成です。 

1130E22 安全基準を満たした原発は再稼働して、復興や技術開発に使用した方が良いと思います。 

1130E23 

女川原発には見学に行きました。震災の発災時に地域住民を守った原発との認識です。安全に

ついて基準をクリアしているのであれば、再稼働するといいと思います。地球温暖化で CO2 を

排出する火力発電の稼働を減らすためにも、原子力発電の再稼働は、現時点では不可欠だと思

います。また地域のエネルギー供給で、産業振興、雇用の促進等々が期待されます。津波にも

打ち勝つことができた女川原発に、またいい仕事をさせてやってください。よろしくお願いい

たします。 

1130E24 
安全基準を満たした原子力発電は一刻も早く再稼働すべき。次世代エネルギーの開発にもコス

トがかかる。 

1130E25 
被曝労働者を生み出す、死の灰を生み出す、通常の地震に耐えられないなどの理由で、原発の

再稼動に反対します。 

1130E26 安全基準を満たした原発は再稼働して、復興や技術開発に使用した方が良いと思います。 

1130E27 

女川原発(宮城県女川町)は、東日本大震災の震源地に最も近いところに位置します。311 の津波

は敷地の 80 センチ下まで迫り、外部電源を供給する 5 つの送電線のうち 4つが被災。福島第一

原発と同じ運命を辿っていてもおかしくなかったと思います。いくら安全対策工事が来年度中

に終わるとはいえ、動かしちゃいけない危険な原発であることに違いないはず。電力は足りて

いるし、足りなきゃ節電・省エネすればいいんです。絶対に動かさないでください。 

1201E1 

＜「水蒸気爆発によるソースタームに関する影響」の検討が審議されていない＞４-１．２．

２．３原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用全体について［意見］平成 25 年 7月 8日

新規制基準が策定され、加圧水型原発を所有する電力会社は新規制基準に係わる設置変更許可

申請書を一斉に提出しました。この設置変更許可申請書において、加圧水型原発グループはＭ

ＣＣＩ（コアコンクリート反応）対策に格納容器下部キャビティに大量貯水を行い、２３０

０℃にも成る１００トンもの溶融核燃料を冷却するという奇策を提出しました。このＭＣＣＩ

対策については、原子力規制委員会は、大水蒸気爆発の危険性を指摘し、加圧水型原発グルー

プに大水蒸気爆発が発生しない事を示す資料の提出を指導しています。そこで、加圧水型原発

グループは、平成 25 年 12 月 17 日の第 58 回適合性審査会に「溶融炉心と冷却水の相互作用に

ついて」の資料を提出しています。ところが、原子力規制委員会は、この資料ではまだ不十分

と考え、森山論文の検討の追加を指示し、第 102 回適合性審査会資料「溶融炉心と冷却水の相

互作用について」で、「JAEA-Research2007-072：軽水炉シビアアクシデント時の炉外水蒸気爆

発による格納容器破損確率の評価：2007 年 8 月」（森山論文）の項目が追加されています。そ

して、これらの経緯が有って、川内原発適合性審査における水蒸気爆発対策の承認が行われて

います。森山論文は、プルトニュウムダスト飛散の警鐘を与えています。森山論文は、メルト

ダウン発生時の格納容器内の貯水における水蒸気爆発の問題を詳しく報告していますが、プル
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トニュウムダスト飛散の警鐘を行っています。メルトダウン発生時に、水蒸気爆発が発生する

と、プルトニュウムダストの飛散の危険性が有る事は、チェルノブイリ原発事故以後から世界

では非常に恐れられてきました。森村論文では、48 ページから 51 ページに「４．水蒸気爆発に

よるソースタームに関する影響」の報告が行われています。この報告では、水蒸気爆発により

発生する細粒の物性と、細粒が浮遊する物性が報告されています。森村論文では、原子炉ペデ

スタルに貯水された大量の貯水の中で、水蒸気爆発が発生すると、溶融したウラン燃料やプル

トニウムが２ミクロンから 10 ミクロンほどの微細粒になり、格納容器、原子炉建屋から大気中

に大量に浮遊する危険性が大きいことを警告しています。この森村論文を参考にすることは、

沸騰水型原発についても行われており、沸騰水型原発グループが提出した、平成 27 年 6月 9日

の第 236 回適合性審査会にいて出された「溶融炉心と冷却水の相互作用について」の資料にも

記載されています。また、平成 30 年（2018 年）7月 26 日の第 606 回適合性審査会において、

資料 2-1-3、「女川原子力発電所２号炉、重大事故対策等の有効性評価について」にも森村論文

の引用があります。しかし、原発のメルトダウン事故の発生時もっとも検討が重要な「水蒸気

爆発によるソースタームに関する影響」については、審査書案には全く記述がありません。審

査書案には、「水蒸気爆発によるソースタームに関する影響」の審査不備があると思われま

す。 

1201E2 

女川原発２合炉の再稼働は大賛成です。経済発展効果をより高める為にも各企業へのエネルギ

ー源の中でも安く運用出来る原発再稼働は絶対必要な事なのです。再稼働希望します。よろし

くお願いします。 

1201E3 
女川原発はあの大震災の津波にも耐えられて素晴らしいと思いました。早く再稼働して、電気

をいっぱい作って欲しいです。 

1201E4 

原子力規制委員会が「合格」と言っても、それは「安全」を担保したものではない。委員長自

らすでに述べている。危険であることが分かっており、福 1の事故原因が未解明なのに女川を

動かすことはおかしい。子どもでも分かる理屈である。 

1201E5 化学的に安全性が確認されたのであれば、再稼働すべきです。 

1201E6 女川原発に何の問題もない。動かしてほしい。宮城県民の私はそう思います。 

1201E7 

東日本大震災が起こり女川原発をせっかく全号機が安定した状態で安全に停止しているのに、

どうして高額な費用を払い直しもう一度稼働させようとしているのかが分からない。どんな事

象によって止めたかは限らず、最近「再生可能エネルギー」の開発が進んでいるのにどうして

安全に止めるのが難しく多大な害を持つ核をもう一度使おうとするのか。核エネルギーは既に

時代遅れである。考えが全然足りない。核を使わずに行う為の違う手段としては、

【https://www.nef.or.jp/pamphlet/】（一般財団法人新エネルギー財団）のページを参照して

頂きたい。ここでは中小水力発電、太陽光発電、風力発電、バイオマス発電、地熱発電、太陽

熱利用、雪氷熱利用、バイオマス熱利用、温度差熱利用、バイオマス燃料発電が紹介されてい

るが春夏秋冬とある日本では便利に発電が可能である。危険を犯して核燃料を改めて使う意義

は全くない。原発は再稼働させるのでは無く、世界中全ての原子炉を廃炉にしていくべきだと

私は考える。その先駆けとして大々的に女川原発の名を使ったら宮城県、また日本の財政も格

段に回復する。日本が原発を手放さない理由として簡単に分かる事は「日本は核兵器は持たな

いが、潜在的可能性を高めることによって、軍縮や核実験禁止問題などについて、国際の場に

おける発言力を強めることができる」という事である。外国の政界と関わる人達は、「日本人

の生活をより良くする為に」と嘯き盾として使う為の原発を手放そうとしない。しかし大多数

を占める一般国民に於いて国際的な問題は関係がない。要は日本政府が災害も考えずに無計画

に原発を広め、誤って壊して人を殺し環境を破壊し地球を汚しているだけなのである。保証も

考えられない方々に日本を任せておいて良いのか、という問題点にも繋がる。「災害だから仕

方が無い」というわけでは無く、災害は必ず起こるわけなのだから原発事故においてその保証

は誰がするかという事である。災害が原因でも、今回の様な事故が起こった場合は被害額を全

て原子力規制庁が支払っても問題はないのである。そして責任も全て負って貰って然るべきで

ある。それが出来ないとしたら責任転嫁だという事である。こうやって集団生活の悪い面ばか

り見せつけられていると日本への感謝も無くなり、日本を家族だと捉えると「一家離散」とな

ることが分かる。政府にはある面から見ると「人々を苦しめる為の施設」を作るのでは無く、

大きく見て「皆が喜びを持ち受け入れることが出来る施設」を作ってくれることを望みたいと
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思う。最後に「女川原子力発電所２号炉の発電用原子炉設置変更には異を唱える」と結論を唱

えて終わりたい。 

1202E1 

女川原発の再稼働に反対。事故が起こった時の避難計画などが不十分で、地域住民が安心でき

るレベルにはない。事故が覆った時の重大さ、費用の問題を考えると原子力発電所は廃止すべ

き。 

1202E2 反対します。被災原発は運転は反対です。 

1202E3 

＜水蒸気爆発対策問題の偽装は、実験溶融物を二酸化ウラン・ジルコニアに限定したことから

始まっている＞「４－１．２．２．３原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用３．審査

過程における主な論点（１）水蒸気爆発が実機において発生する可能性」、について［意見］

加圧水型原発グループは、平成 25 年 12 月 17 日の第 58 回適合性審査会に「溶融炉心と冷却水

の相互作用について」の資料を提出しています。この資料おいて、加圧水型原発グループは国

際的に行われてきた水蒸気爆発実験として「ＦＡＲＯ実験、ＫＲＯＴＯＳ実験、ＡＬＰＨＡ実

験、ＣＯＴＥＬＳ実験」を示しました。ＦＡＲＯ実験、ＫＲＯＴＯＳ実験は欧州 JRC のイスプ

ラ研究所おける実験です。ＡＬＰＨＡ実験は旧原子力研究所 JAERI で行われた実験です。ＣＯ

ＴＥＬＳ実験は、原子力発電技術機構（NUPEC）がカザフスタン国立原子力センターの施設を借

りて行った実験です。これらの実験でも、試験資料にＡｌ2Ｏ3（アルミナ）を使用した実験で

は、トリガーを使用しない自発的な水蒸気爆発はたくさん発生しています。また、世界中で

は、水蒸気爆発のメカニズムの解明を行い、水蒸気爆発のシミュレーションプログラムを開発

するために、低融点金属のビスマスや鉛、また鉄やステンレスなどの金属、Ａｌ2Ｏ3（アルミ

ナ）などを使用した水蒸気爆発実験が多数行われ、報告されています。そして、たくさんのト

リガーを使用しない自発的な水蒸気爆発が観測されています。そして、昔から鉄や銅、アルミ

ニウム等を溶解する金属精錬所で、トリガーを使用しない自発的な水蒸気爆発が多数発生して

おり、精錬業界において水蒸気爆発は大変に恐れられてきました。ところが、第 58 回適合性審

査会に「溶融炉心と冷却水の相互作用について」の資料では、自発的な水蒸気爆発するのは、

二酸化ウラン・ジルコニア以外の溶融物で起きることであり、二酸化ウラン・ジルコニアに限

定した実験で有れば、自発的な水蒸気爆発は起こらない。また原発は金属精錬炉などとは違

い、メルトダウンが発生したときに原子炉圧力容器から落下するデブリは二酸化ウラン・ジル

コニアの混合物で有り、水蒸気爆発は絶対に起こらないと主張しました。そして、川内原発の

適合性審査案は、この主張を認めパブリックコメントが公募されました。しかし、川内原発の

パブリックコメントにおいて、ＴＲＯＩ実験の隠蔽が指摘され、ＴＲＯＩ実験は実験温度が異

常に高かったので、自発的な水蒸気爆発が発生したが、実炉の温度は非常に低いので水蒸気爆

発は絶対に起こらないとして、川内原発の適合性審査は合格とされました。しかし、二酸化ウ

ラン・ジルコニアの水蒸気爆発実験は、試験物の溶融が極めて難しく、世界には試験設備がほ

とんどありません。日本にも、設備が無いので、日本が行った試験はカザフスタン国立原子力

センターの施設を借りて行っています。そして、世界的によく知られている４つの実験の中

で、ＦＡＲＯ実験は高圧下で行っています。ＣＯＴＥＬＳ実験は低サブクールド下で行ってい

ます。それらの実験は自発的な水蒸気爆発の起こりにくい条件で行われています。二酸化ウラ

ン・ジルコニアに限定した実験が極めて少ないのに、ＴＲＯＩ実験の大きな偽装を行い、これ

らの実験を根拠として、女川原発には水蒸気爆発は起こらないとの決定は、大きな問題と思わ

れます。 

1202E4 

女川原発は東電福島第 1原発と異なり、最初から津波リスクを想定して高台に建設された。

2011 年の大震災に伴う津波にも耐え冷温停止に成功した。近隣の、津波被災住民の避難所とし

ても機能している安全が既に大震災時点で立証されている日本における安定した電源供給のた

め原発を再稼働させるべきと考える 

1202E5 

関西電力しかり、東京電力しかり、電力会社の運営姿勢は資金面でもコンプライアンス面でも

あまりに自由すぎます。 

東日本大震災を契機に原発の管理のずさんさや、その莫大な利益の不適切管理が明らかになっ

たわけですから、原発の再稼働にあたっては利権に関わらない市民の声を入れるべきです。 

それは単にこうしたパブコメだけではなく、正社員にやらせるのか、過度な下請けバイトのよ

うな人に作業をやらせるのかといった人選や、安全対策の審査においても適用されるべきで、

持続的な国民の目による監視が必要です。 

ただし、米軍基地反対派のようなただの業務妨害は逮捕されてしかるべきで、あくまで意思決
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定の中に、裁判員のような形で異なる国民に参加させるべきだということです。 

 

そうでもしないと、再稼働をしても安全性がおろそかにされ、一部の人たちが潤うだけだと確

信しています。環境のためには原発は有意義ではありますが、その廃棄についても明確になっ

ておらず、問題が多いことは事実です。 

こういったものを扱う以上、単なる営利企業として潤うことはハッキリ言ってしまえば、あっ

てはなりません。 

1203E1 

今の審査基準は科学的経済的合理性をはるかに超えて過剰に厳しく、日本のエネルギー安全保

障を大きく阻害している。化石燃料の輸入がなんらかの理由で止まった時、大勢の人が死ぬと

いうことは容易に想像でき、そのリスクは原発事故のリスクより遥かに大きいのに、マスコミ

や野党のヒステリーで全く覆い隠されている。私はそんな非科学的なヒステリーに殺されたく

ない。女川原発の再稼働に強く賛成します。 

1203E3 

原子力発電所の地震当時の現状を聞きました。主電源 5 つのうち 4 つがだめになり、あと一つ

だめになっていたら、福島と同じ状況になっていたと聞きました。 

今もまだ福島の事故は収束していない状況のなか、生み出した副産物の安全な処理方法もない

中、再稼働することに恐ろしさを感じます。 

大きなエネルギーでお湯を沸かし、その熱で発電しているだけのこと。他のエネルギーで代替

できるのではないでしょうか。日本の技術があれば、駅のラッシュ時に歩く人の振動をつかっ

た発電や、太陽熱や地熱、ふんだんな水源をつかった水力発電等選択肢はたくさんあるのでは

ないかと思います。 

安全で安心な電気の供給を願います。 

1203E4 

東北電力女川原発 2号機の再稼働には絶対反対です。 

理由その一女川原発は巨大地震の震源域に近く、すでに東日本大震災で大被災した東京電力福

島原発で大被害実績を示していて、再びの大災害が女川で起これば、宮城県民として死活にか

かわる重大事態になる。地震による被害が発生しない保証はどこにもない。再稼働はおろか廃

炉にするのが正しい道。 

理由その二事故発生時の避難計画には全く実効性がない。つい先日行った避難訓練において、

参加した住民の誰からも、長時間かかる、車渋滞は想像を絶する等々、計画の非現実性を指摘

する意見が多数出た。事故が発生したから避難するのであり、その計画に実効性が著しく乏し

いものであることはこの先どんな計画を作っても、希望を夢想するだけのものである。よっ

て、原発そのものを再稼働させることなく廃炉にするのが正しい道。 

1203E5 

＜適合性審査案はＴＲＯＩ実験の水蒸気爆発発生時のデブリサイズ資料を無視している＞「４

－１．２．２．３原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用３．審査過程における主な論

点（１）水蒸気爆発が実機において発生する可能性」、について［意見］「2017 年 6 月 6 日、

日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター燃料研究棟にて、プルトニウム・濃縮ウラン貯

蔵容器の点検中に汚染事故が発生、当時作業していた 5 人全員から放射性物質が検出された。

当初発表によれば、内 1名からは肺モニタによりプルトニウム 239 で 22,000Bq、アメリシウム

241 で 220Bq の汚染が確認された。ただ、その後、再測定したところプルトニウム 239 は検出さ

れなかったと発表された。鼻スミアで 3名から放射性物質が検出されていることから予断を許

さないが、大量吸引がなかったとすれば、それ自体は喜ばしい。」と報道されています。原発

にメルトダウンが発生時、プルトニウムを大量に含むウラン核燃料が大量の水と接触し、水蒸

気爆発を起こすと、溶融デブリがミクロン単位程度の微細粒に分解し、大気中に大量に浮遊す

ると考えられてきました。そして広範囲な地域の住民に、大洗研究開発センター燃料研究棟の

プルトニウム吸引事故と同じ事故が起きることが予測されてきました。加圧水型原発を所有す

る電力会社は、新規制基準に係る設置変更許可申請において、水蒸気爆発対策資料には、ＴＲ

ＯＩ実験報告資料の隠蔽を行いました。しかし、川内原発の適合性審査書案のパブリックコメ

ントにおいて、ＴＲＯＩ実験報告資料の隠蔽が発覚しました。そして、一般市民にもＴＲＯＩ

実験を行った研究者が原発関係の専門誌に発表した一連の論文の内容が知られるようになりま

した。その後、沸騰水型原発を所有する電力会社が適合性審査会にＴＲＯＩ実験を紹介した資

料の提出を行いました。しかし、この資料の引用は、［８］の、ストラスブウル大学の学生に

よる学位（博士）論文や[１８]の、ＴＲＯＩ実験グループの著者等が

「NuclearEngineeringandDesign」の専門雑誌に発表した有料論文です。そして、実験温度の偽
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装が行われており、一連のＴＲＯＩ実験の報告書の内容には触れられていません。しかし、Ｔ

ＲＯＩ実験の報告書には、水蒸気爆発実験で、水蒸気爆発が発生したとき、水蒸気爆発で発生

するデブリサイズの資料がたくさん掲載されています。インターネットに公開されている

［J.H.Songetal,:FuelcoolantinteractionexperimentsinTROIusingaUO2/ZrO2mixture,NuclearE

ngineeringandDesign,222(1),1-15(2003)］の 792 ページに自発的な水蒸気爆発の発生により生

成された酸化ウラン・ジルコニアのデブリサイズ分布が示されています。0.425ｍｍ以下の微細

粒が 19％含まれていたと示されています。水蒸気爆発実験の報告書では、水蒸気爆発発生時の

デブリサイズの報告が多く行われていますが、デブリに水蒸気爆発が発生するとミクロン単位

の微細粒が大量に発生すると報告されています。そして、森山論文で報告されているように、

メルトダウン発生時には、プルトニウムを含むウラン燃料の微細粒が大気中に大量に飛散する

可能性がかなりあります。しかし、東北電力の提出資料には、その検討が全くありません。ま

た、審査書案にもその検討は全くありません。メルトダウン事故の発生時、住民の安全にとっ

て、極めて重要な危険性について、まったく検討報告がないことは、審査書の大きな不備と思

われます。 

1203E6 

災害やその他の影響で、今回のような事が起こってしまったら、大量の放射線物質が放出され

深刻な被害が出るだけではなく、将来にわたり影響してしまう可能性がある中で再稼働するよ

りは、しっかりとしたエビデンスに基づいて慎重に行うべきだと思う。 

1203E7 

1.フィルタの性能で、除染係数 1000（78 ページ他）と除去効率 99.9%（40 ページ）は、どちら

かに統一すべきでは 

2.[dif]（62 ページ他）は「差圧」と書くべき 

3.審査会合 688 回で設置することになったコリウムシールドが記載されていない。 

4.審査会合 688 回で設置することになった代替循環冷却系が記載されていない。 

5.審査会合 796 回で設置することになったコリウムバッファが記載されていない。 

1204E1 

<該当箇所>33 頁 

 

<内容>女川原発 2号では 1,130 ヶ所ものひび割れが見つかった。剛性の低下は 25%～70%と驚く

べきものである。 

申請者の東北電力は「初期剛性低下に加え、さらに基準地震動相当の地震を経験した場合の剛

性低下を考慮する方針」だそうだが、ひび割れの影響を過小評価していないだろうか。ひび割

れは伝播します。伝播して拡大していきます。そういった伝播の特性を考慮することは可能な

のだろうか。 

とても不安でならない。 

1204E2 

日本は火山・地震国です。原発に絶対安全ということはありえない。電気も充分足りていま

す。原発から出た汚染水の行方も定まらないのに再稼働なんてありえない。これ以上危険なモ

ノを増やさないで下さい。絶対反対です。 

1204E3 

＜適合性審査案は水蒸気爆発発生時のペデスタル強度検討を無視している＞ 

「４－１．２．２．３原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

１．申請内容 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

2．解析結果について 

［意見］加圧水型原発を所有する電力会社グループは、実炉には絶対に水蒸気爆発は発生しな

いと強固に主張を続けており、新規制基準に係る設置変更許可申請書の添付資料には、溶融燃

料－冷却材相互作用の検討には、水蒸気爆発の発生時におけるキャビティ強度の検討は不要と

主張し、圧力スパイクの発生時の格納容器の最高圧力、最高温度の安全性についてのみ、詳細

な報告を行っています。 

そして、加圧水型原発を所有する電力会社グループの原発の適合性審査では、水蒸気爆発の発

生時におけるキャビティ強度の審査は全く行わず、圧力スパイクの発生時の格納容器の最高圧

力、最高温度の安全性についてのみの審査により、適合性審査を合格としてきました。 

しかし、沸騰水型原発については、先行して審査が行われた、東京電力柏崎刈羽原発６、７号

炉、日本原子力発電東海第二原発については、電力会社より可能性は低くても、水蒸気爆発の

可能性が全く無いわけでは無いので、万一の場合を考えて、水蒸気爆発が発生した場合の、ペ

デスタルに貯水された冷却水の各水深によるＭＣＣＩの発生程度と水蒸気爆発発生時のペデス
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タルの強度の検討書が提出され、適切な水深が報告されています。 

女川原発２号炉も、第 606 回適合性審査会において、初めて水蒸気爆発問題の詳しい審議が行

われています。 

加圧水型原発グループは、自発的な水蒸気爆発は起こらないと強行に主張してきましたが、沸

騰水型原発グループは、それでも万一水蒸気爆発が起きる事も考慮して、水蒸気爆発が起きた

場合の、原子炉圧力容器支持台の強度計算を行っています。 

女川原発２号炉の強度計算の検討資料が、資料 2-1-4 で説明されています。 

また、資料 2-1-1 の 19 ページに、強度計算結果が表示されています。 

東北電力の強度計算は、溶融炉心の落下位置を原子炉圧力容器の制御棒駆動装置の最外周と

し、ペデスタル近傍で水蒸気爆発が発生した場合で計算しているそうです。 

応力はミーゼス相当応力（垂直応力とせん断応力から計算されるスカラー量の応力）で表示さ

れています。 

内部鋼板では、降伏応力 490MPa に対して、最大 363MPa、また外部鋼板では最大 130MPa と成っ

たと説明されています。 

また全体の説明では、万一内部鋼板の強度が無く成っても、外部鋼板だけでも、原子炉圧力容

器の荷重は十分に支えられると説明されています。 

そして、水蒸気爆発の危険性と、ＭＣＣＩの危険性のバランスからペデスタルに貯水する冷却

水の水深は 3.4ｍが最適と説明されています。 

東北電力は、冷却水の水深を 3.4ｍにしても、水蒸気爆発発生時ペデスタルが倒壊するまでに、

まだ余裕があるので、ＭＣＣＩによる損傷防止のため、3.4ｍの比較的には深い水深を採用した

と説明しています。 

ところが、適合性審査書案には、この審議結果は何も記載されていません。メルトダウン事故

の発生時、大気中への大量のプルトニュームダスト飛散により、チェルノブイリ原発事故や福

島第一原発事故をはるかに超える大事故になる可能性のある危険問題の検討報告が欠如してい

ることは大きな問題と思われます。 

1204E4 

１.（Ｐ．４９９）事故時に、道路が壊れ、救援のバスが来ない、人が来ない、放射能が強いな

ど様々の問題が発生し、避難できないのではないか。2.（Ｐ．４４９）ヒューマンエラーが頻

発し、現在の東北電力社員の技術力の劣化が激しい様で問題だ。非常事態に対応できるのか。

３.（Ｐ３９５）炉心損傷により、水蒸気爆発が起こり、大量の放射能が、ばら撒かれるのでは

ないか。４.（Ｐ４８から５９,７０）津波に対して、防潮堤（本当は、防波堤というべき）を

作ったはいいが、29ｍを超えた海水が溜まったのを「短期間」で、どう排水するのか。ポンプ

では間に合わないではないか。５.（Ｐ１１～１４～１６、１８、２４，２９）検討用地震波の

作成について女川原発近郊のＦ-6 からＦ-9 断層は、本当に原発敷地にもっと近づいていないの

か。長町、利府断層との関係は、ないのか。６.（Ｐ２８～２９）「震源を特定せず策定する地

震動」の選定は、妥当なのか。新知見で改良すれば安全というわけではない。７.（Ｐ３１８～

特にＰ３２８，３２９、）非常用車両の通路が遮断されることはないのか。（断層が無数にあ

る。）８.（Ｐ９３～９８）火山灰の問題・・・十和田６ｃｍ、肘折１０ｃｍ、鳴子カルデラ鳴

子は１２．５ｃｍ厚さとなった。白頭山は大丈夫か。火山灰の影響による電気設備等の故障

は、フィルターで防御できるのか。フィルターが詰まった場合に、交換時間内に様々の問題に

対処できるのか。その他自動車のエンジン故障が様々な問題を引き起こすのではないか。 

1204E5 
再稼働に賛成です。安全性を信用します。エネルギーミックスを推進し、上手く活用して欲し

いです。 

1204E6 

女川原発再稼働絶対反対です。 

福島第一原発で大変な思いをしたのを忘れたのでしょうか？ 

原発はいりません。 

村井知事はもっと宮城県民の事を真剣に考えてほしいです。 

水道事業化問題も宮城県民の事を考えてほしいです。 

1204E7 

３－１．１基準地震動 

４．基準地震動の策定 

(２)震源を特定せず策定する地震動、（29p） 

>「震源を特定せず策定する地震動」の年超過確率は、10-4～10-7 程度 

↑ 



パブコメ意見一覧（WEB 投稿） 

- E12 - 
 

整理番号 意見全文 

正しい年超過確率、10-2 程度☆★。１００倍超の差異あり。 

 

防災科学技術研究所（kik-net）地震動データ 

http://www.kyoshin.bosai.go.jp/kyoshin/ 

 

約 700 箇所の地震動、観測地点において、僅か２０年の期間で、 

約７％（５０箇所）で、コントロールポイントを超過している。 

(700/50*20≒300 年/１回) 

 

全国共通地震・報告書（震源を特定せず策定する地震動） 

http://www.nsr.go.jp/data/000280238.pdf 

 

15p、コントロールポイント超過の地震動が記載。 

 

(備考)基準地震動、シミュレーション+ 

http://www002.upp.so-net.ne.jp/bob-k/genpatu-note5i.htm 

1204E8 
1000 年に一度と言われる規模の東日本大震災をも耐えきった女川原発を、運転させずに放置し

ておくのはもったいない 

1205E1 

絶対反対です。但し、原子力規制委員会の審査は、科学的・外形的な審査であり、これに異を

唱えるものではありません。福島第一原発の事故の結果、東北の玄関である福島の惨状とその

ブランドの失墜は悲し過ぎます。一方、女川原発はどうでしょう。運良く地震・津波の影響は

外形的には見られません。しかし、目に見えない内部はどうでしょうか？痛んではいないです

か。また、想定されている以上の地震・津波に耐えられますか。ミサイル・航空機、テロ等の

対策はどうですか。私たちは知っています。一度暴走した核物質は誰にも止められないこと

を。そして、その影響はどこまでも続くことを。女川・石巻だけはなく、仙台、そして宮城、

近隣する東北各県を巻き込み、駄目にしてはいけません。あなたは責任とれますか。 

1205E2 

化石燃料やウラン核燃料は有限な資源であるので、将来的には水力発電、風力発電、地熱発

電、太陽光発電などのクリーンエネルギーの利用に移行すべきであるが、当面は、火力発電や

原子力発電の利用は避けることができない。原発は二酸化炭素排出量を低減させ地球温暖化の

抑制策として効果的であるとともに化石燃料の価格高騰抑制策としても効果的であるので、化

石燃料の輸入が必要な我国では、十分な安全対策を施した上で推進することが望ましい。 

1205E3 

＜適合性審査案の実炉トリガーなし水蒸気爆発不可能論は問題である＞ 

４-１．２．２．３原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

３．審査過程における主な論点 

（１）水蒸気爆発が実機において発生する可能性、について 

［意見］審査書（案）では「これらのうち、水蒸気爆発が発生した KROTOS、TROI の一部実験の

特徴としては、外乱を与えて液－液直接接触を生じさせていること、又は溶融物の初期の温度

を高く設定することで、溶融物表面の蒸気膜が安定化する反面、溶融物表面が冷却材中で固化

しにくくさせていることが要因であることを示した。さらに、大規模実験の条件と実機条件と

を比較した上で、実機においては、液－液直接接触が生じるような外乱となり得る要素は考え

にくいこと・・・」と説明し、実炉トリガーなし水蒸気爆発不可能論を示しています。 

しかし、ＴＲＯＩ実験では、自発的な水蒸気爆発が発生したことが報告されています。 

「J.H.Songetal..SpontaneousSteamExplosionsObservedInTheFuelCoolantInteractionExperime

ntsUsingReactorMaterialsJournaloftheKoreanNuclearSociety.33(4),344-357(2002)」のＴＲ

ＯＩ2002 年論文では、ＴＲＯＩ－１３試験で、試験デブリの落下時間と自発的水蒸気爆発の発

生時間より、水中に落下した試験デブリが粒状化し、その最初の粒状試験デブリが試験水槽の

底部に接触した直後に自発的水蒸気爆が発生したと推定されると報告されています。 

「J.H.Songetal.,InsightsfromtheRecentSteamExplosionexperimentsinTROI,JournalofNUCLEAR

SCIENCEandTECHNOLOGY,40(10).p.784(2003)」ＴＲＯＩ2003 年論文では、ＴＲＯＩ－１５試験

で、試験デブリの落下時間と自発的水蒸気爆発の発生時間より、水中に落下した試験デブリが

粒状化し、その最初の粒状試験デブリが試験水槽の底部に接触した直後に自発的水蒸気爆が発

生したと推定されると報告されています。 



パブコメ意見一覧（WEB 投稿） 

- E13 - 
 

整理番号 意見全文 

ＴＲＯＩ－１３試験はＵＯ２－ＺｒＯ２の試験デブリで行われており、ＴＲＯＩ－１５試験は

ＵＯ２－ＺｒＯ２の試験デブリで行われています。 

実験にＡｌ２Ｏ３を使用した水蒸気爆発実験では、サンデアで行われた溶融デブリによる水蒸

気爆発実験でも、同じ現象が高速度カメラで何度も撮影されています。 

また、KROTOS、TROI の一部実験では、トリガーが使用されて、水蒸気爆発実験が行われ、水蒸

気爆発が発生しています。しかし、このことはトリガーが無ければ水蒸気爆発は起こらないこ

とを証明しているのではありません。 

OECD（経済協力開発機構）は大規模なメルトダウン事故が発生すると、世界経済に大打撃を与

える可能性が有ると考え、所属の原子力エネルギー機関（NEA）内に原子力施設安全委員会

（CSNI）を設立しています。原子力施設安全委員会（CSNI）は、メルトダウン事故の発生時、

大水蒸気爆発が発生すると、原発事故の最大の被害が発生する可能性が大きいと考え、 

2002 年に世界の各国の原子力機関が参加する SERENA プロジェクトを発足しました。 

SERENA プロジェクトは原発のメルトダウン事故発生時における水蒸気爆発のメカニズムの解明

と、信頼性のある水蒸気爆発シミュレーションプログラムの開発を目的としています。 

そして主に、2004 年、2007 年、2014 年に SERENA プロジェクトの報告を行っています。 

これらの報告では、水蒸気爆発は、同じような実験条件で自発的な水蒸気爆発実験を行うと、

自発的な水蒸気爆発は起こったり、起こらなかったりする不安定な現象であると説明されてい

ます。 

そこで、SERENA プロジェクトは実験の効率を最大にするため、各国で開発されている水蒸気爆

発シミュレーションプログラムであらかじめ、トリガーを与えて、最大の水蒸気爆発が起きる

条件を予測し、予測された条件下で、KROTOS、TROI の実験を指示したと説明されています。 

そして、SERENA プロジェクトは実炉における自発的な水蒸気爆発の可能性を認めています。適

合性審査案の実炉トリガーなし水蒸気爆発不可能論は問題であると思われます。 

1205E4 

福島第一の経験から基本的には原子力発電所の稼働には反対です。一つにはテロ対策が不十

分。敵国からすれば原子力発電所をミサイル攻撃すれば、日本は降伏せざるを得ないでしょ

う。二つ目は、いまだに使用済み核燃料や汚染水、核のゴミの廃棄方法や廃棄場所が確定して

いない中で、再稼働を許可することは許されない。これは技術的な問題でしょう。三つ目は万

が一の時の避難経路や避難方法が明確ではない。これら重要な課題が解決されない中で再稼働

が許されるのは不合理と思います。原子力規制委員会は自分達の担当範囲外と言うのかもしれ

ませんが、貴方たちの子孫にも重要な影響がある問題です。再生可能エネルギをもっと増や

し、大容量蓄電池の開発を進めるべきです。その全体像の計画の中で原子力を一時的な稼働と

するなど決めるべきです。一民間である電力会社が決めることはできないと思います。もし原

子力発電所が稼働した場合、電力が余ることが多くなります。原子力は出力制御が困難なた

め、他の発電所を停止することになると思われますが、二酸化炭素排出を抑えるためにも先ず

は化石燃料の火力を優先して停止すべきです。 

1206E1 
女川原発の再稼働は、許ｓない。人類と核の共存は、不可能。直ちに、再稼働計画を撤回せ

よ。 

1206E2 

再稼働反対被災した原発は動かすな茨城は地震が多い 30 年間で 90％確率で地震が起こる危ない

防潮堤 23ｍを立ててもそれ以上の津波がきたら防げない事故を起こっても責任を取れない動か

すな福一事故でも誰も責任をとってない首都圏に近く、原発付近の住人が多い茨城県 96 万人を

避難させるのは難しい東電に金を借りてまで動かすな被災原発を動かすな老朽原発を動かすな

そばに原子力施設が多いので事故の影響を与えるので動かすな 

1206E3 

女川原発の再稼働に反対します。また大きな地震がきた時に福島第一原発と同じような事故が

起こらないという保証は誰にも出来ないし、事故が起こってから責任を取る事は全く手遅れで

無意味だという事が東日本大震災の教訓としなければ我々は未来の人々にとっての責任だと考

えます。 

1206E4 

３－１．１基準地震動４．基準地震動の策定(２)震源を特定せず策定する地震動、（29p）>

「震源を特定せず策定する地震動」の年超過確率は、10-4～10-7 程度↑正しい年超過確率、10-

2 程度。１００倍超☆★の差異あり。■全国共通地震・報告書（震源を特定せず策定する地震

動）http://www.nsr.go.jp/data/000280238.pdf15p、コントロールポイント超過の地震動、数

１０箇所明示。 
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1206E5 

３－１．１基準地震動４．基準地震動の策定(２)震源を特定せず策定する地震動、（29p）>

「震源を特定せず策定する地震動」の年超過確率は、10-4～10-7 程度↑正しい年超過確率、10-

2 程度。１００倍超☆★の差異あり。■全国共通地震・報告書（震源を特定せず策定する地震

動）※http://www.nsr.go.jp/data/000280238.pdf15p、コントロールポイント超過の地震動、

数１０箇所明示。※原子力規制委員会（規制庁）公文書 

1206E6 

＜東北電力のＭＣＣＩ対策の検討における MAAP の DECOMP の使用は大問題がある＞「４－１．

２．２．５溶融炉心・コンクリート相互作用１．申請内容（（２）解析手法及び結果、不確か

さの影響評価 1．解析手法 b.解析コード：炉心損傷後の原子炉圧力容器内の溶融炉心のリロケ

ーション、原子炉圧力容器破損、溶融炉心によるコンクリート分解等を取り扱うことができる

MAAP を用いる。」について。［意見］東北電力は、第 606 回適合性審査会において、資料 2-1-

１「女川原子力発電所２号炉運転中の原子炉における格納容器破損防止対策の有効性評価につ

いて」を提出しています。この資料の 23 ページで、女川原発２号炉にメルトダウンが発生した

とき、ペデスタルに貯水された状態で、ＭＣＣＩ（コアコンクリート反応）により侵食される

コンクリートの侵食量は、下部床面約１ｃｍ、下部壁面約１ｃｍと説明しています。そして、

ＭＣＣＩ対策は十分であると説明しています。しかし、東北電力は、ＭＣＣＩのシミュレーシ

ョンを MAAP の DECOMP を使用して行っています。東北電力は、沸騰水型原発を所有するほかの

３社の電力会社と共同で、第 236 回適合性審査会に、［資料１－５、（第５部ＭＡＡＰ）添付

３溶融炉心とコンクリートの相互作用について］を提出しています。この資料の 5-3-8 ページ

に、「図４－１ＭＡＡＰコードのＭＣＣＩ伝熱モデル概略」が掲載されています。MAAP コード

は、メルトダウン発生時のシミュレーションコードですが、ＭＣＣＩの解析には DECOMP コード

が使用されています。そして、DECOMP コードの「伝熱モデル概略」は明らかに偽装モデルと思

われます。２３００℃にもなったデブリ（溶融核燃料）が原子炉圧力容器からコンクリート製

のペデスタル床に落下すると、デブリは融点が約１２００℃のポルトランドセメントコンクリ

ートと反応を起こし、クラストが大量に発生します。この現象は、水中でも起こります。ここ

で示されているＭＡＡＰのＭＣＣＩモデルでは、デブリで構成される溶融プールの周りを下部

クラスト、側面クラスト、上部クラストが取り囲んでいる構造とされています。デブリの密度

はカベンスキーの論文の図―６に詳しいデーターが掲載されていますが、約 7.0～7.2ｇ／ｃｍ

３程度と推定されます。一方クラストはコンクリートがＭＣＣＩ反応で溶解してできるので、

その密度は約 2.0～3.0ｇ／ｃｍ３程度と推定されます。

（SEVEREACCIDENTMANAGEMENTCONCEPTOFTHEVVER-

1000ANDTHEJUSTIFICATIONOFCORIUMRETENTIONINACRUCIBLE-

TYPECORECATCHERVLADIMIRBENZIANOVICHKHABENSKY）したがって、鉄の製錬用取鍋内では、溶融

鉄が下に沈み、その上部にスラグが浮いて層をなすように、デブリが下に沈み、クラストがそ

の上に浮いて層をなすのが自然の姿と思われます。デブリが下に沈み、クラストがその上に浮

いて層をなすモデルではクラストの厚みがもっと厚くなり、床と側壁のクラストによる断熱が

なくなります。そして、大量水でのデブリの冷却熱量は、東北電力のシミュレーション結果よ

りもはるかに少なく成り、コンクリートの表面温度は非常に高く成り、コンクリートの侵食量

はもっと増えると推測されます。そして、実炉におけるＭＣＣＩの侵食量は、膨大なものにな

ると推定されます。したがって、東北電力の、ＭＣＣＩ対策の検討には、大きな偽装が行われ

ていると推定されます。 

1207E1 

３－１．１基準地震動基準地震動の年超過確率（29p）>「震源を特定せず策定する地震動」の

年超過確率は、10-4～10-7 程度↑正しい年超過確率、10-2 程度。１００倍超☆★の差異あり。

■防災科学技術研究所（kik-net）地震動データ http://www.kyoshin.bosai.go.jp/kyoshin/約

700 箇所の地震動、観測地点において、僅か２０年の期間で、約７％（約５０箇所）で、コント

ロールポイントを超過している。(700/50*20≒300 年/１回)(主な、超過地震リスト～vs-

2200m/s 基準)2016.0414 熊本 Mw6.1 益城 5000gal 上下動→超過倍率 7.52018.0906 北海道 Mw6.6

追分 6000gal 水平動→超過倍率 5.52001.0324 芸予 Mw6.7 御調 3500gal 水平動→超過倍率 3.3etc

僅か２０年余りで、超過倍率３倍超の地震動が、多数発生。よって、基準地震動は、水平動→

1800gal/0.02s 上下動→1200gal/0.02s 前後が適切。■全国共通地震・報告書（震源を特定せず

策定する地震動）※http://www.nsr.go.jp/data/000280238.pdf15p、コントロールポイント超

過の地震動、数１０箇所明示。（期間２０年弱）※原子力規制委員会（規制庁）公文書(備考)

基準地震動、シミュレーション+http://www002.upp.so-net.ne.jp/bob-k/genpatu-note5i.htm 
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1207E2 

３－１．１基準地震動基準地震動の年超過確率（29p）>「震源を特定せず策定する地震動」の

年超過確率は、10-4～10-7 程度↑正しい年超過確率、10-2 程度。１００倍超☆★の差異あり。

■防災科学技術研究所（kik-net）地震動データ http://www.kyoshin.bosai.go.jp/kyoshin/約

700 箇所の地震動、観測地点において、僅か２０年の期間で、約７％（約５０箇所）で、コント

ロールポイントを超過している。(700/50*20≒300 年/１回)基準地震動が、過小に計算された理

由は、防災科学技術研究所・藤原氏がコメントしている。「データセットの確認の中でも、マ

グニチュード５と５．５と６と、下限を変える事によって、非超過確率の値が変わるという

事、当然ですけれど、その確認をする中で、それぞれの下限値をいくつに選ぶかによって、そ

の平均的なスペクトルの形状を見た時に、一番大きな下限を６とした時に、形状がやはり他の

沢山のデータを使ったものとは性質が違う・・」原子力規制委員会、議事録

20phttp://www.nsr.go.jp/data/000271942.pdf 原子力規制委員会、標準応答スペクトル（案）

(32p)http://www.nsr.go.jp/data/000269574.pdf 地震データ下限レベル、Mw5.0→6.0、変更の

場合短周期、0.02-0.6s→約３倍差☆★よって、基準地震動は、水平動→1800gal/0.02s 上下動

→1200gal/0.02s 前後が適切。■全国共通地震・報告書（震源を特定せず策定する地震動）※

http://www.nsr.go.jp/data/000280238.pdf15p、コントロールポイント超過の地震動、数１０

箇所明示。（期間２０年弱）※原子力規制委員会（規制庁）公文書(備考)基準地震動、シミュ

レーション+http://www002.upp.so-net.ne.jp/bob-k/genpatu-note5i.htm 

1208E1 

３－１．１基準地震動基準地震動の年超過確率（29p）>「震源を特定せず策定する地震動」の

年超過確率は、10-4～10-7 程度↑正しい年超過確率、10-2 程度。１００倍超☆★の差異あり。

■全国共通地震・報告書（震源を特定せず策定する地震動）※

http://www.nsr.go.jp/data/000280238.pdf(15p)コントロールポイント超過の地震動、数１０

箇所明示。（期間２０年弱）※原子力規制委員会（規制庁）公文書 

1208E2 

女川原発の再稼働に完全に賛成します。この原発はあの東日本大震災を何の問題もなく乗り越

えた優秀な原発であり、止めて根拠はありません。テロ対策等も含め、足りなければ日々改善

していけば良いことであり、それが必要なことです。何事も一足飛びに完璧にすることはでき

ません。福島原発は、その日々改善することが出来なかったことが、津波で炉心溶融までつな

がる重大な事態をもたらした最大の原因です。稼働させた収益から将来の安全への投資を絶え

間なく行っていくことこそ、最大の安全対策となります。 

1209E1 
福島第一原発事故の原因究明が行われていない現在の状況にあって、同じ沸騰水型である女川

原子力発電所の審査、特に重大事故対策が十分にできるとは考えられません。(150p) 

1209E2 

女川原発の立地は巨大地震の震源地に近いです。地震・津波の予測には限界があり、策定され

た基準地震動・基準津波充分だと言いきれません。再稼働しないでください。廃炉を求めま

す。 

1209E3 
女川原発の立地は巨大地震の震源域に近い。地震・津波の予測には限界があり、策定された基

準地震動・基準津波で十分だとは言い切れない。 

1209E4 

３－１．１基準地震動基準地震動の年超過確率（29p）>「震源を特定せず策定する地震動」の

年超過確率は、10-4～10-7 程度↑正しい年超過確率、10-2 程度。１００倍超☆★の差異あり。

■全国共通地震・報告書（震源を特定せず策定する地震動）※

http://www.nsr.go.jp/data/000280238.pdf(15p)コントロールポイント超過の地震動、数１０

箇所明示。（期間２０年弱）※原子力規制委員会（規制庁）公文書 

1210E1 

女川原発の立地は巨大地震の震源域に近い。地震・津波の予測には限界があり、策定された基

準地震動・基準津波で十分だとは言い切れない。巨大な防潮堤直下の地盤改良という難工事を

本当に完遂できるのか。それによって十分な地盤強度が得られるのか、検証せずに審査は終わ

らない。福島第一原発事故の原因究明がなされていないのに、同じ沸騰水型（BWR）である女川

原発の審査が十分に出来るはずがない。何故、住民の「避難計画」を審査の対象としないの

か。避難計画の責任は自治体に押し付けられ、およそ実効性のない机上のプランとなってい

る。格納容器下部に水を張って溶融炉心を受け止める対策は、水蒸気爆発を招く大きなリスク

がある。 

1210E2 
福島第一原発事故の原因究明がなされていないのに、同じ沸騰水型（BWR）である女川原発の審

査が十分に出来るはずがない。 

1210E3 
○「放射能を生活圏に放出」を前提とした新規制基準は容認できない新規制基準では、原発の

敷地境界で最高被曝を「甲状腺に対して 3Sv、全身に対して 0.25Sv」と定めた「原子炉立地審
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査指針及びその適用に関する判断の目安について」（1964 年制定）の適用を除外し、フィルタ

ーベントの設置により「セシウム 137 で 100 兆ベクレルを下回っていること」を求めているだ

けであることから、生活圏への放射能の放出を前提とした原発の再稼働はあり得ず、廃炉が必

然である。 

1210E4 
避難計画に疑問を感じること、なぜ被災した原発を再稼働するのかということの２点から、再

稼働を見直すべきだと思う。 

1210E5 
福島第一原発事故の原因究明がなされていないのに、同じ沸騰水型（BWR)である女川原発の審

査が十分でできるはずがない。 

1211E1 

私は女川原発の再稼働に「反対」の意思を示すとともに論拠を言いたいと思います。今後３０

年以内に今度は 30ｍ近い津波が到達した場合、原発は本当に大丈夫なのか？放射能汚染した場

合国は福島県のように見殺しにするのではないか。また復興した場合未だに宮城の海産物は、

東アジア圏内に輸出ができない状況下です。風評被害を無視してまで女川原発を再稼働すべき

でしょうか。福島でクローズアップされているのが、甲状腺がん、白血病の急激な患者増加で

す。これは検診を受けていなかった人だけのデータではないはずです。福島事故前にも毎年健

康診断や人間ドックを受けていた人でさえ事故後急にガンを患っています。実際それを国は報

道も隠し、事実関係をなし崩しにしています。実際の医療データを開示し、宮城県民に賛否を

問うべきです。私は言っておきます。原発政策は昔から崩壊しています。太陽光や風力、水力

を活かしたエネルギー政策に舵を切るべきです。エネルギーミックスなんて言ってる場合では

ありません。女川原発再稼働に厳しく非難します。 

1211E2 

関西のものです。女川原発を再稼働するのは何故でしょうか。福島原発の事故があってから、

大手電力会社の電力を使うのが怖くて電気会社のプランに乗り換えようと考えています。今回

女川原発を再稼働するメリットとデメリットを理解できるようもう少し詳しく教えて欲しいで

す。 

1212E1 

2011 年の原発事故を経験し、一たび日本で原発事故が起これば、どんなに被害が拡大し住む場

所のない方、苦しむ方がでるのかわかったはずです。再稼働させるには原発はリスクが大きす

ぎます。ゴミの問題も解決されていない中、子ども達に胸を張って未来を手渡すことができま

せん。特に今回の女川原発の再稼働は以下の理由で反対します。・被災した原発であること・

安全基準が世界レベルではないこと・周辺住民の避難計画が示されていないこと。どうか再検

討をお願いします。 

1212E2 

○意見提出箇所（29 ページ）女川原発は巨大地震の震源域に近い「被災原発」である女川原発

は、東日本大震災で被災した特殊な原発であり、規制委員会では、最新の科学的・技術的知見

を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮して適切に策定されていることを確認したとある。し

かしながら、繰り返し巨大地震と大津波を発生させている日本海溝沿いの震源域に最も近い原

発であり、追加の安全対策を行なっても大きなリスクが伴う可能性があり、安全とは言い切れ

ない。○意見提出箇所（全体）新規制基準は「世界で最も厳しい」どころか、世界レベルに程

遠い新規制基準が制定された際に規制委員会は、これまで規定されていなかったシビアアクシ

デント対策を規制の対象にしたことが特徴だと強調した。福島第一原発では、溶融炉心を取り

出すことはほとんど不可能になっており、シビアアクシデント対策というのであれば、福島事

故の教訓を踏まえて炉心溶融に万全の対策をとらなければならない。ところが新規制基準は、

欧州で認証されている最新鋭の原発に標準装備されているコアキャッチャーを要求しておら

ず、安倍首相の言う「世界で最も厳しい水準」どころか、世界のレベルには程遠い。女川原発

では、コアキャッチャーに代わる溶融炉心対策として、格納容器下部に水を張って溶融炉心を

受け止める「対策」がとられることになっているが、これは安全どころか水蒸気爆発を招いて

東日本壊滅の事態を引き起こす懸念がある。○意見提出箇所（全体）避難計画を含めて審査す

べきである規制委員会は、「原子力災害対策指針」を策定していながら、審査では指針に基づ

いて策定された自治体の避難計画の実効性をまったく検討していない。その理由を規制委員会

は、災害対策基本法が、原子力災害時の避難に関しては、地方自治体を中心にした地域防災会

議に権限を委ねているからだと説明している。しかし、ＩＡＥＡ（国際原子力機関）で採用さ

れている「深層防護」の考え方によれば、その第５層において、原子力規制機関による緊急時

計画等の整備が必要だとされている。短時間で広がる放射能への迅速な対応や、他都道府県に

またがる広域的な避難行動は国が全面的に統括すべきであり、重大事故時に住民の深刻な被曝

を回避することができない場合に、規制委員会は稼働を認めない措置をとるべきである。 
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1212E3 

原子力発電所はいったん事故が起きれば、人々の生活と自然環境を破壊し、取り返しがつかな

くなります。フクシマ核発電所の事故を防ぐことができず、また、安倍首相をはじめ電力会社

幹部など事故を起こした人たちの責任が一切問われないまま、また新たに原子力発電所を再開

するには倫理上大きな問題があります。よって、女川核発電所の再開は許されるべきでないと

考えます。 

1212E4 

原発はいらない。女川 2号機の再稼働の理由として、経済性、CO2 無排出をあげるが、共に正し

くない。経済性は国の試算で 10.1～円/ｋｗｈとしているが、これは 120 万 kw の原発を 40 年間

７０％の稼働率で運転した場合で、女川 2 号機は 82.5 万 kw、しかも震災で 9年も停止っしてい

る。これに新規制に対応するための 3400 億円、またテロ対策費は含まれていなし。既に太陽光

発電は最近の入札で 10 円台をつけていて、一番安い電力となった。温暖化対策とそても原発は

有効ではない。発電効率が３０％と低く、残り７０％の熱は海水に捨てて、海水温度の上昇を

引き起こしている。即刻廃炉にすべし。 

1212E5 

意見該当箇所：499 ページに対して内容：女川原発は東日本大震災はじめ何度も巨大地震に見舞

われた「被災原発」である。多数のヒビが入った建屋の剛性低下、設備・機器類の被災の検証

も不十分だ。福島第一原発事故の原因究明がなされていないのに、同じ沸騰水型（BWR）である

女川原発の審査が十分に出来たのか疑問である。住民の「避難計画」を審査の対象としないの

はなぜか。避難計画の責任は自治体に押し付けられ、実効性のない机上のプランとなってい

る。 

1212E6 

○意見提出箇所（29 ページ）女川原発は巨大地震の震源域に近い「被災原発」である女川原発

は、東日本大震災で被災した特殊な原発であり、規制委員会では、最新の科学的・技術的知見

を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮して適切に策定されていることを確認したとある。し

かしながら、繰り返し巨大地震と大津波を発生させている日本海溝沿いの震源域に最も近い原

発であり、追加の安全対策を行なっても大きなリスクが伴う可能性があり、安全とは言い切れ

ない。○意見提出箇所（全体）新規制基準は「世界で最も厳しい」どころか、世界レベルに程

遠い新規制基準が制定された際に規制委員会は、これまで規定されていなかったシビアアクシ

デント対策を規制の対象にしたことが特徴だと強調した。福島第一原発では、溶融炉心を取り

出すことはほとんど不可能になっており、シビアアクシデント対策というのであれば、福島事

故の教訓を踏まえて炉心溶融に万全の対策をとらなければならない。ところが新規制基準は、

欧州で認証されている最新鋭の原発に標準装備されているコアキャッチャーを要求しておら

ず、安倍首相の言う「世界で最も厳しい水準」どころか、世界のレベルには程遠い。女川原発

では、コアキャッチャーに代わる溶融炉心対策として、格納容器下部に水を張って溶融炉心を

受け止める「対策」がとられることになっているが、これは安全どころか水蒸気爆発を招いて

東日本壊滅の事態を引き起こす懸念がある。○意見提出箇所（全体）避難計画を含めて審査す

べきである規制委員会は、「原子力災害対策指針」を策定していながら、審査では指針に基づ

いて策定された自治体の避難計画の実効性をまったく検討していない。その理由を規制委員会

は、災害対策基本法が、原子力災害時の避難に関しては、地方自治体を中心にした地域防災会

議に権限を委ねているからだと説明している。しかし、ＩＡＥＡ（国際原子力機関）で採用さ

れている「深層防護」の考え方によれば、その第５層において、原子力規制機関による緊急時

計画等の整備が必要だとされている。短時間で広がる放射能への迅速な対応や、他都道府県に

またがる広域的な避難行動は国が全面的に統括すべきであり、重大事故時に住民の深刻な被曝

を回避することができない場合に、規制委員会は稼働を認めない措置をとるべきである。以上 

1212E7 

○意見提出箇所（29 ページ）女川原発は巨大地震の震源域に近い「被災原発」である女川原発

は、東日本大震災で被災した特殊な原発であり、規制委員会では、最新の科学的・技術的知見

を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮して適切に策定されていることを確認したとある。し

かしながら、繰り返し巨大地震と大津波を発生させている日本海溝沿いの震源域に最も近い原

発であり、追加の安全対策を行なっても大きなリスクが伴う可能性があり、安全とは言い切れ

ない。○意見提出箇所（全体）新規制基準は「世界で最も厳しい」どころか、世界レベルに程

遠い新規制基準が制定された際に規制委員会は、これまで規定されていなかったシビアアクシ

デント対策を規制の対象にしたことが特徴だと強調した。福島第一原発では、溶融炉心を取り

出すことはほとんど不可能になっており、シビアアクシデント対策というのであれば、福島事

故の教訓を踏まえて炉心溶融に万全の対策をとらなければならない。ところが新規制基準は、

欧州で認証されている最新鋭の原発に標準装備されているコアキャッチャーを要求しておら
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ず、安倍首相の言う「世界で最も厳しい水準」どころか、世界のレベルには程遠い。女川原発

では、コアキャッチャーに代わる溶融炉心対策として、格納容器下部に水を張って溶融炉心を

受け止める「対策」がとられることになっているが、これは安全どころか水蒸気爆発を招いて

東日本壊滅の事態を引き起こす懸念がある。○意見提出箇所（全体）避難計画を含めて審査す

べきである規制委員会は、「原子力災害対策指針」を策定していながら、審査では指針に基づ

いて策定された自治体の避難計画の実効性をまったく検討していない。その理由を規制委員会

は、災害対策基本法が、原子力災害時の避難に関しては、地方自治体を中心にした地域防災会

議に権限を委ねているからだと説明している。しかし、ＩＡＥＡ（国際原子力機関）で採用さ

れている「深層防護」の考え方によれば、その第５層において、原子力規制機関による緊急時

計画等の整備が必要だとされている。短時間で広がる放射能への迅速な対応や、他都道府県に

またがる広域的な避難行動は国が全面的に統括すべきであり、重大事故時に住民の深刻な被曝

を回避することができない場合に、規制委員会は稼働を認めない措置をとるべきである。以上 

1212E8 

○意見提出箇所（29 ページ）女川原発は巨大地震の震源域に近い「被災原発」である女川原発

は、東日本大震災で被災した特殊な原発であり、規制委員会では、最新の科学的・技術的知見

を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮して適切に策定されていることを確認したとある。し

かしながら、繰り返し巨大地震と大津波を発生させている日本海溝沿いの震源域に最も近い原

発であり、追加の安全対策を行なっても大きなリスクが伴う可能性があり、安全とは言い切れ

ない。○意見提出箇所（全体）新規制基準は「世界で最も厳しい」どころか、世界レベルに程

遠い新規制基準が制定された際に規制委員会は、これまで規定されていなかったシビアアクシ

デント対策を規制の対象にしたことが特徴だと強調した。福島第一原発では、溶融炉心を取り

出すことはほとんど不可能になっており、シビアアクシデント対策というのであれば、福島事

故の教訓を踏まえて炉心溶融に万全の対策をとらなければならない。ところが新規制基準は、

欧州で認証されている最新鋭の原発に標準装備されているコアキャッチャーを要求しておら

ず、安倍首相の言う「世界で最も厳しい水準」どころか、世界のレベルには程遠い。女川原発

では、コアキャッチャーに代わる溶融炉心対策として、格納容器下部に水を張って溶融炉心を

受け止める「対策」がとられることになっているが、これは安全どころか水蒸気爆発を招いて

東日本壊滅の事態を引き起こす懸念がある。○意見提出箇所（全体）避難計画を含めて審査す

べきである規制委員会は、「原子力災害対策指針」を策定していながら、審査では指針に基づ

いて策定された自治体の避難計画の実効性をまったく検討していない。その理由を規制委員会

は、災害対策基本法が、原子力災害時の避難に関しては、地方自治体を中心にした地域防災会

議に権限を委ねているからだと説明している。しかし、ＩＡＥＡ（国際原子力機関）で採用さ

れている「深層防護」の考え方によれば、その第５層において、原子力規制機関による緊急時

計画等の整備が必要だとされている。短時間で広がる放射能への迅速な対応や、他都道府県に

またがる広域的な避難行動は国が全面的に統括すべきであり、重大事故時に住民の深刻な被曝

を回避することができない場合に、規制委員会は稼働を認めない措置をとるべきである。以上 

1213E1 

女川原発は、３・１１東日本大震災の震源に最も近い「被災原発」である。加えて、２００３

年の三陸南地震、２００５年の８・１６宮城地震により、いずれも当時の基準地振動を超える

振動で揺さぶられた原発であって、「原子炉など主要設備をつなぐ配管の接合部が弱点」との

指摘（東北大災害科学国際研究所の源栄正人教授・地震、耐震工学）もあることからすると、

日本が経験したことがない「被災原発の再稼働」の領域に踏み込むべきではない。国の地震調

査研究推進本部によると、女川原発が面する宮城県沖は、２０１１年までの８０年余にマグニ

チュード７クラスの地震が６～７回起きている。今後３０年以内の発生確率は９０％とされて

いるなど、危険な地震帯に面していることも問題だ。先の震災時には、外部電源５系統のうち

４系統が失われ、原子炉建屋に海水が流れ込み甚大な被害を受け深刻な事態となった。今回の

２号機では、原子炉建屋で１１３０ヶ所ものひび割れが見つかったことも問題だ。次の巨大地

震などで、同じように耐えられるのかも疑問である。 

1213E2 

女川原発２号機は、老朽化が進み東日本大震災で 1000 カ所のヒビが入り強度にも問題大有りで

す。それにいまだに放射性廃棄物の処分場が見つかっていないのに何故再稼働するのか気が知

れません。太陽光や風力など自然エネルギーを活用する研究を拡大すべきです。 

1213E3 

女川原発は、東日本大震災で被災した特殊な原発であり、規制委員会では、最新の科学的・技

術的知見を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮して適切に策定されていることを確認したと

ある。しかしながら、繰り返し巨大地震と大津波を発生させている日本海溝沿いの震源域に最
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も近い原発であり、追加の安全対策を行なっても大きなリスクが伴う可能性があり、安全とは

言い切れない。新規制基準が制定された際に規制委員会は、これまで規定されていなかったシ

ビアアクシデント対策を規制の対象にしたことが特徴だと強調した。福島第一原発では、溶融

炉心を取り出すことはほとんど不可能になっており、シビアアクシデント対策というのであれ

ば、福島事故の教訓を踏まえて炉心溶融に万全の対策をとらなければならない。ところが新規

制基準は、欧州で認証されている最新鋭の原発に標準装備されているコアキャッチャーを要求

しておらず、安倍首相の言う「世界で最も厳しい水準」どころか、世界のレベルには程遠い。

女川原発では、コアキャッチャーに代わる溶融炉心対策として、格納容器下部に水を張って溶

融炉心を受け止める「対策」がとられることになっているが、これは安全どころか水蒸気爆発

を招いて東日本壊滅の事態を引き起こす懸念がある。規制委員会は、「原子力災害対策指針」

を策定していながら、審査では指針に基づいて策定された自治体の避難計画の実効性をまった

く検討していない。その理由を規制委員会は、災害対策基本法が、原子力災害時の避難に関し

ては、地方自治体を中心にした地域防災会議に権限を委ねているからだと説明している。しか

し、ＩＡＥＡ（国際原子力機関）で採用されている「深層防護」の考え方によれば、その第５

層において、原子力規制機関による緊急時計画等の整備が必要だとされている。短時間で広が

る放射能への迅速な対応や、他都道府県にまたがる広域的な避難行動は国が全面的に統括すべ

きであり、重大事故時に住民の深刻な被曝を回避することができない場合に、規制委員会は稼

働を認めない措置をとるべきである。 

1214E1 

福島県で、もぉ２度と故郷に帰れない人々。その故郷に次々と置かれる原発ゴミ。どんな気持

ちでいる事か。原発が動いていなくても日本は今動いています。廃炉にする事こそ世界の流れ

です。誰が求めている事ですか？自治体ですか？国ですか？日本という国は国民のものであ

り、宮城県は県民のもの。県民の意見をもっと聞いて下さい。原発は県民だけの問題ではない

です。国民の声を聞いて下さい。ただでさえ災害の多い日本。ゴミの処分だけでもいくらの税

金が使われている事か。そんな事にお金を使っている場合ではありません。原発はお金が掛か

り過ぎる割に、リスクが高い。メリットがない。メリットがあるのは誰ですか？その１部のメ

リットがある人達の為に、多くの県民・国民が犠牲になるのは間違っています。原発に断固と

して反対します。 

1214E2 いつ起こるかわからない災害。再稼働、断固反対！ 

1215E1 

東日本大震災において日本の原子力発電は未曽有の大惨事になったのに、その反省がないの

は、理解できない。どのように準備しても、現在の技術では、福島第一の惨事が繰り返される

事は否定できない。日本は他国に先んじて原子力発電から脱するべきである。再生可能エネル

ギーの開発にこそ専心するべきである。 

1215E2 

原子力規制委員会が、11 月 27 日、女川原発 2号機の適合審査に「合格」を出しましたが、女川

原発は、震災時、外部電源 5 系統のうち 4系統が遮断(実質はすべての電源が停止、1機の電源

が辛うじて再起したに過ぎなかった)し、原子炉建屋が浸水するなど重大事故に「紙一重」の事

態となっていて、1130 か所のひび割れが見つかった被災原発であり、再稼働できる代物ではあ

りません。再稼働は「洪水よわが亡き後に来たれ!」の誹りを免れない暴挙であり、子々孫々の

命と暮らしを壊し、事故処理のすべてを押し付ける無責任な暴挙です。そもそも福島原発事故

の例を見れば明らかなように「原発は事故を起こさない」とする原発神話はもはや崩壊してい

る。東北電力は規制委員会からの改善勧告を何度も繰り返し受けている会社です。しかもこれ

までも事故責任は誰も取らない。政府や電力会社をはじめ、立地自治体の長は「規制委員会が

責任をもって安全をチェックしている」と責任逃れに終始し、規制委員会も「基準に適合して

も安全だとは申し上げない」と強調して、原発再稼働に重大な関りを持つ関係者全てが一切の

責任を持たない無責任体制の下で稼動を決定してきた。今回も同じ轍を踏み、国民の「いの

ち」より「儲け第一」とばかりに暴挙を繰り返そうとしていることは許されない。特に「住民

の避難計画」が原発再稼働の審査対象から除外されていることに納得できません。福島原発事

故の反省に立った審査基準になっていないことに大きな不信がある。すでに、地元紙の世論調

査でも約 7割が再稼働に反対している。9割が不安を感じている。また、今年 2月の県議会には

118,796 筆の「県民投票を求める署名」が宮城県に提出されていることで示されているように、

宮城県民は女川原発の再稼働を望んでいません。県民が望まない原発の再稼働を強行すること

は東北電力は『反社会的企業』の烙印を受けることでしょう。すでにヨーロッパ各国では福島

第一原発事故から学んで脱原発へ方向転換しています。事故を起こし、今も毎日放射性汚染水
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で海を汚し続けている当事者が無反省でいることは国際的立場からも許されることではありま

せん。女川原発再稼働に反対します。 

1215E3 

福島第一原発の事故から７年以上が経過したが、未だ原因究明には至っていない。にも関わら

ず、福島第一と同じ沸騰水型である女川原発の審査がなぜ通るのか？全く理解できない。海に

面し、津波の影響から逃れられないだけでなく、日本は火山の国である。冷静な判断を望む。 

1215E4 

原子力規制委員会が、11 月 27 日、女川原発 2号機の適合審査に「合格」を出しましたが、女川

原発は、震災時、外部電源 5 系統のうち 4系統が遮断(実質はすべての電源が停止、1機の電源

が辛うじて再起したに過ぎなかった)し、原子炉建屋が浸水するなど重大事故に「紙一重」の事

態となっていて、1130 か所のひび割れが見つかった被災原発であり、再稼働できる代物ではあ

りません。再稼働は「洪水よわが亡き後に来たれ!」の誹りを免れない暴挙であり、子々孫々の

命と暮らしを壊し、事故処理のすべてを押し付ける無責任な暴挙です。そもそも福島原発事故

の例を見れば明らかなように「原発は事故を起こさない」とする原発神話はもはや崩壊してい

る。東北電力は規制委員会からの改善勧告を何度も繰り返し受けている会社です。しかもこれ

までも事故責任は誰も取らない。政府や電力会社をはじめ、立地自治体の長は「規制委員会が

責任をもって安全をチェックしている」と責任逃れに終始し、規制委員会も「基準に適合して

も安全だとは申し上げない」と強調して、原発再稼働に重大な関りを持つ関係者全てが一切の

責任を持たない無責任体制の下で稼動を決定してきた。今回も同じ轍を踏み、国民の「いの

ち」より「儲け第一」とばかりに暴挙を繰り返そうとしていることは許されない。特に「住民

の避難計画」が原発再稼働の審査対象から除外されていることに納得できません。福島原発事

故の反省に立った審査基準になっていないことに大きな不信がある。すでに、地元紙の世論調

査でも約 7割が再稼働に反対している。9割が不安を感じている。また、今年 2月の県議会には

118,796 筆の「県民投票を求める署名」が宮城県に提出されていることで示されているように、

宮城県民は女川原発の再稼働を望んでいません。県民が望まない原発の再稼働を強行すること

は東北電力は『反社会的企業』の烙印を受けることでしょう。すでにヨーロッパ各国では福島

第一原発事故から学んで脱原発へ方向転換しています。事故を起こし、今も毎日放射性汚染水

で海を汚し続けている当事者が無反省でいることは国際的立場からも許されることではありま

せん。女川原発再稼働に反対します。 

1215E5 

新規制基準は、生活圏への放射能の放出を前提としていることからすると、住民の避難が安全

かつ確実にできることも適合の要件にすべきである。今日明らかになっている石巻市や宮城県

の避難計画には実効性がなく、重大事故が発生すれば住民の多くは長時間被曝にさらされるこ

とになる。女川原発は 2度に渡り過去の基準値振動を超える地震に見舞われている。津波対策

や補強工事をしたにしても時間が経過すれば劣化が進むことになる。原発は廃炉作業なども含

めれば数十年先もを見越した審査が必要と思うが、それまで持つのかどうか甚だ疑問だ。ま

た、女川原発はニュースなど見ている限りヒューマンエラーが多い原発だ。職員への対応など

について問い質したのか技術ではないが東北電力の体質について求めていくべきだ。 

1215E6 

福島第一原発事故の原因究明ができてないのに、同じ沸騰水型である女川原発の審査ができる

訳がない。ましてや、福島の事故後、放射能汚染水の増加も止められないし、建屋内の取り出

しも未だなのに。出来もしない、かつ危険なことはするな。 

1215E7 

３－１．１基準地震動基準地震動の年超過確率（29p）>「震源を特定せず策定する地震動」の

年超過確率は、10-4～10-7 程度↑正しい年超過確率、10-2 程度。１００倍超☆★の差異あり。

■防災科学技術研究所（kik-net）地震動データ http://www.kyoshin.bosai.go.jp/kyoshin/約

700 箇所の地震動、観測地点において、僅か２０年の期間で、約７％（約５０箇所）で、コント

ロールポイントを超過している。(700/50*20≒300 年/１回)基準地震動が、過小に計算された理

由は、防災科学技術研究所・藤原氏がコメントしている。「データセットの確認の中でも、マ

グニチュード５と５．５と６と、下限を変える事によって、非超過確率の値が変わるという

事、当然ですけれど、その確認をする中で、それぞれの下限値をいくつに選ぶかによって、そ

の平均的なスペクトルの形状を見た時に、一番大きな下限を６とした時に、形状がやはり他の

沢山のデータを使ったものとは性質が違う・・」原子力規制委員会、議事録

20phttp://www.nsr.go.jp/data/000271942.pdf 原子力規制委員会、標準応答スペクトル（案）

(32p)http://www.nsr.go.jp/data/000269574.pdf 地震データ下限レベル、Mw5.0→6.0、変更の

場合短周期、0.02-0.6s→約３倍差☆★よって、基準地震動は、水平動→1800gal/0.02s 上下動

→1200gal/0.02s 前後が適切。■全国共通地震・報告書（震源を特定せず策定する地震動）※
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http://www.nsr.go.jp/data/000280238.pdf(15p)コントロールポイント超過の地震動、数１０

箇所明示。（期間２０年弱）※原子力規制委員会（規制庁）公文書(備考)基準地震動、シミュ

レーション+http://www002.upp.so-net.ne.jp/bob-k/genpatu-note5i.htm 

1215E8 

３－１．１基準地震動基準地震動の年超過確率（29p）>「震源を特定せず策定する地震動」の

年超過確率は、10-4～10-7 程度↑正しい年超過確率、10-2 程度。１００倍超☆★の差異あり。

■防災科学技術研究所（kik-net）地震動データ http://www.kyoshin.bosai.go.jp/kyoshin/約

700 箇所の地震動、観測地点において、僅か２０年の期間で、約７％（約５０箇所）で、コント

ロールポイントを超過している。(700/50*20≒300 年/１回)(主な、超過地震リスト～vs-

2200m/s 基準)2016.0414 熊本 Mw6.1 益城 5000gal 上下動→超過倍率 7.52018.0906 北海道 Mw6.6

追分 6000gal 水平動→超過倍率 5.52001.0324 芸予 Mw6.7 御調 3500gal 水平動→超過倍率 3.3etc

僅か２０年余りで、超過倍率３倍超の地震動が、多数発生。よって、基準地震動は、水平動→

1800gal/0.02s 上下動→1200gal/0.02s 前後が適切。■全国共通地震・報告書（震源を特定せず

策定する地震動）※http://www.nsr.go.jp/data/000280238.pdf(15p)コントロールポイント超

過の地震動、数１０箇所明示。（期間２０年弱）※原子力規制委員会（規制庁）公文書(備考)

基準地震動、シミュレーション+http://www002.upp.so-net.ne.jp/bob-k/genpatu-note5i.htm 

1216E1 

「審査結果第 499 ページに対して」島崎邦彦元規制委員長代理が、3.11 の胸腔は「自然はごま

かさないという事。何の駆け引きもしないし、1厘たりともまけてくれない。そういう自然があ

るという事を学ばなければならない」とのべられていますが、審査書案にはこの、この地震や

津波などの自然現象の評価が生かされていないのではないかと不安に思う。 

1216E2 

今回の原子力規制委員会が認めた、東北電力女川原発２号機の新規制基準については、以下の

問題点が解決していない、不十分な確認であることから認めることはできません。東北電力女

川原発は、「審査書案」を撤回し、廃炉とするよう強く求めます。１．「放射能を生活圏に放

出」を前提としており、新規制基準は容認できない２．東京電力福島第一原発事故の事故調査

が終了しておらず、今後の廃炉に向けての見通しも立っていない３．新規制基準には、避難計

画が適合の要件に入っておらず不十分である４．女川原発は地震による負荷を受けた被災原発

であり、原子炉建屋で１１３０カ所ものひび割れが見つかったことも問題であり、巨大地震に

耐えられるか疑問である 

1216E3 

※東京電力福島第一原発事故の収束、事故調査が終了していない！女川原発２号機は、事故を

起こした福島第一原発と同じ沸騰水型原子炉（ＢＷＲ）であり、格納容器は圧力上昇が早く事

故に至る危険性が高いマーク１改であることから、福島第一原発事故の調査結果を踏まえる必

要がある。福島原発事故では、地震動により事故の可能性も指摘されており、現在事故調査が

再度進められており、その結果によれば、新規制基準の見直しも考えられる。被災原発であり

福島原発と同型の原発ゆえに、事故調査結果を最低でも踏まえるべきである。 

1216E4 

※新規制基準は、避難計画が適合の要件に入っておらず不十分である！新規制基準は、「生活

圏への放射能の放出を前提」としていることからすると、「住民の避難が安全、かつ、確実に

できる」ことも、適合の要件にすべきである。女川原発は、牡鹿半島の付け根に位置してお

り、東日本大震災時にはがけ崩れにより避難が困難となった住民も多い。風向きにより避難道

路が利用できないなど、海上を利用した避難も想定されている。また、11 月 12、13 の両日に予

定されていた東北電力女川原発の 30 キロ圏内を中心とした原子力防災訓練は、台風 19 号によ

る被害が拡大したため、石巻、登米、涌谷、女川の４市町では住民避難訓練を中止し、自衛隊

なども災害対応を優先し、規模が縮小されている。住民の命や健康を守るためには、こうした

自然災害時や地震などによる複合災害時を想定した避難計画が必要であることはいうまでもな

い。 

1216E5 

※放射能を生活圏に放出を前提とした新規制基準は容認できない！新規制基準では、原発の敷

地境界での最高被ばくを「甲状腺に対して 3Sv、全身に対して 0.25Sv」と定めた「原子炉立地

審査指針及びその適用に関する判断の目安について」（1964 年制定）の適用を除外し、フィル

ターベントの設置により「セシウム 137 で 100 兆ベクレルを下回っていること」を求めている

だけであることから、生活圏への放射能の放出を前提とした原発の再稼働はあり得ず、廃炉が

必然である。 

1216E6 

４９９頁６審査結果：女川原発２号機が規制法に適合している、というが、とてもそうは思え

ません。この原発は、大震災で被災して、たくさんの傷を負っており、再稼動に耐えられるか

どうかが繰り返し議論されてきました。審査では、機械・計器類の設備や経路、原子炉建屋の
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剛性、地盤など、人のくらし生業とはかけ離れた部分での検討審査が行われてきました。これ

らについて、「審査適合」が出ても、それは安全性を保障するものではない、と以前から規制

委員会の委員長が発言しています。人のくらしに安全に役立つものであってこそ、多くの国民

が求めていますが、福島事故の検証も終わらず、問題点がまだ明らかになっていない中で、審

査に適合と言われても、同じ沸騰水型の女川原発再稼動は、誰も安心して受け入れられないこ

とは明らかです。処理できない「核のゴミ」を増やし続け、いったん事故があったときの避難

計画は自治体に丸投げでは、住民に対する安全審査はあまりにもずさんです。自力で避難でき

ない高齢者や病人は見殺し状態となるのではないでしょうか？実効性に欠ける計画は、大川小

学校の裁判でも、厳しく責任を問われています。女川原発を再稼動することは、無理です。女

川原発再稼動には、過半数の県民が反対しています。審査書案には不十分なことが多々あり、

再稼動について再考することを求めます。 

1216E7 

「東北電力株式会社女川原子力発電所２号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査

書案に対する科学的・技術的意見の募集について」（パブリックコメント）への意見提出文１

団体名 われわれは、いのちと健康を

守る医師の団体として、下記の点から、本審査書で認められた女川原子力発電所 2 号炉の安全

性に対し、科学的・技術的に懸念があり、再稼働に反対する。１．そもそも原発稼働により産

出される放射性廃棄物の処理方法が確立していない。２．原発内に保存される使用済み核燃料

の保管状態は福島第一原発事故以来、非常に危険性の高いものであることが判明しているが、

何ら対策がなされていない。３．福島第一原発事故の事故原因は未だ究明されておらず、原発

を再稼働させるのはそもそも危険である。特に女川原発は事故を起こした福島第 1 原発と同じ

沸騰水型原子炉（ＢＷＲ）である。震災時には、外部電源５系統のうち４系統が遮断されたほ

か、原子炉建屋が浸水するなど、重大事故に「紙一重」という深刻事態に陥った原発であるこ

とからも同原発は、非常に危険であることは明白である。４．原子力発電所の再稼動のために

は、１原子炉あたり 100 万年に 1回以下の、安全目標審査で承認される必要がある。しかしな

がら、安全目標審査は今まで行われていないことから女川原発は極めて危険であり、規制基準

審査のやり直しが必要である。５．本審査の基準となる新規制基準そのものが、欧州加圧水型

原子炉の安全設備と比較して、（１）安全上重要な系統設備の多重性として、欧州では独立し

た４系統が求められているのに対して２系統しかない、（２）原子炉圧力容器外に流出した溶

融炉心を格納容器内に貯留するコアキャッチャーの設置が求められていない、（３）大型商用

航空機の衝突に耐え、設計圧力を高めた二重構造の格納容器の設置が必要とされていない、

（４）サイバーテロへの防御の検討が不十分である、（５）原子力規制委員会による審査その

ものが提出書類を中心とした審査であり、現物確認を行っておらず、他の原発では実際に不正

が発覚しているなど、不十分である。審査に合格したからといって安全性が保障されたとはと

うてい言いがたい。 

1216E8 

「東北電力株式会社女川原子力発電所２号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査

書案に対する科学的・技術的意見の募集について」（パブリックコメント）への意見提出文 2

団体名 ６．現在の原子力規制委員会

には、地質学の専門家は居ても、地震学の専門家は選出されておらず、原子力発電所再稼働に

おける安全性を審査するに充分な能力が備わっているとは言えない状況にある。女川原発の基

準地震動は、東日本大震災を踏まえて 1000 ガルまで引き上げられたが、2007 年の中越沖地震で

は 1699 ガル、昨年４月の熊本地震でも 1580 ガルを経験していることから、女川原発の現基準

地震動はかなり低いと考えられ、問題である。また、熊本地震では震度７の揺れが２回も起こ

り、震度４以上の余震は 100 回を超えている。現在の審査は１回の強い揺れに耐えられればよ

いというもので、このような複数回の揺れに対する耐震安全性の評価はなされていない。さら

に女川原発は繰り返し巨大地震と大津波を発生させている日本海溝沿いの震源域に最も近い、

非常に危険な場所に立地する原発である。新たな審査基準を策定した上で審査をやり直すべき

である。７．P108、「３－４．２．４その他自然現象に対する設計方針」で、女川原発では、

巨大・太陽フレアからの強力な電子等に対する防御対策が策定されていない。８.万が一事故が

起きたときのため、具体的な避難計画の策定が安全性の確保のためには必須である。チェルノ

ブイリ事故後、ＩＡＥＡが定めた規制対策には「過酷事故時発生対応」として周辺地域に対す

る緊急避難などの対策が加えられたが、日本ではこれを地元自治体の責任として、原子力規制

委員会の審査の対象外としており、問題である。原子力規制委員会の設立主旨は、原発推進側
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の論理に影響されることなく、第一に国民の安全を確保することにある。そして、原子力災害

対策指針では住民の視点に立った防災計画を策定することと定められ、原子力事業者を指導す

る立場とされている。加えて、地方自治体の長に勧告・報告を求めることができる立場でもあ

る。その原子力規制委員会が避難計画について指針だけ定めれば良いというのはあまりに無責

任である。ＡＥＡ（国際原子力機関）で採用されている「深層防護」の考え方によれば、その

第５層において、原子力規制機関による緊急時計画等の整備が必要だとされている。短時間で

広がる放射能への迅速な対応や、他都道府県にまたがる広域的な避難行動は国が全面的に統括

すべきであり、重大事故時に住民の深刻な被曝を回避することができない場合に規制委は稼働

を認めない措置をとるべきである。９.女川原発の再稼働にあたり、地元同意の範囲を立地自治

体である宮城県、女川町、石巻市としているが、事故が起こった場合、影響を受けるのは宮城

県だけではなく、東北全域に及ぶこととなる。避難計画作成を義務付けられている 30 キロ圏内

にある周辺自治体に住む方の生活や人格権を明らかに脅かすリスクが判明している以上、住民

の健康と安全を第一に考えるのであれば 30 キロメートル圏内の自治体の同意は必須であり、こ

の地域内の同意なしの再稼働は認められない。 

1216E9 

１．新規制基準では、原発の敷地境界での最高被ばくを「甲状腺に対して３Ｓｖ、全身に対し

て０．２５Ｓｖ」と定めた「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断の目安について」

（１９６４年制定）の適用を除外し、フィルターベントの設置により「セシウム１３７で１０

０兆ベクレルを下回っていること」を求めているだけであることから、生活圏への放射能の放

出を前提とした原発の再稼働はあり得ず、廃炉が必然である。２．女川原発２号機は、事故を

起こした福島第一原発と同じ沸騰水型原子炉（ＢＷＲ）であり、格納容器は圧力上昇が早く事

故に至る危険性が高いマーク１改であることから、福島第一原発事故の調査結果を踏まえる必

要がある。福島原発事故では、地震動により事故の可能性も指摘されており、現在事故調査が

再度進められており、その結果によれば、新規制基準の見直しも考えられる。被災原発であり

福島原発と同型の原発ゆえに、事故調査結果を最低でも踏まえるべきである。３．新規制基準

は、「生活圏への放射能の放出を前提」としていることからすると、「住民の避難が安全、か

つ、確実にできる」ことも、適合の要件にすべきである。女川原発は、牡鹿半島の付け根に位

置しており、東日本大震災時にはがけ崩れにより避難が困難となった住民も多い。風向きによ

り避難道路が利用できないなど、海上を利用した避難も想定されている。また、１１月１２、

１３の両日に予定されていた東北電力女川原発の３０キロ圏内を中心とした原子力防災訓練

は、台風１９号による被害が拡大したため、石巻、登米、涌谷、女川の４市町では住民避難訓

練を中止し、自衛隊なども災害対応を優先し、規模が縮小されている。住民の命や健康を守る

ためには、こうした自然災害時や地震などによる複合災害時を想定した避難計画が必要である

ことはいうまでもない。４．女川原発は、３・１１東日本大震災の震源に最も近い「被災原

発」である。加えて、２００３年の三陸南地震、２００５年の８・１６宮城地震により、いず

れも当時の基準地震動を超える振動で揺さぶられた原発であって、「原子炉など主要設備をつ

なぐ配管の接合部が弱点」との指摘（東北大災害科学国際研究所の源栄正人教授・地震、耐震

工学）もあることからすると、日本が経験したことがない「被災原発の再稼働」の領域に踏み

込むべきではない。国の地震調査研究推進本部によると、女川原発が面する宮城県沖は、２０

１１年までの８０年余にマグニチュード７クラスの地震が６～７回起きている。今後３０年以

内の発生確率は９０％とされているなど、危険な地震帯に面していることも問題だ。先の震災

時には、外部電源５系統のうち４系統が失われ、原子炉建屋に海水が流れ込み甚大な被害を受

け深刻な事態となった。今回の２号機では、原子炉建屋で１，１３０カ所ものひび割れが見つ

かったことも問題だ。次の巨大地震などで、同じように耐えられるのかも疑問である。 

1216E10 

１）「放射能を生活圏に放出」を前提として新規制基準は容認できない新規制基準では、原発

の敷地境界での最高被ばくを「甲状腺に対して３Ｓｖ、全身に対して０．２５Ｓｖ」と定めた

「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断の目安について」（１９６４年制定）の適用

を除外し、フィルターベントの設置により「セシウム１３７で１００兆ベクレルを下回ってい

ること」を求めているだけであることから、生活圏への放射能の放出を前提とした原発の再稼

働はあり得ず、廃炉が必然である。２）東京電力福島第一原発事故の収束、事故調査が終了し

ていない女川原発２号機は、事故を起こした福島第一原発と同じ沸騰水型原子炉（ＢＷＲ）で

あり、格納容器は圧力上昇が早く事故に至る危険性が高いマーク１改であることから、福島第

一原発事故の調査結果を踏まえる必要がある。福島原発事故では、地震動により事故の可能性
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も指摘されており、現在事故調査が再度進められており、その結果によれば、新規制基準の見

直しも考えられる。被災原発であり福島原発と同型の原発ゆえに、事故調査結果を最低でも踏

まえるべきである。３）新規制基準は、避難計画が適合の要件に入っておらず不十分である新

規制基準は、「生活圏への放射能の放出を前提」としていることからすると、「住民の避難が

安全、かつ、確実にできる」ことも、適合の要件にすべきである。女川原発は、牡鹿半島の付

け根に位置しており、東日本大震災時にはがけ崩れにより非難が困難となった住民も多い。風

向きにより避難道路が利用できないなど、海上を利用した避難も想定されている。また、１１

月１２、１３の両日に予定されていた東北電力女川原発の３０キロ圏内を中心とした原子力防

災訓練は、台風１９号による被害が拡大したため、石巻、登米、涌谷、女川の４市町では住民

避難訓練を中止し、自衛隊なども災害対応を優先し、規模が縮小されている。住民の命や健康

を守るためには、こうした自然災害時や地震などによる複合災害時を想定した避難計画が必要

であることはいうまでもない。４）女川原発は地震による負荷を受けた被災原発である女川原

発は、３・１１東日本大震災の震源に最も近い「被災原発」である。加えて、２００３年の三

陸南地震、２００５年の８・１６宮城地震により、いずれも当時の基準地震動を超える振動で

揺さぶられた原発であって、「原子炉など主要設備をつなぐ配管の接合部が弱点」との指摘

（東北大災害科学国際研究所の源栄正人教授・地震、耐震工学）もあることからすると、日本

が経験したことがない「被災原発の再稼働」の領域に踏み込むべきではない。国の地震調査研

究推進本部によると、女川原発が面する宮城県沖は、２０１１年までの８０年余にマグニチュ

ード７クラスの地震が６～７回起きている。今後３０年以内の発生確率は９０％とされている

など、危険な地震帯に面していることも問題だ。先の震災時には、外部電源５系統のうち４系

統が失われ、原子炉建屋に海水が流れ込み甚大な被害を受け深刻な事態となった。今回の２号

機では、原子炉建屋で１１３０カ所ものひび割れが見つかったことも問題だ。次の巨大地震な

どで、同じように耐えられるのかも疑問である。 

1216E11 

○意見提出箇所（29 ページ）女川原発は巨大地震の震源域に近い「被災原発」である女川原発

は、東日本大震災で被災した特殊な原発であり、規制委員会では、最新の科学的・技術的知見

を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮して適切に策定されていることを確認したとある。し

かしながら、繰り返し巨大地震と大津波を発生させている日本海溝沿いの震源域に最も近い原

発であり、追加の安全対策を行なっても大きなリスクが伴う可能性があり、安全とは言い切れ

ない。○意見提出箇所（全体）新規制基準は「世界で最も厳しい」どころか、世界レベルに程

遠い新規制基準が制定された際に規制委員会は、これまで規定されていなかったシビアアクシ

デント対策を規制の対象にしたことが特徴だと強調した。福島第一原発では、溶融炉心を取り

出すことはほとんど不可能になっており、シビアアクシデント対策というのであれば、福島事

故の教訓を踏まえて炉心溶融に万全の対策をとらなければならない。ところが新規制基準は、

欧州で認証されている最新鋭の原発に標準装備されているコアキャッチャーを要求しておら

ず、安倍首相の言う「世界で最も厳しい水準」どころか、世界のレベルには程遠い。女川原発

では、コアキャッチャーに代わる溶融炉心対策として、格納容器下部に水を張って溶融炉心を

受け止める「対策」がとられることになっているが、これは安全どころか水蒸気爆発を招いて

東日本壊滅の事態を引き起こす懸念がある。○意見提出箇所（全体）避難計画を含めて審査す

べきである規制委員会は、「原子力災害対策指針」を策定していながら、審査では指針に基づ

いて策定された自治体の避難計画の実効性をまったく検討していない。その理由を規制委員会

は、災害対策基本法が、原子力災害時の避難に関しては、地方自治体を中心にした地域防災会

議に権限を委ねているからだと説明している。しかし、ＩＡＥＡ（国際原子力機関）で採用さ

れている「深層防護」の考え方によれば、その第５層において、原子力規制機関による緊急時

計画等の整備が必要だとされている。短時間で広がる放射能への迅速な対応や、他都道府県に

またがる広域的な避難行動は国が全面的に統括すべきであり、重大事故時に住民の深刻な被曝

を回避することができない場合に、規制委員会は稼働を認めない措置をとるべきである。以上 

1217E1 

相手は予知不可能な大自然だ。科学技術など及びもつかない事象をもたらすことは福島第一原

発の事故が物語っている。まずその原因究明が先ではないのか？同じ BWR 沸騰水型原子炉の女

川原発２号機の再稼働の是非は福島第一原発の事故が解明されない限りあり得ない。原子力委

員会は新規制基準を定めて適合を了承したが、責任の所在を明確にするために地域住民に対し

て委員の存在を分かり易い形で告知し責任を担うべきではないのか。住民避難計画も審査対象

にすべきである。各家庭が自家用車で避難する前提の避難計画など机上の空論だ。3.11 の大震
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災により道路は寸断され交通網は壊滅して陸の孤島となった。巨大な自然の猛威に対応できる

道路などない。リアス式海岸特有の複雑な地形に沿った交通網は機能しなくなる。メディアも

入ってこれず情報は錯綜し右往左往した現実。結局空からしか避難する術はない交通弱者地域

であり自治体が責任を負えないことは明白だ。政府はこのリスクから逃げているとしか思えな

い。 

1217E2 

なぜ近隣住民の避難や安全確保のための計画が審査の対象に入っていないのかがわからない。

説明責任を果たさず、避難計画の責任を自治体へ押し付け、再稼働に踏み切るのは勝手ではな

いか。 

1217E3 

＜該当箇所＞格納容器圧力逃がし系、いわゆるベント系に関する一連の記述。特に 206 頁の

「安定状態に向けた対策：逃がし安全弁（自動減圧機能）の開維持及び高圧炉心スプレイ系に

より、炉心の冷却を継続するとともに、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による

原子炉格納容器内の冷却を実施する。その後、原子炉格納容器からの除熱を実施する。この場

合、残留熱除去系が機能喪失していることから、原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強

化ベント系のいずれかを用いる。このため、大容量送水ポンプ（タイプ 1）、ガスタービン発電

設備軽油タンク、タンクローリ、原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系を重

大事故等対処設備として新たに整備する。なお、原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強

化ベント系には、サプレッションチェンバ側及びドライウェル側の 2 経路がある。」などの記

述。＜内容＞BWR における崩壊熱除去喪失時においては、ベント系の使用がシビアアクシデント

対策の中心手法となっている。しかし、周辺住民の被ばくを前提としたベントをシビアアクシ

デント対策の中心手法にすることは反対である。特に規制委員会は、Cs-137 の総放出量を

100TBq 以下にすることを求めながら、上記引用個所にあるように、ドライウエルからの耐圧強

化ベント系の設置を認めている。東北電力の計算によれば、ドライウエルからの耐圧強化ベン

トを実施した場合、7日間で約 320TBq と上記制限を超え、福島事故の環境への放出量の数分の

1 程度の大量の Cs-137 を環境に放出することが分かっている。（『自主対策設備に関する補足

説明』東北電力、令和 1年 10 月 4日）このため同文書の中で東北電力は「耐圧強化ベントは規

制基準の 100TBq を上回るので実施しません。」と述べている。それならば、規制委員会は使用

した多くの場合、規制基準違反となる耐圧強化ベント設備の撤去を命じるべきである。炉工学

的安全性の観点から言えば、事故が急進展した場合、あるいはフィルターベントが故障した場

合、耐圧強化ベント装置を設置した方が、格納容器破損の拡大防止、水素爆発防止の観点か

ら、いわば保険を掛ける形で、より「安全性」が増しているともいえる。しかしながら、

100TBq の基準を設けながら、これを破るための手段を認めることは、100TBq 制限を有名無実化

することであり、ダブルスタンダードといえる。あるいは事業者の「自主」責任で、対策をと

らせることにもなり、規制の枠組みそのものの有名無実化にもつながる。このような矛盾が生

じるのも、ベントという手法そのものが、格納容器の閉じ込め機能を失わせることにより、原

子力発電所の安全体系を否定する手法だからである。このような手法に頼らざるを得ない軽水

炉、特に BWR については、稼働を容認すべきではないと考える。 

1217E4 

P5932～33 行耐津波設計方針。審査書案は「津波防護対策として女川湾に面した 13.8m の敷地前

面に 29m を天端とする鋼管式鉛直壁と盛り土堤防で構成される防潮堤を設置する」とあるが、

全長 800m の防潮堤のうち 10m おきに１本だけが硬い岩盤に達しており、他の鋼管は達していな

い構造と聞くが、このような構造で本当に津波による浸水を防げるのか、3.11 大震災で釜石湾

の高さ 60m の巨大な防潮堤が壊れた様子から、不安であるし、疑問である。 

1217E5 

そもそも原子力発電に使用する核燃料の原料の採掘や製造、使用済み核燃料に至るまで、汚染

の問題の解決策の無いまま事業を行うこと自体が地球生態系全体にとって罪深い行為です。即

刻廃炉の決断を願います。 

1217E6 

13 ページから女川原発は、3・11 東日本大震災の震源に最も近い「被災原発」である。加え

て、2003 年の三陸南地震、2005 年の 8・16 宮城地震により、いずれも当時の基準地震動を超え

る振動で揺さぶられた原発であって、「原子炉など主要設備をつなぐ配管の接合部が弱点」と

の指摘（東北大災害科学国際研究所：源栄正人教授）もあることからすると、日本が経験した

ことがない「被災原発の再稼働」の領域に踏み込むべきではない。国の地震調査研究推進本部

によると、女川原発が直面する宮城県沖は、2011 年までの 80 年余にマグニチュード 7クラスの

地震が 6 から 7 回起きている。今後 30 年以内の発生確率は 90％とされているなど、危険な地震

帯に面していることも問題だ。先の新採時には、外部電源 5系列のうち 4系列が失われ、原子
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力建屋に海水が流れ込み甚大な被害を受け深刻な事態となった。今回の 2号機では、原子炉建

屋で 1130 カ所ものひび割れが見つかったことも問題だ。次の巨大地震などで、同じように耐え

られるのかも疑問である。 

1217E7 

○意見提出箇所（29 ページ）女川原発は巨大地震の震源域に近い「被災原発」である。女川原

発は、東日本大震災で被災した特殊な原発であり、規制委員会では、最新の科学的・技術的知

見を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮して適切に策定されていることを確認したとある。

しかしながら、繰り返し巨大地震と大津波を発生させている日本海溝沿いの震源域に最も近い

原発であり、追加の安全対策を行なっても大きなリスクが伴う可能性があり、安全とは言い切

れない。○意見提出箇所（全体）新規制基準は「世界で最も厳しい」どころか、世界レベルに

程遠い。新規制基準が制定された際に規制委員会は、これまで規定されていなかったシビアア

クシデント対策を規制の対象にしたことが特徴だと強調した。福島第一原発では、溶融炉心を

取り出すことはほとんど不可能になっており、シビアアクシデント対策というのであれば、福

島事故の教訓を踏まえて炉心溶融に万全の対策をとらなければならない。ところが新規制基準

は、欧州で認証されている最新鋭の原発に標準装備されているコアキャッチャーを要求してお

らず、安倍首相の言う「世界で最も厳しい水準」どころか、世界のレベルには程遠い。女川原

発では、コアキャッチャーに代わる溶融炉心対策として、格納容器下部に水を張って溶融炉心

を受け止める「対策」がとられることになっているが、これは安全どころか水蒸気爆発を招い

て東日本壊滅の事態を引き起こす懸念がある。○意見提出箇所（全体）避難計画を含めて審査

すべきである。規制委員会は、「原子力災害対策指針」を策定していながら、審査では指針に

基づいて策定された自治体の避難計画の実効性をまったく検討していない。その理由を規制委

員会は、災害対策基本法が、原子力災害時の避難に関しては、地方自治体を中心にした地域防

災会議に権限を委ねているからだと説明している。しかし、ＩＡＥＡ（国際原子力機関）で採

用されている「深層防護」の考え方によれば、その第５層において、原子力規制機関による緊

急時計画等の整備が必要だとされている。短時間で広がる放射能への迅速な対応や、他都道府

県にまたがる広域的な避難行動は国が全面的に統括すべきであり、重大事故時に住民の深刻な

被曝を回避することができない場合に、規制委員会は稼働を認めない措置をとるべきである。 

1217E8 

1.原発周辺住民の確実な「避難計画」が無い状況では、再稼働すべきではない。2.「将来起こ

る自信は、自然が決める」人知では予知しがたい。3.福島原発事故が発生しても原子力安全委

員会は責任を取らなかった。原子力規制委員会は原発事故の責任を取って被害者に賠償できる

のか。4.原子力発電は、ＣＯ２は少ないかもしれないが、人体に悪影響を及ぼす放射性廃棄物

を生成する。5.女川原発の半径 30ｋｍ付近に自衛隊松島基地がある。ブルーインパルスも墜落

したことがある。飛行物の意図的落下物に配慮が必要。 

1217E9 

東京電力福島第一原発事故の収束、事故調査が終了していない女川原発 2号機は、事故を起こ

した福島第一原発と同じ沸騰水型原子炉（ＢＷＲ）であり、格納容器は圧力上昇が早く事故に

至る危険性が高いマーク１改でありことから、福島第一原発事故の調査結果を踏まえる必要が

ある。福島原発事故では、地震動により自己の可能性も指摘されており、現在事故調査が再度

進められており、その結果によれば、新規制基準の見直しも考えられる。被災原発であり福島

原発と同型の原発ゆえに、事故調査結果を最低でも踏まえるべきである。 

1217E10 

○意見提出箇所（29 ページ）女川原発は巨大地震の震源域に近い「被災原発」である女川原発

は、東日本大震災で被災した特殊な原発であり、規制委員会では、最新の科学的・技術的知見

を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮して適切に策定されていることを確認したとある。し

かしながら、繰り返し巨大地震と大津波を発生させている日本海溝沿いの震源域に最も近い原

発であり、追加の安全対策を行なっても大きなリスクが伴う可能性があり、安全とは言い切れ

ない。○意見提出箇所（全体）新規制基準は「世界で最も厳しい」どころか、世界レベルに程

遠い新規制基準が制定された際に規制委員会は、これまで規定されていなかったシビアアクシ

デント対策を規制の対象にしたことが特徴だと強調した。福島第一原発では、溶融炉心を取り

出すことはほとんど不可能になっており、シビアアクシデント対策というのであれば、福島事

故の教訓を踏まえて炉心溶融に万全の対策をとらなければならない。ところが新規制基準は、

欧州で認証されている最新鋭の原発に標準装備されているコアキャッチャーを要求しておら

ず、安倍首相の言う「世界で最も厳しい水準」どころか、世界のレベルには程遠い。女川原発

では、コアキャッチャーに代わる溶融炉心対策として、格納容器下部に水を張って溶融炉心を

受け止める「対策」がとられることになっているが、これは安全どころか水蒸気爆発を招いて
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東日本壊滅の事態を引き起こす懸念がある。○意見提出箇所（全体）避難計画を含めて審査す

べきである規制委員会は、「原子力災害対策指針」を策定していながら、審査では指針に基づ

いて策定された自治体の避難計画の実効性をまったく検討していない。その理由を規制委員会

は、災害対策基本法が、原子力災害時の避難に関しては、地方自治体を中心にした地域防災会

議に権限を委ねているからだと説明している。しかし、ＩＡＥＡ（国際原子力機関）で採用さ

れている「深層防護」の考え方によれば、その第５層において、原子力規制機関による緊急時

計画等の整備が必要だとされている。短時間で広がる放射能への迅速な対応や、他都道府県に

またがる広域的な避難行動は国が全面的に統括すべきであり、重大事故時に住民の深刻な被曝

を回避することができない場合に、規制委員会は稼働を認めない措置をとるべきである。以上

（967 文字） 

1217E11 

現在、この国では、福島第一原子力発電所事故とその廃炉・収束作業が継続中で、完了・終了

する目途は全く立っていません。原子力発電所に限らず、絶対に安全なものは存在せず、原発

の安全性についても、常に継続的改善・向上が必要であることは。規制委員会や事業者も認め

ているところです。絶対的な安全は無いのですから、女川原発が想定外の事故に襲われる可能

性は否定できません。可能性が僅かであっても、万一、女川原発がシビアアクシデントを起こ

せば、この国は「核災害二正面作戦」を強いられます。福島第一原発事故に加えて、もう一つ

の核災害に対応しなければならなくなるのです。それだけのリソース（予算・人材・資機材

等）が用意できるのですか？誰が、それを確約できるのですか？用意できなければ、この国は

どうなりますか。核技術に頼らずとも、東日本は 2012 年 5 月以来、「原発ゼロ」が続いていま

す。原発が無くても電気は足りているのです。例え僅かな可能性であったとしても、不可逆的

なリスクを背負ってまで、原発を稼働させる必要性は認められません。以上の観点から、本審

査書案の確定に反対し、設置変更許可を出さないよう求めます。尚、この意見は私個人のもの

であり、若の如何なる組織・個人とも関係のないことをお断りしておきます。 

1217E12 

３－１．１基準地震動基準地震動の年超過確率（29p）>「震源を特定せず策定する地震動」の

年超過確率は、10-4～10-7 程度↑正しい年超過確率、10-2 程度。１００倍超☆★の差異あり。

■全国共通地震・報告書（震源を特定せず策定する地震動）※

http://www.nsr.go.jp/data/000280238.pdf(15p)コントロールポイント超過の地震動、数１０

箇所明示。（期間２０年弱）※原子力規制委員会（規制庁）公文書 

1217E13 

下記の項目は、審査書に触れていないが、原発の安全を考えるうえで、基礎的で不可欠な条件

であるので、意見を申し上げる。１．避難計画避難計画が審査対象になっていないが、女川原

発においてはとりわけ避難計画が懸念される。地元住民は山間の狭い山道を長時間移動するこ

とが必要であり、長時間の交通渋滞が予想される。過酷事故の際には住民の避難の実施は必要

になることであるが、それについての明快で安心できる計画が出来上がっているとは言えな

い。また、現実の避難行動について、すべてを予定して住民がその通りに実施するということ

は不可能である（日々の行動はそれぞれに違うから）。したがって、火事の際には消防車が出

動し、急病人に対しては救急車が、犯罪に対してはパトカーが出動して最後まで面倒を見てく

れるのと同じように、すべての住民がもれなく避難するように最後尾に立ってエスコートす

る、いわば「殿軍」を務める責任主体を定義しておかなければ、避難計画は有効ではない（福

島事故の際は、警察も自衛隊も、避難中の患者を置き去りにして放射線を避けて自らが退避す

る事態があった）。そのような組織上の「殿軍体制」を確立しなければ、避難計画が存在する

とは認められない。２．事故の賠償責任保険この安全審査は、原発プラントのハードウエアの

基本設計方針の審査にとどまっている。事故の原因は、外力による損壊に限るものではなく、

たとえば施工や運転に伴う人為ミスに起因するものもある。したがって、現在の審査で安全を

保障されるものではない。田中前規制委員長が「審査を通過しても安全とは言わない」という

主旨の発言をされたが、その通りである。この世に実装されている工業プラントは、基本的に

事故に備えて第 3者損害賠償保険を付保している（自動車でさえ対人・対物保険が義務付けら

れている）。原発も基本的に事故規模に見合った賠償責任保険を付保することが必要である。

現在原発事故の賠償責任保険は 1200 億円のまま据え置かれている。この金額は、福島第一原発

事故の、すでに必要が明らかになった金額 22 兆円に対してさえ、0.5％台である。現在東電は

政府の資金を注入されて破綻を免れている。この構造は企業経営者が適切な安全対策を十分に

配慮する誘因をも殺いでいる。経済上も、健全な安全性を確保する誘因と、適切な経済倫理上

のバランスを確保するために十分な金額を賄う保険を付保した上でなければ、安全確保のため
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の企業責任が果たされない。３．立地審査指針福島事故において過酷事故を起こした結果、

「立地審査指針」を守れないことが明らかになった。そのことは、原発立地の大原則を守り得

ないことを示している。周辺自治体との間に、改めて地元合意を求めなければならない。４．

福島第一原発事故の解明と水位計東京電力の「福島第一原子力発電所 1～3号機の炉心・格納容

器の状態の推定と未解明問題に関する検討」は、第 5回報告書（2017 年 12 月 25 日）におい

て、52 項目の未解明問題が記載され、「検討する」「確認する」という状態で終わっている。

BWR 型原子炉のメルトダウン事故を未解明のまま放置して置いて、同型機の再稼働を許可するこ

とは、規制当局として手順を尽くしていない。また、同事故において、水位計が原理的に誤作

動を招きやすいものであったことが、冷却水の有無を誤判断させる致命的な欠陥になってい

た。したがって、水位計を改善することが必要条件であった。柏崎刈羽原発 6・7 号機のパブリ

ック・コメントでこの問題を提起したところ、代替手段として注水量を確認して水位を推定す

るという回答であった。注水量は動作過程を示し、水位計は結果の静的な実体量を示すもので

信頼性がまったく異なる。この点の改善されていないとすると、重大な欠陥である。 

1217E14 

2-2 技術者の確保労働契約（5ページ）重大事故時や武力攻撃、意図的な航空機の墜落などの時

には、多数の作業員が放射線量の高い環境の中で、過酷な作業に従事しなければならない。そ

のような作業は、警察・消防・自衛隊など生命の危険を伴う作業と同等である。そういう職業

に従事する人々に対しては特別の労働契約が必要である。そのような労働契約を行わない状態

では、審査内容に実効性はない。（理由）福島第一原発事故の際に、多くの作業員が吉田所長

の意図に反して第二原発へ避難するという出来事があって混乱が見られた。それは、雇用主と

従業員との間の労働契約が、重大事故発生時の被ばく労働を想定しない作業条件であったから

である。現在の審査書は重大事故対処を全面的に電力会社従業員に要求している。労働安全衛

生法第 25 条には、「事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止

し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない」と規定している。

また、それを補完する通達（昭 47.9.18 基発第 602 号）には、「本条は事業者の義務として、

災害発生の緊急時において、労働者を退避させるべきことを規定したものであるが、客観的に

労働災害の発生が差し迫っているときには、事業者の措置を待つまでもなく、労働者は、緊急

避難のため、その自主的判断によって当然その作業場から退避できることは、法の規定を待つ

までもないこと」と記載されている。原発の重大事故対処作業として審査書の中で想定されて

いる労働条件はまさしくこのような環境であり、通常のプラント運転に係る労働条件とは格段

に異なる。当然現場の労働契約を改めなければ審査書が予定している重大事故対処作業は実現

不可能である。3-1 地震による損傷の防止（10 ページ）大地震に被災した原発であり、その影

響による剛性低下などを検証した記述がない。その点をやり直す必要がある。4-4.12 発電所外

への放射能拡散を抑制放水砲 425 ページ第 55 条の要求（格納容器破損時の被曝防止）に対し

て、放水砲を設けるとしている。この種の放水砲は、通常大規模な石油液面の火災に対する設

備として使用されるものであり、大気中を飛散するプルームの中の粉塵を補足することには有

効ではない。ましてや希ガスには無効である。また、汚染水対策として、シルトフェンスを設

置するとしているが、これは一時的な溢水対策相当の対策である。量が多い場合には、有効性

が期待できない。5 大規模な自然災害又は故意による大型航空機その他のテロリズムへの対応

494 ページ「申請者において…手順書が適切に整備されること又は整備される方針であること」

をもって「規制委員会は適合していると判断した」と述べている。つまり、まだ対策が現実化

していない。現実的に「テロ対策」が、発電所の従業員ではできないと考えられる。テロ攻撃

とは武器をもって襲撃してくるという意味であり、民間人は武器の携帯や武闘を許されていな

い。警察が出動するといっても時間的に間に合わない。これらは単なる作文に過ぎず、誰が見

ても実効性はない。また、仮に武装警備員を配置したとしても、必ずしも制圧できるとは言え

ない。ごく最近の例では、アフガニスタンでは と武装警備員がともに射殺された。

つまり、テロ攻撃が予想される社会に原発は立地できないということが実態である。 

1218E1 

P499 審査結果審査書案は、震源を特定した場合の基準地震動を最大加速度 1000 ガル（水平方

向）、震源を特定しない場合を 620 ガル（同）としているが、女川原発は 2005 年 8 月 6 日宮城

県沖地震と 2011 年 3 月 11 日東北太平洋沖地震（本震）、同年 4月 7 日東北太平洋沖地震（余

震）の三度も測定値で最大加速度の 1000 ガルを超えているが、本当に安全なのか、疑問であ

る。 

1218E2 東京電力福島第一原発事故の収束、事故調査が終了していない。 
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1218E3 

福島で起きた事故はいまだ収束を見ず、多くの人びとの生命と暮らし、人生を奪ったことを忘

れてはなりません。女川原発も福島原発と同じ危険をはらんでおり、東日本大震災後の破損修

理箇所の多さも指摘されていたと思います。安全審査を通ったといいますが、そもそも原発の

安全性はなきに等しい。最近も頻発する地震への不安、誰が安全を担保できるでしょう。さら

に、事故が起きた際の避難計画は自治体まかせです。高齢者や障害をもった方々の避難、車の

渋滞回避も全く考慮されず、住民の犠牲を前提にした再稼働だと言わざるを得ません。原発が

なくても、自然エネルギーを駆使して生活する未来を知恵と力を合わせて切り開く時代に私た

ちは生きていると考えます。企業の利益を優先するのではなく、そこに生きる人々のいのちを

最優先に、再稼働をストップしてください。 

1218E4 

○意見提出箇所（29 ページ）女川原発は巨大地震の震源域に近い「被災原発」である女川原発

は、東日本大震災で被災した特殊な原発であり、規制委員会では、最新の科学的・技術的知見

を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮して適切に策定されていることを確認したとある。し

かしながら、繰り返し巨大地震と大津波を発生させている日本海溝沿いの震源域に最も近い原

発であり、追加の安全対策を行なっても大きなリスクが伴う可能性があり、安全とは言い切れ

ない。○意見提出箇所（全体）新規制基準は「世界で最も厳しい」どころか、世界レベルに程

遠い新規制基準が制定された際に規制委員会は、これまで規定されていなかったシビアアクシ

デント対策を規制の対象にしたことが特徴だと強調した。福島第一原発では、溶融炉心を取り

出すことはほとんど不可能になっており、シビアアクシデント対策というのであれば、福島事

故の教訓を踏まえて炉心溶融に万全の対策をとらなければ意味を成さない。ところが新規制基

準は、欧州で認証されている最新鋭の原発に標準装備されているコアキャッチャーを要求して

おらず、安倍首相の言う「世界で最も厳しい水準」どころか、世界の安全基準レベルには程遠

い。女川原発では、コアキャッチャーに代わる溶融炉心対策として、格納容器下部に水を張っ

て溶融炉心を受け止める「対策」がとられることになっているが、これは安全どころか水蒸気

爆発を招いて東日本壊滅の事態を引き起こす懸念がある。○意見提出箇所（全体）避難計画を

含めて審査すべきである規制委員会は、「原子力災害対策指針」を策定していながら、審査で

は指針に基づいて策定された自治体の避難計画の実効性をまったく検討していない。その理由

を規制委員会は、災害対策基本法が、原子力災害時の避難に関しては、地方自治体を中心にし

た地域防災会議に権限を委ねているからだと説明している。しかし、ＩＡＥＡ（国際原子力機

関）で採用されている「深層防護」の考え方によれば、防護レベルの設定をその第５層におい

て、原子力規制機関による緊急時計画等の整備が必要だとされている。短時間で広がる放射能

への迅速な対応や、他都道府県にまたがる広域的な避難行動は国が全面的に統括すべきであ

り、重大事故時に住民の深刻な被曝を回避することができない場合においては、規制委員会は

稼働を認めない措置をとるべきである。 

1218E5 

○意見提出箇所（29 ページ）女川原発は巨大地震の震源域に近い「被災原発」である女川原発

は、東日本大震災で被災した特殊な原発であり、規制委員会では、最新の科学的・技術的知見

を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮して適切に策定されていることを確認したとある。し

かしながら、繰り返し巨大地震と大津波を発生させている日本海溝沿いの震源域に最も近い原

発であり、追加の安全対策を行なっても大きなリスクが伴う可能性があり、安全とは言い切れ

ない。○意見提出箇所（全体）新規制基準は「世界で最も厳しい」どころか、世界レベルに程

遠い新規制基準が制定された際に規制委員会は、これまで規定されていなかったシビアアクシ

デント対策を規制の対象にしたことが特徴だと強調した。福島第一原発では、溶融炉心を取り

出すことはほとんど不可能になっており、シビアアクシデント対策というのであれば、福島事

故の教訓を踏まえて炉心溶融に万全の対策をとらなければならない。ところが新規制基準は、

欧州で認証されている最新鋭の原発に標準装備されているコアキャッチャーを要求しておら

ず、安倍首相の言う「世界で最も厳しい水準」どころか、世界のレベルには程遠い。女川原発

では、コアキャッチャーに代わる溶融炉心対策として、格納容器下部に水を張って溶融炉心を

受け止める「対策」がとられることになっているが、これは安全どころか水蒸気爆発を招いて

東日本壊滅の事態を引き起こす懸念がある。○意見提出箇所（全体）避難計画を含めて審査す

べきである規制委員会は、「原子力災害対策指針」を策定していながら、審査では指針に基づ

いて策定された自治体の避難計画の実効性をまったく検討していない。その理由を規制委員会

は、災害対策基本法が、原子力災害時の避難に関しては、地方自治体を中心にした地域防災会

議に権限を委ねているからだと説明している。しかし、ＩＡＥＡ（国際原子力機関）で採用さ
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れている「深層防護」の考え方によれば、その第５層において、原子力規制機関による緊急時

計画等の整備が必要だとされている。短時間で広がる放射能への迅速な対応や、他都道府県に

またがる広域的な避難行動は国が全面的に統括すべきであり、重大事故時に住民の深刻な被曝

を回避することができない場合に、規制委員会は稼働を認めない措置をとるべきである。以上 

1218E6 

以下４点の観点から、審査書案の撤回を強く求めます。１．「放射能を生活圏に放出」を前提

とした新規制基準であること新規制基準では、原発の敷地境界での最高被ばくを「甲状腺に対

して３Ｓｖ、全身に対して０．２５Ｓｖ」と定めた「原子炉立地審査指針及びその適用に関す

る判断の目安について」（１９６４年制定）の適用を除外し、フィルターベントの設置により

「セシウム１３７で１００兆ベクレルを下回っていること」を求めているだけであることか

ら、生活圏への放射能の放出を前提とした原発の再稼働は危険です。２．東京電力福島第一原

発事故の収束、事故調査が終了していないこと女川原発２号機は、事故を起こした福島第一原

発と同じ沸騰水型原子炉（ＢＷＲ）であり、格納容器は圧力上昇が早く事故に至る危険性が高

いマーク１改であることから、福島第一原発事故の調査結果を踏まえる必要があります。福島

原発事故では、地震動により事故の可能性も指摘されており、現在事故調査が再度進められて

おり、その結果によれば、新規制基準の見直しも考えられます。被災原発であり福島原発と同

型の原発ゆえに、事故調査結果を最低でも踏まえるべきではないでしょうか。３．新規制基準

は、避難計画が適合の要件に入っておらず不十分であること新規制基準は、「生活圏への放射

能の放出を前提」としていることからすると、「住民の避難が安全、かつ、確実にできる」こ

とも、適合の要件にすべきです。女川原発は、牡鹿半島の付け根に位置しており、東日本大震

災時にはがけ崩れにより避難が困難となった住民も多数いました。風向きにより避難道路が利

用できないなど、海上を利用した避難も想定されます。また、１１月１２、１３の両日に予定

されていた東北電力女川原発の３０キロ圏内を中心とした原子力防災訓練は、台風１９号によ

る被害が拡大したため、石巻、登米、涌谷、女川の４市町では住民避難訓練を中止し、自衛隊

なども災害対応を優先し、規模が縮小されています。住民の命や健康を守るためには、こうし

た自然災害時や地震などによる複合災害時を想定した避難計画が必要です。４．女川原発は地

震による負荷を受けた被災原発であること女川原発は、３・１１東日本大震災の震源に最も近

い「被災原発」です。加えて、２００３年の三陸南地震、２００５年の８・１６宮城地震によ

り、いずれも当時の基準地震動を超える振動で揺さぶられた原発であって、「原子炉など主要

設備をつなぐ配管の接合部が弱点」との指摘（東北大災害科学国際研究所の源栄正人教授・地

震、耐震工学）もあることからすると、日本が経験したことがない「被災原発の再稼働」の領

域に踏み込むべきではありません。国の地震調査研究推進本部によると、女川原発が面する宮

城県沖は、２０１１年までの８０年余にマグニチュード７クラスの地震が６～７回起きていま

す。今後３０年以内の発生確率は９０％とされているなど、危険な地震帯に面していることも

問題です。先の震災時には、外部電源５系統のうち４系統が失われ、原子炉建屋に海水が流れ

込み甚大な被害を受け深刻な事態となりました。今回の２号機では、原子炉建屋で１１３０カ

所ものひび割れが見つかったことも問題です。次の巨大地震などで、同じように耐えられのか

も疑問に思います。 

1218E7 

○意見提出箇所（29 ページ）女川原発は巨大地震の震源域に近い「被災原発」である女川原発

は、東日本大震災で被災した特殊な原発であり、規制委員会では、最新の科学的・技術的知見

を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮して適切に策定されていることを確認したとある。し

かしながら、繰り返し巨大地震と大津波を発生させている日本海溝沿いの震源域に最も近い原

発であり、追加の安全対策を行なっても大きなリスクが伴う可能性があり、安全とは言い切れ

ない。○意見提出箇所（全体）新規制基準は「世界で最も厳しい」どころか、世界レベルに程

遠い新規制基準が制定された際に規制委員会は、これまで規定されていなかったシビアアクシ

デント対策を規制の対象にしたことが特徴だと強調した。福島第一原発では、溶融炉心を取り

出すことはほとんど不可能になっており、シビアアクシデント対策というのであれば、福島事

故の教訓を踏まえて炉心溶融に万全の対策をとらなければならない。ところが新規制基準は、

欧州で認証されている最新鋭の原発に標準装備されているコアキャッチャーを要求しておら

ず、安倍首相の言う「世界で最も厳しい水準」どころか、世界のレベルには程遠い。女川原発

では、コアキャッチャーに代わる溶融炉心対策として、格納容器下部に水を張って溶融炉心を

受け止める「対策」がとられることになっているが、これは安全どころか水蒸気爆発を招いて

東日本壊滅の事態を引き起こす懸念がある。○意見提出箇所（全体）避難計画を含めて審査す
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べきである規制委員会は、「原子力災害対策指針」を策定していながら、審査では指針に基づ

いて策定された自治体の避難計画の実効性をまったく検討していない。その理由を規制委員会

は、災害対策基本法が、原子力災害時の避難に関しては、地方自治体を中心にした地域防災会

議に権限を委ねているからだと説明している。しかし、ＩＡＥＡ（国際原子力機関）で採用さ

れている「深層防護」の考え方によれば、その第５層において、原子力規制機関による緊急時

計画等の整備が必要だとされている。短時間で広がる放射能への迅速な対応や、他都道府県に

またがる広域的な避難行動は国が全面的に統括すべきであり、重大事故時に住民の深刻な被曝

を回避することができない場合に、規制委員会は稼働を認めない措置をとるべきである。 

1218E8 

女川原発の立地は、直近の東日本大震災はじめ過去に何度も巨大地震と津波に襲われた地域

で、今後も予想される巨大地震の震源域に近い。地震・津波の予測には限界があり策定された

基準値振動・基準津波で十分だとは言い切れない。住民の「避難計画」が審査の対象とならな

ければ、およそ実効性のない机上のプランに終わってしまい、事故発災の際に本当に住民の命

を守れるのか、大いなる不安と不信を抱く。 

1218E9 

そもそも現代科学では処理不可能な放射能をそのままにして原子力発電を行うということに反

対です。ユーラシアプレート・太平洋プレートなど大きなプレートがせめぎあう日本が、どこ

でも巨大地震が起きる可能性があり、それに加えその他の諸災害が頻発する現状にかんがみ、

安全が保障されるということ自体信じられない。震災後の電力事情を考えると、日本国民の電

力使用のあり方を検討することで、この原発を稼働しなくとも十分に電力を賄えると考える。 

1218E10 

この案件に反対します。なぜならば日本の国土は狭いのです。安全に暮らせる地域が減る可能

性があることは避けるべきです。また食料自給率がとても低くなっています。国力も衰えつつ

あり少子化で回復の見通しも難しいことからいままでのような輸入依存は改めていかなければ

なりません。食糧の増産は急務です。汚染により生産地が減少する可能性のあることは避けな

ければなりません。安全対策に絶対はないことは東日本大震災ですでに証明されています。福

島の原発の後始末は難しく費用も期間も増加していくと思われます。このようなことが繰り返

されてはなりません。今こそ成長幻想を捨てて現実を見つめ再生可能エネルギーに総力を上げ

て切り替えるべきだからです。 

1218E11 

３－１．１基準地震動基準地震動の年超過確率（29p）>「震源を特定せず策定する地震動」の

年超過確率は、10-4～10-7 程度↑正しい年超過確率、10-2 程度。１００倍超☆★の差異あり。

■防災科学技術研究所（kik-net）地震動データ http://www.kyoshin.bosai.go.jp/kyoshin/約

700 箇所の地震動、観測地点において、僅か２０年の期間で、約７％（約５０箇所）で、コント

ロールポイントを超過している。(700/50*20≒300 年/１回)(主な、超過地震リスト～vs-

2200m/s 基準)2016.0414 熊本 Mw6.1 益城 5000gal 上下動→超過倍率 7.52018.0906 北海道 Mw6.6

追分 6000gal 水平動→超過倍率 5.52001.0324 芸予 Mw6.7 御調 3500gal 水平動→超過倍率 3.3etc

僅か２０年余りで、超過倍率３倍超の地震動が、多数発生。よって、基準地震動は、水平動→

1800gal/0.02s 上下動→1200gal/0.02s 前後が適切。■全国共通地震・報告書（震源を特定せず

策定する地震動）※http://www.nsr.go.jp/data/000280238.pdf(15p)コントロールポイント超

過の地震動、数１０箇所明示。（期間２０年弱）※原子力規制委員会（規制庁）公文書(備考)

基準地震動、シミュレーション+http://www002.upp.so-net.ne.jp/bob-k/genpatu-note5i.htm 

1218E12 

３－１．１基準地震動基準地震動の年超過確率（29p）>「震源を特定せず策定する地震動」の

年超過確率は、10-4～10-7 程度↑正しい年超過確率、10-2 程度。１００倍超☆★の差異あり。

■防災科学技術研究所（kik-net）地震動データ http://www.kyoshin.bosai.go.jp/kyoshin/約

700 箇所の地震動、観測地点において、僅か２０年の期間で、約７％（約５０箇所）で、コント

ロールポイントを超過している。(700/50*20≒300 年/１回)基準地震動が、過小に計算された理

由は、防災科学技術研究所・藤原氏がコメントしている。「データセットの確認の中でも、マ

グニチュード５と５．５と６と、下限を変える事によって、非超過確率の値が変わるという

事、当然ですけれど、その確認をする中で、それぞれの下限値をいくつに選ぶかによって、そ

の平均的なスペクトルの形状を見た時に、一番大きな下限を６とした時に、形状がやはり他の

沢山のデータを使ったものとは性質が違う・・」原子力規制委員会、議事録

20phttp://www.nsr.go.jp/data/000271942.pdf 原子力規制委員会、標準応答スペクトル（案）

(32p)http://www.nsr.go.jp/data/000269574.pdf 地震データ下限レベル、Mw5.0→6.0、変更の

場合短周期、0.02-0.6s→約３倍差☆★よって、基準地震動は、水平動→1800gal/0.02s 上下動

→1200gal/0.02s 前後が適切。■全国共通地震・報告書（震源を特定せず策定する地震動）※
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http://www.nsr.go.jp/data/000280238.pdf(15p)コントロールポイント超過の地震動、数１０

箇所明示。（期間２０年弱）※原子力規制委員会（規制庁）公文書(備考)基準地震動、シミュ

レーション+http://www002.upp.so-net.ne.jp/bob-k/genpatu-note5i.htm 

1218E13 

東日本大震災における東京電力福島第一原発事故で、人の考える「想定」がいかに確実性の無

いものか私たちは経験しました。また最近の自然災害でも「想定」を超える規模や被害が起き

ています。これらのことを考えてみると私たちが「想定」すべきなのは最悪の事態、すなわち

「原発は壊れるもの」「テロは起きるもの」ということであると思います。つまり原発の審査

においても原発が壊れても、テロが起こっても国民や周辺住民の人名や生活が守れるのか？と

いう前提で考えられるべきです。これらの点から残念ながら今回の審査は不十分であると言わ

ざるをえません。また、原発を稼働させた時に発生する使用済み燃料の処理についての問題は

いまだに解決策が無く、保管場所にも事欠いている状態であり、処理方法が決まっていない以

上、使用済み燃料棒が増えることはあっても減ることはありません。その処理費用が国民の生

活にのしかかってくることから経済的にも女川原発（他の原発でも同じですが）を再び稼働さ

せることには反対いたします。 

1218E14 

152 ページに関して避難計画の実効性を対象にしていない「審査」はありえません。車での避難

者が数万人に及ぶ可能性があります。現在の車両の除染対策では全く機能しないと考えられま

す。渋滞によって指定された避難所に到達出来ないことも明らかです。規制委員会は限られた

「規準」だけ審査の対象で、現実的な住民の命と健康に何の責任も持たないのでしょうか。現

実的な避難計画を含めた再審査を求めます。 

1219E1 
格納容器下部に水を張って溶融炉心を受け止める対策は、水蒸気爆発する可能性がある。

（392P) 

1219E2 

P91 火山の影響に対する設計方針火山について、藤井敏嗣・元火山噴火予知連絡会会長は、「地

震の場合は、13 万年までに活断層が動いたという事であれば、その上に原発施設建設できな

い」ことを指摘し、火山の場合でも、１万年前に起こっていても「可能性は十分に小さい」と

して巨大噴火を考慮の対象外にした「火山影響評価ガイド」批判している。このことから、女

川原発２号機の審査書案には、不安で疑問である。 

1219E3 

審査結果について東京電力福島第一原発事故の現地調査が初期から遅れ進展していない中で、

重大事故対策を同種の重大事故の現地確認もせず検討し、原発の再稼働を認めるのは、福島事

故を軽視しているのではないか。核のゴミの最終処分について方針を先送りして再稼働を認め

るのは、核のゴミを増やすだけではないか。 

1219E4 

審査書（案）に触れられていない項目（１）保管している放射性廃棄物が、２号機の運転中に

万が一事故が起きたときに、どのような影響が起きるのか検討されたのでしょうか？検討され

ているのであれば安全性に影響はないのでしょうか。（２）1号機の廃炉が計画されています

が、２号機の運転中での廃炉作業は 2号機の安全に全く影響はないのでしょうか？影響がない

という技術的な根拠について明示してください。（３）放射性廃棄物や使用済核燃料の保管と

その後の最終処理について明確な見通しがあるのでしょうか？明確な見通しもなく。放射性廃

棄物や使用済核燃料を新に作り出し続けるというのは、道徳的に許されるのでしょうか。 

1219E5 

審査書（案）の中で、１１ページには「基準値震動」と書かれ、４８ページは「基準津波」と

書かれており、それを元に審査がなされています。しかし、人間は万能ではなく、地震や津波

がどの程度の大きさになるのかを予測することは不可能です。したがって、自然現象に「基

準」を設けるのは不適切であり、それを元に審査がなされているのであれば、それもまた不十

分・不適切との謗りを免れません。東日本大震災の際、「専門家」までもが口を揃えて「想定

外の事態が起きた」と言っていたのを忘れたのでしょうか？「想定外」のことが起きるのが自

然現象の常であり、それを「基準」の枠に無理に押し込めようとすることは傲慢とも言える行

為であり、容認できません。「合格」の結論を出すために、このような無理をしているのでは

ないかとさえ、思えてしまいます。どれだけ大きな地震が起きるか、どれだけ大きな津波が起

きるかわからないということを前提に、審査をし直すべきであると私は考えます。 

1219E6 

1.シビア・アクシデント防止のための「特定重大事故対処施設」の必要性を義務付けながら、

何故に５年間の猶予を与えて認可したのですか。この猶予期間に重大事故が起きない保証はな

いのではないでしょうか。2.重大事故に対処すると称しながら、コアキャッチャーや格納容器

の二重化も義務付けていないことに納得できません。3.毎日のように日本のどこかで地震が発

生しているといっても大げさではないと思います。地震や津波の予測には限界があります。な
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らば、規制委員会は、再稼働のための審査ではなく原発からのエネルギー政策の転換を求め廃

炉のための委員会としてその能力を発揮してください。 

1219E7 

（様式２）原子力規制委員会宛て「東北電力株式会社女川原子力発電所２号炉の発電用原子炉

設置変更許可申請書に関する審査書案」に対する意見提出用紙

意見の対

象となる案件東北電力株式会社女川原子力発電所２号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に

関する審査書案意見／理由＜該当箇所＞頁行目重大事故等の拡大防止等、（第 37 条関係）152

頁＜内容＞「深層防護」の第５層＝避難計画はまったく審査されていない規制委は、「原子力

災害対策指針」を策定していながら、審査では指針に基づいて策定された自治体の避難計画の

実効性をまったく検討していません。その理由を災害対策基本法が、原子力災害時の避難に関

しては、地方自治体を中心にした地域防災会議に権限を委ねているとしており全くの無責任な

ものです。ＩＡＥＡ（国際原子力機関）で採用されている「深層防護」の考え方によれば、第

５層において、原子力規制機関による緊急時計画等の整備が必要だとされます。短時間で広が

る放射能への迅速な対応や、他都道府県にまたがる広域的な避難行動は国が全面的に統括すべ

きであり重大事故時に住民の深刻な被曝を回避する事ができない場合に規制委は稼働を認めな

い措置をとるべきです。福島第一原発事故時、避難時の混乱と、それに伴う多数の被ばく、高

齢者や養護・介護施設等の「避難弱者」の関連死等も検証されてない現避難計画は現実性に乏

しく、宮城県内での避難訓練では、バス移動、交通渋滞、受付ステーション問題等、実効性が

疑問視され、女川では原発付近を通る避難経路等、深刻な問題も解消されないし、私が住む、

名取市の閖上でも交通渋滞で避難所へ移動中の多くの住民が津波で犠牲になりました。原発被

害は、より過酷であり深刻です。 

1219E8 

女川原子力発電所再稼働に反対します。当該施設は２０１１年３月東日本大震災の際に物理

的・機能的劣化が既に発生していた事も有り、福島原発で生じた大惨事を辛くも逃れたものの

もし押し寄せる津波が実際より大きかったならぼ激甚な深刻事態を招来するところであったと

認識している。電力需給にひっ迫した状況が起こるとは（省電力の進捗、再生可能エネルギー

の普及、人口減による電力需要の必然的減少等により）考えにくい以上人類が制御不可能な原

子量発電所の再稼働を進めようという意図が到底理解できない。 

1220E1 

３９５p格納容器の下にコアキャッチャーを設置しないで水を張って原発を運転するのは炉心損

傷により、超高音の溶融核燃料が落下すると水蒸気爆発が起きないと言っているがその根拠を

あげてほしい。国民の生命や財産を守り、環境の汚染を防がなければ行く行くは地球は人の住

めない星になってしまう。避難計画を国が作成と実効性の検証をしっかりとらないうちは原発

の稼働はさせるべきでない。第一人の手に負えない原子力によってお湯を沸かして発電しなく

ても新しい技術で安く地球温暖化もしないで、たくさんの新しい技術で発電が出来る時代にな

ってしまった。国民の圧倒的反対があるにもかかわらず、何十万人の人々の出来もしない避難

を前提に発電するのは非科学的。非倫理的である。火山や地震、テロの対策も取れないのに原

発を何が何でも稼働させるのはなぜですか？ 

1220E2 

395p、炉心損傷により水蒸気爆発が起きないという根拠は何ですか？90p、火山の噴火はいつど

こにどんな規模になるか、予知できない。原発は１日も早く安全な方へ撤退するべきです。

150p、福一のメルトダウンに至った原因は津波の前に地震によって配管が破断したという根拠

ある説明を信じています。津波のために 29m の防潮堤を作っても役に立たないし、地震や津波

に防潮堤は絶対安全と言い切れるのですか？テロや避難の対策ができないまま、国民の圧倒的

な反対を無視してエネルギー改革をしないで危険でコストも最も高くつく原発にしがみ付くの

は日本が無能だからですか？449p、ヒューマンエラーも遅かれ早かれ起きる。3.11 で被災して

いてどこかがきっとうまくいってないはず、再稼働と同時に破局的な事故になるのではない

か？長い期間止まっていた被災原発の再稼働によって起きる過酷事故に対処するマニュアルは

ありますか？ 

1220E3 
１９日も東北地方で地震がありました。原発は地震に耐えられません。女川原発の再稼働は止

めて下さい。日本は亡びます。 

1220E4 

「放射能を生活圏に放出」を前提とした新規制基準は容認できません。新規制基準では、原発

の敷地境界での最高被ばくを「甲状腺に対して 35 シーベルト、全身に対して 0.25 シーベル

ト」定めた「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断の目安について」(1964 年制定）の

適用を除外し、フィルターベントの設置により「セシウム 137 で 100 兆ベクレルを下回ってい
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ること」を求めているだけであることから、生活圏への放射能の放出を前提とした原発の再稼

働はあり得ず、廃炉が必然です。 

1220E5 

P499 審査結果規制委員会は、「広域避難計画」については、法律上、国の「原子力防災会議」

や地方公共団体が入る「地方原子力防災会議」に係ることで、規制の対象としない。としてい

るが IAEA の深層防護の第５の防護に「避難計画」が位置付けられている。われわれ UPZ に住む

住民にとっては「避難計画」の有効性こそ最重要なことである。しかも、市町村が「広域避難

計画」を策定する際に下敷きとなった、国や県の「ガイドライン」の作成に規制庁が大きく関

わっているのに、「広域避難計画」の有効性を全く審査しないのを疑問に思うし、不安であ

る。 

1220E6 

あの福島第一原発爆発から 9 年。私たちはいまだに原子力緊急事態宣言下にあります。放射性

物質が含まれるものにについて爆発以前には食べてはいけない、飲んではいけない、とされて

いたものがあれから、食べて良い、飲んで良い、とされました。3.11.を機に私たちの身体は放

射能を栄養分にするように改造されたとでも言うのでしょうか。日本の原発は絶対安全だ」、

として原発推進されてきた結果がこれ。どこにも「絶対」などありません。貴庁も原発再稼働

に当たっての「合格」も「安全」とは言っていない訳ですし、どのように地震対策や津波対

策、テロ防止策を弄しようと、「絶対安心」はありません。原発やめよう、となるのが当然な

のにまだ原発推進とは。再びの福一事故は絶対に発生します。この列島に人々は澄めなくなり

ます。そうでなくとも溜まり続ける核ゴミ、汚染水、被曝労働・・。どれをとってもリスクば

かり。直ちに原発廃炉に、舵を切って下さい。 

1220E7 

p45~59,70 について何千億円もかけて H29m の防潮堤を作っても、大自然のエネルギーに勝てる

とは限りません。まあこれなら大丈夫だろう、自己が起きる確率は低いというのは原発では許

されません。3.11 では福一の外部電源の鉄塔があっけなく倒壊したのは、なぜですか？堅固に

作られたはずの防潮堤や鉄筋コンクリート製の建物が何百何千と崩壊したではありませんか？

人間が安全と思っても全く外れたではありませんか？防潮堤の内側には山側からの雨水や地下

水を放出するための排水管を設置しますか？した場合、高波や津波が入り込まないようにする

ためにどんな工事をしますか？又、女川原発は 3.11 では外部電源鉄塔倒壊、浸水、火災数百カ

所の損傷、壁はヒビが約 1000 か所発生、福島第一原発過酷事故に紙一重の被災をし、被災後約

10 年、金属を始め、部材が疲労、すっかりもろくなっているはずです。検査では分らないよう

な重大な損傷があるに違いなく、試運転ができないのが原発です。メルトダウンが遅かれ早か

れ起きた場合、防潮堤のせいで福一のように汚染水問題が起きないのですか？起きないと言う

のであれば、その理由を聞かせてください。あるいはメルトダウンは起きないことにして安全

神話をまたもや信じて？あるいは覚悟して？再稼働させるのですか？規制委員会が安全とは言

ってないという言い方をしないのは危険でもないと言いたいのですか？原発推進側に有利なよ

うな表現をするのは規制でなくて、寄生です。始めから夜も眠れないです。これ以上東北の

否、日本の国民の命や健康、安心して生きる権利を奪わないでください。大切な資源、豊かな

海産物や農産物、そして自然景観を放射能汚染で破壊するのを止めたください。国会も県議会

も何を考えているのかです。女川再稼動を止められるのは今や規制委員会の一言です。女川原

発は特別に絶対再稼動させてはならないと断言して欲しいです。もし、女川に万が一が起きれ

ば、それは規制委員会の人的ミスです。 

1220E8 

福一の事故から 8年以上過ぎても福島の浜通りはあの通りです。原発での発電は電気料金が安

くなるためにも必要という意見も明確に否定されました。そのうえ、核の廃棄物も遠い未来へ

託すなんて考えられません。電気も足りないなんてことは数えるほどしかなく何とかなってい

ます。我々は戦争で二度も核の被害を受け、また三度目も経験したのにまた核に依存するなん

て考えられません。 

1220E9 

原子力規制委員会は 11/27 の定例会で女川原発 2 号機が新規制基準に適合しているとする審査

書案を了承した。事実上の合格を出したことになる。しかしこの新規制基準は「原子力施設の

設置や運転等の可否を判断するためのものであり、これを満たすことによって絶対的な安全性

が確保できるわけではない」と原子力規制員会が明確に示している。更に前原子力規制委員長

の田中氏は「規制員会は再稼働するかどうかについては判断しない」「規制基準の適合性審査

であって安全だとは言わない」「絶対安全、ゼロリスクではない」と繰り返し発言していた。

これは原子力規制委員会が策定した原子力災害対策指針では、概ね 30ｋｍ圏避難計画の求めて

おり、過酷事故に備え安定ヨウ素剤の配布備蓄をするよう指示していることからも明らかであ
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る。避難計画は住民の放射能被曝を防ぐ為に必要不可欠であるが、この計画自体机上の空論で

あり実効性が無いことは当協会が 3 度行った調査結果からも明らかである。もし仮に避難がな

んとかできたとしても、その放射能が降り注いだ土地は東京電力福島第一原発時事故でおこっ

た悲劇を見ればそのあまりにも大きすぎるリスクは明らかであろう。そもそも、絶対安全であ

るならば事故はないのだから避難計画や避難訓練、安定ヨウ素剤配布・備蓄などいらないはず

である。万が一に備えてと返答があるであろうが、万が一でも原発の過酷事故はあってはいけ

ないのである。私達世代だけにとどまらず次世代、未来永劫事故はあってはいけない生命と健

康を脅かし生業を奪う大きすぎるリスクを持ったものなのである。規制委員会は実効性のある

避難計画に対しても安全基準の判断基準に取り入れるべきである。何故ならば原子力発電の安

全性というものは規制委員会が自ら示しているとおり絶対ではないのだから。であれば国民の

人権、生命、財産を守る判断基準の基礎となる安全基準は判断基準に必要不可欠な要素である

のは当然である。女川原発はその地理的問題から原発過酷事故が起きた場合、牡鹿半島の住民

は海洋にしか避難するすべがない。もし風向きが海に向かっていた場合住民は被曝を回避する

事は出来ないのである。このような原発に対し新規性基準のみの合格だけで後は自治体判断に

任せるというのは原子力を規制する機関としてあまりにも無責任であり、今後もし事故があっ

た場合はその責任は重く、歴史的に大きな謗りを受ける事となる。地震多発地帯である事やア

ウターライズ地震による巨大津波の可能性がある地域性は、他の原発とは異なる基準を加えて

の判断をお願いしたい未来に責任もっての判断を切望します 

1220E10 

審査書案 487 ページでは，「この手順では、電源車の準備及び起動操作を重大事故等対応要員 3

名により、120 分以内に実施する。」と記載がありますが，女川２号炉の審査資料では 125 分以

内と記載しているため，記載の見直しが適切と考えられます。 

1220E11 

審査書案 161 ページでは，「地震及び津波については階層イベントツリーと炉心損傷イベント

ツリーを構築して行う」と記載がありますが，津波は階層イベントツリーを構築せず炉心損傷

イベントツリーのみを構築し評価しているため，記載の見直しが適切と考えられます。 

1220E12 

・審査書案 352 ページから 353 ページにおいて，常設直流電源系統喪失により中央制御室から

逃がし安全弁（自動減圧機能）を遠隔操作できない場合に対し，可搬型代替直流電源設備によ

る逃がし安全弁（自動減圧機能）の開放の手順着手の条件が記されているが，審査書案 353 ペ

ージに逃がし安全弁（自動減圧機能）の作動用の窒素ガスが確保されている場合と記載されて

いるが，女川２号炉ではアキュムレータに期待していることから，記載の見直しが適切と考え

られます。・審査書案 366 ページでは，「マル 3 原子炉停止中においては、残留熱除去系（原

子炉停止時冷却系）による原子炉の除熱ができない場合であって、・・・（以下略）」と記載

がありますが，女川２号炉の設置変更許可申請書では「残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド）」としているため，記載の見直しが適切と考えられます。・審査書案 371 ページでは，

「b.炉心損傷前において、・・・着手する。この手順では、系統の構成等を計 3名により、中

央制御室から操作可能な場合 15 分以内、中央制御室から操作できず現場で操作を行う場合 75

分以内に実施する。」及び「c.炉心損傷前において、・・・着手する。この手順では、系統の

構成等を計 3名により、中央制御室から操作可能な場合 20 分以内、中央制御室から操作できず

現場で操作を行う場合 80 分以内に実施する。」と記載がありますが，これらの時間は系統構成

完了までの時間であり，出口隔離弁の操作時間を含んでいないため，これらを含む時間とする

ことが適切と考えられます。・審査書案 389 ページでは，酸素濃度の単位を「％」で記載され

ているが，女川２号炉の設置変更許可申請書では「vol％」と記載しているため，記載の見直し

が適切と考えられます。・審査書案 409 ページでは，「これらの対策は（１）マル 1a.、c.及び

d.と同じであるため」と記載がありますが，ｄの項目がないため，記載の見直しが適切と考え

られます。 

1220E13 

審査書案 315 ページのマル２「c.火災発生時に消火活動を実施する自衛消防隊」と記載があり

ますが，女川２号炉の設置変更許可申請書では，火災対応を実施する要員は保修班に属する初

期消火要員としているため，記載の見直しが適切と考えられます。審査書案 423 ページの(2)3

行目「代替燃料プール冷却系」との記載がありますが，女川２号炉の設置変更許可申請書では

「燃料プール冷却浄化系」と記載しているため，記載の見直しが適切と考えられます。審査書

案 436 ページの i.3 行目「復水貯蔵タンクへの補給を淡水から海水に切り替える手順は、d．の

手順と同様である」と記載がありますが，復水貯蔵タンクへの補給手順は，ｆ．に記載されて

いるため，記載の見直しが適切と考えられます。審査書案 460 ページの 2行目「この手順で
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は、電路の構成、電源からの給電操作、給電の確認等を計 8名により、225 分以内に実施す

る。」と記載がありますが，女川２号炉の設置変更許可申請書では 7 名と記載しているため，

記載の見直しが適切と考えられます。 

1220E14 

・審査書案 423 ページの「第 37 条等の規制要求に対する設備及び手順等」において，「申請者

は、・・・、代替燃料プール冷却系による使用済燃料プールからの除熱、・・・」と記載があ

りますが，「代替燃料プール冷却系」ではなく「燃料プール冷却浄化系」が適切と考えられま

す。・女川２号炉では設計基準事故対処設備として燃料プールへのスプレイ機能を有していな

いため，審査書案の 423 ページから 424 ページにおける「代替スプレイ」の記載は「スプレ

イ」が適切と考えられます。・審査書案 434 ページの c.では淡水貯水槽（No.1）、淡水貯水槽

（No.2）又は海を水源とした注水設備として大容量送水ポンプ（タイプ 1）のみを記載している

が，２段落目の c)の記載では大容量送水ポンプ（タイプ 2）も記載さているため記載の見直し

が適切と考えられます。 

1220E15 

・審査書案 93 ページの「当初、申請者は、設計上考慮する降下火砕物の層厚を検討するための

数値シミュレーションについては、建設時の敷地における地質調査結果で確認された十和田及

び肘折カルデラを対象に実施した上で、」の記載について，当初（第 189 回審査会合

/2015.1.30）は，２号建設時に行った敷地内の地質調査で確認された十和田及び肘折カルデラ

を噴出源とする降下火砕物のうち，層厚が大きく，敷地からの距離が近い肘折カルデラのみを

対象にシミュレーションを実施したことから，記載の見直しが適切と考えられます。・審査書

案 94 ページの「当初の肘折カルデラ及び十和田に加え、鳴子カルデラ及び蔵王山を評価対象と

して抽出し、」の記載について，第 189 回審査会合（2015.1.30）でのコメント No.S66「降下火

砕物のシミュレーションの対象について，火山タイプ・活動履歴等を考慮し，地理的領域外の

火山も含めて検討すること」を踏まえ，第 238 回審査会合（2015.6.12）以降，肘折カルデラに

加えて「鳴子カルデラ」，「蔵王山」及び「十和田」をシミュレーション対象に追加したこと

から，記載の見直しが適切と考えられます。 

1220E16 

審査書案 257 ページの「マル 1本格納容器破損モードの特徴：ジルコニウム－水反応、水の放

射線分解等によって水素が発生し、発生した酸素と原子炉格納容器内の酸素が反応することに

より激しい燃焼が生じ、原子炉格納容器の破損に至る。」の記載について，263 ページの同じ内

容の記載である，「コンクリート侵食等によって水素が発生し、発生した水素と原子炉格納容

器内の酸素が反応することにより」と記載されているため，適切と思われる 263 ページの記載

と整合させる必要があると考えられます。 

1220E17 

・審査書案 50 ページの（２）マル１のうち数値計算に適用した潮位条件に関する記載につきま

して，朔望平均干潮位も適用していることから，「朔望平均干潮位」の追記が適切と考えられ

ます。・審査書案 51 ページの（３）マル１のうち東北地方太平洋沖型の津波波源による「特性

化波源モデル」の記載につきまして，この特性化波源モデルは後段に記載されております「基

準断層モデル」や「特性化モデル」と同義であることから，記載の見直しが適切と考えられま

す。・審査書案 55 ページのマル３のうち宮城県沖の「地域特性」を考慮した特性化モデルの記

載につきまして，同モデルは，審査書（案）52 ページのうち b．アに記載の宮城県沖の大すべ

り域の「破壊特性」を考慮した特性化モデルと同じモデルであるとの理解でよろしいでしょう

か。・審査書案 55 ページのマル３のうち未知なる「活断層」の記載につきまして，同活断層

は，審査書（案）53 ページのうち１行目に記載の未知なる「分岐断層」のことであると判断さ

れることから，記載の見直しが適切と考えられます。・審査書案 56 ページの（４）のうち海底

地形判読方法に関する記載につきまして，敷地前面の「音波探査記録」を用いた旨の記載がご

ざいますが，具体的には第 778 回審査会合資料 1-5-1 から「日本水路協会（2006）による地形

データ」を用いていることから，記載の見直しが適切と考えられます。 

1220E18 

・圧力容器内での水蒸気爆発は考えなくてよいのか？設置許可基準規則 37 条 2項によれば，

「発電用原子炉施設は、重大事故が発生した場合において、原子炉格納容器の破損及び工場等

外への放射性物質の異常な水準の放出を防止するために必要な措置を講じたものでなければな

らない」とされており，同規則の解釈２－１（ａ）で必ず想定する格納容器破損モード 6 つの

うちのひとつとして，「原子炉圧力容器外の溶融燃料冷却材相互作用」があげられており，こ

の対策をすることで審査を受けている．東北電力は資料 1-1-5「女川原子力発電所 2号炉重大事

故等対策の有効性評価について 2018 年 6 月」の「別紙９」の pp.223-234．の記述を根拠に圧力

容器内水蒸気爆発（α―モード破損と呼ばれる現象）は考慮しなくてよいとしている．審査基
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準もこれに沿ったものである．しかし，福島第一原発 2 号機では，2011 年 3 月 14 日から 15 日

にかけて，溶融ジルカロイと外部から注水した海水との水蒸気爆発のほか，溶融燃料（主成分

は UO2 と思われる）と海水との水蒸気爆発の可能性も考えられる．圧力容器内といえども，運

転時の圧力が大きく低下した場合や，外部から温度の低い水が注入されたようなときには水蒸

気爆発が起こっても不思議ではないからである．H.M.Higgins の

ASTUDYOFTHEREACTIONOFMETALSANDWATER（InterimReportAECD36641955．p.25）によれば，溶融

ジルコニウムやジルカロイ合金の爆発性はアルミニウムなどよりはるかに大きいことが 1955 年

時点で分かっていた．東京電力も溶融物と冷却水の接触があったことは認めているが，「圧力

スパイク」だったとしている．しかし，SRV が開いたという記録がないにもかかわらず圧力が急

減するなど，「圧力スパイク」では説明は困難である．爆発現象による破損の可能性が否定で

きないと思われる．以上の事実から，女川原発 2 号機の審査においては圧力容器内での水蒸気

爆発の危険性についても審査を行うべきと考える． 

1220E19 
あんな事故があったというのに何を考えているのでしょうか。これ以上日本を汚すのはやめて

ください。 

1220E20 

「IV－１．２．２．３原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」に関して 1.「外乱が加

わる要素は考えにくい」ことを理由に「実機において水蒸気爆発に至る可能性は極めて小さ

い」と断定している東北電力の文書（女川原子力発電所２号炉重大事故等対策の有効性評価に

ついて 2019 年 2 月，p.65）は事実に反する過去に起きた金属工場などでの水蒸気爆発事故はま

さに「外乱が加わる要素」が考えにくい時にも発生しているのである．たとえば，2018 年 7 月

6 日に岡山県総社市の朝日アルミ産業岡山工場で溶融アルミニウムの水蒸気爆発事故が発生して

いる（okaimono.main.jp/pdf/bcp/asahi_alumi_kenkei_sanyo20180719.pdf）が，この爆発の発

生のトリガーがどのようなものであったかなどというものはわかりようがないのが現状であ

る．このような実際の事故の多くは実験室で発生するはずがないとされていた金属や実験条件

で発生しているのが実際である．原発事故時に生じる炉心溶融物でも，自発的には発生しない

という実験結果が報告されている一方，TROI 実験のように自発的な爆発が起こることが確認さ

れているものもある．またジルコニウムといくつかの物性値が近い，溶融シリコンなども極め

て激しい爆発がトリガーなしで起こることが確認されている（森山ほか 2名，溶融シリコンの

水蒸気爆発に関する研究，JAERI-Research2000-021(2002)）．ことほど左様にトリガーについ

てはわかっていないことが多い．安易にトリガーが考えられないから爆発は起こらないなどと

結論付けることはできない．２．水蒸気爆発シミュレーションは条件によって結果が異なる森

山らが設定した BWR 型軽水炉の炉外水蒸気爆発による格納容器破損モードのうち，(a)圧力抑制

プールで爆発が発生した場合は，ペデスタル壁の破損を想定している．(b)ペデスタルで爆発が

発生した場合は，ペデスタル側壁と圧力容器の突き上げを想定している（森山ほか 4名，軽水

炉シビアアクシデント時の炉外水蒸気爆発による格納容器破損確率の評価，JAEA-

Research2007-072(2007),p.12.）．女川原発 2号機のような MARK-I 改型格納容器では，（ｂ）

の圧力容器の突き上げの発生の可能性が最も高いと思われる．この時の破壊確率は，95％の確

率で破損する現象が起こる確率を 0.65％としている．(a)の場合は 27％，PWR の場合は 33％と

なっているのに対していちじるしく低い値となっている．これは水深を 2m と浅く設定したこと

によると思われる．一方，東北電力の解析の条件では，溶融炉心の量などの記述がない．当

然，粗混合する量によって結果は大きく異なる．たとえば，同じ JASMINE を使った森山らの計

算では，ケース名 No.5 のように条件によっては粗混合量が 6.47 トンとなりこの時の流体の運

動エネルギーは 197MJ となるとしている．東北電力の計算（東北電力株式会社，女川原子力発

電所２号炉重大事故等対策の有効性評価について，2019 年 2 月，p.82.）の 37MJ の 5 倍以上で

ある．すなわち，条件次第で結果は大きく変わる．仮に，運動エネルギーが 2倍になるだけ

で，格納容器下部構造物の降伏応力を容易に上回る応力が加わることが推定できる．計算条件

の設定が不十分と言わざるを得ない． 

1220E21 

女川原発の「適合」住民の不安にこたえていない原子力規制委員会が先週、東北電力女川原発

２号機（宮城県女川町、石巻市）について、再稼働に必要な新規制基準に「適合」するとの審

査書案を了承しました。審査書案に対する国民からの意見公募（２７日まで）を経て、来年初

めにも正式決定する方針です。女川原発は、２０１１年３月の東日本大震災の際、被災した原

発です。避難計画の実効性をはじめ、多くの不安や疑念は全く解消されていません。住民の声

に逆らい再稼働をおしすすめることは許されません。重大事故と紙一重に東日本大震災の被災



パブコメ意見一覧（WEB 投稿） 

- E38 - 
 

整理番号 意見全文 

原発で審査書案が「適合」とされたのは、日本原子力発電の東海第２原発（茨城県）に続き２

基目です。女川原発は、当時の耐震設計の目安の基準地震動を上回る激震とともに、高さ約１

３メートルの津波に襲われました。震災時、外部電源５系統のうち４系統が失われたほか、原

子炉建屋に海水が流れ込むなど、重大事故と紙一重の深刻な事態となりました。火災も発生

し、２号機の原子炉建屋は１１３０カ所のひび割れが見つかりました。女川原発は東日本大震

災の震源地に近いところに立地し、もともと地震や津波のリスクの高さが指摘されています。

国の地震調査研究推進本部によると、女川原発が面する宮城県沖は、２０１１年までの８０年

余にマグニチュード７クラスの地震が６～７回起きています。今後３０年以内の発生確率は９

０％とされます。規制委の審査に時間がかかったのも、それらの危険を無視できなかったため

です。規制委は、海からの高さ２９メートルの防潮堤を設置するなどの東北電力の「対策」を

了承しましたが、これで安全という保証はありません。見過ごせないのは女川原発２号機の原

子炉が甚大な事故を起こした東京電力福島第１原発と同じ沸騰水型だという問題です。福島第

１原発事故後に再稼働した原発はいずれも加圧水型です。沸騰水型の再稼働を促進させたい狙

いがあるとも指摘されています。原発事故発生時の住民の避難計画の実効性も疑問だらけで

す。女川原発は牡鹿半島のつけねに位置しており、半島の多数の住民が安全に避難できるのは

困難という声が相次いでいます。原発から半径３０キロ圏に住む石巻市民が１１月、同市と宮

城県を相手に、再稼働の事実上の前提となる地元自治体の同意の差し止めを求める仮処分を、

仙台地裁に申し立てました。県のガイドラインをもとに市が作成した避難計画では避難ルート

で渋滞が起きる、高齢者の負担が重すぎるなどの問題点をあげています。また女川原発再稼働

の是非を問う県民投票条例制定を求めた署名は、１１万人にのぼりました。同条例案は県議会

で自民・公明が否決しましたが、住民の声を真剣に受けとめるべきです。再稼働の推進をやめ

よ女川原発の安全対策には、テロ対策施設の工事費を除いても約３４００億円もかかるよう

に、「原発のコストは安い」という主張は成り立ちません。世界でも、高コストの原発が見放

され、撤退の動きが目立っています。原発再稼働に固執する安倍晋三政権の政策が根本から問

われています。すでに廃炉が決まった女川原発１号機に続き、同２号機と３号機も廃炉にする

ことが必要です。 

1220E22 

原発の使用済み廃棄物の処理の仕方がまだ決まっていません。トイレのないマンションと揶揄

されます。しかも、放射性廃棄物は人体に有害であり、今以上に使用済み核廃棄物を増やすこ

とは、人間としてもやってはいけないことだと思います。本当かは分かりませんが、ネットで

見かけたのは、米国が、日本で核兵器を作らせようとしているというとんでもない話でした。

フェイクニュースでありますように。日本が、原発を諦めない理由は、原子力ムラのせいなの

か、米国の差し金なのか両方でしょうか。どちらにしろ、国民にとっては迷惑の極みです。一

刻も早く、原発を卒業して、各原発の廃炉にむけた計画と行動をお願い致します。 

1220E23 

３－１．１基準地震動基準地震動の年超過確率（29p）>「震源を特定せず策定する地震動」の

年超過確率は、10-4～10-7 程度↑正しい年超過確率、10-2 程度。１００倍超☆★の差異あり。

■防災科学技術研究所（kik-net）地震動データ http://www.kyoshin.bosai.go.jp/kyoshin/約

700 箇所の地震動、観測地点において、僅か２０年の期間で、約７％（約５０箇所）で、コント

ロールポイントを超過している。(700/50*20≒300 年/１回)(主な、超過地震リスト～vs-

2200m/s 基準)2016.0414 熊本 Mw6.1 益城 5000gal 上下動→超過倍率 7.52018.0906 北海道 Mw6.6

追分 6000gal 水平動→超過倍率 5.52001.0324 芸予 Mw6.7 御調 3500gal 水平動→超過倍率 3.3etc

僅か２０年余りで、超過倍率３倍超の地震動が、多数発生。よって、基準地震動は、水平動→

1800gal/0.02s 上下動→1200gal/0.02s 前後が適切。■全国共通地震・報告書（震源を特定せず

策定する地震動）※http://www.nsr.go.jp/data/000280238.pdf(15p)コントロールポイント超

過の地震動、数１０箇所明示。（期間２０年弱）※原子力規制委員会（規制庁）公文書(備考)

基準地震動、シミュレーション+http://www002.upp.so-net.ne.jp/bob-k/genpatu-note5i.htm 

1220E24 女川原発再稼働は絶対にやめてください 

1220E25 

３－１．１基準地震動基準地震動の年超過確率（29p）>「震源を特定せず策定する地震動」の

年超過確率は、10-4～10-7 程度↑正しい年超過確率、10-2 程度。１００倍超☆★の差異あり。

■防災科学技術研究所（kik-net）地震動データ http://www.kyoshin.bosai.go.jp/kyoshin/約

700 箇所の地震動、観測地点において、僅か２０年の期間で、約７％（約５０箇所）で、コント

ロールポイントを超過している。(700/50*20≒300 年/１回)基準地震動が、過小に計算された理

由は、防災科学技術研究所・藤原氏がコメントしている。「データセットの確認の中でも、マ
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グニチュード５と５．５と６と、下限を変える事によって、非超過確率の値が変わるという

事、当然ですけれど、その確認をする中で、それぞれの下限値をいくつに選ぶかによって、そ

の平均的なスペクトルの形状を見た時に、一番大きな下限を６とした時に、形状がやはり他の

沢山のデータを使ったものとは性質が違う・・」原子力規制委員会、議事録

20phttp://www.nsr.go.jp/data/000271942.pdf 原子力規制委員会、標準応答スペクトル（案）

(32p)http://www.nsr.go.jp/data/000269574.pdf 地震データ下限レベル、Mw5.0→6.0、変更の

場合短周期、0.02-0.6s→約３倍差☆★よって、基準地震動は、水平動→1800gal/0.02s 上下動

→1200gal/0.02s 前後が適切。■全国共通地震・報告書（震源を特定せず策定する地震動）※

http://www.nsr.go.jp/data/000280238.pdf(15p)コントロールポイント超過の地震動、数１０

箇所明示。（期間２０年弱）※原子力規制委員会（規制庁）公文書(備考)基準地震動、シミュ

レーション+http://www002.upp.so-net.ne.jp/bob-k/genpatu-note5i.htm 

1220E26 
いつまた大きな地震があるかわからない国なのに原発はあまりに危険過ぎます原子力発電に絶

対に反対します。安心安全な国作りが必要です 

1220E27 地震で原発は安全ではない事がはっきりしたはずです。女川原発再稼働断固反対します。 

1221E1 

東日本大震災の際、世界中が科学も技術もなすすべがなく原発が壊れてゆくのを目の当たりに

した。そしてこの日本と日本人には、そもそも原発は扱えないことが証明された。科学的にも

技術的にも無理なことをしてはいけない。福島のその後の処理が未だに終わっていないのは、

原発に対する全ての技術的な事柄が未熟であり、原発とは科学的には核分裂のみしかできなか

った、ということである。その後の処理ができないものを、なぜ稼働させようとするのか。大

いに疑問でだ。 

1221E2 

止まらない、まともに止められない、処理できない放射能汚染の原発は、この世に存在しては

いけない健康被害から殺人に相当しているあってはいけない実害です。大気、海水、土壌汚染

など、チェルノブイリ事故をみての通り、白血病などの健康被害が急増したのは、事故発生か

ら 30 年後です。現在、日本国内でも、福島と宮城で甲状腺癌などの発生率が他県よりダントツ

で毎年増加してます。外資に持ち株をし b 配されているテレビやアベ政権により規制されてい

るメディアは実害を国民へ周知するどころか、一切何も報道しません。これらも全て犯罪に相

当します。詐欺罪、生存権の侵害、環境破壊など見ての通りです。軍産複合体のためにだけ必

要な原発・核兵器産業は全宇宙に間違っても存在してはいけない不要悪です。今のまま汚染を

放置状態・隠蔽状態で、20 年後、50 年後、100 年後の海、山、川、私たちの子供や孫の世代は

汚染まみで最悪の状態、存在すらできるかわかりません。全ての原発は全面廃止を断固訴えま

す。絶対に不可欠です。許され無い暴挙・殺人罪に相当します。 

1221E3 

e-gov 上にありました文書を読む限りにおいては、特に LOCA 事象を起こさないよう万全の体制

を敷いていると確認できました。原子力規制委員会が委員会の責任で認めている以上、機械的

に再起動を認めるべきだと思います。改修コストに耐えない炉については既に廃炉を表明され

ている以上、技術維持の観点からも炉を動かすことが望ましく、再エネコストの低減、系統維

持のベースロード電源としての役割、政治的には CO2 排出低減のためにも、現有の原子炉は可

能なかぎり動かすことが必要です。系統維持が出来れば、住宅からの買取の原資にもなりま

す。確実に冷温停止が出来る対策が取られている以上、動かさない理由はないと愚考します。

しかしながら念のため、RCIC 系の動作確認・動作手順確認を行ったほうがよいでしょう。これ

については営業運転の前、試運転時に実際に動作させたほうがよいかと思います。温度センサ

ーについても従来のものに加えサーミスタ式の配管表面温度が参考になるかと思います。 

1221E4 

P395 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備及び手順審査書案では、欧州で認証

されている最新鋭の原発に標準装備されているコアキャッチャーの代わりの溶融炉心対策とし

て、格納容器下部に水を張って溶融炉心を受け止める「対策」がとられることになっている

が、これは安全どころか水蒸気爆発を招いて東日本壊滅に事態を引き起こす懸念があるし、不

安である。 

1221E5 
廃炉技術の開発途上にある中、更なる原子力発電の稼働は日本国のみならず地球の未来を否定

する物である。 

1221E6 
女川原発再稼働に断固として反対します。まだ他の原発も含め原発に対しての問題は山積みな

のに稼働させる必要はないです。 

1221E7 
東北電力株式会社女川原子力発電所２号炉の発電用原子炉設置変更許可申請についてですが、

原発再稼働の即時廃案を訴えます。地震大国である日本国には、原子力発電は危険が多すぎま
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す。平成 23 年(2011)3 月 11 日の東日本大地震において、福島第一原子力発電所が爆発してしま

ったことで、危険性が証明されています。なので、原子力発電は稼働すべきではありません。 

1221E8 再稼働大反対。 

1221E9 

福島第一原発の事故原因の究明が十分になされているのだろうか。事故原因が究明されたとは

報道されていない。したがって、同じ沸騰水型の女川原発の審査が十分に出来たとは考えるこ

とはできない。そもそも、国が主張して来た原発の安全神話は福島の事故によって崩れたので

はないか。それならば、原子力発電によるエネルギー利用は国策たり得ない。本質的に国民の

利益にならず、国民の利益どころか、福島の現状を見れば福島県の人達の利益さえも守ること

ができていないからである。原子力発電によらないエネルギー政策に転換すべきである。 

1221E11 
原発の再稼働に反対です。地震大国の日本に原発は危険ですし、311 のようなことがまた起こら

ないとも限りません。 

1221E12 再稼動反対! 

1221E13 
原発廃棄物処理法も解決できない。福島の垂れ流しも解決できない。国民は悪い事しか考えら

れません。稼働断固反対です。 

1222E1 

意見／理由＜該当箇所＞３３頁２１行目３．地震応答解析による地震力及び静的地震力の算定

方針＜内容＞女川原発は、東日本大震災で被災した原発であり、原子炉建屋のコンクリート壁

には、１１３７箇所のヒビ割れが確認されていた。宮城県の「女川原子力発電所２号機の安全

性に関する検討会」でも、稼働に耐えられるか討論になってきた。審査では、十分に設備や機

械、計器類の検証が行われたとはいいがたい。 

1222E2 

以下の点で懸念ばかりあり、再稼働には反対。原子力規制委員会は「原子力規制緩和委員会」

ではないのか？◆女川原発の立地は巨大地震の震源域に近い。地震・津波の予測には限界があ

り、策定された基準地震動・基準津波で十分だとは言い切れない。(11p,48p)◆女川原発は東日

本大震災はじめ何度も巨大地震に見舞われた「被災原発」。多数のヒビが入った建屋の剛性低

下、設備・機器類の被災の検証も不十分だ。(32p)◆巨大な防潮堤直下の地盤改良という難工事

を本当に完遂できるのか。それによって十分な地盤強度が得られるのか、検証せずに審査は終

わらない。(42p)◆火山噴火の予知はできない。噴火予測を前提においた「火山ガイド」は不合

理であり、審査は無効だ。(90p)◆福島第一原発事故の原因究明がなされていないのに、同じ沸

騰水型（BWR）である女川原発の審査が十分に出来るはずがない。(150p)◆何故、住民の「避難

計画」を審査の対象としないのか。避難計画の責任は自治体に押し付けられ、およそ実効性の

ない机上のプランとなっている。(152p)◆格納容器下部に水を張って溶融炉心を受け止める対

策は、水蒸気爆発を招く大きなリスクがある。(392p)◆水蒸気爆発に関する実験データを改ざ

んした資料を使った審査は無効。やり直すべきだ。(392p)◆テロ対策施設に 5年の猶予を与え

る合理的理由はない。5年間テロにあわない保証はどこにあるのか。(494p) 

1222E3 

P499 審査結果女川原発が重大事故を起こさずに運転終了を迎えたとしても、処理する方法の目

途が立たない「核のゴミ」を増やすだけである。地震・災害列島の日本に処理できる場所がな

いことは明白であるのに再稼働を認めるのは何故なのか、疑問である。 

1222E4 

４－１．２．２．３原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作６．FARO 実験の L-33 は外部ト

リガーによって水蒸気爆発が発生している FARO 実験については，12 回の実験中，8回はサブク

ール度が 0から２K という極めて低サブクール水で行われている．水蒸気爆発発生に関するこれ

までの知見では，水温が飽和温度もしくは飽和温度に近い低サブクール度の条件では，起こら

ない，ということが多くの研究で明らかにされている（例えば，庄司・高木（水中落下溶融す

ずに生ずる小規模水蒸気爆発に関する実験的研究，日本機械学会論文集 B編 48(433)1982-09，

p．1771）によれば，大気圧下で行われたサブクール度 20K 以下の条件では水蒸気爆発は全く発

生しておらず，サブクール度が大きいほど爆発発生確率も発生圧力も大きくなる傾向があ

る）．その理由は，低サブクール度の条件では高温溶融物を覆う膜沸騰蒸気膜内の水蒸気が凝

縮しにくくなるためである．このことは，これまでの研究で十分確認されていることであり，

わざわざ 8回も実験を行う理由が分からない．水蒸気爆発が起こらないことを印象付けるため

に行われたと言わざるを得ない．残りの他の 4回の実験のうち，2001 年に報告された FARO 実験

に関する論文（D．

Magallonetal．,FCIPhenomenaUncertaintiesImpactingPredictabilityofDynamicLoadingofReac

torStructures(SERENAprogramme),WorkshoponEvaluationofUncertaintiesinRelationtoSevereA

ccidentsandLevel2ProbabilisticSafetyAnalysis,AixenProvence,France,November7-
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9,2005,p．8）によると，L-33 の結果は，論文中の図からは，発生圧力が 10MPa を超えているこ

とや，圧力波が下方（水槽底部）から上方に向かって，成長しながら 370m/s の速度で伝播して

いることが確認できる．これらの点から，L-33 の結果は，水蒸気爆発が発生したとみなすべき

であろう．ところが，東北電力などは「水蒸気爆発」は「なし」として，FARO 実験では，一切

「爆発しない」としている．しかし，本実験結果に関する原著論文では，タイトルで

「ENERGETICEVENT 激しい現象」，本文中では「mildexplosions 弱い爆発」と，弱いながらも

「爆発」としている．さらに，2002 年から開始された，過酷事故時の水蒸気爆発を対象とした

SERENA 計画では，TROI 実験の TROI-13（核燃料溶融物使用）や，KTROTOS 実験の 44（アルミナ

使用）の結果とともに，FARO 実験の番号 L-33 の結果を，「爆発した場合」の例として，解析コ

ードによって解析し実験結果との比較を行っている．これらのことから，FARO 実験の L-33 では

水蒸気爆発が発生しているとする方が自然である．７．炉心溶融物質は自発的な水蒸気爆発が

発生している TROI 実験ではトリガーがある場合はもちろん，自発的水蒸気爆発も複数回確認さ

れている．TROI-10,12,13,14 は酸化ウランとジルコニアの混合物，TROI-15 ではジルコニアに

ついても自発的な水蒸気爆発を確認している．これに対して，規制委員会は，「TROI 装置によ

る実験のうち、自発的な水蒸気爆発が生じた実験においては、溶融物に対して融点を大きく上

回る加熱を実施するなどの条件で実施しており、この条件は実機の条件とは異なっています。

国際協力の下で実施された OECDSERENA 計画では、TROI 装置を用いて溶融物の温度を現実的な条

件とした実験も行われ、その結果、本実験においては自発的な水蒸気爆発は生じていないこと

を確認しています（引用終わり）」と，その後 SERENA 計画で TROI 装置によって自発的水蒸気

爆発の発生の有無に関する実験を行ったとしている．しかし，そのことを示す報告書や文献を

示していない．SERENA では TROI 装置を使用した実験は 6回行われた旨が報告されているが，い

ずれも外部トリガーを加えた実験であり，自発的に爆発が起こるか否かを明らかにした実験で

はない．規制委員会が言うような実験が行われているのであれば，そのエビデンスを示すべき

である．各電力会社も「規制委員会が TROI 実験で自発的水蒸気爆発が起こらないことを確認し

ていると述べている」というふうに釈明するようになった．規制委員会の早急な対応と電力会

社への周知を行うべきであると考える． 

1222E5 

女川原発の再稼働につながる決定などに反対します。東京電力福島第一原発のように事故が発

生した場合、放射能という危険物ゆえに取り返しのつかない被害をもたらします。1.基準値地

震動を１０００ガルに引き上げたそうですが、2011.3.11 の東日本大震災の最大の揺れは 2933

ガル、2008.6.14 の岩手宮城内陸沖地震では 4022 ガルの記録があります。これに比べて女川原

発の基準値はあまりに低すぎます。2.石巻市民をはじめ宮城県内の住民が、仙台地裁に申立て

をしたり県民投票条例案をだすなど、多くの地元住民が再稼働に反対の意志表示をしていま

す。3.津波、地震、人的ミスなど、想定できないトラブルはいつ起こるかわかりません。4.原

発がなくても電気は足りることが実証されています。再生可能エネルギーに切り替える決断を

してください。 

1222E6 

IV－１．２．２．３原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用３．シミュレーション結果

は使用する解析コードによって異なる計算結果は計算時の初期条件と境界条件によって異なる

が，解析に用いる計算コードによっても全く違った結果となる．たとえば，M.Leskovear

（M.Leskovear,SimulationofEx-

VesselSteamExplosion,inP.Tsvetkovedi.NuclearPowerOperation,SafetyandEnvironment,INTEC

H(2011),pp.207-

234.www.intechopen.com/books/nuclearpoweroperationsafetyandenvironment/simulationofex

-vesselsteamexplosion)の解析では，ペデスタル内側で約 300MPa の圧力値（圧縮応力に相当）

が生じている．実際の爆発時には，圧力波は構造物の外側面で反射が繰り返されたり，圧力波

の重なりが生じたりするなど，時間的，空間的に複雑な応力分布となり，降伏応力を上回るこ

とも予想できる．ご案内のように，衝撃圧力波が反射波となる壁面では，圧縮応力が反転した

形の引張応力が生じる．とりわけ外側外壁や亀裂部分は，大きなダメージを受ける．このよう

な破壊は「スポール破壊」と呼ばれる．コンクリート構造物は，圧縮荷重には大きい強度を示

すが，引張荷重に対しては，圧縮荷重に対する強度の８から 10％程度しかなく極めてもろい．

コンクリート自体は 10MPa 以下の強度しかない．これを補うため鉄筋を入れ，内側外側に鋼板

を張り付けるものと思われる．しかし，内部でコンクリートに亀裂が入るなどすることで，原

子炉圧力容器を支えることが出来なくなれば，圧力容器が倒壊または脱落する危険がある．さ
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らに，格納容器の破損などに至り，原発の健全性を脅かすことになる．東北電力ではスポール

破壊の検討は行ったのであろうか？４．COTELS 実験の結果は水蒸気爆発が起こらないという根

拠にならない従来の実験のうち日本の研究者が行ったものには COTELS 実験（旧原子力発電機構

NUPEC がカザフスタンの原子力センターで行った実験）がある．この実験では，８回の実験の結

果が報告されているが，ほとんどがサブクール度が小さい実験である．１点のみサブクール度

86℃の実験が行われているが，この時は大気をアルゴンガスにしている．つまり溶融物が水に

突入する際，巻き込む気体が非凝縮気体となる．従来から，非凝縮気体を巻き込んだ場合は水

蒸気爆発が発生しにくくなることが知られている．すなわち，COTELS 実験は敢えて水蒸気爆発

が起こりにくい条件を設定して行われたといわれても仕方がない．さらに，実験者はもともと

原発製造メーカーの社員であり，実施時はたまたま原子力発電機構に出向していたものにすぎ

ない．所属企業にとって不都合な実験事実が公開されるかどうか疑わしい．利害関係者による

このような実験結果に客観性があるか疑問だと言わざるを得ない 

1222E7 

４－１．２．２．３原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用５．KROTOS 実験は実機へ適

用するのは難しい水槽の直径が 95mm（SERENA 計画で 200mm に変更か？）で，水深が約 1000mm

の水槽を使用している．このような実験装置の形状は，およそ実機の条件（水深が数メート

ル，直径が 10 メートル以上）とはかけ離れている．本実験装置は，1次元系（細長いパイプ形

状）の細長い水槽を用いて長さ方向に多くの圧力計を配置して，下方から高圧ガスの解放とい

う方法で外部トリガーを加え水蒸気爆発がどのように伝播・拡大していくかを調べることを目

的としたものである．溶融物の質量も 2から 5kg 程度であり，とても実機へ適用するのは難し

い．KROTOS 実験は，熱的デトネーションが起こるか否かを調べるのが主たる目的で，必ずしも

核燃料溶融物の水蒸気爆発の発生の有無を明らかにすることを目的とするものではない．さら

に，自発的な水蒸気爆発が起こらなかった理由は，水槽の容量が非常に小さいことにも理由の

一つがあると推定され．水槽の水量は 9リットルに満たない量である．このような水槽に，温

度が 2800K から 3000K 程度の物質を 2kg から 5kg 投入するということは，溶融物の熱エネルギ

ーの 4，5パーセントが，水に伝わるだけで，水温が飽和温度付近まで上昇する計算になる．さ

らに，円管壁の存在によって水の流動も著しく妨げられ水槽の温度むらの発生も予想される．

つまり，KROTOS 実験では，初期状態を常温程度（高サブクール度）の水としても，膜沸騰で沈

降中に水温が上昇し，沈降中に低サブクール度となり，水蒸気爆発が起こりにくい条件を作り

出していると考えられる．結局，水量が少ないため，投入後水温が上昇して低サブクール度水

となり，水蒸気爆発が起こりにくい条件を作り出していると考えられる．水温が上昇して，自

発的な水蒸気爆発が抑制され，水蒸気爆発が起こらなくなっている可能性がある．このためも

あってか，その後水槽の直径を 200ｍｍにしている．しかしながら，実験データの番号は連続し

ている．いつの時点での時点で 200ｍｍになったのか不明だ．実験装置を変更したのであるか

ら，そのことを反映した RUNNo.とすべきであろう．少なくとも SERENA プロジェクトでは，

200mm の装置で実験が行われているようだ．電力会社資料（東北電力株式会社ほか，重大事故対

策の有効性評価に関わるシビアアクシデント解析コード（第 5 部 MAAP)添付２溶融炉心と冷却材

の相互作用について，2015 年 6 月 p.5-2-17．）によれば，1999 年の文献でも 200mm となってい

る．95mm の水槽に比べて水量は，4倍以上となり，水の流動状態も変わってくる．両者の実験

は区別して考えるべきである．しかるに，東北電力の文書の引用は，どちらの水槽の結果のも

のか定かではない．少なくとも，95mm の水槽による実験は，水温の上昇，管壁の影響を受けた

流動状態になることから，実機の現象の参考にするには無理がある．KROTOS 実験の結果を引用

するのであれば，どちらの水槽を用いた結果であるかを明記すべきである．一連の実験として

扱うことは不適切である.以上いくつかの理由から KROTOS 実験の結果を実機に適用するのには

無理がある． 

1222E8 

８２ページ、（５）「また、港湾内に停泊する燃料等輸送船、作業船、貨物船等については、

津波警報等が発表された場合において、荷役作業等を中断し、必要に応じ固縛等の措置を講じ

た上で、…緊急離岸を的確に実施することにより漂流物としないとしている。」とあるが、確

実に離岸できるという保証はない。燃料輸送船を漂流物とした場合の評価を実施するべきでは

ないか。９７ページ、丸数字４：「また、電気系及び計装制御系のうち、空気を取り込む機構

を有する計測制御用電源設備（無停電電源設備）及び非常用所内電源設備（所内低圧系）は、

絶縁低下しないように外気取入口にフィルタを設置する等の空調管理された場所に設置すると

している。」とあるが、「外気取入口にフィルタを設置」することが、なぜ「空調管理」（温
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度・湿度の管理）することになるのか？「絶縁低下」への対策になっていないのではないか？

１１５ページ、丸数字１：「火災区域に、発火性又は引火性物質を内包する設備を設置する場

合、以下を考慮した設計とする。」の「発火性又は引火性物質」は「発火性又は引火性【の】

物質」とすべき。〔「発火性物質」又は「引火性物質」の意味であるので。〕１１５ページ、

丸数字１、ａ．：「発火性又は引火性物質の漏えいやその拡大の防止」の「発火性又は引火性

物質」は「発火性又は引火性【の】物質」とすべき。〔「発火性物質」又は「引火性物質」の

意味であるので。〕１１５ページ、丸数字１、ｂ．：「発火性又は引火性物質を内包する設備

との離隔距離等の確保」の「発火性又は引火性物質」は「発火性又は引火性【の】物質」とす

べき。〔「発火性物質」又は「引火性物質」の意味であるので。〕１１５ページ、丸数字１、

ｅ．：「発火性又は引火性物質の貯蔵量の制限」の「発火性又は引火性物質」は「発火性又は

引火性【の】物質」とすべき。〔「発火性物質」又は「引火性物質」の意味であるので。〕１

１８ページ、（２）、丸数字１、第１段落：「……自動消火設備又は中央制御室からの手動操

作による固定式消火設備を設置する。」の「中央制御室【からの手動操作による】固定式消火

設備」は、表現不適切。「中央制御室【での遠隔手動操作が可能な】固定式消火設備」とすべ

き。１１８ページ、（２）、丸数字１、第２段落：「また、……自動起動の消火設備又は中央

制御室からの手動操作による固定式消火設備を設置する。」の「中央制御室【からの手動操作

による】固定式消火設備」は表現不適切。「中央制御室【での遠隔手動操作により作動する】

固定式消火設備」とすべき。１１９ページ、丸数字６，f.「管理区域内での消火活動による放

射性物質を含むおそれがある水の管理区域外への流出防止」は「管理区域内での消火活動によ

【り発生す】る放射性物質を含むおそれがある水の管理区域外への流出防止」１２０ページ、

（４）、１行目：「申請者は、消火設備の放水による溢水に対して、安全機能を有する機器等

の安全機能が損なわれないよう設計するとしている。」の「消火設備の放水」は「消火設備

【から】の放水」とすべき。１２３ページ、丸数字５：「原子炉起動時において原子炉格納容

器内に窒素が満たされるまでの間は、アナログ式である熱感知器及び煙感知器を設置する。」

となっているが、熱感知器及び煙感知器が「設置」されるのは「窒素が満たされるまでの間」

ではないので、表現不適切。「原子炉起動時において原子炉格納容器内に窒素が満たされるま

での間【の監視のために】、アナログ式である熱感知器及び煙感知器を設置する。」とするべ

き。 

1222E9 

５ページ、「２．技術者の確保」の（１）：「さらに、発電所では、自然災害及び重大事故等

の対応に必要な大型重機等を運転する資格を有する技術者を確保する。」の「自然災害及び重

大事故等【の】対応」は、「自然災害及び重大事故等【への】対応」の方が適切では？８ペー

ジ、１～２行：「業務を主管する組織の長は、不適合を除去し、原因を特定した上で是正処置

を実施する。」の「是正処置」は「是正措置」の方がよい。３７ページ、「丸数字２許容限

界」：「Ｓクラスの機器・配管系について、……塑性域に達するひずみが生じる場合であって

も、その量が小さなレベルにとどまって破断延性限界のひずみに対して十分な余裕を有し、

【その施設の機能に影響を及ぼすことがない限度に応力、荷重等を制限する値を許容限界とす

る。】」の【】部分の表現は日本語になっておらず、不適切。「応力、荷重等を制限する値」

の「値」とは何の値か？「荷重」は評価の条件であって、許容限界ではないのでは？【】部分

は「その施設の機能に影響を及ぼすことがない最大の応力、ひずみ等を許容限界とする。」又

は「その施設の機能に影響を及ぼすことがない応力、ひずみ等の制限値を許容限界とする。」

といった文言にすべきでは？５３ページ「d.考慮する不確かさ」：「…評価に当たり考慮する

不確かさについては、破壊開始点、破壊伝播速度及び立ち上がり時間について検証した上で、

評価への影響が大きい破壊開始点及び破壊伝播速度とした。」は日本語として成立していな

い。「評価に当たり、破壊開始点、破壊伝播速度及び立ち上がり時間について検証した上で、

評価への影響が大きい破壊開始点及び破壊伝播速度について不確かさを考慮するものとし

た。」とすべき。７０ページ、丸数字２：「解釈別記３は、…影響がないことを確認すること

を要求している。／申請者は、…影響がないことを確認するとしている。／規制委員会は、…

影響がないことを確認するとしており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合していること

及び津波ガイドを踏まえていることを確認した。」とあるが、解釈別記３が「確認することを

要求」→申請者は「確認するとしている」→規制委員会は「確認するとしており、これらの方

針が解釈別記３の規定に適合していること及び津波ガイドを踏まえていることを確認した。」

という流れになっており、「確認」の結果がなんら記載されておらず、審査になっていない。
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「確認」の結果を確認することなく、なぜ「適合」していると言えるのか？７０ページ、丸数

字３：「申請者は、…長期間の浸水が想定される場合は、…排水設備を設置する方針としてい

る。」とあるが、「長期間の浸水が想定される」かどうかの確認はしたのか？確認していない

のなら審査になっていない。７４ページ、１～３行目：「さらに、上記の貫通部止水処置等を

実施したとしても、地震時における原子炉建屋地下外壁の【貫通部等から地下水の流入】を考

慮し、浸水防護重点化範囲が受ける影響を評価する。」の【】部は「貫通部等からの地下水の

流入」とすべき。〔から→からの〕７６ページ、エ．：「なお、上記以外に本発電所敷地内の

物揚岸壁に停泊する燃料等輸送船等が挙げられるが、津波警報等発表時に緊急退避するため漂

流物とならない。」とあるが、確実に退避できるという保証はない。燃料輸送船を漂流物とし

た場合の評価を実施するべきではないか。 

1222E10 

１５５ページ、d.：「上記の 8の事故シーケンスを…」は「上記の 8【つ】の事故シーケンスを

…」とすべき。１５６ページ、e.「国内外の先進的な対策と同等のものが講じられた上で、…

…」の「国内外の先進的な対策」とは具体的には何か？１５７ページ、b.、１行目：「内部事

象以外の事象については、現時点では、内部事象レベル 1.5PRA（※13）の手法と工学的な判断

により検討を実施した。」の「現時点では」は「現時点での知見に基づき」といった表現にす

べきでは？１５８ページ、１～４行目：「地震による原子炉格納容器本体の損傷については構

造的な損傷による直接的な閉じ込め機能喪失であり国内外の先進的な対策と同等のものを講じ

ても、原子炉格納容器損傷防止が困難であることから、……」の「国内外の先進的な対策」と

は具体的には何か？１８３ページ、c.：「原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（低

圧注水モード）による炉心の冷却と、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（サプレ

ッションプール水冷却モード）による原子炉格納容器からの除熱を交互に切り替えることによ

り原子炉及び原子炉格納容器を安定状態へ移行させることができる。」とあるが、切替えの判

断は？１９１ページ、c.：「原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（低圧注水モー

ド）による炉心の冷却と、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（サプレッションプ

ール水冷却モード）による原子炉格納容器からの除熱を交互に切り替えることにより原子炉及

び原子炉格納容器を安定状態へ移行させることができる。」とあるが、切替えの判断は？１９

６ページ、c.：「原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（低圧注水モード）による炉

心の冷却と、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モ

ード）による原子炉格納容器からの除熱を交互に切り替えることにより原子炉及び原子炉格納

容器を安定状態へ移行させることができる。」とあるが、切替えの判断は？２２０ページ、

ｃ．、第１／２段落：「破断面積は、1.4cm2 とする。…／破断位置は、原子炉圧力容器に接続

された配管の中で接続位置が低く最大口径である再循環系配管（出口ノズル）（最大破断面

積：約 2,100cm2）とする。」の「（最大破断面積：約 2,100cm2）」は「（最大配管内断面積：

約 2,100cm2）」とすべき。〔破断面積は、1.4cm2 であるのだから。〕２２６ページ、１行目

～：「具体的には、事故条件において原子炉圧力容器に接続された配管の中で接続位置が低く

最大口径である配管における破断 1.4cm2 を解析における事故条件として選定し、…」の「配管

における破断 1.4cm2」は「配管における破断（破断面積 1.4cm2）」とすべき。２２６ページ、

（※32）：「…気相部配管（主蒸気系配管）における破断約 318cm2 に相当する。」の「破断約

318cm2」は「破断（破断面積約 318cm2）」とすべき。２７２ページ、１．（１）、丸数字１：

「……使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失……」は「……使用済燃料プールの冷

却機能又は【同プールへの】注水機能の喪失……」とすべき。 

1222E11 

３３４ページ、脚注（※62）：「以降、”…”を、”…”という。」の「以降」は「以下」と

すべき。〔「以降」は時間について「ある時より後」の意味であるので。〕３３５ページ、e.

の下、第２段落：「以上の確認などから、規制委員会は、申請者が丸数字１に掲げる設備を用

いた手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関する共通的な要求

事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。」の「重大事故等防止技術

的能力基準１．０項（手順等に関する共通的な要求事項）【等】」の「等」は何を意味するの

か？この最後の「等」は不要であり、「重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関

する共通的な要求事項）」とすべきではないか。もし「等」をつけるのであれば、「「重大事

故等防止技術的能力基準１．０項」以外の要求事項を明示すべき。なお、この「重大事故等防

止技術的能力基準１．０項（手順等に関する共通的な要求事項）等」という表現は、以下の記

述に頻出するので、同様に訂正すべき。３３７ページ、表ＩＶ－４．１－１、「スクラム・ソ
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レノイドヒューズ」の欄：「当該ヒューズを引抜く」の「引抜く」は「引き抜く」とするべ

き。〔公用文表記に準拠。〕３５２ページ、脚注（※73）：「……することをいう。（以降、

本節において同じ）」の「以降」は「以下」とすべき。〔「以降」は時間について「ある時よ

り後」の意味であるので。〕３５２ページ、脚注（※74）：「……することをいう。（以降、

本節において同じ）」の「以降」は「以下」とすべき。〔「以降」は時間について「ある時よ

り後」の意味であるので。〕４１９ページ、ｃ．：「……使用済燃料プールの冷却設備又は注

水設備が機能喪失……」は「……使用済燃料プールの冷却設備又は【同プールへの】注水設備

が機能喪失……」とすべき。４２０ページ、丸数字３－１）、ａ．：「……使用済燃料プール

の冷却機能又は注水機能が喪失し……」は「……使用済燃料プールの冷却機能又は【同プール

への】注水機能が喪失し……」とすべき。４２３ページ、（１）、丸数字１：「……使用済燃

料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し……」は「……使用済燃料プールの冷却機能又は

【同プールへの】注水機能が喪失し……」とすべき。４２６ページ、丸数字２、a.：「大容量

送水ポンプ（タイプＩＩ）及び放水砲は、海を水源とし、車両により運搬、移動でき、複数の

方向から原子炉建屋に向けて放水できるとともに、原子炉建屋の最高点である屋上に放水でき

る容量を有する設計とする。」とあるが、「原子炉建屋の最高点である屋上に放水できる容

量」は、ポンプの揚程を決める根拠となるだけであり、本来の「容量」すなわちポンプ・放水

砲の流量はどのように決めているのかが不明である。結局「発電所外への放射性物質の拡散を

抑制するための設備」とは、ただ建屋の屋上に「放水」できればよい。それがどのような「放

射性物質の拡散を抑制」する効果を持つかは問わないという極めてずさんな要求であり、申請

者の「設計方針」もそれに安易に乗っかったものでしかない。もし、「放水」により放射性物

質の放出を「抑制」できるというなら、定量的に、その評価結果を示すべきである。もしそれ

ができないのであれば、本件に関する審査結果は無効であると言わざるを得ない。４５１ペー

ジ、表ＩＶ－４．１５－１、「重要計器の計測範囲を超えた場合」欄〔8 箇所〕：「最大注水

量」は「最大注水流量」とすべきでは？〔単位が m3/h であるので。〕 

1222E12 

１２３ページ、下から２行目：「規制委員会は、申請者による原子炉格納容器における火災の

影響軽減対策が、……」の「原子炉格納容器における火災」は「原子炉格納容器【内】におけ

る火災」とすべき。１２６ページ、１．、第２段落、５行目：「……使用済燃料プールの冷却

機能及び給水機能を維持するために……」となっているが、プールに「給水機能」があるわけ

ではないので、「……使用済み燃料プールの冷却機能及び【同プールへの】給水機能を維持す

るために……」とすべき。１２７ページ、１～２行目：「……使用済燃料プールの冷却機能及

び給水機能を維持するために……」は「……使用済み燃料プールの冷却機能及び【同プールへ

の】給水機能を維持するために……」とすべき。１２７ページ、（２）の上：「規制委員会

は、……単一の破損を設定する方針としていることを確認した。」の「単一の破損を設定す

る」という表現は分かりにくい。「隔離範囲内で単一の破損箇所を設定する」とすべきではな

いか。１３４ページ、（６）、第１段落：「……使用済み燃料プールの冷却及び給水機能…

…」は「……使用済み燃料プールの冷却【機能】及び【同プールへの】給水機能……」とすべ

き。１３４ページ、（６）、第２段落：「……使用済み燃料プールの冷却及び給水機能……」

は「……使用済み燃料プールの冷却【機能】及び【同プールへの】給水機能……」とすべき。

１４４ページ、４．〔上側〕：「新たに原子炉冷却材圧力バウンダリとなる機器及び配管につ

いては、クラス１機器における要求を満足していることを確認する。」とあるが、「新たに原

子炉冷却材圧力バウンダリとなる機器及び配管」とは具体的に何か？１５０ページ、１．の

上：「また、Ｖ章においては、重大事故等防止技術的能力基準２．１項に適合しているか否か

を審査した。審査の概要は、以下のとおりである。」とあるが、「また、Ｖ章においては、重

大事故等防止技術的能力基準２．１項に適合しているか否かを審査した。」はＶ章に記述すべ

き文章であり、ここでは不要。ここでは「審査の概要は、以下のとおりである。」のみを記述

すればよい。１５２ページ：「３．大規模損壊対策（重大事故等防止技術的能力基準２．

１）」は、ここでは不要であり、Ｖ章（494 ページ）に移すべきでは？１５２ページ、注記（※

9）：「停止中評価ガイドには、「原子炉運転停止の過程における主発電機の解列から、原子炉

起動過程における主発電機の並列まで」を原子炉の運転停止中の期間と示している。」は「停

止中評価ガイド【で】は、「原子炉運転停止の過程における主発電機の解列から、原子炉起動

過程における主発電機の並列まで」を原子炉の運転停止中の期間と【定義】している。」とす

べき。〔「停止中評価ガイドには、……と示している。」→「停止中評価ガイドでは、……と
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定義している。」〕１５４ページ、丸数字３、a.：「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機

能の喪失」は「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は【同貯蔵槽への】注水機能の喪失」とすべ

き。１５５ページ、ｂ．、１行目：「内部事象、地震及び津波以外の事象について、現時点で

は、内部事象レベル 1PRA の手法と工学的判断により事故シーケンスを検討した。」の「現時点

では」は「現時点での知見に基づき」といった表現にすべきでは？ 

1222E13 

２７２ページ、１．（１）、丸数字１：「……使用済燃料プール内の水温が徐々に上昇し、沸

騰して蒸発することによって使用済燃料プール水位が低下し、燃料が露出して損傷に至る。」

とあるが、BWR の使用済み燃料プールの最高使用温度は６６℃である。使用済み燃料プール内の

水が沸騰して１００℃になるということは、使用済み燃料プールの最高使用温度６６℃を逸脱

することを意味する。これが、なぜ許容されるのか、理由を明らかにされたい。また、コンク

リートの耐熱温度は６６℃（長時間について）であるが、使用済み燃料プール内の水温が１０

０℃になれば、コンクリート温度は６６℃を超え、コンクリートの健全性は維持できない。こ

うした点を踏まえない審査は極めて甘いと言わざるを得ない。なお、これまで、使用済み燃料

プールの冷却機能が喪失した場合には注水すればよいということが極めて安易に語られてき

た。しかし、使用済み燃料プールに注水することによって水位は維持できても、水温を下げる

ことはできない。したがって、使用済み燃料プールが冷却機能を喪失した場合、一刻も早くそ

の冷却機能を復旧し、プール水を循環冷却することによってプール水温を下げることこそが決

定的に重要である（このことは、福島事故でも明らかになった）。また、地震によって使用済

み燃料プールの冷却機能が喪失しないよう、使用済み燃料プールの冷却系の耐震クラスはＳク

ラスにするべきである。同時に、使用済み燃料プールの冷却系を多重性を有する安全系として

扱うよう安全重要度分類及び設計を見直すべきである。２７４ページ、丸数字２：「……使用

済燃料プールの冷却機能及び注水機能の喪失により、……」は「……使用済燃料プールの冷却

機能及び【同プールへの】注水機能の喪失により、……」とすべき。２７７ページ、丸数字２

の上、ｂ．：「……使用済燃料プールの冷却機能及び注水機能の喪失……」は「……使用済燃

料プールの冷却機能及び【同プールへの】注水機能の喪失……」とすべき。３０８ページ、

（※52）：

「R.Gaunttet.al,""MELCORComputerCodeManualsVol.2:ReferenceManualsVer1.8.5.,""NUREG/CR

-6119,Vol.2,Rev.2/SAND2000-2417/2,（May2000）」の「et.al,」は「etal.,」が正。

「Ver1.8.5.」は「Ver.1.8.5.」とすべき。３０８ページ、（※53）：

「R.Gaunttet.al,""MELCORComputerCodeManualsVol.3:DemonstrationProblems,""NUREG/CR-

6119,vol.3,NRC.（2001）」の「et.al,」は「etal.,」が正。「vol.3」は「Vol.3」とすべき。

３２４ページ、１～４行目：「……塑性域に達するひずみが生じる場合であっても、その量が

小さなレベルにとどまって破断延性限界のひずみに対して十分な余裕を有し、【その施設の機

能に影響を及ぼすことがない限度に応力、荷重等を制限する値を許容限界とする。】」の【】

部分の表現は日本語になっておらず、不適切。「応力、荷重等を制限する値」の「値」とは何

の値か？「荷重」は評価の条件であって、許容限界ではないのでは？【】部分は「その施設の

機能に影響を及ぼすことがない最大の応力、ひずみ等を許容限界とする。」又は「その施設の

機能に影響を及ぼすことがない応力、ひずみ等の制限値を許容限界とする。」といった文言に

すべきでは？３３２ページ、１～４行目：「規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者

が、第４３条及び重大事故等防止技術的能力基準１．０項（重大事故等対処設備及び手順等に

関する共通的な要求事項。以下「第４３条等」という。）【等】に従って重大事故等対処設備

及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。」の【】内の「等」は不要。

〔「（第４３条等）等」となり、「等」が重複するため。〕なお、「等」については、以下の

第４４条以下の記述に頻出するので、同様に訂正すべき。 

1222E14 

４５２ページ、表ＩＶ－４．１５－１、「重要計器の計測範囲を超えた場合」欄〔6箇所〕：

「最大注水量」は「最大注水流量」とすべきでは？〔単位が m3/h であるので。〕４５３４ー

ジ、表ＩＶ－４．１５－１、重要計器欄「代替循環冷却系原子炉注水流量」、「重要計器の計

測範囲を超えた場合」欄：「重大事故等時の代替循環冷却系による原子炉圧力容器注水時にお

ける最大注水量（100m3/h）を監視可能。」の「最大注水量」は「最大注水流量」とすべきで

は？〔単位が m3/h であるので。〕４５４ページ、表ＩＶ－４．１５－１、重要計器欄「低圧代

替注水系の系統流量」、「重要計器の計測範囲を超えた場合」欄〔2箇所〕：「最大注水量」は

「最大注水流量」とすべきでは？〔単位が m3/h であるので。〕４５５ページ、表ＩＶ－４．１
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５－１、最下欄「残留熱除去系系統水流量」、「重要計器の計測範囲を超えた場合」欄：「最

大注水量」は「最大注水流量」とすべきでは？〔単位が m3/h であるので。〕４８６ページ、

（１）：「申請者は、発電所内外の通信連絡を行うための設備（ＩＶ－４．１９－１参照）を

用いた主な手順等として、以下のとおりとしている。」の「ＩＶ－４．１９－１参照」は

「【表】ＩＶ－４．【１８】－１参照」では？４９４ページ、Ｖ：「III 章及びＩＶ章におい

て、設計基準対象施設に関して変更申請がなされた内容について審査し、結果を示した。ま

た、ＩＶ章において、重大事故等に対処するために必要な設備及び手順等に関して適切に整備

する方針であるか審査し、結果を示した。」は表現不適切。「III 章において設計基準対象施設

に関して、また、ＩＶ章において重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力等

に関して、変更申請がなされた内容について審査し、結果を示した。」とすべき。４９４ペー

ジ、Ｖ、第２段落：「加えて、大規模損壊に対する対応を要求している。本章において、申請

者の方針が要求事項を踏まえた適切なものであるか審査した。」となっているが、日本語にな

っていない。152 ページの「３．大規模損壊対策（重大事故等防止技術的能力基準２．１）」の

記載をここに移し、「申請者は、原子炉施設が大規模な損壊に至った場合に対しても、事故の

影響を緩和する対策を整備しておく必要がある。重大事故等防止技術的能力基準２．１項は、

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる発電用原子炉施

設の大規模な損壊（以下「大規模損壊」という。）に対する対応を要求している。本章におい

て、申請者の方針が要求事項を踏まえた適切なものであるかを審査した。審査の概要は、以下

のとおりである。」とすべき。 

1222E15 

まず一番に主張したいのは、2011 年の東京電力福島第一原発事故の原因究明が十分行われてい

ないのに、同じ沸騰水型（BWR）である女川原発の完全審査が十分にできたとは考えられませ

ん。東電福島原発事故の徹底的な原因究明を行った上で、それに見合った対策をとって女川原

発を動かすことにしても遅くはないと思います。 

1222E16 

１、「放射能を生活圏に放出」を前提とした新規制基準は容認できない新規制基準では、原発

の敷地境界での最高被ばくを「甲状腺に対して３シーベルト、全身に対して０．２５シーベル

ト」と定めた「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断の目安について」（１９６４年

制定）の適用を除外し、フィルターベントの設置により「セシウム１３７で１００0兆ベクレル

を下回っていること」を求めているだけであることから、生活圏への放射能の放出を前提とし

た原発の再稼働はあり得ず、廃炉が必然である。２、東京電力福島第一原発事故の収束、事故

調査が終了していない女川原発２号機は、事故を起こした福島第一原発と同じ沸騰水型原子炉

であり、格納容器は圧力上昇が早く事故に至る危険性が高いマーク１改であることから、福島

第一原発事故の調査結果を踏まえる必要がある。福島原発事故では、地震動により事故の可能

性も指摘されており、現在事故調査が再度進められており、その結果によれば、新規制基準の

見直しも考えられる。被災原発であり福島原発と同型の原発ゆえに、事故調査結果を最低でも

踏まえるべきである。３、新規制基準は、避難計画が適合の要件に入っておらず不十分である

新規制基準は、「生活圏への放射能の放出を前提」としていることからすると、「住民の避難

が安全、かつ、確実にできる」ことも、適合の要件にすべきである。女川原発は、牡鹿半島の

付け根に位置しており、東日本大震災時にはがけ崩れにより避難が困難となった住民も多い。

風向きにより避難道路が利用できないなど、海上を利用した避難も想定されている。また、１

１月１２、１３の両日に予定されていた東北電力女川原発の３０キロ圏内を中心とした原子力

防災訓練は、台風１９号による被害が拡大したため、石巻、登米、涌谷、女川の４市町では住

民避難訓練を中止し、自衛隊なども災害対応を優先し、規模が縮小されている。住民の命や健

康を守るためには、こうした自然災害時や地震などによる複合災害時を想定した避難計画が必

要であることはいうまでもない。４、女川原発は地震による負荷を受けた被災原発である女川

原発は、３・１１東日本大震災の震源に最も近い「被災原発」である。加えて、２００３年の

三陸南地震、２００５年の８・１６宮城地震により、いずれも当時の基準地震動を超える振動

で揺さぶられた原発であって、「原子炉など主要設備をつなぐ配管の接合部が弱点」との指摘

（東北大災害科学国際研究所の源栄正人教授・地震、耐震工学）もあることからすると、日本

が経験したことがない「被災原発の再稼働」の領域に踏み込むべきではない。国の地震調査研

究推進本部によると、女川原発が面する宮城県沖は、２０１１年までの８０年余にマグニチュ

ード７クラスの地震が６～７回起きている。今後３０年以内の発生確率は９０％とされている

など、危険な地震帯に面していることも問題だ。先の震災時には、外部電源５系統のうち４系
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統が失われ、原子炉建屋に海水が流れ込み甚大な被害を受け深刻な事態となった。今回の２号

機では、原子炉建屋で１１３０カ所ものひび割れが見つかったことも問題だ。次の巨大地震な

どで、同じように耐えられのかも疑問である。５、福島原発事故の廃炉計画も進まないなか

で、再び原発の再稼働を認めることはできません。核の平和利用はありえないことははっきり

しています。これ以上ヒバクシャを出さないためにも原発は停止し、安全に廃炉ができる取り

組みを進めてください。 

1223E1 再稼働は反対です第二の福島を作ってはいけません 

1223E2 

・審査書案 19 ページでは，久田（1977）と記載されておりますが，第 778 回審査会合資料 1-4-

1 のとおり，久田（1997）への記載の見直しが適切と考えられます。・審査書案 21 ページで

は，「福島県沖及び茨木県沖で発生した地震の平均的な応力降下量の 1.4 倍」と記載されてお

りますが，諸井ほか（2013）のとおり福島県沖及び茨城県沖のほか宮城県沖の地震も含まれる

ことから，「宮城県沖」の追記見直しが適切と考えられます。・審査書案 28 ページの基準地震

動Ｓｓ－Ｆ１の記載では最大加速度の数値（水平方向 717cm/s2，鉛直方向 393cm/s2）が示され

ていません。基準地震動Ｓｓ－Ｆ１とＳｓ－Ｆ２のうち大きい数値を記載したとの理解でよろ

しいでしょうか。 

1223E3 

・審査書案 59 ページでは，牡鹿半島に「おじかはんとう」と読み仮名が振ってありますが，

「おしかはんとう」が正式名称であるため，記載の見直しが適切と考えられます。・審査書案

74 ページでは，「取水口前面」に貯留堰を設置すると記載されていますが，女川２号炉の設置

変更許可申請書では「取水口底盤」に設置するとしているため，記載の見直しが適切と考えら

れます。 

1223E4 

当初申請におけるＦ－６断層～Ｆ－９断層の北西端部に関する記載について，審査書案 15 ペー

ジでは「１測線でのみ認められる断層があることを根拠に断層端部とし」とありますが，第 778

回審査会合資料 1-3-1 では「１測線でのみ認められる断層の延長方向にある測線で断層が認め

られない」ことを根拠とした記載となっております。この記載の違いは，細かい端部の記述を

意図している訳ではなく，大局的には「Ｆ－６断層（単体）」の北西端ではなく「１測線での

み認められる断層まで含めて」北西端を規定しているという趣旨の記述との理解でよろしいで

しょうか。 

1223E5 

○意見提出箇所（29 ページ）女川原発は巨大地震の震源域に近い「被災原発」である女川原発

は、東日本大震災で被災した特殊な原発であり、規制委員会では、最新の科学的・技術的知見

を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮して適切に策定されていることを確認したとある。し

かしながら、繰り返し巨大地震と大津波を発生させている日本海溝沿いの震源域に最も近い原

発であり、追加の安全対策を行なっても大きなリスクが伴う可能性があり、安全とは言い切れ

ない。○意見提出箇所（全体）新規制基準は「世界で最も厳しい」どころか、世界レベルに程

遠い新規制基準が制定された際に規制委員会は、これまで規定されていなかったシビアアクシ

デント対策を規制の対象にしたことが特徴だと強調した。福島第一原発では、溶融炉心を取り

出すことはほとんど不可能になっており、シビアアクシデント対策というのであれば、福島事

故の教訓を踏まえて炉心溶融に万全の対策をとらなければならない。ところが新規制基準は、

欧州で認証されている最新鋭の原発に標準装備されているコアキャッチャーを要求しておら

ず、安倍首相の言う「世界で最も厳しい水準」どころか、世界のレベルには程遠い。女川原発

では、コアキャッチャーに代わる溶融炉心対策として、格納容器下部に水を張って溶融炉心を

受け止める「対策」がとられることになっているが、これは安全どころか水蒸気爆発を招いて

東日本壊滅の事態を引き起こす懸念がある。○意見提出箇所（全体）避難計画を含めて審査す

べきである規制委員会は、「原子力災害対策指針」を策定していながら、審査では指針に基づ

いて策定された自治体の避難計画の実効性をまったく検討していない。その理由を規制委員会

は、災害対策基本法が、原子力災害時の避難に関しては、地方自治体を中心にした地域防災会

議に権限を委ねているからだと説明している。しかし、ＩＡＥＡ（国際原子力機関）で採用さ

れている「深層防護」の考え方によれば、その第５層において、原子力規制機関による緊急時

計画等の整備が必要だとされている。短時間で広がる放射能への迅速な対応や、他都道府県に

またがる広域的な避難行動は国が全面的に統括すべきであり、重大事故時に住民の深刻な被曝

を回避することができない場合に、規制委員会は稼働を認めない措置をとるべきである。以上 

1223E6 
東北地方太平洋沖地震により損傷を受けた建物・構築物と設備・機器の補修の実施とその実効

性を検証したのかどうかについて、審査書案には何ら記載がない。もし検証したのであれば、
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その内容を審査書に明記するとともに、関連資料の公開を求める。もし検証していないのであ

れば、再稼働の前提条件の一つである設置変更許可を審査する規制機関として重大な不作為で

あり、審査のやり直しを求める。その理由として、東北地方太平洋沖地震の際に、女川 2 号機

では原子炉建屋の耐震壁に多数のひび割れ（1130 箇所）が確認され、東北電力は技術的評価に

もとづき、同建屋の剛性が顕著に（最大 70%）低下していることを規制委員会に報告した。同報

告後、建屋の剛性低下対策がどのように行われ、その実施効果がどのように確証されたのかを

含めて、東北地方太平洋沖地震による影響とそれへの対策の有効性を規制委員会はチェックす

べきである。再稼働には反対です。こんな欠陥原発と老朽化が進む原発に利用者の電気料と国

の税金を今後つぎ込むことはあってはなりません。 

1223E7 

P499、審査結果石巻地域は 8 年前の東日本大震災で最も被災が大きかった地域であり、9年近く

かけてやっと復興してきた。規制委田中元委員長が「規制委の審査を通過したからと言っても

原発の安全を保証するものではない」と述べているように、福島第 1 原発事故のような過酷事

故が起きないという保証はないのだからいつか起きるという事であり、もし起これば、石巻の

復興など吹っ飛んでしまう。従って石巻地域の復興の大前提に「女川原発の再稼働を許可しな

いで、廃炉にする」という事が来るのではないかと考える。これが多くの石巻市民の希望であ

ると思う。 

1223E8 

再稼働には反対です。原子力発電所に絶対の「安全」はありません。もしもの場合の周辺への

影響が大きすぎます。少なくとも、女川原発の再稼働は現在も汚染された水や空気を垂れ流し

続けている福島原発の後処理がすべて終わってからにするべきではないでしょうか。福島も福

島周辺の海もすべて元通りにし、人も第一次産業も元通りにしてからではないでしょうか。起

こってしまった事故の処理方法すら見つかっていないのですから、「科学的・技術的意見」以

前の問題です。そもそも現在、電力が不足しているわけではないのに、再稼働の理由がわかり

ません。私たちの、持続可能を望む生活スタイルのなかに、原発はありません。原発に頼った

経済に持続可能な未来はありません。 

1223E9 

４－１．２．２．３原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用８．東北電力による TROI 実

験データの不正確な引用は撤回し審査をやり直すべき東北電力が不正確に引用（あるいは誤っ

た引用．意図的だとすれば書き換え，あるいは改竄）した部分は，TROI 実験の実験番号 34 から

37 の溶融物の温度を，実験実施者の原著論文

（H.KIMetal.,ResultsofthetriggeredsteamexplosionsfromtheTROIexperiment,NUCLEARTECHNOL

OGYVOL.158-17JUNE2007,pp.378-395.）からではなく，ストラスブール大学の学生の学位（博

士）論文（VaclavTyrpekl(2012),Materialeffectinthefuel-

coolantinteraction:structuralcharacterizationofthesteamexplosiondebrisandsolidificati

onmechanism,Ph.D.Thesis,Univ.DESTRASBOURG）の文献調査の表から引用したもので，原著論文

と博士論文の書式と数値が異なっていることである．原著論文では，溶融物温度を

「Measuredmelttemperature 溶融物測定温度（K)」と「Correctedmelttemperature 補正溶融物

温度（K)」について，それぞれ「有効数字 4桁」で示しているのに対し，東北電力の文書（東

北電力株式会社ほか，重大事故対策の有効性評価に関わるシビアアクシデント解析コード（第 5

部 MAAP)添付２溶融炉心と冷却材の相互作用について，2015 年６月．p.5-2-1-3．）では「溶融

物温度（K)」「～3000」と記している．こ-の点について，電力会社は「引用文献を明記してい

るから問題ない」とか「新しい文献を引用したため」などと述べ不正確な引用を正当化してい

る．しかし，不正確な引用には以下のような問題点があると思われる．（１）水蒸気爆発にと

って高温溶融物の温度は最も重要な基本データの一つ水蒸気爆発において溶融物温度は，水温

や系の圧力，溶融物の質量などとともに，結果を理解・評価するための非常に重要なデータで

ある．したがって，このデータの取り扱いには十分注意を払う必要がある．ましてや実験を実

施して報告している論文があるのに，その論文のデータと異なる値を書き込むなどということ

はやってはいけないことである．偽造，改竄と言われても仕方がない．今回は，東北電力が誤

って書いたのではなく，原著とは異なる文献，しかも学位論文の従来の研究の調査ー結果の表

を使ったという点で，ある意味悪質のような気もする．（２）TROI 実験では実験実施者は溶融

物温度の測定にかなりの労力を注いできた溶融炉心物質を使った実験のうち COTELS 実験のよう

に高温溶融物温度の測定値が掲載されていない実験もあるのに対し，TROI 実験では溶融物温度

の測定にかなりの労力を注いできたと思われる．高温溶融物の温度測定方法については，原著

論文にも記述がある．（３）東北電力の引用はあたかも大きな誤差を含む不正確な温度である
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という印象を与えるデータの不正確な引用が意図的かどうかはわからないが，測定された温度

が，あたかも大きな誤差を含む不正確な温度であるような印象を与えている．このことは TROI

実験の従事者の仕事・努力を貶めるものである．（４）審査をやり直すべきデータの不正確な

引用（あるいは誤った引用．意図的だとすれば書き換え，あるいは改竄）は，規制委員会でも

気づかなかった．当初，電力各社は申請書（例えば，「九州電力株式会社川内原子力発電所 1

号炉及び２号炉の審査書案」(2014 年）など）の審査に当たって，自発的な水蒸気爆発が発生し

ていた TROI 実験の結果をいっさい出さず隠蔽した点は問題だった．それでも規制委員会は，隠

蔽をとがめるわけでもなく，提出を要求するでもなく認可を出してしまった．その後パブコメ

等で TROI 実験の存在を指摘されてから，電力会社も出すようになったが，規制委員会の判断は

いささかも変わっていない．今回新たに不正確な引用が明らかになった以上審査をやり直すべ

きである． 

1223E10 

４－１．２．２．３原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用９．論文の孫引き問題の他

に，さらなる東北電力の TROI 実験の解釈の問題点 TROI 実験に関する 2003 年 10 月発行の文献

（J.H.SONGetal.,InsightsfromtheRecentSteamExplosionExperimentsinTROI,JournalofNUCLEAR

SCIENCEandTECHNOLOGY,Vol.40,No.10,pp.783-795(October2003)）を無視している点である．東

北電力文書では 20003 年 5 月に発表された同じ著者らによる文献

（J.H.Songetal.,FuelcoolantinteractionexperimentsinTROIusingaUO2/ZrO2mixtureNuclearEn

gineeringandDesign222(2003)pp.1-15）を引用している．しかし，無視した文献はこの文献の

後に発行されている．したがって，東北電力は新しい方の文献を引用したというのであれば，

10 月の文献を引用すべきである．新しい文献を無視して古い方の文献を引用した理由は，自発

的に水蒸気爆発が発生した TROI-13 と TROI-14 の溶融物の温度に関する記述が，東北電力にと

って好都合なためであると推定される．すなわち東北電力の文書（東北電力株式会社ほか，重

大事故対策の有効性評価に関わるシビアアクシデント解析コード（第 5部 MAAP）添付２溶融炉

心と冷却材の相互作用について，2015 年６月．p.5-2-1-3．）では，（注１）として「3500K 程

度以上」とあるが，無視した新しい文献では「3500K 近くであろう」とあり，「以上」とは書い

ていない．また，（注２）として，「最高温度（4000K,3200K)を示しており，計測の不確かさ

が大きい」とあるが，やはり無視した文献には，最高温度がチノ（注：温度計のメーカ）の温

度計では 3800K，IRCON（注：やはり温度計のメーカ）の温度計では 3200K となったとあり，

「以降の実験では IRCON の放射温度計を使うことにした」と明確に記述してある．すなわち

TROI-14 の溶融物温度には，正しいということを確認している．東北電力は，自発的な水蒸気爆

発が確認された TROI 実験の結果を，あたかも誤差の大きい信頼性に欠けるかのように導いてい

る．正しい結果を基に再審査を行うべきである．10．水張りは世界基準に反する水張りは日本

とスウェーデンのみ：2017 年の

OECDSERENAReport,SERENAREPORT(2017)15StatusReportonExVesselSteamExplosion)によると，

概要のところで，

「(2)inmostcountries,ifnotall,theconsiderationofexvesselsteamexplosionremainsanopenis

sue,mainlyduetounresolveduncertainties;機械訳：（2）すべての国ではないが、ほとんどの

国では、主に未解決の不確実性により、炉外蒸気爆発の考慮が未解決の問題のままである」と

ある．水蒸気爆発対策は，それぞれの国の規制基準と原子炉の型式によって異なるがあらかじ

め貯めてある水プールに溶融炉心を落とすことを日本とスウェーデン（要確認が認めたのに対

し，そのほかのほとんどの国では，認めていないという意味だと思われるこれが SERENA プロジ

ェクトを経たうえでの世界の認識である．水張りは認めるべきではない． 

1223E11 

４－１．２．２．３原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 11．水張りに溶融炉心の冷

却はやめるべき水蒸気爆発対策に対する IAEA（国際原子力機関）の技術出版物

（IAEATECDOC1791,ConsiderationsontheApplicationoftheIAEASafetyRequirementsfortheDesig

nofNuclearPowerPlants,INTERNATIONALATOMICENERGYAGENCYVIENNA,2016）の「原子力発電所の

設計のための IAEA 安全要の適用に関する考慮事項」の「APENDIX4.LARGESTEAMEXPLOSION」にお

いて，「格納容器バリアに損傷を与える可能性のある蒸気爆発をなくすために、考えられる事

故シナリオで溶融炉心が水に落ちないようにすることが好ましい方法である，とある．（原

文：

Foreliminatingsteamexplosionsthatcoulddamagethecontainmentbarrier,thepreferrednatings

teamexplosionsthatmethodistoavoiddroppingofmoltencoretowaterinanyconceivableaccidents
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cenarios.）水に落とすことを避けるべきであるとしている．権威ある国際機関の報告は傾聴す

べきであろう．日本の対応は大きく逸脱している．さらに，TROI 実験を行った韓国の水蒸気爆

発対策の基本は IVR である．韓国の APR-1400 という加圧水型原子炉では，過酷事故対策は IVR

（In-vesselRetention:炉内保持）を採用している

（SeongDaeParketal.,HEATREMOVALCHARACTERISTICSOFIVR-

ERVCCOOLINGSYSTEMUSINGGALLIUMLIQUIDMETAL,NURETH-16,Chicago,IL,August30-

September4,2015）．ARP-1400 の水蒸気爆発対策として，液体金属で圧力容器の外側を冷却する

IVR-ERVC(ExternalExternalReactorVesselCooling)という方法を提案している．基本的には IVR

で対応して，失敗時には水張りで対応すると理解される．女川原発 2 号機のような BWR では圧

力容器下部に制御棒用の装置があるため IVR は難しいと考えられている．そのため東芝は欧州

向けの輸出用の EU-ABWR では東芝型コアキャッチャー（炉心溶融物保持装置）を設置するとし

ている（畠澤守ほか，ABWR の国内外への展開，東芝レビュー，Vol.65,No.12(2010),P.16.）．

国内の原子炉についてはこのようなことは報告していない．ずいぶん失礼な話しである．ダブ

ルスタンダードも甚だしい．かつての公害規制の緩い国へは有害物質を排出する装置を輸出し

ていたことを彷彿させる．驚きである．少なくとも「溶融炉心は水プールに落として冷却すべ

き」と積極的に支持する機関，国，研究論文は見当たらない．女川原発についても水張は認め

るべきではない．12．水張り水位 3.88m の科学的根拠を示してほしい BWR 型原発の審査では，

柏崎刈羽６，７号機については，水深 2m，東海第二については 1m という深さで審査を通過させ

ている．一方，女川 2 号機については 3.88m にするとしている（東北電力株式会社，女川原子

力発電所２号炉重大事故等対策の有効性評価について，2019 年 2 月，p.83.）．そもそも，この

深さにする科学的根拠はあるのだろうか？あるなら提示してほしい．4m でもない，3.9ｍでもな

い 3.88ｍとしたことにどのような意味があるのか？ピットの深さ，水位計の取り付けの都合で

決めたものではないのか？先行する PWR では，圧力容器直下のキャビティと呼ばれる部分に水

を張るなどの対策が採られている．その水位は関西電力大飯３，４号機では初期の時点で 1.1m

としている．最終的には 2.9m にするようだ（関西電力，大飯発電所 3，4 号炉原子炉下部キャ

ビティ側面ライナプレートへの溶融炉心の接触防止対策について，2015 年 7 月 14 日，p.5.）．

水深に関する規制がバラバラである．このことは規制委員会自身が水蒸気爆発を防ぐための学

理を保持していないことを吐露しているものである．こんな審査は納得ができない． 

1223E12 

女川原発は東日本大震災で被災した。５系統ある電源の１系統だけ生き残り、かろうじて冷温

停止できたのは幸運としかいいようがない。強い力で揺れ、建屋にはひび割れ 1130 か所も発見

された。東日本では 2011 年以来、原発は一基も動いていない。電気は足りている。再稼働の必

要はない。 

1223E13 

女川原発２号機の再稼働に反対するパブリックコメント原子力規制委員会宛て「東北電力株式

会社女川原子力発電所２号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書案」に対する

意見提出用紙

(１)意見提出箇所（29 ページ）女川原発は巨大地震の震源域に近いリスクの高い原発

です。規制委員会では、最新の科学・技術的知見を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮して

適切に策定されていることを確認したとあります。しかし、日本海溝と千島海溝の接続部分で

Ｍ８規模の巨大地震発生の懸念や、３０年以内に宮城県沖でＭ７級の大地震発生確立３０％と

いわれている現状では、女川原発は巨大地震と大津波のリスクを抱える原発であると思われま

す。東日本大震災は想定外の規模で発生しており、今後も想定外の災害は起こり得るため、追

加の安全策を行ったとしても、安全であるとは言えません。(２)意見提出箇所(全体)炉心溶融

対策はコアキャッチャーの装備を義務付けるべきです。新規制基準が制定された際、規制委員

会はこれまで規定されていなかったシビアアクシデント対策を規制の対象にしたことが特徴で

あると強調しましたが、福島原発事故を踏まえて炉心溶融に万全の対策をとらなければならな

いことは明白です。女川原発では溶融炉心対策として、格納容器（株）に水を張って溶融炉心

を受け止める「対策」がとれることになっていますが、これは水蒸気爆発を招いて福島第一原

発事故を超える大事態を招く恐れがあります。欧州において最新鋭の原発に装備されているコ

アキャッチャーの装備を義務付けるべきです。(３)意見提出箇所(全体)避難計画を含めて審査

すべきです。規制委員会は、「原子力災害対策指針」を策定していながら、審査では指針に基

づいて策定された自治体の避難計画の実効性をまったく検討していません。それは地方自治体
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を中心にした地域防災会議に権限を委ねているからだと説明していません。しかし石巻市の市

民団体は原子力規制委員会が避難計画について審議していないことは遺憾で残念だ！と言って

います。そのうえで「原子力災害時の最後のよりどころが避難計画であり、それに直接責任を

持つのが自治体のトップです。その認識を持ち知事や市長は同意を求められた時には『ノー』

と言って貰いたい」と言い、立地自治体として再稼働に同意すべきではないと言っています。

放射能への迅速な対応や広域的な避難行動は国が統括すべきであり、重大事故時に住民の被曝

を回避できない場合に、規制委員会は稼働を認めない措置をとるべきである。 

1223E14 

４－１．２．２．３原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 13．水張りは設計思想に反

する女川原発 2 号機は沸騰水型（BWR）で格納容器は「マーク改良型」である．マーク I 型は，

水蒸気爆発を避けるために圧力容器下部に水を置かないようにわざわざサプレッションチェン

バーをドーナツ状として，周囲に配置したと理解している．そのおかげで，福島では圧力容器

内外で大規模の水蒸気爆発は起こらなかったとされている．ところが，東北電力の文書（東北

電力株式会社，女川原子力発電所２号炉重大事故等対策の有効性評価について 2019 年 2 月，

p.65.）によるとは女川原発 2号機では，そのような事故経験に学ぶことなく，そしてそもそも

の設計理念を裏切って「格納容器下部注水系（常設）によって溶融炉心を冷却する」という．

このような考え方は，当初の設計思想と矛盾するものである．必ずや，システムの運転に齟齬

をきたすであろう．中止すべきである．14．コリウムバッファーという緩衝材の効果は疑問

2019 年 11 月の東北電力の文書（東北電力株式会社，女川原子力発電所２号炉重大事故等対策の

有効性評価について補足説明資料，2019 年 11 月，p.補足 433.3.）によると，水張りした水面

直下にコリウムバッファーという緩衝材を設ける予定のようである．材料等の詳細は不明だ

が，金属製の金網状のものと推定される．落下する溶融炉心の水面での衝撃を避けようという

意図のようであるが，細粒化を促進する可能性や，爆発の発生を遅らせてより多くの炉心溶融

物の爆発を引き起こす危険がある．さらに，バッファー自体が溶融することで，溶融物全体の

質量を増加させるだけという恐れもある．実は，このような方法は，旧原子力研究所で「溶融

物分散板」の効果として，実験的に調べられている．それによると「水温が飽和温度に近いと

き，あるいは雰囲気圧力が 1MPa 以上の高圧のときは水蒸気爆発は起こりにくい」と効果がある

ようにされているが，「起こった場合には通常より激しい水蒸気爆発となった」（森山ら，蒸

気爆発に関する実験的研究の概要，JAERI-Review94-010,p.7(1994)）とあり，その効果を一概

に判断することは難しそうだ．果たして東北電力は，実験的に有効だという裏付けを持ってい

るのであろうか？単に，規制委員会から「柏崎刈羽６，７号機で検討したから女川２号機でも

検討せよ」と言われ，盲目的に採用を検討しているだけではないかという疑念がぬぐえない．

このような子どもだましのような小手先だけの方法で「やっている感」を表すのは止めるべき

だ．またコリウムシールドを使用するかどうか定かではないが，仮に使用すのであれば，水蒸

気爆発対策になるかは疑問である．規制委員会は，BWR 型の東海第二などでは，ペデスタルキャ

ビティ部の水深 1m 程度の水プールに落下冷却させることを認めている．MCCI を避けるためにコ

リウムシールドを設置することも認めている．コリウムシールドとは，厚さ 150mm の酸化ジル

コニウム製セラミックス板のことである．材質はコアキャッチャーの内張りとして使用される

ものと同じ．コアキャッチャーについて更田氏は，2012 年の新安全基準に関する検討チームの

会議では「コアキャッチャー自身も、技術として十分に確立された技術かというと、私は、そ

れほどのものでもないと思ってはいます」と発言している．技術的に信頼性が確認できていな

いことを述べているものと思われる．にもかかわらず同種の技術であるコリウムシールドを対

策として認めるのは矛盾している．小生の計算では，崩壊熱が出力の 1％程度でも，コリウムの

厚さが 100mm 以上になると，コリウムシールドの使用条件(2400℃）を超える温度になる．とて

も使える技術ではない． 

1223E15 

○意見提出箇所（29 ページ）女川原発は巨大地震の震源域に近い「被災原発」である女川原発

は、東日本大震災で被災した特殊な原発であり、規制委員会では、最新の科学的・技術的知見

を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮して適切に策定されていることを確認したとある。し

かしながら、繰り返し巨大地震と大津波を発生させている日本海溝沿いの震源域に最も近い原

発であり、追加の安全対策を行なっても大きなリスクが伴う可能性があり、安全とは言い切れ

ない。○意見提出箇所（全体）新規制基準は「世界で最も厳しい」どころか、世界レベルに程

遠い新規制基準が制定された際に規制委員会は、これまで規定されていなかったシビアアクシ

デント対策を規制の対象にしたことが特徴だと強調した。福島第一原発では、溶融炉心を取り
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出すことはほとんど不可能になっており、シビアアクシデント対策というのであれば、福島事

故の教訓を踏まえて炉心溶融に万全の対策をとらなければならない。ところが新規制基準は、

欧州で認証されている最新鋭の原発に標準装備されているコアキャッチャーを要求しておら

ず、安倍首相の言う「世界で最も厳しい水準」どころか、世界のレベルには程遠い。女川原発

では、コアキャッチャーに代わる溶融炉心対策として、格納容器下部に水を張って溶融炉心を

受け止める「対策」がとられることになっているが、これは安全どころか水蒸気爆発を招いて

東日本壊滅の事態を引き起こす懸念がある。○意見提出箇所（全体）避難計画を含めて審査す

べきである規制委員会は、「原子力災害対策指針」を策定していながら、審査では指針に基づ

いて策定された自治体の避難計画の実効性をまったく検討していない。その理由を規制委員会

は、災害対策基本法が、原子力災害時の避難に関しては、地方自治体を中心にした地域防災会

議に権限を委ねているからだと説明している。しかし、ＩＡＥＡ（国際原子力機関）で採用さ

れている「深層防護」の考え方によれば、その第５層において、原子力規制機関による緊急時

計画等の整備が必要だとされている。短時間で広がる放射能への迅速な対応や、他都道府県に

またがる広域的な避難行動は国が全面的に統括すべきであり、重大事故時に住民の深刻な被曝

を回避することができない場合に、規制委員会は稼働を認めない措置をとるべきである。以上 

1223E16 

東京電力福島第一原発事故の収束、事故調査が終了していない。女川原発２号機は、事故を起

こした福島第一原発と同じ沸騰水型原子炉（ＢＷＲ）であり、格納容器は圧力上昇が早く事故

に至る危険性が高いマーク１改であることから、福島第一原発事故の調査結果を踏まえる必要

がある。福島原発事故では、地震動により事故の可能性も指摘されており、現在事故調査が再

度進められており、その結果によれば、新規制基準の見直しも考えられる。被災原発であり福

島原発と同型の原発ゆえに、事故調査結果を最低でも踏まえるべきである。 

1223E17 

避難計画について。そもそも住民の避難計画が審査の対象となっていないのは何故か、納得で

きない。原発事故が起り、放射性物資が環境に放出される怖れが生じた場合、および実際に放

出された場合には、周辺住民は一定期間か又か場合によっては永久に、その場を離れ避難する

必要が生じます。だから再稼働の審査には真に実効性のある避難計画の作成を必須条件にすべ

きである。それなのにそもその避難計画の作成と審査が前提されないとはいったいいかなる理

由によるものか。住民無視も甚だしく到底容認できない。米国では完成した原発が、実効性の

ある避難計画が立案できないことで廃炉になったケースがある。避難計画のない再稼働など許

されるはずがない。 

1224E1 

女川原発 2号機の新規制基準に適合するとの審査書案を了承したということですが、国。県、

立地自治体では、世界で一番厳しい基準に合格したのだといいます。新規制基準に適合したか

らと言って、原発の案税制を保証するものなのでしょうか。原子力規制委員会では、その安全

性を保障し、責任を持てるんでしょうか。この辺で手を打って、原発を再稼働させるためのも

のでしかないのではないでしょうか。私は、安全性が保障されない限り、女川原発２号機の再

稼働には反対です。 

1224E2 

女川原発は、少なくとも福島事故の地震影響評価が確定する前に、再稼働に係る評価を確定す

べきではない。女川原発は福島原発の近くに存在し、同じ地震の影響をまともに被り、建屋に

多くのひび割れが生じている。女川原発の耐震性評価は福島第一原発の耐震性評価と不可分な

関係にあると見なすべきである。このことは、女川原発周辺に生存する人々にとっては、感覚

的にうなづける観点だと思われる。福島第一原発事故の原因は津波によるものとされている

が、それにはたとえば国会事故調査委員会からも強い疑問が出されている。沖合で津波を感知

してから陸地に到達するまでの時間を考慮すれば、津波原因説が成り立たないのは明らかであ

る。他方、地震が原因ではないかという説については、現場調査が放射能の危険のためにでき

ないので、確定的なことは言えないとこれまでは説明されてきた。ところがこの点、除染が進

んだ結果等により現場調査が可能になってきた。そのため、「東京電力福島第一原子力発電所

における事故の分析に係る検討会」は、今年９月１１日の第７回会合から、地震による影響等

の再検討を開始している。実際、たとえば第一原発１号機の非常用復水器の蒸気管が地震で破

損した可能性が非常に高いことが指摘できる。このことは復水器タンク内の冷却水の温度挙動

から明らかに推察できることである。それよりも何よりも、現場で保温材をはがして蒸気管を

丁寧に調査すれば、ひび割れが入っているかどうかが確認できる。そのような調査がまさにこ

れからなされようとしているのである。もし、事故原因が地震であるとすれば、約４０年経過

した配管の劣化が耐震性を弱めたためだということになり、そのような劣化無視の耐震評価が
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破綻することになる。いま動いている原発も含めて耐震性が全面的に見直されるべきだという

ことになる。そのような問題が明らかにされようとしている矢先に、特に福島原発とほぼ同条

件にあった女川原発の審査を確定しようとするのは、到底許されることではない。すくなくと

も、上記「検討会」の結論が出るまでは、結論をだすべきではない。 

1224E3 

火山の影響に対する設計方針申請者が完新世に活動していない火山の内２０火山を原発に影響

を与える火山でないとの評価を、規制委員会は火山ガイドを踏まえたものであるから妥当とし

た。しかし、元噴火予知連会長の藤井敏嗣氏は「地震の場合は、１３万年までに活断層が動い

たということであれば、その上に原発施設は建設できない」ことを指摘し、１万年前に起こっ

ていても「可能性は十分に小さい」として巨大噴火を考慮外とした『火山影響評価ガイド』を

批判している。ダブルスタンダードであり恣意的判断である。原子力発電所の「運用期間」に

おける火山活動として評価している点について。発電をしている高々数十年の期間だけでな

く、その場所に使用済核燃料が存在し続ける全期間を対象とすべきであり、処分法が全く見通

しないままただ溜まり続ける使用済み核燃料の処分法の見通しのない現状を見れば、おそらく

放射性物資が無害化する迄の数十万年に渡って、発電所敷地内にそのまま保存し続けることも

想定すべきであると思う。これは火山活動の周期と比べて十分に重なり、決して無視できない

期間であり長期的視点が欠落していると言わざるを得ない。日本全国にあまねく存在し膨大な

放射性物資の存在する原発（無論稼働終了後でも）に、直下型地震が襲い、巨大火山噴火の火

砕流が襲う、膨大な火山灰が降り積もる・・・。これらの破滅的未来を招聘しないためにこ

そ、その原因を作った世代が見通すべきではないか。 

1224E4 

シビアアクシデント対策、水蒸気爆発「世界で最も厳しい規制基準」というが全く違う。欧州

で最新鋭原発に標準装備されているコアキャッチャーを装備していない。その代替として事故

時の溶融燃料の冷却対策として格納用容器下部に水を張るとしているが、これは安全どころか

水蒸気爆発を招き文字通り最悪の格納容器爆発、放射性物資の全量放出という壊滅的事故に至

る可能性がある。評価書では「実機において水蒸気爆発に至る可能性は極めて小さい」と断定

しているが、過去の金属工場の爆発例を見るまでもなく根拠が薄弱で到底容認できない。ひと

たび事故が起これば一地域あるいは一国家が滅亡する程の被害を引き起こすリスクを冒してま

で、たかが電気を作る一手段に過ぎない原発＝核発電を稼働させることは理に反することは自

明である。福島事故の教訓を経たというなら世界最新鋭の対策を講ずべきなのに、既存原発の

稼働を前提としたとしか思えぬ「規制基準」でよしとするのは全く理解できない。 

1224E5 

１．「放射能を生活圏に放出」を前提とした新規制基準は容認できない新規制基準では、原発

の敷地境界での最高被ばくを「甲状腺に対して３Ｓｖ、全身に対して０．２５Ｓｖ」と定めた

「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断の目安について」（１９６４年制定）の適用

を除外し、フィルターベントの設置により「セシウム１３７で１００兆ベクレルを下回ってい

ること」を求めているだけであることから、生活圏への放射能の放出を前提とした原発の再稼

働はあり得ず、廃炉が必然である。２．東京電力福島第一原発事故の収束、事故調査が終了し

ていない女川原発２号機は、事故を起こした福島第一原発と同じ沸騰水型原子炉（ＢＷＲ）で

あり、格納容器は圧力上昇が早く事故に至る危険性が高いマーク１改であることから、福島第

一原発事故の調査結果を踏まえる必要がある。福島原発事故では、地震動により事故の可能性

も指摘されており、現在事故調査が再度進められており、その結果によれば、新規制基準の見

直しも考えられる。被災原発であり福島原発と同型の原発ゆえに、事故調査結果を最低でも踏

まえるべきである。３．新規制基準は、避難計画が適合の要件に入っておらず不十分である新

規制基準は、「生活圏への放射能の放出を前提」としていることからすると、「住民の避難が

安全、かつ、確実にできる」ことも、適合の要件にすべきである。女川原発は、牡鹿半島の付

け根に位置しており、東日本大震災時にはがけ崩れにより避難が困難となった住民も多い。風

向きにより避難道路が利用できないなど、海上を利用した避難も想定されている。また、１１

月１２、１３の両日に予定されていた東北電力女川原発の３０キロ圏内を中心とした原子力防

災訓練は、台風１９号による被害が拡大したため、石巻、登米、涌谷、女川の４市町では住民

避難訓練を中止し、自衛隊なども災害対応を優先し、規模が縮小されている。住民の命や健康

を守るためには、こうした自然災害時や地震などによる複合災害時を想定した避難計画が必要

であることはいうまでもない。４．女川原発は地震による負荷を受けた被災原発である女川原

発は、３・１１東日本大震災の震源に最も近い「被災原発」である。加えて、２００３年の三

陸南地震、２００５年の８・１６宮城地震により、いずれも当時の基準地震動を超える振動で
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揺さぶられた原発であって、「原子炉など主要設備をつなぐ配管の接合部が弱点」との指摘

（東北大災害科学国際研究所の源栄正人教授・地震、耐震工学）もあることからすると、日本

が経験したことがない「被災原発の再稼働」の領域に踏み込むべきではない。国の地震調査研

究推進本部によると、女川原発が面する宮城県沖は、２０１１年までの８０年余にマグニチュ

ード７クラスの地震が６～７回起きている。今後３０年以内の発生確率は９０％とされている

など、危険な地震帯に面していることも問題だ。先の震災時には、外部電源５系統のうち４系

統が失われ、原子炉建屋に海水が流れ込み甚大な被害を受け深刻な事態となった。今回の２号

機では、原子炉建屋で１１３０カ所ものひび割れが見つかったことも問題だ。次の巨大地震な

どで、同じように耐えられのかも疑問である。 

1224E6 

1.地震や津波の予測は、不可能に近い。想定外のそれらに対応する事は、十分なのか。2.福島

第一原発事故の原因や責任の所在が明確になっていない。同じ型の女川原発がなぜ安全と言え

るのか。あなた方は、安全性に責任を負えるのか。 

1224E7 

女川２号の稼働を容認してはならない。その理由を述べる。（理由１）事故を二度と繰り返し

てはいけない広島、長崎、福島の被ばくを経験した日本で同じ過ちを繰り返してはいけない。

特に東電福島第一原発事故により、多くの被害者からふるさとと生活と仕事を奪ったばかりか

被災者の救済は不十分なまま放射能によるとみられる疾病も増加し、未だこの事故は収束もせ

ずに放射能汚染水を大平洋に流し続け、廃炉への道も全く見えていない。おまけに、イチエフ

事故の検証も不十分なままであり、再稼働は、同じ過ちを繰り返すことになる。（理由２）

「核のゴミ」をこれ以上増やしてはいけない使用済み核燃料が１８０００トンも貯まりその保

管・管理の仕方も場所も決まっていない。これらは１０万年以上も放射能を持ち続け、未来の

人たちに取り返しのつかない巨大な負債を与える。おまけに、原発再稼働によりさらに使用済

み核燃料が増えている。プルトニウムも日本は既に４７トン（世界第４位）も保有し、他に使

用済核燃料内にプルトニウムを１６４トンも保有している。また、高レベル廃液が東海に３３

８立法メートル、六ヶ所に２２３立法メートルあり、中・低レベル放射性廃棄物のドラム缶が

２００万本以上ある。また、もんじゅ廃炉のみならずＡＳＴＲＩＤも中止、もともと無理であ

った核燃料サイクルの破綻も誰の目にも明らかになってきている。（理由３）原発が放射能を

まき散らす電力会社の思惑通りに原発が稼働できたとしても、原発は、被ばく労働を強要し、

大地も空も川も海も放射能汚染し、核分裂で発生したエネルギーの２／３を温排水として排出

する「海温め装置」だ。海水よりも７度以上高温の温排水の量が多大であることは、例えば女

川２号機の排水量が毎秒約６０立法メートルで、阿武隈川の平均流量（毎秒１１７立法メート

ル）の半分近くであることで分かる。おまけに、原発による発電は、ウラン採掘から製錬・濃

縮・加工・原子炉・廃物処分と原子炉の建設の為に膨大な化石燃料が使われ二酸化炭素を排出

している。（理由４）国が嘘をつきながら誤った原発推進政策を続けている経産省・資源エネ

ルギー庁原発が安全・安い・無いと電気が足りない・ゼロエミッションでクリーンなどなどの

嘘をつき続けてきた。東電福島原発事故で、これらの嘘が明らかになったにも拘らず、パリ協

定・CO2 削減を口実に未だに「原発がクリーン」と言っているがこれが大嘘であることは先述の

通り原発が死の灰を排出することから明らかです。以前からの方針を踏襲して第５次「エネル

ギー基本計画」を立てたが、原発を維持・推進する矛盾だらけの計画で私たちはこの案を厳し

く批判している。（理由５）原子力規制委員会が全く信用できない国も自治体も事業者も原子

力規制委員会が安全を担保するから稼動と言い訳しているが、原子力規制委員会の「新規制基

準」もその審査も全く信用できない。既存の原発を稼働させる為の「緩やかに過ぎ合理性を欠

く」世界最低水準の「新規制基準」を作り、甘い甘い審査をしている。「新規制基準」と審査

の甘さの典型は、例えば基準地震動にあり、柏崎刈羽原発敷地で２０００ガルを超える地震動

を観測し一関で４０００ガルを超える地震を経験しているにも拘らず、稼働原発の基準地震動

は１０００ガルとあまりに過小だ。原子力災害対策も審査対象外としてＩＡＥＡでさえ推奨し

ている深層防護も満たしていない。それ故、原子力規制委員会の規制委員長自らが「安全は保

障しない」とずっと言い続けている。本年１１月にも、茨城県東海村の山田修村長の「規制庁

が、十分に安全性は高まっている、と言うべきだ」との発言に対して、更田委員長は「絶対に

申し上げるつもりはない」と否定した。以上の理由で、未来のため地球のため総ての命のた

め、女川２号炉を稼働させてはならない。さらに、女川原発２号炉は、被災した原発であり建

屋の剛性低下ほか多くの損傷が危惧される。７８０回も原子力規制庁との審査会合を要したの

だから。また、毎日の様に起こる地震が女川周辺で起こることも危惧される。地震動予測地図
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２０１９等を見れば、東日本大地震の２０１１年以前の発生確率よりも今後の地震の発生確率

が高く「日本列島では地震はいつどこで起きても不思議ではない」。また東北沖アウターライ

ズ地震の発生と巨大津波の再襲来も心配だ。さらに、東北の大都市仙台市に約５０ｋｍと近く

住民投票条例制定の１１万人以上の署名など、地元・周辺住民の理解は得られない。何より

も、東北電力はこの９年間原発稼働無しで住民に電力を潤沢に提供してきた。女川や東通を稼

働させる必要は全くない。関電と同様に原子力マネーの還流が女川や東通でも起こっているの

ではないか？女川２号機は廃炉にするべきだ。以上 

1224E8 

＜該当箇所＞11 頁以下「III－１．１基準地震動」＜内容＞東北電力女川電子力発電所（以下，

女川原発）は，東日本大震災を引き起こした海溝型巨大地震震源域に近接している。また，内

陸直下型地震の場合には従来存在が知られていなかった未知の断層が震源となったものも数多

い。女川原発敷地に近い鳴瀬町，矢本町，河南町周辺で発生した 2003 年宮城県北部連続地震

も，未知の断層が震源になったと言われている。従って，想定した震源断層に即して計算した

地震動が基準地震動を下回ったとしても，その結果が女川原発敷地において基準地震動を超え

る揺れをもたらす地震の発生可能性を否定する論拠とはならない。＜該当箇所＞392 頁以下「IV

－４．８原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備及び手順等」＜内容＞規制基準

はシビアアクシデント時に落下した熔融炉心を受け止めるコアキャッチャーの設置を求めず，

格納容器下部に築水することで対応することとしている。東日本大震災においては，福島第１

原発１号機，３号機において炉心溶融後に水素爆発が発生し，水素その他のガス発生の原因と

して熔融炉心とコンクリートの相互作用が疑われている。その経験を踏まえても，熔融炉心と

コンクリート等の接触を防ぐコアキャッチャーの設置は必須であり，既にヨーロッパでは新設

原発の標準仕様となっているコアキャッチャー設置を義務付けないことは容認し得ない。ま

た，それに代えて築水で対応しようとすることは素蒸気爆発のリスクを負わせることになり，

二重の誤りである。設置事業者は水蒸気爆発のリスクを検証した実験の存在を隠蔽し，その存

在が明らかになったのちには，実験結果を誤って引用した論文を孫引きする形で，事実上実験

データを改ざんした資料を提出している。故意にせよ過誤にせよ，設置事業者の信頼を著しく

損ねるものである。＜該当箇所＞495 頁以下「V大規模な自然災害又は故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムへの対応」及び 499 頁「VI 審査結果」＜内容＞大規模な自然災害やテ

ロへの対応として規制基準が求めているものは，いずれも，原発敷地内における対応に関する

手順書，体制，設備及び資機材の整備であり，また，審査書案を見る限り，事前の整備完了で

はなく計画の存在を条件としているように読める。自然災害やテロは準備状況を忖度せずに発

生しうるものであるから，事前の整備完了が再稼働の条件とならななければならない。一方，

現実に大規模な自然災害やテロによりシビアアクシデントが発生してしまった場合において，

最も重要なのは原発周辺住民の身体・生命の安全を確保することであり，それは原発敷地内に

おける対応で担保し得ないことは明らかでる。それゆえ，大規模な自然災害やテロへの対応に

おいて，原発周辺地域における実効性ある避難計画の存在を問わないことは規制基準の重大な

瑕疵である。福島第一原発の経験から，女川原発においてシビアアクシンデントが発生した場

合には，20 万人を超える住民の避難に発展することは明らかである。大規模な自然災害やテロ

において原発のシビアアクシデントが生じているという異常な環境下において，20 万人を超え

る住民を安全かつ迅速に避難させることが可能であることの証明が審査合格に不可欠の条件と

されるべきである。規制委員会は，原子力事業者及び国にその証明を求めるべきであり，その

証明がない限り審査に合格させてはならない。 

1224E9 

1 ページ)I の１．本審査書の位置付けに係わり意見：使用済燃料の具体的な処理法や処分地の

提示を事業者に求めるべき。理由：原子炉等規制法第４３条の三の五第二項八「使用済燃料の

処分の方法」について，国は具体的な処分法や処分地を求めないまま審査を行っているが，福

島原発事故を踏まえたとき，10 万年以上も安全に管理しなければいけない廃棄物の処分責任を

曖昧なまま審査を済ませてはいけない。事業者に求めないのなら国が具体的な処分方法と処分

地を選定してからでなければ審査をしてはいけない。1 ページ)I の１．本審査書の位置付けに

係わり意見：重大事故が発生した場合，被災者へ十分な補償ができる経理的責任を求めるべ

き。理由：原子炉等規制法第４３条の三の六第二項「経理的基礎」，第三項「重大事故，技術

的能力」にかかわり，福島原発事故の被災者補償を国が肩代わりをし，東京電力の責任が問わ

れていない。福島原発事故の復旧は未だ全く解決の見通しが立っていない，国土は汚染広く汚

染し被災者は故郷を追われ困窮しておられる。巨額な国費が復旧や補償に使用されている。最
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悪の事故時に誠意ある対応ができる経理的基盤こそ求められる。そこを曖昧にして申請許可を

与えてはいけない。審査書全体として意見：福島原発事故並の事故を起こしたとき，誰が責任

を取るのか，原子力規制委員会か東北電力なのか，責任の所在を明らかにさせて審査すべきで

はないか。理由：福島原発事故では誰も責任をとらず，人々がただ被害者になり泣き寝入りし

ている。人々を守ることができず，誰も責任をとらない，こんな不正と無責任が許される国で

再び危険な原発を動かすことは許されない。 

1224E10 

意見提出箇所（29 ページ）女川原発は巨大地震の震源域に近い「被災原発」である女川原発

は、東日本大震災で被災した特殊な原発であり、規制委員会では、最新の科学的・技術的知見

を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮して適切に策定されていることを確認したとある。し

かしながら、繰り返し巨大地震と大津波を発生させている日本海溝沿いの震源域に最も近い原

発であり、追加の安全対策を行なっても大きなリスクが伴う可能性があり、安全とは言い切れ

ない。意見提出箇所（全体）新規制基準は「世界で最も厳しい」どころか、世界レベルに程遠

い新規制基準が制定された際に規制委員会は、これまで規定されていなかったシビアアクシデ

ント対策を規制の対象にしたことが特徴だと強調した。福島第一原発では、溶融炉心を取り出

すことはほとんど不可能になっており、シビアアクシデント対策というのであれば、福島事故

の教訓を踏まえて炉心溶融に万全の対策をとらなければならない。ところが新規制基準は、欧

州で認証されている最新鋭の原発に標準装備されているコアキャッチャーを要求しておらず、

安倍首相の言う「世界で最も厳しい水準」どころか、世界のレベルには程遠い。女川原発で

は、コアキャッチャーに代わる溶融炉心対策として、格納容器下部に水を張って溶融炉心を受

け止める「対策」がとられることになっているが、これは安全どころか水蒸気爆発を招いて東

日本壊滅の事態を引き起こす懸念がある。意見提出箇所（全体）避難計画を含めて審査すべき

である規制委員会は、「原子力災害対策指針」を策定していながら、審査では指針に基づいて

策定された自治体の避難計画の実効性をまったく検討していない。その理由を規制委員会は、

災害対策基本法が、原子力災害時の避難に関しては、地方自治体を中心にした地域防災会議に

権限を委ねているからだと説明している。しかし、ＩＡＥＡ（国際原子力機関）で採用されて

いる「深層防護」の考え方によれば、その第５層において、原子力規制機関による緊急時計画

等の整備が必要だとされている。短時間で広がる放射能への迅速な対応や、他都道府県にまた

がる広域的な避難行動は国が全面的に統括すべきであり、重大事故時に住民の深刻な被曝を回

避することができない場合に、規制委員会は稼働を認めない措置をとるべきである。以上 

1224E11 

東京電力福島第一原発事故の収束、事故調査が終了していない。女川原発 2 号機は、自己を起

こしたｂフクシマ第一原発と同じ沸騰水型原子炉であり、格納容器は圧力上昇が早く事故に至

る危険性が高いマーク１改であることから、福島第一原発事故の調査結果を踏まえる必要があ

る。福島原発事故では、地震動により事故の可能性も指摘されており、現在事故調査が再度進

められており、その結果によれば新規性基準の見直しも考えられる。被災原発であり、福島原

発と同型の原発ゆえに、事故調査結果を最低でも踏まえるべきである。 

1224E12 

東日本の原発が停止して何年にもなります。既に電力が不足している、コストが高くなる等の

妄言は意味をなさなくなりました。女川原子力発電所の稼動は無意味です。福島第一発電所の

事故処理と他の原発の廃炉に集中してください。 

1224E13 

地震と津波の予測には限界がある。また、策定された基準地震動、基準津波で十分なのか。こ

れまで基準地を超える地震に見舞われているが、万が一にも事故を起こさないと言えるほどの

十分に対処した基準になっているのか。単なる実行可能なレベルを基準としているのではない

か、不安である。 

1224E14 

テロ対策（重大事故等防止技術的能力基準）テロ攻撃に原発は守れない。テロ攻撃が予想され

る社会で原発が安全であるとは到底言えない。事前に十分な準備をし、訓練を積み武器を持っ

て集団で襲撃してくるテロ攻撃に対して、発電所の民間人である従業員が防戦対応できるとは

とても思えない。民間人は武器の携帯や武闘は許されていないし、警察の出動を要請してもは

時間的に間に合わない。それともいつ来るかわからない襲撃に備えて武装警備員を置くことを

想定するのか？現実的にはこれらの攻撃に対し防御は不可能である。膨大な弱点をもつ巨大で

複雑な装置である原発、しかもすべてが役割通り動くことを前提にして稼働される。原発の破

綻の起こるシナリオは無数にありとてもすべてに備えることはできない。再稼働開始後５年以

内に「特定重大事故等対処施設」の建設義務化というが、なぜ再稼働後前でなく再稼働後５年

以内なのか、テロ攻撃はいつ起こるかわからないのだからそもそも猶予期間を設けることは不
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合理である。女川原発２号機は既に「安全対策費」に３４００億円も投入しており全国で最も

発電コストの高価な原発となっている。この上にさらに「特定重大事故等対処等施設」を作る

などどう考えても経済性は失われている。今更既定方針に沿って突き進むなど正気の沙汰では

ない。 

1224E15 

女川原発は、東日本大震災をはじめ頻繁に巨大地震に見舞われた被災原発である。経年変化に

加え、地震により、建屋や設備、機器類の剛性が低下しているのではないか。無数の配管にひ

びが入っているのではないか。 

1224E16 

日常生活においては、たとえば車が事故にあった場合は、廃車か修理工場で修理後実際に動か

し安全走行が可能か確認されます。被災した女川原発 2 号機の審査は計算上の安全性であり、

実際の試運転での確認は省かれています。このまま稼働した場合には予期せぬトラブルや事故

が起きることは否定できず、また隠蔽される懸念も払拭できません。宮城県が設置した、「女

川原発 2 号機の安全性に関する検討会」において、委員から「今後、事故時に 2秒以内に制御

棒が作動するか確認できたのか」という質問が出されています。実際に試運転し作動確認をせ

ぬまま、審査に適合しているという結論を出すのは原子力規制委員会として無責任だと思いま

す。（ｐ３２）また海外の溶融炉心を受け止める対策のコアーキャッチャー方式ではなく女川

原発 2号機の炉心下に水を張る方法は、水蒸気爆発を招く大きなリスクになると指摘されてい

ます。より時間をかけて慎重な審議を求めます。(392p) 

1224E17 

意見提出箇所（29 ページ）女川原発は巨大地震の震源域に近い「被災原発」である女川原発

は、東日本大震災で被災した特殊な原発であり、規制委員会では、最新の科学的・技術的知見

を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮して適切に策定されていることを確認したとある。し

かしながら、繰り返し巨大地震と大津波を発生させている日本海溝沿いの震源域に最も近い原

発であり、追加の安全対策を行なっても大きなリスクが伴う可能性があり、安全とは言い切れ

ない。意見提出箇所（全体）避難計画を含めて審査すべきである規制委員会は、「原子力災害

対策指針」を策定していながら、審査では指針に基づいて策定された自治体の避難計画の実効

性をまったく検討していない。その理由を規制委員会は、災害対策基本法が、原子力災害時の

避難に関しては、地方自治体を中心にした地域防災会議に権限を委ねているからだと説明して

いる。しかし、ＩＡＥＡ（国際原子力機関）で採用されている「深層防護」の考え方によれ

ば、その第５層において、原子力規制機関による緊急時計画等の整備が必要だとされている。

短時間で広がる放射能への迅速な対応や、他都道府県にまたがる広域的な避難行動は国が全面

的に統括すべきであり、重大事故時に住民の深刻な被曝を回避することができない場合に、規

制委員会は稼働を認めない措置をとるべきである。 

1224E18 

新規制基準では、原発の敷地境界での最高被ばくを「甲状腺に対して 3Sv、全身に対して

0.25Sv」と定めた「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断の目安について」（1964 年

制定）の適用を除外し、フィルターベントの設置により「セシウム 137 で 100 兆ベクレルを下

回っていること」を求めているだけであることから、生活圏への放射能の放出を前提とした原

発の再稼働はあり得ず、廃炉が必然である。 

1224E19 

P499 審査結果女川原発は、東日本大震災で被災した特殊な原発であり、宮城県の「女川原発２

号機の安全性に関する検討会」でも、再稼働に耐えられるかどうかが繰り返し議論になってき

た。しかし審査では、議論が原子炉建屋の剛性の問題が中心になり、例えば、直径１m の主蒸気

管が破断し溶接で補修した等、他の設備・機械類・計器類の被災の検証も安全性の検討も不十

分なままである。女川原発は、繰り返し巨大地震と大津波を発生させている日本海溝沿いの震

源域に最も近い原発であり、宮城県民は「次の原発事故」に不安を抱からざるを得ない。 

1224E20 

全般的な意見を述べます．・福島第一原発事故は収束しておらず，それ故に詳細かつ厳格で精

緻な検証をしたくてもできない状況にあることは周知のことです．そんな状況にありながら，

福島第一原発と同型で老朽炉である女川原発２号機を動かしても構わないとできる理由が分か

りません．他の原発でさえ同様であると思っているのに．・重大事故を想定した避難計画を含

む原子力防災計画が適切で実効性のあるものかどうかを確認する法的な手続きがなく，審査で

も検討の対象となっていないのは重大な欠陥です．そんな状況で原発を再稼働させるなら，い

ざという時のためにそっくり住民と土地がセットとなって避難可能なように十分な代替地を用

意してから再稼働すべきではありませんか．当然，そんな土地が用意できるのであればという

不可避の条件が付きますが．・原子力エネルギーとは，そもそも普通の物質の百万倍のエネル

ギーを発生できるという．それならばそのエネルギーを安全に閉じ込められる普通の物質の百
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万倍のエネルギーでも溶けたり壊れたりしない物質を見つけてから利用すべきではありません

か．そういう意味でも未完成な発電システムであり，稼働させてはいけないのではありません

か．・使用済み核燃料の処理の具体的で現実味があり，安全かつ安心に実行できる方針すら固

まっていないという．結果として発電コストも，その上限すら見積もることが無理な発電シス

テムということになる．その意味でも未完成なシステムであり，稼働させてはいけないことは

火を見るより明らかである． 

1224E21 

○（２）体制の整備に対して（４９６ページ）重大事故発生には放射性物質が放出された UPZ

圏では、毎時５００マイクロシ－ベルト値の検知後に避難となる（被ばくの中）。これまで数

回の原子力防災訓練では、避難の自家用車・バス、避難者等の放射線検査・除染等あり、その

後に避難所受付けステ－ション、避難所への移動があり参加住民は僅か数十名・数台のみだ。

これが事故時だったら、避難者・車等は数千・数万となり避難退域時検査場所は混雑・混乱は

確実だ。そして道路は渋滞で避難所受付けステ－ション、その先の避難所に到着できるか分か

らない。しかも長時間の被ばくも避けられなくなる。また、自然災害発生等の複合災害時には

いっそうの障害から避難できるか疑問である。避難退域時検査場所での検査・除染等は東北電

力関係者が行っていた。事故時には避難退域時検査場所も１８数カ所（予備場所含む）となり

派遣される電力関係人員規模も相当数となるはず、派遣体制の整備は十分なのか。審査は発電

所基地の施設、プラントのハ－ド面、運転・維持・管理等のソフト面である。福島第一原発事

故時の避難者は日本国全土に散らばった、今なお約５万人近い避難者がいる。事故発生時の女

川周辺、UPZ 圏、５０キロ、１００キロ圏の住民の安全・安心を確保する避難はどうあるべき

か・どうするべきか（避難計画）を含めた審査こそ避けられない思うが？。 

1224E22 

女川２号機には、東日本大震災により損傷を受けた施設や機器が多く、原子炉建屋の耐震壁に

多数のひび割れ（1130 箇所）が確認されています。東北電力は建屋の剛性が最大 70％低下して

いることを規制委員会に報告しています。ところが、被災した施設や機器の補修の実施とその

実効性を検証したのかどうかについて、審査書案には何ら記載がありません。再稼働するので

あるなら、検証を行った上で再度審査を行うべきです。 

1224E23 全員ただちに安全な場所に避難できる具体的な避難計画がない再稼働は、殺人です。 

1224E24 

〇意見提出箇所（29 ページ）女川原発は巨大地震の震源域に近い「被災原発」である女川原発

は、東日本大震災で被災した特殊な原発であり、規制委員会では、最新の科学的・技術的知見

を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮して適切に策定されていることを確認したとある。し

かしながら、繰り返し巨大地震と大津波を発生させている日本海溝沿いの震源域に最も近い原

発であり、追加の安全対策を行なっても大きなリスクが伴う可能性があり、安全とは言い切れ

ない。〇意見提出箇所（全体）新規制基準は「世界で最も厳しい」どころか、世界レベルに程

遠い新規制基準が制定された際に規制委員会は、これまで規定されなかったシビアアクシデン

ト対策を規制の対象にしたことが特徴だと強調した。福島第一原発では、溶融炉心を取り出す

ことはほとんど不可能になっており、シビアアクシデント対策というのであれば、福島事故の

教訓を踏まえて炉心溶融に万全の対策をとらなければならない。ところが新規制基準は、欧州

で認証されている最新鋭の原発に標準装備されているコアキャッチャーを要求しておらず、安

倍首相の言う「世界で最も厳しい水準」どころか、世界のレベルには程遠い。女川原発では、

コアキャッチャーに代わる溶融炉心対策として、格納容器下部に水を張って溶融炉心を受け止

める「対策」がとられることになっているが、これは安全どころか水蒸気爆発を招いて東日本

壊滅の事態を引き起こす懸念がある。〇意見提出箇所（全体）避難計画を含めて審査すべきで

ある規制委員会は、「原子力災害対策指針」を策定していながら、審査では指針に基づいて策

定された自治体の避難計画の実効性をまったく検討していない。その理由を規制委員会は、災

害対策基本法が、原子力災害時の避難に関しては、地方自治体を中心にした地域防災会議に権

限を委ねているからだと説明している。しかし、IAEA（国際原子力機関）で採用されている

「深層防護」の考え方によれば、その第５層において、原子力規制機関による緊急時計画等の

整備が必要だとされている。短時間で広がる放射能への迅速な対応や、他都道府県にまたがる

広域的な避難行動は国が全面的に統括すべきであり、重大事故時に住民の深刻な被曝を回避す

ることができない場合に、規制委員会は稼働を認めない措置をとるべきである。以上 

1224E25 

○意見提出箇所（29 ページ）女川原発は巨大地震の震源域に近い「被災原発」である女川原発

は、東日本大震災で被災した特殊な原発であり、規制委員会では、最新の科学的・技術的知見

を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮して適切に策定されていることを確認したとある。し
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かしながら、繰り返し巨大地震と大津波を発生させている日本海溝沿いの震源域に最も近い原

発であり、追加の安全対策を行なっても大きなリスクが伴う可能性があり、安全とは言い切れ

ない。○意見提出箇所（全体）新規制基準は「世界で最も厳しい」どころか、世界レベルに程

遠い新規制基準が制定された際に規制委員会は、これまで規定されていなかったシビアアクシ

デント対策を規制の対象にしたことが特徴だと強調した。福島第一原発では、溶融炉心を取り

出すことはほとんど不可能になっており、シビアアクシデント対策というのであれば、福島事

故の教訓を踏まえて炉心溶融に万全の対策をとらなければならない。ところが新規制基準は、

欧州で認証されている最新鋭の原発に標準装備されているコアキャッチャーを要求しておら

ず、安倍首相の言う「世界で最も厳しい水準」どころか、世界のレベルには程遠い。女川原発

では、コアキャッチャーに代わる溶融炉心対策として、格納容器下部に水を張って溶融炉心を

受け止める「対策」がとられることになっているが、これは安全どころか水蒸気爆発を招いて

東日本壊滅の事態を引き起こす懸念がある。○意見提出箇所（全体）避難計画を含めて審査す

べきである規制委員会は、「原子力災害対策指針」を策定していながら、審査では指針に基づ

いて策定された自治体の避難計画の実効性をまったく検討していない。その理由を規制委員会

は、災害対策基本法が、原子力災害時の避難に関しては、地方自治体を中心にした地域防災会

議に権限を委ねているからだと説明している。しかし、ＩＡＥＡ（国際原子力機関）で採用さ

れている「深層防護」の考え方によれば、その第５層において、原子力規制機関による緊急時

計画等の整備が必要だとされている。短時間で広がる放射能への迅速な対応や、他都道府県に

またがる広域的な避難行動は国が全面的に統括すべきであり、重大事故時に住民の深刻な被曝

を回避することができない場合に、規制委員会は稼働を認めない措置をとるべきである。 

1225E1 

審査書案 P3895０条における負圧破損防止「b.残留熱除去系による除熱機能が喪失した場合に

は、可搬型窒素ガス供給装置による原子炉格納容器の負圧破損を防止するための手順に着手す

る。」とされているが「b.残留熱除去系による除熱機能が喪失した場合には、可搬型窒素ガス

供給装置による原子炉格納容器の窒素過圧するための手順に着手し、代替循環冷却系運転を行

う。」とすべき。＜理由＞原子炉格納容器の負圧破損が起きるのは、原子炉格納容器が隔離さ

れており外部からの気体流入が起きない。○内部の冷却が進み原子炉格納容器内部の蒸気の凝

縮が進む。の２つが重なることにより発生します。現状記載の「残留熱除去系による除熱機能

が喪失」だけでは格納容器の負圧破損は発生せず、むしろ格納容器の加圧方向の作用をもたら

します。窒素による加圧が必要なのは、非凝縮性気体である水素の相対濃度を下げるととも

に、代替循環冷却系の系統内圧力を高めてポンプキャビテーションや系統配管高所での気泡発

生を防止し代替循環冷却系の運転を可能ならしめるためです。つまり可搬型窒素ガス供給装置

による加圧の準備に着手するのは残留熱除去系の機能喪失を起点として窒素過圧を開始し代替

循環冷却系の運転準備を行うとの意味です。 

1225E2 

審査書案 P367「４－４．５最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備及び手順等（第４８条

及び重大事故等防止技術的能力基準１．５関係）」代替循環冷却系は全交流電源喪失下や RHR

ポンプ故障時でも、原子炉補機代替冷却とあいまって「第４８条等要求事項イ）及び同ハ）」

に対応する系統であるので代替循環冷却系を４８条機能を果たすための一連の設備群の一部と

して重大事故対処設備として扱うべきです。（理由）重大事故対処設備として設置許可基準規

則第４８条で求めている機能は、「崩壊熱が蓄積する原子炉圧力容器内の炉水やサプレッショ

ンプール水」から「最終ヒートシンク」に至る独立性の高い一連のシステムが本来必要です。

残留熱除去系が運転できることを前提とした「原子炉補機代替冷却」システム（二次系システ

ム）だけでは不完全です。代替循環冷却系は設計基準対象危機の一部を利用するものの「全交

流電源喪失」「残留熱除去系ポンプ故障」状態でも炉心損傷防止機能の一部を担うことのでき

る信頼性の高いものです。事業者自身が自主設備として扱っていることもそうした扱いの一因

ですが、規制側の今までの解釈運用の観点では、○第４８条等要求事項ロ）に対応していない

原子炉補機代替冷却を重大事故対処設備として扱って来ていること○代替循環冷却系は、設置

許可基準規則第５０条（格納容器破損防止）として扱っている程信頼性の高い系統であること

ですので代替循環冷却系を４８条要求の機能を果たす設備群の一部として取り扱うべきです。

第４８条等要求事項ロ）に対応していない原子炉補機代替冷却を重大事故対処設備として今ま

で扱って来ていることは、代替循環冷却系が第４８条等要求事項ロ）に対応していないことを

理由として、代替循環冷却系を４８条から排除してきた今までの運用と明らかに矛盾していま

す。 
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1225E3 

33 ページ器機・配管系の耐震Ｓクラスの損傷について福島の事故について少なくとも、一部の

配管が破壊し「生蒸気」が漏れていたことは民間企業事故調による現場作業証言でも記述され

ており、また、配管の小さな破壊が後の事故対策過程でのベントや注水を困難にした可能性が

あることがＮＨＫの独自調査でも指摘されているとおりである。無数の配管で連なっている原

発が地震による損傷を受ける可能性は極めて大きく危険性がある。このことだけでも再稼働は

絶対に認められない。 

1225E4 

女川原発は地震による負荷を受けた被災原発である女川原発は、3・11 東日本大震災の震源に最

も近い「被災原発」である。加えて、2003 年の三陸南地震、2005 年の 8・16 宮城地震により、

いずれも当時の基準地震動を超える振動で揺さぶられた原発であって、「原子炉など主要設備

をつなぐ配管の接合部が弱点」との指摘（東北大災害科学国際研究所の源栄正人教授・地震、

耐震工学）もあることからすると、日本が経験したことがない「被災原発の再稼働」の領域に

踏み込むべきではない。国の地震調査研究推進本部によると、女川原発が面する宮城県沖は、

2011 年までの 80 年余にマグニチュード７クラスの地震が６～７回起きている。今後 30 年以内

の発生確率は 90％とされているなど、危険な地震帯に面していることも問題だ。先の震災時に

は、外部電源５系統のうち４系統が失われ、原子炉建屋に海水が流れ込み甚大な被害を受け深

刻な事態となった。今回の２号機では、原子炉建屋で 1130 カ所ものひび割れが見つかったこと

も問題だ。次の巨大地震などで、同じように耐えられのかも疑問である。東京電力福島第一原

発事故の収束、事故調査が終了していない女川原発２号機は、事故を起こした福島第一原発と

同じ沸騰水型原子炉（ＢＷＲ）であり、格納容器は圧力上昇が早く事故に至る危険性が高いマ

ーク１改であることから、福島第一原発事故の調査結果を踏まえる必要がある。福島原発事故

では、地震動により事故の可能性も指摘されており、現在事故調査が再度進められており、そ

の結果によれば、新規制基準の見直しも考えられる。被災原発であり福島原発と同型の原発ゆ

えに、事故調査結果を最低でも踏まえるべきである。 

1225E5 

東北電力株式会社女川原子力発電所２号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書

案に対する科学的・技術的意見の募集について１２月４日に 8 項目を提出しておりますが、１

項目追加します。◎P29～30、P142～143２０１2年６月に、女川原発１号機の天井クレーンの軸

受けが損傷した。軸受けは、基準地震動Ｓｓの地震力に対する機能要求はなくＢクラスであ

る。これは、非常事態でクレーンを動かそうとした時に、燃料が取り出せないという事態が発

生するのではないか。クレーンを動かすのに必要な軸受け等の機能要求は、Ｓｓクラスにすべ

きではないか？宮城県の「第２０回女川原子力発電所２号機の安全性に関する検討会」

（2019.10.11.実施）において、岩崎委員からも天井クレーンの軸受けが、Ｂクラスであるの

は、心配であると言われていた。（上記「安全性に関する検討会」の議事録Ｐ47～48 参照） 

1225E6 

４９４頁の記述についてテロ対策施設の整備に５年の猶予を与えていますが、これについての

合理的理由はありません。５年間のうちに、テロに遭わない保証はどこにあるのでしょうか。

女川原発の再稼働はしてはなりません。 

1225E7 

11 頁、48 頁の記述について女川原発が立地しているところは、巨大地震の震源域に近いです。

現代の科学において、地震・津波の予測には限界があります。策定された基準地震動・基準津

波で十分だとは、とても言い切れません。女川原発の再稼働には反対です。 

1225E8 

女川原子力発電所は、2011 年の東日本大震災の際に巨大地震に襲われた「被災原発」です。５

つある電気系統の中で、かろうじて１つが無事で冷温停止ができましたが、それが作動しなけ

れば事故になった恐れがありました。地震によって、原子炉建屋には 1100 か所以上のヒビも入

っており、耐性が低下しているとも考えられます。このような不備な原発を再稼働させること

は危険極まりないものです。決して、再稼働させてはなりません。 

1225E9 

150 ページの部分について。事故を起こした福島第１原発は、女川原発と同じ沸騰水型の原発で

す。その福島第１原発事故の原因究明が現在までなされていないにもかかわらず、女川原発の

審査を十分に行えるのでしょうか？事故原因を明らかにして、問題点がわからないかぎり、対

策の立てようがありません。女川原発の再稼働とは、再稼働ありきの「見切り発車」でないで

しょうか。こんな無責任なことは許されません。女川原発の再稼働には反対です。 

1225E10 

P499 審査結果女川原発 2号機の安全対策費だけで 3400 億円かかり、全国の原発で最もコストが

高いという計算も出ている（大島堅一龍谷大学教授の試算）。果たしてそれで収まるかどうか

も不確定の上、今後再稼働から 5年以内に、「特定重大事故等対処施設（いわゆるテロ対策施

設）」の建設も義務化されていると同時に、処分方法も決まっていない「核のゴミ」などの経
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費を考えると、女川原発は、もはや完全にビジネスとしてのコストパフォーマンスを失ってい

る。そんな施設に電気代として国民から収奪することは許されないのではないか。 

1225E11 

東日本大震災ではどうにか事故を起こさなかったものの、見えない箇所が傷んでいる可能性は

否定できません。次の巨大地震に持ち堪えられる確証はありません。検証が充分になされてい

ないというのに、あえて稼働させる必要性などありません。テロ対策施設に 5年の猶予、とい

うのも悠長すぎます。なぜその猶予を与えたのか、根拠が見えません。 

1225E12 

東日本大震災以来、東北管内で原子力発電所は稼働しておりません。しかし、８年以上にわた

って、原発の電力がなくても電気不足は起こっておらず、市民生活や企業活動に支障は来して

いません。原発は、既に不要な存在になっているといえます。原発は、地震などの災害がひと

たび起これば、福島第一原発事故に見るように、取り返しのつかない大惨事を招きます。女川

原発を再稼働する必要性はどこにもありません。再稼働に反対致します。 

1225E13 

審査結果福島第一原発の原因究明がされていない状態で、同型の沸騰水型である女川原発の十

分な審査ができるとは考えられない。想定事故をいくつかの事故シーケンスを選定して、対策

が有効であるか、適切に行われるかを審査するとあるが、そもそも福島第一原発の事故につい

て、真の事故原因、事故シーケンスは突き止められていない状態であり、新規制基準そのもの

が、究明原因に基づく対策ではなく、多分これが原因だろうという予断に基づく想定に過ぎな

い。ひとたび事故になれば現場での実地検証することが絶対にできない核事故は常に真の原因

を確定することができない。この点が他の核以外の一般の事故との本質的な違いであり、繰り

返しテストで技術を成熟させることが決してできない技術（技術とは呼べない代物）である。

原子核の壊変を扱う技術は、分子レベルの化学反応を扱う従来のすべての技術とはエネルギー

的に１０万～１００万倍も隔絶しており、従来技術で能く扱える技術ではない。発電方法とし

て核を使うのは百害あって一利なしで、速やかに取りやめるべきである。 

1225E14 

原子力規制委員会が１１月２７日の会合で、東北電力女川原子力発電所２号機の新規制基準へ

の適合性審査を終了し、審査書案をまとめて公表した。私たち は、原子

力規制委員会が、今回の適合審査の終了で事実上、再稼働に向けて、GO サインを出したことに

抗議し、女川原発の再稼働に反対し、廃炉を求めるものである。女川原発は、2011 年の東日本

大震災で被災し、５系統ある電源の１系統だけ生き残り、かろうじて冷温停止できた。巨大地

震による強い力で揺れ、建屋にはひび割れが 1,130 か所も発見されており、見えない箇所でも

多くのダメージを受けていると考えられている。規制委員会は、新規制基準で、欧州で認証さ

れている最新鋭の原発に標準装備されているコアキャッチャーを要求していない。「世界で最

も厳しい水準」（安倍首相）どころか、世界のレベルには程遠いものとなっている。女川原発

では、コアキャッチャーに代わる溶融炉心対策として、格納容器下部に水を張って溶融炉心を

受け止める「対策」がとられることになっているが、これは安全どころか水蒸気爆発を招く危

険があり、東日本壊滅の事態を引き起こしかねない。女川原発の立地は、東日本大震災の震源

地に近いところにあり、過去にもマグニチュード７クラスの地震を数回受け、今後、30 年以内

の巨大地震発生確率も 90％とされている。女川原発の基準地震動は、東日本大震災を踏まえて

1000 ガルまで引き上げられたが、島崎邦彦・元原子力規制委員長代理（地震学）が、「将来起

こる地震は、自然が決める」と地震・津波の予測の限界を指摘しているとおり、想像を超える

地震が発生する確率も否定できない。女川原発は、繰り返し巨大地震と大津波を発生させてい

る日本海溝沿いの震源域に最も近い原発であり、宮城県民はもちろん、多くの国民は、「次の

原発事故」に不安を抱きながら生活しなければならない。女川原発２号機の原子炉は、甚大な

事故を起こした東京電力福島第１原発と同じ沸騰水型である。福島第１原発事故後に再稼働し

た原発はいずれも加圧水型であることを考えれば、今後、多数存在する沸騰水型原発の再稼働

を促進させたい狙いがあるとも指摘されていることも大きな問題である。原子力規制委委員会

は、「原子力災害対策指針」を策定していながら、審査では指針に基づいて策定された自治体

の避難計画の実効性をまったく検討していない。女川原発は、牡鹿半島のつけねに位置してお

り、半島の多数の住民が安全に避難できるのは困難といわれている。他都道府県にまたがる広

域的な避難行動は国が全面的に統括すべきであり、重大事故時に住民の深刻な被曝を回避する

ことができない場合に規制委は稼働を認めない措置をとるべきである。上記の点などを踏まえ

て、私たち は、国民の命と健康を守る医師・歯科医師の立場から、今回

の原子力規制委員会による東北電力女川原子力発電所２号機の新規制基準への適合性審査を終
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了にともなう事実上の再稼働の容認に抗議し、再稼働を許さず、これまで廃炉を決定している

女川原発１号機と同様に、２号機、３号機の廃炉を求めるものである。 

1225E15 

以下の各理由により、当審査書案の審査の不備を指摘し、審査のやり直しを要請します。審査

書案 P.11、P27、P48・1000 ガルという基準地震動は小さ過ぎます。岩手・宮城内陸地震の最大

加速度は 4022 ガルであり、新潟県中越地震の最大加速度は 2515 ガルであり、東日本大震災地

震の最大加速度は 2933 ガルでした。2000 ガル以上の地震は何度も到来しています。住宅メーカ

ーでも、個人住宅で 4000 ガル以上の耐震性を確保しているのに、原子炉建屋だけ 1000 ガルで

安全とみなしているのは大きな間違いであり、この基準地震動は低すぎます。これで、安全だ

とは口が裂けても言えません。同 P.32～33・女川原発は、東日本大震災はじめとする、東北太

平洋岸の巨大地震に何度も見舞われた「被災原発」です。原子炉建屋の壁に無数のひび割れが

入った問題は、記憶に新しいことです。このような被災原発を、通常の原発と同じように見る

ことはできません。建屋の剛性や、配管系統の傷みや傷等を詳細に調べるべきです。この調査

がなくて、何が審査に合格なのでしょうか。同 P.90～91・どの火山学者に聞いても、「現在の

科学技術では、火山噴火予知はできない」と言われています。このできない噴火予知を前提に

した「火山ガイド」は誠に不合理であり、このガイドを基準にした審査は科学的合理性があり

ません。全く無効です。同 P.150・福島第一原発事故の原子炉は、津波が到達する前に、大地震

で壊れた疑惑が持たれています。福島第一原発事故の原因究明が何もなされていないのに、同

じ沸騰水型原子炉（BWR）の女川原発の安全性審査をしているのは、おかしいです。福島第一原

発事故の原因究明を怠り、BWR 事故の危険性を把握せず、BWR の安全性をうんぬんできるはずが

ありません。同 P.395～396・シビアアクシデントの審査で、電力会社は、水蒸気爆発が発生し

た実験を隠蔽し、発覚すると、今度は実験温度のデータを改ざんした資料を提出しました。そ

んないい加減な資料を使った審査は無効です。このように何度も不正を行う電力会社の隠蔽や

データ改ざんを見抜けず、規制庁は何をやっているのでしょうか。なぜこんなデタラメがまか

り通るのでしょうか。ありえません。また、原子炉格納容器の下部に水を張って、溶融炉心を

受け止める対策は、水が沸騰し、水蒸気爆発を招く大きなリスクがあるため、こんなやり方を

採用すべきではありません。電力会社の不正の件といい、規制庁はいい加減すぎます。すべて

一から審査をやり直して下さい。同 P.494・女川原発では、重大事故等対処施設ができていませ

ん。電力会社に、5 年間もの猶予を与える合理的理由もありません。当然、審査ではねるべきも

のをはねないで、なぜそんなに“原発再稼働ありき”なのでしょうか。規制官庁として、この

現況で、合格させるなどありえません。同 P.152・「避難計画」が審査の対象に入っておりませ

ん。一度、原発事故が起これば、多数の住民の命が危険にさらされるのに、「避難計画」を審

査の対象にしないのは、絶対におかしいです。国民の命を守る気がありません。「避難は自治

体で勝手にやって下さい」というのは、無責任過ぎます。このような無責任さで、国は、原発

を動かす資格はありません。国民の命を何だと思ってるのでしょうか。怒りで一杯です。以上

の各理由により、審査書案には、多数の不備があります。安全性が確保されていないのに、こ

れで審査を通すことなどおかしいです。即刻、審査をすべてやり直して下さい。原発のコスト

は、数千億円の安全対策費に加え、使用済み核燃料の処理費用、処分地建設費用、維持費用な

どの膨大なバックエンド費用を含めれば、超高コストです。原発に、経済合理性はありませ

ん。経済合理性のない原発を無理やり動かそうとすることは、もうやめて下さい。高い電気料

金を取り、この地震大国で無理やり原発を維持しようとしていることは、もう持たなくなって

います。早く再生可能エネルギーを増やし、世界の先進的な国のエネルギー事情のように、日

本が置いて行かれないようにして下さい。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

1225E16 

女川原発は、歴史的に巨大地震が頻発する地域にあります。地震・津波の予測には限界があ

り、策定された基準地震動・基準津波で十分とはとても言えません。（11 ページ、48 ページ）

女川原発は、東日本大震災だけでなく何度も巨大地震に見舞われていて、建屋に多数のひびが

入っており、設備・機器類の被災状況の確認も不十分です。（32 ページ）巨大な防潮堤の真下

の地盤改良という難しい工事を本当にちゃんとできるのでしょうか？それで地盤の強度が十分

になったという検証ができていないのに、審査を終わらせるのは納得できません。（42 ペー

ジ）火山噴火の予測は現在の科学ではできません。噴火予測を前提にして作られた火山ガイド

は、信憑性に欠けています。それに基づいて審査合格と言うのは無責任すぎます。（90 ペー

ジ）福島第一原発事故の原因が究明されていないのに、同じ沸騰水型の女川原発の審査が十分

にできるはずがありません。（150 ページ） 
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1225E17 

新規制基準は、「生活圏への放射能の放出を前提」としていることからすると、「住民の避難

が安全かつ確実にできる」ことも適合の要件にすべきである。女川原発は牡鹿半島の付け根に

位置しており、東日本大震災時にはがけ崩れにより避難が困難となった住民も多い。風向きに

より避難道路が利用できないなど、海上を利用した避難も想定されている。また、11 月 12，13

日に予定されていた原子力防災訓練は、台風 19 号による被害が拡大したため、石巻、登米、桶

谷、女川の４市町では住民避難訓練を中止し、自衛隊なども災害対応を優先し、規模が縮小さ

れている。住民の命や健康を守るためには、こうした自然災害時や地震などによる複合災害を

想定した避難計画が必要であることは言うまでもない。 

1225E18 

○「放射能を生活圏に放出」を前提とした新規制基準は容認できない。新規制基準では、原発

の敷地境界での最高被ばくを「甲状腺に対して３シーベルト、全身に対して 0.25 シーベルト」

と定めた「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断の目安について」の適用を除外し、

フィルターベントの設置により「セシウム 137 で 100 兆ベクレルを下回っていること」を求め

ているだけであることから、生活圏への放射能の放出を前提とした原発の再稼働はありえず、

廃炉が必然である。○新規制基準は、避難計画が適合の要件に入っておらず不十分である。新

規制基準は、「生活圏への放射能の放出を前提」としていることからすると、「住民の避難が

安全、かつ、確実にできる」ことも、適合の要件にすべきである。女川原発は、牡鹿半島の付

け根に位置しており、東日本大震災時にはがけ崩れにより避難が困難となった住民も多い。風

向きにより避難道路が利用できないなど、海上を利用した避難も想定されている。また、11 月

12、13 の両日に予定されていた東北電力女川原発の 30ｋｍ圏内を中心とした原子力防災訓練

は、台風 19 号による被害が拡大したため、石巻、登米、涌谷、女川の４市町では住民避難訓練

を中止し、自衛隊なども災害対応を優先し、規模が縮小されており、避難の確実性が担保され

ていない。住民の命や健康を守るためには、こうした自然災害時や地震などによる複合災害時

を想定した避難計画が必要であることはいうまでもない。○東京電力福島第一原発事故の収

束、事故調査が終了していない。女川原発２号機は、事故を起こした福島第一原発と同じ沸騰

水型原子炉であり、格納容器は圧力上昇が早く事故に至る危険性が高いマーク１改であること

から、福島第一原発事故の調査結果を踏まえる必要がある。福島原発事故では、地震動により

事故の可能性も指摘されており、現在事故調査が再度進められており、その結果によれば、新

規制基準の見直しも考えられる。被災原発であり福島第一原発と同型の原発ゆえに、事故調査

結果を最低でも踏まえるべきである。○女川原発は地震による負荷を受けた被災原発である。

女川原発は、東日本大震災の震源に最も近い「被災原発」である。加えて、2003 年の三陸南地

震、2005 年の宮城地震により、いずれも当時の基準地震動を超える振動で揺さぶられた原発で

あって、「原子炉など主要設備をつなぐ配管の接合部が弱点」との指摘もあることからする

と、日本が経験したことがない「被災原発の再稼働」の領域に踏みこむべきではない。国の地

震調査研究推進本部によると、女川原発が面する宮城県沖は、2011 年までの 80 年余りにマグニ

チュード７クラスの地震が６～７回起きていると想定されている。今後 30 年以内の発生確率は

90％とされているなど、危険な地震帯に面していることも問題である。先の震災時には、外部

電源５系統のうち４系統が失われ、原子炉建屋に海水が流れこみ甚大な被害を受け深刻な事態

となった。今回の２号機では、原子炉建屋で 1130 か所ものひび割れが見つかったことも問題で

ある。次の巨大地震などで、同じように耐えられるのかも疑問である。 

1225E19 

女川原発は巨大地震の震源域に近い「被災原発」である女川原発は、東日本大震災で被災した

特殊な原発であり、規制委員会では、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、各種の不確かさを

十分に考慮して適切に策定されていることを確認したとある。しかしながら、繰り返し巨大地

震と大津波を発生させている日本海溝沿いの震源域に最も近い原発であり、追加の安全対策を

行なっても大きなリスクが伴う可能性があり、安全とは言い切れない。新規制基準は「世界で

最も厳しい」どころか、世界レベルに程遠い新規制基準が制定された際に規制委員会は、これ

まで規定されていなかったシビアアクシデント対策を規制の対象にしたことが特徴だと強調し

た。福島第一原発では、溶融炉心を取り出すことはほとんど不可能になっており、シビアアク

シデント対策というのであれば、福島事故の教訓を踏まえて炉心溶融に万全の対策をとらなけ

ればならない。ところが新規制基準は、欧州で認証されている最新鋭の原発に標準装備されて

いるコアキャッチャーを要求しておらず、安倍首相の言う「世界で最も厳しい水準」どころ

か、世界のレベルには程遠い。女川原発では、コアキャッチャーに代わる溶融炉心対策とし

て、格納容器下部に水を張って溶融炉心を受け止める「対策」がとられることになっている
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が、これは安全どころか水蒸気爆発を招いて東日本壊滅の事態を引き起こす懸念がある。避難

計画を含めて審査すべきである規制委員会は、「原子力災害対策指針」を策定していながら、

審査では指針に基づいて策定された自治体の避難計画の実効性をまったく検討していない。そ

の理由を規制委員会は、災害対策基本法が、原子力災害時の避難に関しては、地方自治体を中

心にした地域防災会議に権限を委ねているからだと説明している。しかし、ＩＡＥＡ（国際原

子力機関）で採用されている「深層防護」の考え方によれば、その第５層において、原子力規

制機関による緊急時計画等の整備が必要だとされている。短時間で広がる放射能への迅速な対

応や、他都道府県にまたがる広域的な避難行動は国が全面的に統括すべきであり、重大事故時

に住民の深刻な被曝を回避することができない場合に、規制委員会は稼働を認めない措置をと

るべきである。 

1225E20 

「東北電力株式会社女川原子力発電所 2号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査

書に関する審査書案」に対する意見意見/理由 

＜該当箇所＞90 頁～98 頁 

<内容＞規制委員会は、火山ガイドに基づいて申請者による本発電所に影響を及ぼし得る火山の

抽出は妥当であると判断しているが、そもそも原子力発電所から 160 キロメートル以内に限定

して抽出する火山ガイドの基準が妥当ではない。本年 11 月 23 日に守口市内で開催された巽好

幸・神戸大学大学院理学研究科教授の講演内容および同教授の著書「富士山大噴火と阿蘇山大

爆発」(幻冬舎新書)によれば、過去 12 万年に 10 回発生し、今後 100 年間に１%の発生確率が見

込まれる巨大カルデラ噴火は、九州で発生した場合その火山灰は北海道にまで及び、青森でも

10 センチの火山灰が積もり、交通網をはじめ全国のライフラインは完全に停止すると予想され

ており、救援活動がほとんど不可能になる中で本発電所のみが安全機能を維持できるとは到底

考えられない。98 頁に規制委員会は、降下火砕物の間接的影響として外部電源喪失及び交通の

途絶を想定し、非常用ディーゼル発電機及び軽油タンクを備え、非常用ディーゼル発電機の 7

日間の連続運転を可能とするもので、火山ガイドを踏まえたものであることを確認したとして

いるが、外部電源の復旧の見込みがない中で、わずか 7 日間非常用電源が機能したとしてもそ

の後は崩壊熱によるメルトダウンを引き起こすことになる。このような甘い規準に適合したと

して再稼働した本発電所が破局的重大事故を引き起こした場合の第一の責任は規制委員会にあ

ると考えられる。福島事故を経験したのに再び重大事故を誘発するかのような「新規準」がそ

もそも妥当ではないから、今回の審査書案の内容は撤回すべきと考える。 

1225E21 

女川原発は東日本大震災に見舞われ被災しています。地震が多い宮城県で、福島第一原発の原

因究明がされていないのに、同じ型の原発が使用できるとは思えません。格納容器の下に水を

張って、熔融炉心を受け止める対策は、水蒸気爆発を招く危険があり、人の手に負えない原発

を再稼働するくらいなら、原子力規制委員会は、住民の避難計画も審査の対象として、責任を

負うべきだと思います。 

1225E22 

まず、規制基準が合格だから再稼働する意味が分からない。震災以降女川原発なしでも不自由

なく生活している今、再稼働する必要性を感じない。東日本大震災が実際に起き、また巨大地

震が来ないとも限らず、予測も難しい、地震動、津波の予測がどのようになされての「合格」

なのか理解に苦しむ。また、女川原発も東日本大震で被災した。建物の耐久性にも不安を感じ

る。今だに収拾のつかない福島第一原子力発電所の状況を考えると、何を持ってしても合格な

どありえない。再稼働などありえない。宮城県民として、再稼働は断固反対する。 

1225E23 

[2]（承前）〈前提〉で述べた通り、それと社会的便益を天秤にかけることが許される技術体系

ならその危険性込みで実施することに合理性があるが、商用核発電はそのような余地は一切な

い。〈結論〉p.499 の審査結果は不適切であり、破棄すべきである。許される唯一の合理的な結

論は「いかなる対策を実施しようとも、商用核発電を現在の人類の科学技術水準で安全に運用

することは不可能であるため、稼働は許可できない」のみとなる。 

1225E24 

[1]〈前提〉論を始める前に、関係者の間で共有しなければならない前提を挙げておく。他の科

学技術体系と異なり、原子力発電（商用核発電）は、ひとたび大規模な事故が起きれば、何十

万という人々の生活を根底から破壊し、国土を数十年以上の期間に渡って広い範囲で汚染す

る。一度の事故がこれほどまでに時間的・空間的に広範囲で重大な災厄をもたらすという点で

原発は特異であり、他の分野とは異端の取り扱いを要する。人類がどれほど知恵を絞ろうと、

「対策」を考える過程のモデル化で必ず切り捨てられる要素が出てきて、そこから思わぬ影響

が出ることを防ぐ手段はない。そして現実の過酷事故は、常にこのように想定から漏れた穴を
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食い破って発生するのであり、それは新造当時に考慮しなかった大規模津波で破綻した福島第

一の事例が何よりも強力に物語っている。これは科学・技術の方法論そのものに根ざす限界で

あって、「うっかりミスは努力と工夫で減らせる」といった類の話とは次元が異なる。このよ

うな矛盾に際して、科学・技術が成しうることは「トライ＆エラーの膨大な積み重ねによっ

て、起こりうることの知見やその対策を徐々に積み上げていく」というアプローチしかない。

しかし、上述の通り商用核発電ではその方法論は無効である。他の分野なら「一度の事故」の

社会全体に対する影響は限定的であり、従って「失敗に学ぶ」ことの利益が社会全体としては

上回ることがあるので、起こり得る事故の被害と天秤にかけてさらなる発展を目指し継続する

ことに合理性がある。ところが原子力はそうではなく、一度の事故が社会そのものを破滅の危

機に晒す。科学・技術の発展の本質である「トライ＆エラー」に学ぶことが不可能な原子力

は、体系そのものに解決不能な矛盾が巣食っており、技術体系の名に値しない欠陥品である。

健全な発展が望めないため、そこに近い将来予見可能な未来はない。以上のように、「この基

準をみたせば安全」という区切りを作ることは、特に原子力技術の場合は不可能であり、「基

準をみたした原発に再稼働を認める」という考え方そのものが根底から誤りである。まずその

誤った考えを白紙撤回し、一から出直して「日本から商業原子力を消し去るための道筋を作り

上げる」ことに全力を傾けるのが委員会の使命である。それ以外の道筋は最初から議論に値せ

ず、主権者である国民の負託に対する重大な裏切りになっている。〈審査書案に対する意見〉

様々なケースに対する想定・検討が 500 ページに渡って繰り広げられているが、これらはすべ

て上で述べた通りモデル化に際して様々な要素が切り捨てられた机上の空論でしかなく、商用

核発電に対する方法論としては全面的に不適切である。ましてや、女川原発は東日本大震災で

大きな揺れに見舞われ、わかっているだけでも 1000 個所以上のひび割れが見つかった被災施設

だ。審査に当たって仮定した性能・強度が実際には損なわれている危険性は無視できない高さ

がある。妥当と言えるのは僅かに p.108 で地滑りと洪水を検討対象外とした点くらいだ。この

ようなモデル化と分析が、いかに尤もらしく見えても結局は無意味であるのは、考慮すべきガ

イドラインが年月の経過と共にアップデートされていることそのものが物語っている。アップ

デートが行われるのは従来のガイドラインに不備や不十分な点があるからであり、過去の設備

は日々「最新の知見が反映されていない、不備のある施設」へと時代遅れ化が進んでいく。こ

の審査書案に“最新の科学的・技術的知見を踏まえ”が繰り返し現れていることが、裏返せば

過去の基準は常に不十分なものとなり続けていく不可避な現実の現れである。実際、審査書案

p.16“過去の地震及び知見から敷地の震度が 5弱（1996 年以前は震度Ｖ）程度以上であったと

推定される地震を抽出した”p.21“過去に発生した M7～8の地震の震源域を考慮して”p.64

“過去 41 年の潮位観測記録に基づき高潮の発生状況の調査及び高潮のハザードの評価を行い、

基準津波の超過確率を踏まえ、再現期間 100 年の高潮を算定し、これと基準津波との重畳を考

慮する”等々、常に過去の記録を参照することしかできず、これは記録に（ほとんど）残らな

い有史以来（ほぼ）初めての事象に対する事象に対し脆弱であることを免れないことを意味す

る。その結果として、建設当時には存在した規制基準に従って作られたはずの福島第一が無残

な姿を晒したことを忘れてはならない。今度の審査書案の元になった規制基準も、未来の我々

の視点からすれば必ず不十分な点を含んでいることは既定事実に過ぎず、現実の過酷事故がそ

こに目を瞑ってくれる保証などどこにもない。（続く） 

1225E25 

32 ページについて、女川原発は東日本大震災で被災し、原子炉建屋や制御系統に大きなダメー

ジを受けていることが指摘されています。その検証もなく再稼働審査に合格する事はあり得な

い。再稼働可否判断に際しては震災影響の評価も取り込むべきだ。494 ページについて、テロが

5 年間発生しない保証はない。よってテロ対策施設に猶予期間を与えるのであれぼ、合理的な理

由を示すべきだ。 

1225E26 

福島の原発が爆発し、原発は絶対安全ではないことが証明されました。女川原発が爆発したと

きの避難計画も地元任せで自力で逃げられない者は死ねと言っているのと同じです。地震活動

期に入った日本で原発はいつどんなことが起こっても不思議ではありません。使用済みの核燃

料をこれ以上増やさないためにも、女川原発の再稼働をやめてください。 

1225E27 

女川原発のある場所はこれまでも大きな地震があり、施設の耐久性低下が考えられるが検査が

不充分である。稼働後に『想定外』の地震や津波、その他の自然災害、テロ、人為的なミスに

よる問題が発生した場合の避難対策も全く足りていない。福島第 1原発事故の原因究明や事故

後の汚染水汚染土の処理もままならない中、新たな再稼働を行うべきではない。 
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1225E28 再稼働に賛成です。 

1225E29 

女川原発が重大事故を起こさずに運転期間終了したとしても、処分方法のない核ゴミを増やす

だけである。すでに経済合理性のなくなった原発をこれ以上稼働させるのは意味がない。原発

に固執する政治を改めるべきで、１０万年に渡る将来世代への核ゴミの押し付けは犯罪と知る

べきである。考えてみて欲しい。メリットが全くなくデメリットのみの核ゴミを将来世代はど

んな気持ちで受け止めるのかを！ 

1226E1 

女川原発の再稼働は反対です。廃棄物の行き先はきまっていません。日本は災害国家でいつも

何かあれば原発は大丈夫かと心配する日々です。311 で原発がどれだけ脆弱かしりました。原発

は本当に不安定で危なっかしい、ただお湯をわかしてるだけでしょ。絶対に再稼働をしないで

ください。 

1226E2 

原発は要らない。危険なだけ。米国の要請などに従うな。これ以上、日本の国民を危険にさら

す、原子力発電は止めて頂きたい。むしろ、今稼働している原子力発電所も稼働を停止させ

て、壊して下さい。日本の技術を駆使して、他の安全な電力発電に切り替えて下さい。 

1226E3 

福島の大きな事故により、原発は危険なものだということがはっきりしました。全て止めて廃

炉にするべきと考えます。止まっているところの再稼働はありえません。断固として反対しま

す。繰り返しお願いします。原発は廃炉にしてください。 

1226E4 

○意見提出箇所（29 ページ）女川原発は巨大地震の震源域に近い「被災原発」である。女川原

発は、東日本大震災で被災した特殊な原発であり、規制委員会では、最新の科学的・技術的知

見を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮して適切に策定されていることを確認したとある。

しかしながら、繰り返し巨大地震と大津波を発生させている日本海溝沿いの震源域に最も近い

原発であり、追加の安全対策を行なっても大きなリスクが伴う可能性があり、安全とは全く言

い切れない。○意見提出箇所（全体）新規制基準は「世界で最も厳しい」どころか、世界レベ

ルに程遠い新規制基準が制定された際に規制委員会は、これまで規定されていなかったシビア

アクシデント対策を規制の対象にしたことが特徴だと強調した。福島第一原発では、溶融炉心

を取り出すことはほとんど不可能になっており、シビアアクシデント対策というのであれば、

福島事故の教訓を踏まえて炉心溶融に万全の対策をとるべきである。ところが新規制基準は、

欧州で認証されている最新鋭の原発に標準装備されているコアキャッチャーを要求しておら

ず、安倍首相の言う「世界で最も厳しい水準」どころか、世界のレベルには程遠い。女川原発

では、コアキャッチャーに代わる溶融炉心対策として、格納容器下部に水を張って溶融炉心を

受け止める「対策」がとられることになっているが、これでは安全どころか水蒸気爆発を招い

て東日本壊滅の事態を引き起こす懸念がある。○意見提出箇所（全体）避難計画を含めて審査

すべきである規制委員会は、「原子力災害対策指針」を策定していながら、審査では指針に基

づいて策定された自治体の避難計画の実効性をまったく検討されていない。その理由を規制委

員会は、災害対策基本法が、原子力災害時の避難に関しては、地方自治体を中心にした地域防

災会議に権限を委ねているからだと説明している。しかし、ＩＡＥＡ（国際原子力機関）で採

用されている「深層防護」の考え方によれば、その第５層において、原子力規制機関による緊

急時計画等の整備が必要だとされている。短時間で広がる放射能への迅速な対応や、他都道府

県にまたがる広域的な避難行動は国が全面的に統括すべきであり、重大事故時に住民の深刻な

被曝を回避し安全に避難させることができない場合には、規制委員会は稼働を認めない措置を

とるべきである。 

1226E5 

女川原発は東日本大震災の際、地盤が１メートル沈下し、原発設備の千カ所以上にヒビが発生

している。原発は無数の配管・配線等からなり、大地震によりヒビ、破断、断線等が発生しや

すいプラントであり、東日本大震災の時は偶然にも大事故に至らなかっただけです。また、女

川原発は東日本大震災時 13 メートルもの津波による浸水被害が発生する共に外部電源五か所

中、４回線が遮断され、１回線で冷温停止した。以上の東日本大震災時の女川原発の被害状況

を考慮すると、再稼働は無謀としか思えません。また、東日本大震災の最大の揺れは 2,933 ガ

ルであったが、女川原発の耐震性は 1,000 ガルである。地震大国の日本は、いつでも、どこで

も東日本大震災級の地震が発生する可能性があり、1,000 ガルでは絶対的に耐震性不足です。更

に大地震が発生した場合、14 万 5千人が自動車、バス等で避難する計画はバスの手配が不可能

であるうえ、大渋滞が発生するため、絶対無理である。以上のように東日本大震災時の女川原

発の被害状況、現状の耐震性不足及び周辺住民の避難計画が不可能な点等から、私は女川原発

の再稼働に絶対反対です。再稼働を中止し、速やかに廃炉にしてください。 
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1226E6 

○審査書案 P371 最下段～P372L3「f)残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格納容器内

の除熱機能が 1 系統回復し、・・・・並びに可搬型窒素ガス供給装置を用いた原子炉格納容器

内への窒素封入が可能な場合には、S/C ベント用出口隔離弁又は D/W ベント用出口隔離弁を全閉

し、原子炉格納容器ベントを停止する」としているが、サプレッションプール水温が高い状態

でベントを開けたままどのような原理で残留熱除去系又は代替循環冷却系の機能が回復できる

のかを確認する必要がある。特にポンプのサクションラインとサプレッションプール水面との

高低関係を含めた正味水頭を確認し、サクションラインの水張り方法も含めて確認する必要が

ある。（理由）格納容器ベントを開けている限りは格納容器の内圧が低くプール水はほぼ気液

平衡に近い状態にある。このようにサプレッションプール水温が高く、格納容器内圧が低い場

合にはポンプの有効 NPSH（正味吸い込み水頭）が不足するので残留熱除去系ポンプ、代替循環

冷却系ポンプいずれも運転ができないはずである。またポンプのサクションラインの中にプー

ル水面よりも高い箇所があると水張りには特別な手順・設備が必要である。○審査書案 P372L3

および注釈（85）「S/C ベント用出口隔離弁又は D/W ベント用出口隔離弁を全閉し」→「S/C ベ

ント用出口隔離弁および D/W ベント用出口隔離弁を全閉し」（理由）ベントの際にどちらか一

方しか開けないと決めているところが無いので２つのラインが空いている可能性もある。一方

のラインを占めるという表現だけでは意味に不足がある。 

1226E7 

こんにちは。ご意見書かせていただきますので目を通して下さいませ。現在問題となっている

地球温暖化をご存知でしょうか。原子力発電所では冷却に水を使うため結果大量の温水を作り

出し、それを川や海に放出しますよね。その熱は地球を暖め、地球温暖化をより進めることに

なります。そして地震の多さです。震度 5 レベルの地震が頻発するような国で原発稼働してる

国は日本だけです。福島の原発がコントロールを失い、未だ緊急事態が発令されたままなのは

ご存じであるはず。あれから 8年ですが現状はどうでしょうか？いまだにコントロールできず

汚染水は垂れ流し汚染土壌を全国にばら撒くなど狂気の沙汰であります。原発がなければ電力

が不足するのも誤りです。事実稼働していない時期でも電力は足りておりました。よって日本

のような地震大国で原発再稼働などする必要はないのです。即刻廃炉の道が正しいかと思われ

ます。まだまだ反対意見を述べたいところですが、再稼働は断固反対という意思を込めつつ締

めさせて頂きます。 

1226E8 

東北電力株式会社女川原子力発電所の再稼働に反対です。地震大国である日本に原子力発電所

は危険です。また、気候変動により今以上に危険な台風が発生する可能性が指摘されており、

原発事故を引き起こす可能性を否定できません。さらに核燃料廃棄物の安全で人体に影響のな

い処理法がない現状での再稼働は日本の将来の世代に負債を負わせることであり、大変危険な

ので、再稼働に反対です。 

1226E9 

再稼働反対です。地震大国の日本には原発は大変危険でリスクの高いものであると思います。

また核廃棄物の、処理方法がないことから、もしも何かあった場合、それらをどうするのか、

どこに処理していくのか、国民の健康を脅かす可能性があるものは即刻なしにしていただきた

いです。 

1226E10 

東京電力福島第一原発の事故の収束や事故調査が終了していない。女川原発は、事故を起こし

た福島第一原発と同じ原子炉であり、大変危険性が高い。福島第一原発の調査結果を踏まえる

必要性があると思う。地震が多発する中、同一の原発を再稼働するのは、最低でも福島第一原

発の事故調査結果を踏まえるべきである。 

1226E11 

p328IV-3.5 重大事故等対処設備（第 43 条関係）1.審査確認事項(3)可搬型重大事故等対処設備

（第 43 条第 3項関係）(マル 2)確実な接続「可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続に

はケーブルはボルト・ネジ接続等を用いる」とある事から、常設設備を経由して各所のパラメ

ータを取得するものと読み取れますが、可搬型重大事故対処設備が必要なケースは常設設備が

使えない前提であり、計装設備のみ使えるとの前提だとすると無理が有ると考えます。また

は、各所からの計器の配線を配線接続箱等からつなぎ換えて可搬型重大事故対処設備につなぐ

のだとすると下記の点について検討の上、問題無い事を示す必要が有ると考えます。・可搬型

重大事故対処設備から各計器への電源供給ができる機能を持っている事・配線接続箱等が放射

線の影響が無く、作業可能な場所に設置されている事・配線接続箱等が非危険場所(いわゆる非

防爆場所)に設置されている事(危険場所で接続箱等のフタを解放して、つなぎ換えの作業をす

るには電源を切る必要が有りますが、常設設備の状態によってはその操作ができない可能性が

有るため。)p450～451IV-4.15 計装設備及びその手順等（第 58 条及び重大事故等防止技術的能
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力基準 1.15 関係）2.規制要求に対する設備及び手順等(1)第 58 条等の規制要求に対する設備及

び手順等(マル 1)対策と設備表 IV-4.15-1 申請者が重大事故等対処設備により計測する重要監視

パラメータ原子炉圧力容器内の水位計測に差圧式水位検出器を使用していますが、基準面器を

使うウエットレグ方式と推測します。ウエットレグ方式は福島第一原発事故の際も基準面器の

液面の変動や密度変化により実際の液面と異なる値を示した実績が有ります。同じ基準面器を

用いる「他チャンネル」の計測器や「原子炉水位（SA 広帯域）」の計測器、「原子炉水位（SA

燃料域）」の計測器では、基準面器の液面変動や密度変化に対しどの計測器も同様の傾向を示

し、多重化の意味をなしません。(むしろ同様に誤差を示す事で確からしさの裏付けとされる危

険性を含んでいます。)また、「原子炉圧力（SA）」についても基準面器を使用しており、同様

の現象を起こすため多様性が有るとは言えません。唯一、高圧代替注水系ポンプ出口流量は多

様性を持つと捉える事ができそうですが、注水量だけでは、原子炉圧力容器内の温度、圧力の

状態によって変わる液面を正確に把握する事はできず、正確性に欠けると考えます。(流量、温

度、圧力で推測する事も考えられますが、上記の通り圧力は誤指示の可能性が有ります。)ま

た、基準面器への注水や基準面器への温度計設置は、一定の効果を示す可能性が有るものの多

様性の欠如と言う意味では、対策になりません。既に検討されている超音波式、キャピラリ

式、ヒーター感熱式等の他の方式も完全とは言えないまでも補完する計測器として多様性を持

たせる事は十分に可能であり、いずれかを設置すべきと考えます。福島第一の過ちを決して繰

り返さないためには、既に有る設備でやりくりするのでなく、過酷事故発生時に真に必要な設

備を整える事を徹底して下さい。p453IV-4.15 計装設備及びその手順等（第 58 条及び重大事故

等防止技術的能力基準 1.15 関係）2.規制要求に対する設備及び手順等(1)第 58 条等の規制要求

に対する設備及び手順等(マル 1)対策と設備表 IV-4.15-1 申請者が重大事故等対処設備により計

測する重要監視パラメータ（※136）「基準点（0m）は通常運転水位（O.P.－3,850mm）」とあ

りますが、O.P.の説明を記載すべきと考えます。p454IV-4.15 計装設備及びその手順等（第 58

条及び重大事故等防止技術的能力基準 1.15 関係）2.規制要求に対する設備及び手順等(1)第 58

条等の規制要求に対する設備及び手順等(マル 1)対策と設備表 IV-4.15-1 申請者が重大事故等対

処設備により計測する重要監視パラメータ「起動領域モニタ」、「平均出力領域モニタ」の表

現はより分かりやすくするため、「～領域中性子束モニタ」としてはどうでしょうか？p453IV-

4.15 計装設備及びその手順等（第 58 条及び重大事故等防止技術的能力基準 1.15 関係）2.規制

要求に対する設備及び手順等(1)第 58 条等の規制要求に対する設備及び手順等(マル 1)対策と設

備表 IV-4.15-1 申請者が重大事故等対処設備により計測する重要監視パラメータ「格納容器内

酸素濃度」は多重化されていますが、多様性が無くジルコニア式、電極式等、他の方式も併用

すべきと考えます。 

1226E12 

記載の無い項目高経年設備についての審査基準規制委員会の従前の説明では「運転延長認可の

申請については、設置変更許可で審査した基本設計を前提に、審査基準に基づき、高経年評価

等の事実確認を行うものである事から、科学的・技術的意見の募集は行わない。」としていま

すが、40 年を超える高経年設備についての審査基準が新設の設備と同じはずはなく、高経年設

備についての審査基準が明確にされていない状態です。運転延長認可の申請についての科学

的・技術的意見の募集を行わないのであれば、本審査書の中で高経年設備についての審査基準

を明確にして下さい。p3I はじめに 2.判断基準及び審査方針「本審査は、1号炉及び 3号炉の原

子炉圧力容器には燃料を装荷しないことを前提としている。」とありますが、2号炉運転前に、

1 号炉、3号炉の燃料が全て搬出されている事を規制委員会が責任を持って確認お願いします。

P68III-3.2 耐津波設計方針 3.津波防護の方針(2)敷地への浸水防止(外郭防護 1)(マル 2)取水

路、放水路等の経路からの津波の流入防止 b.津波の流入防止対策津波の流入防止対策に逆止弁

を採用されていますが、バイパスラインがない事を確認して下さい。福島第一原発事故の際も

運用を優先して、安全装置が働かない措置がされていたと疑われる事例も有りますので、オペ

レーションで安全装置が機能しなくならない設計である事を確認して下さい。その他の安全に

関わる逆止弁についても同様の設計をお願いします。P68III-3.2 耐津波設計方針 3.津波防護の

方針(2)敷地への浸水防止(外郭防護 1)(マル 2)取水路、放水路等の経路からの津波の流入防止

b.津波の流入防止対策津波の流入防止対策として浸水防止蓋を採用されていますが、開口部の

本来の目的である点検時には一時開放するものと推測します。全ての浸水防止蓋について、点

検で開放中に津波が来た際、作業員の避難と浸水防止蓋の再閉止が、予想される津波の最短到

達時間までに間に合うか検討して下さい。P76III-3.2 耐津波設計方針 3.津波防護の方針(5)水
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位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能を有する施設への影響防止(マル 2)津波の二次的

な影響に対する原子炉補機冷却海水系の機能維持確認 c.取水口付近の漂流物エ.「燃料等輸送船

等は、津波警報等発表時に緊急退避するため漂流物とならない。」とありますが、地震時の護

岸への衝突による損傷等を考慮すると、いかなる場合も津波襲来までに緊急退避が完了すると

は言い切れないのではないでしょうか？P112III-5 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防

止(第 7条関係)第 7条に則り、不法な侵入の防止について確認する事も必要ですが、悪意有る

人が正規の手続きで中に入り破壊活動を行う等の不法行為を行う可能性も十分に有るため、第 7

条の適合のみならず、作業員雇用段階での審査や内部での破壊活動対策等は、必要な追加審査

対象として審査して下さい。P112III-5 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止(第 7 条

関係)2.「発電用原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件等の持込みを防止するた

め、持込み点検が可能な設計とする。」とありますが、昨今のドローン技術の普及により、ド

ローンによる爆発物の持込み、毒ガスの散布(特に制御室吸気口付近での散布)を防止する方法

を検討、明記すべきと考えます。また水中ドローンによる爆発物持込みは、活動場所が水中で

ある、現状では有線タイプが殆どである等、制限も有るものの空中用に比べ積載重量が格段に

大きく、大型の爆発物が持込まれる可能性が有り、これも確実に防止できる方法を検討、明記

下さい。P112III-5 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止(第 7 条関係)3.情報システム

の外部からのアクセス遮断だけでは、悪意有る人の現場での不正アクセスが防げるとは言えま

せん。現場での不正アクセス対策の追加が必要と考えます。p117III-6 火災による損傷の防止

(第 8 条関係)4.火災の感知及び消火に係る設計方針(1)火災感知設備(マル 2)複数の火災感知器

を組合わせて設置するとしていますが、いずれかが感知すれば感知と判断する or 条件と、全て

が感知したら感知と判断する and 条件が有りますが、どちらを使うのでしょうか？安全性を考

えると or 条件の方が安全側であるため or 条件とすべきと考えます。 

1226E13 

p453、455IV-4.15 計装設備及びその手順等（第 58 条及び重大事故等防止技術的能力基準 1.15

関係）2.規制要求に対する設備及び手順等(1)第 58 条等の規制要求に対する設備及び手順等(マ

ル 1)対策と設備表 IV-4.15-1 申請者が重大事故等対処設備により計測する重要監視パラメータ

「格納容器雰囲気放射線モニタ」、「フィルタ装置出口放射線モニタ」、「耐圧強化ベント系

放射線モニタ」は多重化されていますが、多様性が無く他の方式も併用すべきと考えます。

p454IV-4.15 計装設備及びその手順等（第 58 条及び重大事故等防止技術的能力基準 1.15 関係）

2.規制要求に対する設備及び手順等(1)第 58 条等の規制要求に対する設備及び手順等(マル 1)対

策と設備表 IV-4.15-1 申請者が重大事故等対処設備により計測する重要監視パラメータ「フィ

ルタ装置水位」は多重化されていますが、多様性が無く電波式、ガイドパルス式等、他の方式

も併用すべきと考えます。p459IV-4.15 計装設備及びその手順等（第 58 条及び重大事故等防止

技術的能力基準 1.15 関係）2.規制要求に対する設備及び手順等(1)第 58 条等の規制要求に対す

る設備及び手順等(マル 3)手順等の方針 c.「1測定点当たり可搬型計測器の接続、計測等を計 2

名により、55 分以内に実施する。」としており、実際はどれだけの計器不良が同時に起こるか

分からないものの、最大で言えば項目だけで 60 項目有り、1項目 1測定すると 55 時間かかりま

す。人員配置の計画には保守的に見て最大値を反映すべきと考えますが、1測定点当たりでな

く、最大で何人何時間かかるかを人員配置の計画に反映すべきと考えます。 

1226E14 
日本は地震が多く、原発を維持するのは無理です。また核廃棄物の処理方法がないのも大変な

問題です。即廃炉にするべきです。よろしくお願いします。 

1226E15 
地震大国の日本には原発危険である。核廃棄物の、処理方法がないため、今ですら放射能が垂

れ流しなのになんの対策もないまま稼働するのはやめてください 

1226E16 再稼働反対します 

1226E17 

P118III-6 火災による損傷の防止(第 8 条関係)4.火災の感知及び消火に係る設計方針(1)火災感

知設備線量の高いエリアではアナログ式は放射線による故障に伴う誤作動が生じる可能性があ

るのではないでしょうか？その対策として吸引式感知器を設置する場合、計測後の排ガスの処

理方法、吸引配管の破断の検知方法を明確にする必要が有ると考えます。また、吸引式の場

合、サンプリングによる時間遅れが発生しますので、時間遅れに対する許容値とその根拠を示

して下さい。p126III-7 溢水による損傷の防止等(第 9 条関係)1.溢水に対し防護すべき設備を抽

出するための方針「原子炉冷却材喪失事故のための機器については、溢水の影響評価対象とし

ない」としていますが、冷却材喪失と溢水が同時に起きない根拠を示して下さい。冷却材が流

れ出て溢水となる事は無いのでしょうか？p139III-10 安全施設(第 12 条関係)1.静的機器の多重
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性(2)単一故障を仮定しても代替手段等により安全機能を確保できる場合「格納容器スプレイ冷

却系のスプレイ管は、全周破断を仮定したとしても、冷却機能、安全機能を維持でき、多重性

は必要ない」としていますが、この状態で他が故障すれば単一故障ではなくなるため、早急に

運転を停止して復旧する必要が有り、本事象発生が適切に検知できる事を明確にすべきと考え

ます。p141III-13 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設(第 16 条関係)「使用済燃料貯蔵施設(乾式

キャスクを除く。)における重量物の落下時にも貯蔵施設機能が損なわれない設計」とあります

が、乾式キャスクを除いて良い理由はなんでしょう？p144III-15 安全保護回路(第 24 条関係)1.

「安全保護系のデジタル計算機は、盤の施錠等により物理的に分離する」とありますが、鍵が

管理されていなかったり、盤の鍵が汎用的なもの(T 社#200 や#350 等)であったりしては意味が

無いので、実効性まで含めて確認すべきと考えます。p162IV-1.1 事故の想定 2.審査結果(2)運

転中の原子炉において格納容器破損に至るおそれがある事故「格納容器破損モードごとに最も

厳しいプラント損傷状態を選定し、さらにそのプラント損傷状態に至る最も厳しい事故シーケ

ンスを評価事故シーケンスとし、有効性評価ガイドを踏まえていることを確認した。」とあり

ますが、最も厳しいプラント損傷状態となる条件が最も早く事態が深刻な状況に陥る条件と一

致するとは限らないのではないでしょうか？有効性評価ガイドの見直しを含めて再検討すべき

と考えます。p257IV-1.2.2.4 水素燃焼 1.申請内容(1)本格納容器破損モードの特徴及びその対

策(マル 4)「原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視を行う。」とありますが、水素発

生、酸素発生箇所では局所的に濃度が高いはずです。水素濃度計、酸素濃度計は、局所的な濃

度上昇も検知可能である事、または、それができなくとも、局所的な濃度上昇があっても問題

無い根拠を示して下さい。その際、吸引式の場合は、時間遅れも考慮下さい。p328IV-3.5 重大

事故等対処設備（第 43 条関係）1.審査確認事項(3)可搬型重大事故等対処設備（第 43 条第 3項

関係）(マル 2)確実な接続「可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続にはケーブルはボル

ト・ネジ接続等を用いる」とあり、原則有線により信号のやり取りか行われるものと読み取れ

ますが、無線によるやり取りは無いのでしょうか？もし有る場合は、ノイズジャミングの様な

故意による妨害、傍受についての対策を検討し、問題無い事を示して下さい。 

1226E18 

再稼働に反対です。日本という国は地震が多く、只でさえ被害が計り知れないのにもし原発に

地震が直撃した場合、通常の地震とは比べ物になら無いほどの被害が出るのは明白です。放射

能等による健康被害など懸念材料をあげればキリがありません。再稼働してしまえば更なる被

害の拡大と、新たに発生する汚染物質の保存場所に困ることになり、保存場所に選ばれた場所

では更に多くの命が失われることになることは容易く想像できます。より多くの命を守るため

にも再稼働を永遠に停止し、廃止の方向に動くべきであるかと考えます。設置変更など行って

しまえば、上記させていただいた懸念の全てが起こる事は目に見えています。直ちに再稼働を

撤回してください。国民の命を守るための行動をしてくださるようよろしくお願いします。 

1226E19 

＜該当箇所＞３３頁２１行目３．地震応答解析による地震力及び静的地震力の算定方針＜内容

＞女川原発は、東日本大震災で被災した原発で、原子炉建屋のコンクリート壁には、１１３７

箇所ものヒビ割れが確認されています。宮城県の「女川原子力発電所２号機の安全性に関する

検討会」でも、稼働に耐えられるか討論になっています。審査では、十分に設備や機械、計器

類の検証が行われたとはいいがたい。女川原発は、東日本大震災の震源域に最も近い原発であ

り、「次の地震」による津波と原発事故に 100%安全だと保障していません。その限りでは再稼

働してはなりません。 

1226E20 
地震大国の日本には原発は危険です。核廃棄物の、処理方法がない。福島第一原発の事故を見

ても再稼働しようと思うんですか？何があっても再稼働は許されません。 

1226E21 

＜該当箇所＞４９９頁２行目 6審査結果＜内容＞関西電力高浜原発に関わるヤミ献金事件は、

原発マネー、原子力ムラの実態が明らかになったが、中立公正な原子力行政は期待できない。

女川原発は安全対策費に僅か３４００億円しか掛けていない。今後のテロ対策費、核のゴミの

処分等々を考えると、コストが最も高い原発になるのは明らかで、経済的にも成り立たないお

荷物を稼働されるべきではない。福島第一原子力発電所事故でも、規制委員会の刑事責任が問

われていません。重大事故を起した場合には、今回許可した安全委員全員の責任問題を明記す

る必要があります。それも、刑事罰を儲けるべきです。子のことを明記できないのであれば、

再稼働させるべきではありません。（福一原発では、現地に出向いたのが 1 ヵ月後になってい

た。） 



パブコメ意見一覧（WEB 投稿） 

- E72 - 
 

整理番号 意見全文 

1226E22 

＜該当箇所＞１５２頁１４行目４－１重大事故等の拡大の防止等（第３７条関係）＜内容＞規

制委員会は「原子力災害対策指針」に基づいて策定された自治体の避難計画の実効性を全く検

討していません。ＬＡＥＡ（国際原子力機関）での「深層防護」の考えによれば、「原子力規

制機関」による緊急時計画等の整備が必要だとされていて、短時間で拡散する放射能への対

応、広域的で実効性のある避難計画の検討は国の責務であり、女川原発原子力防災避難計画に

基づく避難ルートで、交通渋滞で３０ｋｍ圏外に避難できるのか、退域時検査所や受付スター

ション、避難所までたどり着くことができるのかなどを検証すべきである。女川原発は、フィ

ルターベントとともに、直接ベント管も温存されており、重大事故時の原発外への放出があり

えるわけで、十分な避難対策が求められています。福島第一原子力発電所で学んだことは、風

向きによっては１００ｋｍ先まで被ばくすることがはっきりしました。最低限１００ｋｍ圏内

までの避難計画を作製し住民の安全・安心をとることが必要です。このような避難計画を作製

できないのであれば、稼働を認めない措置をとるべきです。 

1226E23 

女川原発再稼働に断固反対だ。●女川原発の立地は世界有数の地震・津波地帯。八年前の原発

被災が大事故を逃れたとしても、必ず来る次回の天災に無事である保証なし。予測に限界があ

るばかりではなく、策定された基準地震動・規準津波は何も安全を保障しない。八年前の被災

の傷跡・地盤の沈下・断層のゆがみなど、何ら安全を確認したものでない。●福島原発事故

は、いまだに論争がある。大事故は単に津波によるものではなく、その前の大地震により、電

源喪失・非常電源機能不能に陥ったとの線も下の指摘がある。再稼働の前に、最低限この原発

事故の原因を解明すべきである。原子力規制委員会の、第一の義務である。それを無視しての

再稼働などあり得ない。●過酷事故の際の避難が、全く確率されておらず、パニックと放射能

被ばくの可能性があると見られるのに、「避難計画」を検討もせずに「合格」は、住民として

許しがたいものである。●追加安全対策、とされる炉心下の水槽が、メルトダウンの際、最大

想定三割もの可能性で水蒸気爆発を引き起こすとの実験もある。捏造された資料での結論は撤

回して、再検討すべきである。また、なぜコアキャッチャーではないのか？地震・津波基準や

対策が世界レベルから低く最大限のものではない。●また、使用済み核燃料の処分先はめどが

立たない。再稼働すれば限りなく増えるし、地震津波の多発地帯での敷地内での保管という危

うい事態が続いてゆくことになる。子供や家族をどう守れるのだろうか？●さらにトリチュウ

ムの継続的流出・放出は、染色体に直接的に悪影響を及ぼすと専門家から指摘されている。永

続的な国民の健康破壊の原因を蓄積することでありゆえに、再稼働など不可である。●ベルギ

ー原発は、イスラムテロ団の標的になったことは記憶に鮮明だ。さらに北朝鮮がさかんに、ミ

サイル実験を繰り返し威嚇しているが、それへの対策は立ったのだろうか。あるべきことでは

ないが、日朝の国家対立が先鋭化したとき、北朝鮮軍が狙うのは、東京中枢ばかりではない。

原発も標的とされるのは常識であるが、ミサイル攻撃の際の対応や被弾にふさわしい耐久性は

確保できたのか？これが確保できるまで再稼働は、危険すぎる。●オフサイトセンターが、旧

女川高校敷地にあるが、不適切である。過酷事故の際に近すぎて機能が果たせない。なぜ、福

島原発の教訓を無視するのか。●原発マネーに寄生して、住民の未来を奪うのは止めるべき

だ。原発マネーは、関電ばかりではなく、東北電力にも還流している。さらには原子力規制員

会にも、たくさんの電力系技術者が出向して業務を「支え」「協力」してはいないか。原発

は、単なる発電技術ではない、経済や社会を害する毒素でもある。無くすほかない。 

1226E24 

○意見提出箇所（29 ページ）女川原発は巨大地震の震源域に近い「被災原発」である女川原発

は、東日本大震災で被災した特殊な原発であり、規制委員会では、最新の科学的・技術的知見

を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮して適切に策定されていることを確認したとある。し

かしながら、繰り返し巨大地震と大津波を発生させている日本海溝沿いの震源域に最も近い原

発であり、追加の安全対策が本当に安全かも分からないのに再稼働させても大きなリスクが伴

う可能性があり、安全とは全く言い切れない。○意見提出箇所（全体）新規制基準は「世界で

最も厳しい」どころか、世界レベルに程遠い新規制基準が制定された際に規制委員会は、これ

まで規定されていなかったシビアアクシデント対策を規制の対象にしたことが特徴だと強調し

た。福島第一原発では、溶融炉心を取り出すことはほとんど不可能になっており、シビアアク

シデント対策だというのであれば、福島事故の教訓を踏まえて炉心溶融に万全に対策をとるべ

きだ。ところが新規制基準は、欧州で認証されている最新鋭の原発に標準装備されているコア

キャッチャーの要求もしておらず、安倍首相の言う「世界で最も厳しい水準」どころか、世界

のレベルには程遠い。女川原発では、コアキャッチャーに代わる溶融炉心対策として、格納容
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器下部に水を張って溶融炉心を受け止める「対策」がとられることになっているが、これでは

安全どころか水蒸気爆発を招いて東日本壊滅の事態を引き起こす懸念があることも考えている

いのか。○意見提出箇所（全体）避難計画を含めて審査すべきである規制委員会は、「原子力

災害対策指針」を策定していながら、審査では指針に基づいて策定された自治体の避難計画の

実効性をまったく検討していない。その理由を規制委員会は、災害対策基本法が、原子力災害

時の避難に関しては、地方自治体を中心にした地域防災会議に権限を委ねているからだと説明

している。しかし、ＩＡＥＡ（国際原子力機関）で採用されている「深層防護」の考え方によ

れば、その第５層において、原子力規制機関による緊急時計画等の整備が必要だとされてい

る。短時間で広がる放射能への迅速な対応や、他都道府県にまたがる広域的な避難行動は国が

全面的に統括すべきことがらであり、重大事故時に住民の深刻な被曝を回避し安全に避難させ

ることができない場合には、絶対に規制委員会は稼働を認めない措置をとるべきだ。以上 

1226E25 

4-1.2.2.3 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用(252 頁)4-1.2.2.5 溶融炉心・コンク

リート相互作用(262 頁)原子炉圧力容器破損部から流出する溶融炉心を冷却するために、原子炉

格納容器代替スプレイ冷却系(常設)による原子炉格納容器下部への注水操作は、意図的に溶融

高熱物を水に接触させるものである。このような冷却方式は、「水蒸気爆発を防止するために

溶融高熱物は水と接触させてはならない」とする一般産業分野における常識、常道に逆行した

ものであるとともに、労働安全衛生規則の水蒸気爆発防止規定に違反するので、設置変更許可

の取り消しを求める。その理由は次のとおりである。労働安全衛生規則では溶融した高熱の多

量の鉱物を取り扱う設備での水蒸気爆発を防止するため、第 249 条で溶融高熱物を取り扱うピ

ット（高熱の鉱さいを水で処理するものを除く。）については地下水、作業用水又は雨水が浸

入することを防止すること、第 250 条で該当設備を有する構築物については床面は水が滞留し

ない構造とすること、などを定めている。いずれも溶融高熱物を取り扱う際には、水蒸気爆発

防止のために溶融高熱物と水との接触を厳しく禁じるものである。女川 2号機での過酷事故時

に生じる溶融炉心は、「溶融した著しく高熱の多量の鉱物」であり、それを水と接触させる原

子炉圧力容器下部への注水方式は、本規則に違反していることが明白である。〇特記事項：柏

崎刈羽原発６，７号機の審査書案及び東海第 2号機の審査書案へのパブリックコメントにおけ

る上記と同主旨の意見に対して、規制委員会は以下の考え方を示した（規制委員会資料：柏崎

刈羽 6，7号機－平成 29 年 12 月 27 日、東海第 2号機－平成 30 年 9月 26 日）。＜引用開始＞

労働安全衛生規則第 249 条の適用対象となるピットについては、「高熱の鉱さいを水で処理す

るものを除く。」と規定され、解釈通達に「高熱の鉱滓に注水して冷却処理するもの」が例示

されていることから、原子炉格納容器下部注水設備のように、水の注入による冷却処理を前提

とした設備に適用されるものではないと承知しています。また、第 250 条の適用対象は、「溶

融高熱物を取り扱う設備」ではなく、当該設備を内部に有する「建築物」であることから、同

条は、原子炉格納容器下部の注水設備には適用されないと承知しています。＜引用終わり＞こ

のうち、249 条に関する規制委員会の考え方は、溶融炉心を除外対象の鉱さいと同一視している

点で科学的妥当性を欠いている。何故ならば、鉱さいは電気炉または高炉等を用いた製錬工程

で溶融金属の表面に浮上する不純物「スラグ」や鋳造製品の鋳型として使われた「鋳物砂」な

どを指し、その物理的性質は溶融炉心とは著しく相違するとともに、溶けている温度は溶融炉

心よりも大幅に低い。具体例として、鉱さいの主成分の二酸化珪素の融点は 1650℃、溶融炉心

の主成分の二酸化ウランの融点は約 2800℃である。従って、鉱さいが水と接触する際の水蒸気

爆発の可能性は溶融炉心や溶融金属に比べて顕著に低く、一般産業分野における長年の実績も

踏まえて水による処理が認められているのである。溶融炉心の水蒸気爆発の可能性を鉱さいと

同一視する規制委員会の考え方は、理が通っていない。第 250 条については、原発で溶融炉心

が水と接触する場所は格納容器下部のスペースであり、構築物の一区画なのであるから、同上

適用対象になり、そこに水を貯めることは同条違反である。規制委員会の考え方『適用対象

は、「溶融高熱物を取り扱う設備」ではなく、当該設備を内部に有する「建築物」であること

から、同条は、原子炉格納容器下部の注水設備には適用されないと承知しています。』は、論

点を外した不適切な記述である。第 249 条、第 250 条ともに、「適用されるものではないと承

知しています。」との表現がなされているが、何にもとづいて承知しているのか、その出処あ

るいは照合先を明確に示すべきである。また、新規制基準適合性審査では規制委員会は、「大

規模実験で水蒸気爆発の発生の可能性が極めて低いことを確認した」としているが、参照され

ている実験は実機条件に関する大規模実験（事例として、過去に原研で実施された ROSA-V 計画
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での大型非定常熱水力試験装置 LSTF。そこでは 1100MWe 級 PWR と同じ高さでの機器配置、1/48

の体積）からかけ離れた実験室での小規模実験であり、妥当性のある確認にはなっていない。

規制委員会は、電力会社が審査会合説明資料に記載した「大規模実験」の表記を鵜呑みしてい

るに過ぎない。真に大規模実験と言える確証試験は国内外を通じてなされておらず、水蒸気爆

発の可能性が極めて低いことを確証する大規模確証試験を行うべきである。 

1226E26 

4-1.2.2.3 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用(252 頁)溶融炉心・コンクリート相互

作用の緩和効果に期待できる水位として、柏崎刈羽６、７号機では 2m、東海第 2号機では 1m、

女川 2号機では 3.67ｍから 3.88ｍ（原子炉格納容器下部水位）と有意に相違している。それぞ

れの科学的根拠を審査したのであれば、水位がこのように原発によって相違している説明を求

める。 

1226E27 

P499 審査結果関電高浜原発に係る闇献金事件で、原発マネーが原子力行政を歪めていることが

あらためて明白になった。原子力規制庁の職員は約 1000 人だが、そのうち 150 人以上が電力会

社や原発関連企業からの出向社員で占められており、中立・公正な原子力行政は期待できな

い。どんな世論調査でも多数の国民が原発再稼働に反対しているのは、国民がこのような原子

力行政に不信を抱いているからである。東北電力女川原発２号機の規制委の審査に不安があ

り、疑問に思っている 

1226E28 

4－１．２．５有効性評価に用いた解析コード（５）MAAP(307 頁)「申請内容」の C.-7 項に「炉

心損傷後の原子炉格納容器における重要現象（溶融炉心とコンクリートの伝熱、コンクリート

分解及び非凝縮性ガス発生）については、ACE 試験、SURC 試験、DEFOR 試験、OECD－MCCI 実験

等の解析により妥当性を確認している。」とあるが、女川 2号機で問題となる水中条件での

MCCI についての解析の妥当性は何ら確認されていないのが事実である。規制委員会には誤りの

申請内容を見過ごすことなく、正させることを求める。その理由は次のとおりである。東北電

力、東京電力、中部電力、中国電力の４社連名で規制委員会に提出された解析コード MAAP につ

いての資料「溶融炉心とコンクリートの相互作用について」(平成２７年６月、第 236 回新規制

基準適合性審査会合資料 1-2 の添付３)にコンクリート侵食深さについての実験データ(OECD／

MCCI 実験、米国 ANL で実施)と MAAP 解析の比較が付図 2-21～25 に示されているが、おおむね侵

食量が合うことが確認されているのは、注水前のドライ条件に関するものであり、水中条件に

関するものではない。すなわち、水中条件での実験検証により MAAP 解析の妥当性は確認されて

いないのである。もし、それが確認されていると主張するのであれば、それを立証する資料を

提示されたい。 

1226E29 

地震や台風など災害の多い日本に原発は危険。核廃棄物の処理方法もなく、福島の汚染された

廃棄物を海や大気に放出するなど、今直面している環境破壊に対して一番危険。自然を保護し

環境を守るために反対します。 

1226E30 

4-1.2.2.3 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用(252 頁)4-1.2.2.5 溶融炉心・コンク

リート相互作用(262 頁)東海第 2号機審査書案を決定した規制委員会（2018 年 7 月４日）の席

上、更田豊志規制委員長は次の発言をした(会議議事録から転記)。「FCI(注 1)と MCCI(注 2)、

これらはこちらを立てればあちらが立たずというように一見見えるのですけれども、頻度の観

点からいえば、溶融炉心が圧力容器の下部を貫通してペデスタルに到達した際に、MCCI はほぼ

確実に、何もしなければ確実に起きる。一方、FCI の方というのは、これは極めて実験でも起こ

させるのに苦労するような現象であるので、その脅威を完全に無視することはできないかもし

れないけれども、MCCI との比較でいえば、まずコアコンクリート反応を避けようとするのが主

眼であって、その上で、なお FCI の脅威をなるべく取り除いておこうと。これは優先順位の問

題であろうかと思います。それから、水位の２ｍとか３ｍとかいうのは、これは FCI を考える

上ではごく浅い水位と捉えるべきであって、もちろん浅ければ浅いほど発生頻度は小さくはな

るわけだけれども、ここでまず１ｍで MCCI に備えるというのは、アクシデントマネジメントと

して妥当な方策であると私も考えております。」審査書案にはこのようなことは明記されてい

ないものの規制委員会の考え方にあると受け止め、以下の意見を述べる。（１）「FCI の方とい

うのは、これは極めて実験でも起こさせるのに苦労するような現象である」と述べているが、

現実に TROI 実験では自発的水蒸気爆発が何度も生じているので、「極めて起こさせるのに苦労

する」という表現は事実に反しているので、訂正すべきである。（２）「MCCI との比較でいえ

ば、まずコアコンクリート反応を避けようとするのが主眼であって、その上で、なお FCI の脅

威をなるべく取り除いておこうと。これは優先順位の問題であろうかと思います。」とあるこ
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とについて、FCI の脅威は「なるべく取り除いておく」ことですまされるものではない。何故な

らば、衝撃圧を伴う水蒸気爆発が生じると、格納容器破壊という破滅的結果を招くおそれがあ

るからである。MCCI と FCI は優先付けして対処する問題ではなく、どちらも同等にその発生を

防止すべきものである。（３）MCCI と FCI の脅威排除を両立できる対処法が、溶融炉心と水の

接触を避けたドライな「コアキャッチャー」方式である。現実に欧州加圧水型炉、ロシア加圧

水型炉では取り入れられており、日本の既設の原発でも技術的に設置不可能なものではない。

ただ工事費と工事期間が溶融炉心の水冷却方式よりもより多くかかるだけである。規制委員会

が福島第一原発事故の反省と教訓にもとづき原発の安全性を経済性よりも優先する理念に立つ

のであれば、蒸気爆発のリスクが避けられない溶融炉心の水冷却方式を排除して、「コアキャ

ッチャー」方式を規制要件にするべきである。＜筆者注＞(注 1)FCI:溶融炉心と冷却水の相互作

用による水蒸気爆発を指す。(注 2)MCCI:溶融炉心・コンクリート相互作用によるコンクリート

侵食を指す。 

1226E31 

○意見提出箇所（29 ページ）女川原発は巨大地震の震源域に近い「被災原発」である女川原発

は、東日本大震災で被災した特殊な原発であり、規制委員会では、最新の科学的・技術的知見

を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮して適切に策定されていることを確認したとある。し

かしながら、繰り返し巨大地震と大津波を発生させている日本海溝沿いの震源域に最も近い原

発であり、追加の安全対策を行なっても大きなリスクが伴う可能性があり、安全とは言い切れ

ない。○意見提出箇所（全体）新規制基準は「世界で最も厳しい」どころか、世界レベルに程

遠い新規制基準が制定された際に規制委員会は、これまで規定されていなかったシビアアクシ

デント対策を規制の対象にしたことが特徴だと強調した。福島第一原発では、溶融炉心を取り

出すことはほとんど不可能になっており、シビアアクシデント対策というのであれば、福島事

故の教訓を踏まえて炉心溶融に万全の対策をとらなければならない。ところが新規制基準は、

欧州で認証されている最新鋭の原発に標準装備されているコアキャッチャーを要求しておら

ず、安倍首相の言う「世界で最も厳しい水準」どころか、世界のレベルには程遠い。女川原発

では、コアキャッチャーに代わる溶融炉心対策として、格納容器下部に水を張って溶融炉心を

受け止める「対策」がとられることになっているが、これは安全どころか水蒸気爆発を招いて

東日本壊滅の事態を引き起こす懸念がある。○意見提出箇所（全体）避難計画を含めて審査す

べきである規制委員会は、「原子力災害対策指針」を策定していながら、審査では指針に基づ

いて策定された自治体の避難計画の実効性をまったく検討していない。その理由を規制委員会

は、災害対策基本法が、原子力災害時の避難に関しては、地方自治体を中心にした地域防災会

議に権限を委ねているからだと説明している。しかし、ＩＡＥＡ（国際原子力機関）で採用さ

れている「深層防護」の考え方によれば、その第５層において、原子力規制機関による緊急時

計画等の整備が必要だとされている。短時間で広がる放射能への迅速な対応や、他都道府県に

またがる広域的な避難行動は国が全面的に統括すべきであり、重大事故時に住民の深刻な被曝

を回避することができない場合に、規制委員会は稼働を認めない措置をとるべきである。以上

 

1226E32 

4-1.2.2 格納容器破損防止対策(232 頁)「格納容器破損防止対策の評価項目」として、「周辺の

公衆に対して放射線障害を与えないこと。そのめやす線量を敷地境界での全身に対して 100mSv

とする。」を追加すべきである。その理由は、次のとおりである。福島原発事故以前の設置(変

更)許可審査においては、「重大事故に関して、周辺の公衆に対して放射線障害を与えないこ

と。そのめやす線量は全身に対して 250mSv とする。」（立地審査指針）をもとに、その後の国

際動向を反映してめやす線量を 100mSv とより厳しくして運用されていた。新規制基準での重大

事故に関しても「周辺の公衆に対して放射線障害を与えないこと」は守られるべきことであ

り、そのめやすとして敷地境界で全身 100mSv が適用されるべきである。新規制基準では、「格

納容器破損防止対策の評価項目」として、（c）放射性物質の総放出量は、放射性物質による環

境への汚染の視点も含め、環境への影響をできるだけ小さくとどめること。」とし、その判断

基準を「想定する格納容器破損モードに対して、Cs-137 の放出量が 100TBq を下回っているこ

と」(有効性評価ガイド)としているが、これは Cs-137 の放出量のみを制限しているだけであ

り、事故後初期の公衆被ばくで問題となる放射性の希ガスとよう素も含めて、放出されるすべ

ての放射性物質による周辺の公衆の被ばく線量の制限には何ら結びつくものではない。Cs-137

の放出量制限に付け加えて、放出されるすべての放射性物質による公衆被ばく線量の制限をす
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べきである。設置(変更)許可審査で重大事故に関する周辺の公衆への放射線被ばくの影響をま

ったく無視していることは、住民の安全を守る上から容認できない規制改悪である。なお、柏

崎刈羽６、７号機の審査書案及び東海第 2 号機の審査書案に関するパブリックコメントで提出

された同趣旨の意見に対して、「規制委員会の考え方」では、「新規制基準における放射性物

質の放出量の制限値は、シビアアクシデントが発生した場合の格納容器内への放射性物質の放

出を具体的に想定した上で、格納容器の破損による放射性物質の大量放出を防止するための対

策の有効性を評価するためのものです。東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえ、重大事

故により避難を余儀なくされた住民の方々の帰還が困難となる区域を発生させない観点から、

諸外国の安全目標も参考にしつつ、放出量が多く半減期が比較的長い核種である Cs-137 を対象

に、100TBq という制限値を設定したものです。希ガスについては、地表面に沈着することなく

拡散するものであることから、評価対象とはなりません。」とする意見提出者の論点を外した

不誠実な回答がなされた。末尾にある「希ガスについては、地表面に沈着することなく拡散す

るものであることから、評価対象とはなりません。」は、希ガスも大量に放出されるおそれの

ある放射性物質であることから「新規制基準における放射性物質の放出量の制限値は、格納容

器の破損による放射性物質の大量放出を防止するための対策の有効性を評価するためのもので

す。」に自ら反する表現であるとともに、「事故により周辺公衆に対して放射線障害を与えな

いこと」を規制の対象外としていることを示していることにほかならず、不当極まりない。 

1226E33 

4 大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力本章全体を通して、諸計算コードを用

いた申請者の事故解析に関して、規制委員会がクロスチェック解析をまったく行うことなく、

申請者の解析結果を妥当なものと判断していることは、審査の科学的厳正さを欠いている。ク

ロスチェック解析用として原子力規制庁が整備してきた過酷事故総合解析コード MELCOR を用い

て、対象ケースは抜き取りでよいからクロスチェック解析を実施することを求める。その理由

は次のとおりである。福島原発事故以前の設置（変更）許可審査においては、設計基準事故に

関する申請者の解析結果の妥当性を定量的に判断する科学的に厳密な方法として、規制機関が

申請者とは別の解析コードを用いて同じ事故ケースを解析し、結果を綿密に照合するクロスチ

ェック解析を導入していた（解析対象ケースは抜き取り）。しかし、過酷事故を評価対象に加

えることになった規制委員会による新規制基準適合性審査（設置変更許可審査）になってから

は、クロスチェック解析がまったく実施されておらず、今般の審査書案にも申請者の解析結果

を妥当と判定する客観的で定量的な裏付けは何ら示されていない。過酷事故の物理化学現象

は、設計基準事故よりも複雑、多岐にわたるので、過酷事故解析コードの精度は未だ確立され

たものではない。過酷事故に関するクロスチェック解析の重要性は設計基準事故に関する以上

に大きい。（旧）原子力安全基盤機構は米国 NRC が開発した過酷事故総合解析コード MELCOR を

導入して過酷事故のクロスチェック解析用に整備していた。原子力規制庁はその MELCOR を用い

て PWR と BWR の過酷事故に関わる重要事象の分析研究(*)を行っている。過酷事故のクロスチェ

ック解析用に国の予算を使って解析コードを整備、運用しておきながら、実際の審査において

クロスチェック解析をしないことはまったく理が通らない。(*)BWR については、NTEC-2016-

2001 原子力規制委員会 NRA 技術報告「格納容器破損防止対策の有効性評価に係る重要事象の分

析（BWR）」（平成 28 年 3月）付言すると、この技術報告の内容は、事業者が使用する過酷事

故総合解析コード MAAP による解析結果との照合は何もなされていないので、クロスチェック解

析に相当するものではない。なお、先んじて実施された柏崎刈羽６、７の審査書案に関するパ

ブリックコメントで提出された同趣旨の意見に対する「規制委員会の考え方」は、それ以前の

PWR 審査書案に関するパブコメ意見への回答を踏襲したものであり、クロスチェック解析の実施

要求にまともに答えることのない不誠実なものであった。その「考え方」には、「「NRA の解

析」が申請者の解析コードによる解析結果と同様の傾向であることを確認した」とあるが、

「同様の傾向の確認」は、意見で実施を求めているクロスチェック解析ではない。クロスチェ

ック解析は、「傾向」ではなくて、「定量的値」を比較して検証することであり、規制委員会

はこの点の基本的認識を欠いている。さらに、東海第 2 の審査書案に関するパブリックコメン

トで提出された同趣旨の意見に対する「規制委員会の考え方」も上述と同様である。また、そ

れに続いて「申請者の解析については、以下の点を審査で確認し、解析結果の解釈が現在の技

術レベルに照らして妥当と判断しています。」との記載があるが、これは現在の技術レベル

（ここで問題にしているのは解析コードの計算精度）が低くても審査では妥当と判断する考え

方であり、科学的に厳正な審査からほど遠いものである。 
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1226E34 

4－１．１事故の想定(153 頁)、4－１．２有効性評価の結果(165 頁)運転中の事故シーケンスグ

ループに「地震動による反応度投入」を追加し、その安全性を評価することを求める。その理

由は次のとおりである。出力運転中の炉心内では、沸騰により生じる気液二相流が流れてい

る。この状態において、強い上下動の地震力を受けた場合に、上向きの加振により瞬間的に水

塊が上方に押し上げられて炉心ボイド率が低下、それに伴って反応度が投入されて原子炉出力

が過大上昇し、炉心損傷に至るおそれがある。検討に際しては地震動として、設計基準地震動

及びそれを超過する地震動を考慮する。このような炉心内部の冷却材が地震動から受ける影響

についての知見は不十分とされ、基礎的な研究段階に留まっている(参考文献)。これは BWR に

共通する問題である。〇参考文献：水野皓介他「地震加速度付加時の気液二相流の詳細予測技

術高度化に関する研究(3)構造物加振実験装置の製作と気泡挙動に関する予備実験結果」日本原

子力学会 2011 年秋の大会予稿集 

1226E35 

3-1.3 耐震設計方針１．耐震重要度分類の方針(29 頁)設置変更許可申請書添付書類八に記載さ

れている耐震重要度分類には明らかな誤りが１点ある。規制委員会がこれを容認していること

は審査の瑕疵である。これらが修正されない限り、設置変更許可は無効である。具体的箇所は

次のとおりである。非常用取水設備（設計基準対象施設計）を構成する設備のうちのスクリー

ン室、取水路、補機冷却用海水取水路、補機冷却用海水取水槽のいずれもが C(Ss)クラスとされ

ていることは誤りであり、本来は C クラスでなく最上位の Sクラスでなければならない。なぜ

ならば、これらは原子炉から崩壊熱を最終ヒートシンク(海)まで輸送する上で必須の設備であ

り、「原子炉停止後、炉心から崩壊熱を除去するための施設は Sクラスとすること（設置許可

基準規則の解釈(別記２)第 4 条２の一）」に該当するからである。Cクラスとされていることは

不合理である。なお、先んじて実施された柏崎刈羽６、７の審査書案に関するパブリックコメ

ントにおいて提出された同趣旨の意見に対する「規制委員会の考え方」では、「非常用取水設

備のうち補機冷却用海水取水槽は、原子炉補機冷却海水系の海水ポンプ（以下、単に「海水ポ

ンプ」という。）を支持し、また、スクリーン室、取水路、補機冷却用海水取水路及び補機冷

却用海水取水槽は、海水を取水し海水ポンプへ導水するための流路となる構造物です。これら

の設備は、地震によるひび割れ等の損傷があっても通水性が損なわれず、Ｓクラス設備である

海水ポンプの機能を損なわないよう適切な許容限界を設定する方針とした上で、耐震クラスは

Ｃクラスとすることを確認しています。加えて、基準地震動に対して海水ポンプの支持機能を

損なわないこと及び機器の冷却に必要な流量を確保できる設計とすることを確認していま

す。」との回答がなされた。しかし、この「規制委員会の考え方」は論点を外した不合理な回

答である。なぜならば意見の理由では、スクリーン室、取水路、補機冷却用海水取水路、補機

冷却用海水取水槽のいずれも原子炉から崩壊熱を最終ヒートシンク(海)まで輸送する上で必須

の設備であるから、Sクラスに該当すると述べているのに対して、これらの機能を「海水ポンプ

の機能を損なわないよう適切な許容限界を設定する方針とした上で、耐震クラスはＣクラスと

することを確認しています。」とする回答には、Sクラスでなくて C クラスでよいとする根拠は

何も述べられていない。また、回答に「これらの設備は、地震によるひび割れ等の損傷があっ

ても通水性が損なわれず、」とあることは、ひび割れを上回る規模の大きい損壊により通水性

が損なわれるおそれを無視した妥当性を欠く例示表現である。さらに、東海第 2の審査書案に

関するパブリックコメントにおいて提出された同趣旨の意見に対する「規制委員会の考え方」

には、「取水構造物は、基準地震動によりコンクリートにひび割れ程度が生じても流路の通水

性が損なわれず、S クラス設備である海水ポンプの機能を損なわないことで足りると判断してい

ます。」と記載されている。もしそうであるのならば、耐震 C クラスの取水構造物について、

以下の点を明らかにされたい。（１）基準地震動によりコンクリートの損傷がひび割れ程度に

とどまるとは、どの法規条文によって規定(担保)されているのか。（２）女川第 2 の設置変更

許可申請書と関連書類のどこにその設計方針と評価結果が記載されているのか。 

1226E36 

原発再稼働反対です。日本は地震大国であり、今後大型の地震が起きた時にあまりにも危険な

ためです。核廃棄物の処理方法もないのに利益のために稼働するのはあまりにも無責任だと思

います。今がよければ良いという考えはやめていただきたい。 

1226E37 

3-1.1 基準地震動４．基準地震動の策定(1)敷地ごとに震源を特定して策定する地震動(27

頁)2004 年北海道留萌支庁南部地震を考慮した地震動をもとに、基準地震動 Ss-N1(最大加速

度：水平方向 620 ガル、鉛直方向 320 ガル)を設定しているが、現時点までの最新の知見にもと

づいた規制委員会の「震源を特定せず策定する地震動に関する検討チーム」の報告書(2019 年 8
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月 7日)にもとづいて東北電力は設定見直しを行い、規制委員会はその妥当性を審査すべきであ

る。上記報告書は、「震源を特定せず策定する地震動」のうち「地表地震断層が出現しない可

能性がある地震」「モーメントマグニチュード(Mw)6.5 程度未満の地震」について、これまでの

「審査ガイド」を見直す必要性を述べたものである。この報告書は 2019 年 8 月 28 日の規制委

員会において承認された。この承認以降の審査においては、この報告書の内容を反映すべきで

ある。〇引用資料：震源を特定せず策定する地震動に関する検討チーム『全国共通に考慮すべ

き「震源を特定せず策定する地震動」に関する検討報告書』(令和元年 8 月 7日) 

1226E38 

3-1 地震による損傷の防止(10 頁)設置許可基準規則における耐震基準に、熊本地震(2016 年 4 月

14 日、16 日)で発生した短期間における激しい地震の繰り返し（繰り返し地震）を新たな知見

と経験として取り入れて、審査をやり直すことを求める。その理由は次のとおりである。

（１）熊本地震では、活断層が動いて震度 7の激震が短期間に 2回（4月 14 日と 16 日、時間間

隔は約 28 時間）続き、気象庁はこのような激震の繰り返しは「過去の経験則にはない」と公表

した。すなわち、「激震の繰り返し」という重要な新たな知見と経験が得られたことになる。

このような短期間内での地震の繰り返しに対しては、最初の地震の影響に関する施設の点検、

保守、補修では対応できず、施設の頑健性で耐えぬくしかなく、従って繰り返し地震に対する

耐震健全性の要求が不可欠である。（２）設置許可基準規則の第 5条の別記３（津波による損

傷の防止）の３・六には、「地震（本震及び余震）による影響を考慮すること」が明記されて

いる。しかし、同第 4 条の別記２（地震による損傷の防止）には、「本震及び余震による影響

を考慮すること」は要求されていない（本震、余震の用語すら出てこない）。第 5 条（津波に

よる損傷の防止）に明記されている「本震及び余震の影響の考慮」について、第 4 条（地震に

よる損傷の防止）に明記されていないことは、条文間での不整合を示すものである。福島原発

事故以前の原発の安全設計審査指針には、「本指針については、今後の新たな知見と経験によ

り、適宜見直しを行うものとする」ことが謳われていた。同審査指針に置き換えて福島原発事

故の教訓を反映して策定された設置許可基準規則に関しても、「新たな知見と経験により、適

宜見直しを行うものとする」ことは、受け継がれて当然のことである。しかしながら、熊本地

震後３年余を経過した現時点に至っても、原発の設置許可基準規則の中の「地震による損傷の

防止」の条項に関して、本震と余震の影響の考慮、すなわち熊本地震の知見を反映しての、激

震の繰り返しの影響を考慮する見直しは何らなされておらず、従って女川２号機はその耐震設

計方針として激震の繰り返しに対して安全性が担保されていないことになる。女川 2号機で

は、東北地方太平洋沖地震の際に原子炉建屋の耐震壁に多数のひび割れ(1130 箇所)が確認さ

れ、同建屋の剛性が顕著に(最大 70%)低下した。このような状態において、繰り返しの激震を受

けた場合に、原子炉建屋及び内部に設置されている機器・構築物がどのように応答するのか、

果たして健全性が保たれるのかどうか、非常に懸念される。なお、末尾の参考文献で指摘した

ように、設置変更許可と工事計画認可がすでに出された PWR に関して、設計基準動地震レベル

の繰り返し地震に見舞われると、蒸気発生器伝熱管及び原子炉格納容器の伸縮式配管貫通部に

ついて安全機能が損なわれるおそれがある原発が存在する。PWR と BWR ともに繰り返し地震に対

して安全性を担保する規制要求が必要である。また、○参考文献：滝谷紘一「繰り返し地震を

想定する耐震基準改正を求める」『科学』Vol.86、No.12（2016 年 12 月号）、1205～1210 頁 

1226E39 

3-1.1 基準地震動４．基準地震動の策定(1)敷地ごとに震源を特定して策定する地震動(27 頁)基

準地震動が過小評価になっているおそれがあり、最大水平加速度を少なくとも国内原発での既

往最大記録値である 1700 ガルにすることを求める。その理由は次のとおりである。地震学者の

石橋克彦・神戸大学名誉教授は、「現在の地震科学では将来が正確に予測できると思うほうが

余程「非科学的」なのである。」「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」に関して、

「本質的に不可知であることを考えれば、日本全国の原発において、基準地震動の最大加速度

は少なくとも既往最大の 1700 ガルにすべきである。私たちの地震現象の理解がまだ不十分であ

ることを謙虚に受け止め、原発に求められる最大限の安全性を追求すべきである。」と指摘し

ている。なお、この 1700 ガルの値は、中越沖地震(2007 年)の際に柏崎刈羽原発 1号機地下の岩

盤での揺れ（基準地震動と比較可能なもの）の最大加速度が 1699Gal だったことが、原子炉建

屋最下層の地震観測記録から東京電力によって推計されたことに基づいている。今般、東北電

力が女川２号機用に策定して規制委員会が容認した基準地震動の最大水平加速度は Ss-D2 での

1000 ガルであり、1700 ガルより過小になっている。深刻な事態を招く「原発震災」について福

島第一原発事故の発生以前から警鐘を鳴らしてこられた石橋克彦氏の提言を真摯に受け止める
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べきである。○参考文献：石橋克彦「原発規制基準は「世界で最も厳しい水準」の虚構――大

飯原発運転差止判決が迫る根本的見直し」『科学』Vol.84、No.8(2014 年 4 月号)869～877 頁 

1226E40 

3．設計基準対象施設 3-1 地震による損傷の防止（10 頁）東北地方太平洋沖地震（2011 年 3 月

11 日）により損傷を受けた建物・構築物と設備・機器の補修の実施とその実効性を検証したの

かどうかについて、審査書案には何ら記載がない。もし検証したのであれば、その内容を審査

書に明記するとともに、関連資料の公開を求める。もし検証していないのであれば、再稼働の

前提条件の一つである設置変更許可を審査する規制機関として重大な不作為であり、審査のや

り直しを求める。その理由として、東北地方太平洋沖地震の際に、女川 2号機では原子炉建屋

の耐震壁に多数のひび割れ(1130 箇所)が確認され、東北電力は技術的評価にもとづき、同建屋

の剛性が顕著に(最大 70%)低下していることを規制委員会に報告した。（参考資料：第 430 回適

合性審査会合資料 1-3 東北電力「女川原子力発電所 2号炉東北地方太平洋沖地震等に対する応

答性状を踏まえた原子炉建屋の地震応答解析モデルの策定概要について」2017 年 1 月 17 日）同

報告後、建屋の剛性低下対策がどのように行われ、その実施効果がどのように確証されたのか

を含めて、東北地方太平洋沖地震による影響とそれへの対策の有効性を規制委員会はチェック

すべきである。 

1226E41 
再稼働に反対いたします。いつ大きな地震が来るかわからないと言われているのに、再稼働を

するのは危険です。 

1226E42 

再稼働をすることで増える核廃棄物の処理法が確率していないこと、事故や稼働にあたり放出

される放射性物質の扱いが曖昧で安全とはとても思えない。広域に甚大な被害を与える原子力

災害についての防災措置が不十分安全のために工事や設備投資を総括原価方式で際限なく行え

る事業体系に疑問を感じます。発電事業の大幅な改革を。廃炉に向けて、事業を展開して頂き

たいです。 

1226E43 
原発再稼働反対。電気は今止めていてもまわっているのに、なぜ稼働させるのか理解できな

い。稼働しなければならない理由を国民に説明すべき。 

1226E44 
今、原発のあとの核廃棄物の処理すらできていないのに、原発を動かすことは間違っていま

す。止めたままにすべきです。ありえません。 

1226E45 

○意見提出箇所（29 ページ）女川原発は巨大地震の震源域に近い「被災原発」です。女川原発

は、東日本大震災で被災した特殊な原発であり、規制委員会では、最新の科学的・技術的知見

を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮して適切に策定されていることを確認したとありま

す。しかし、繰り返し巨大地震と大津波を発生させている日本海溝沿いの震源域に最も近い原

発であり、追加の安全対策を行なっても大きなリスクが伴う可能性があり、全く安全とは言い

切れないのではないでしょうか。○意見提出箇所（全体）新規制基準は「世界で最も厳しい」

どころか、世界レベルに程遠いと思います新規制基準が制定された際に規制委員会は、これま

で規定されていなかったシビアアクシデント対策を規制の対象にしたことが特徴だと強調して

います。福島第一原発では、溶融炉心を取り出すことはほとんど不可能になっており、シビア

アクシデント対策というのであれば、福島事故の教訓を踏まえて炉心溶融に万全の対策をとる

べきです。ところが新規制基準は、欧州で認証されている最新鋭の原発に標準装備されている

コアキャッチャーを求めておらず、安倍首相の言う「世界で最も厳しい水準」どころか、世界

のレベルには程遠いものです。女川原発では、コアキャッチャーに代わる溶融炉心対策とし

て、格納容器下部に水を張って溶融炉心を受け止める「対策」がとられることになっている

が、これでは安全どころか水蒸気爆発を招いて東日本壊滅の事態を引き起こす懸念がありま

す。○意見提出箇所（全体）避難計画を含めて審査すべきです規制委員会は、「原子力災害対

策指針」を策定していながら、審査では指針に基づいて策定された自治体の避難計画の実効性

をまったく検討していません。その理由を規制委員会は、災害対策基本法が、原子力災害時の

避難に関しては、地方自治体を中心にした地域防災会議に権限を委ねているからだと説明して

います。しかし、ＩＡＥＡ（国際原子力機関）で採用されている「深層防護」の考え方によれ

ば、その第５層において、原子力規制機関による緊急時計画等の整備が必要だとされていま

す。短時間で広がる放射能への迅速な対応や、他都道府県にまたがる広域的な避難行動は国が

全面的に統括すべきであり、重大事故時に住民の深刻な被曝を回避し安全に避難させることが

できない場合には、規制委員会は稼働を認めない措置をとるべきと考えます。以上 

1226E46 
4-1.2.1.7 格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA）ｐ.226 格納容器バイパス事故

の評価対象として、「過渡事象（原子炉自動停止）＋主蒸気隔離弁の閉止不能＋ECCS 注水機能
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喪失＋全交流動力電源喪失」事故を取り上げることを求める。その理由は次の通りである。設

置変更許可申請書では「原子炉冷却材バウンダリと接続された系統の納容器隔離弁の故障等に

より、開閉試験中に高圧炉心スプレイ系の吸込配管からの冷却材漏えい」事故が選ばれている

が、この事故よりも周辺住民の放射線被ばくと環境汚染が厳しくなるおそれのある別の事故が

ある。具体的には、佐藤暁氏（原子力情報コンサルタント）が参考文献（１）で指摘している

「原子炉自動停止＋主蒸気隔離弁の閉止不能＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動力電源喪失」の事

故である。炉心が冷却できず空焚きになって損傷し、ジルコニウム・水反応により発生する水

素ガスが主蒸気管、蒸気タービンを経て復水器に溜まって空気と混合すると復水器内で爆発を

生じたり、タービン軸受部から漏洩するとタービン建屋で爆発を生じる可能性がある。水素爆

発が生じると、大量の放射性物質が大気中に直接に放出されることになる。この事故の場合に

は損傷した炉心から放出される放射性物質は格納容器を貫通する主蒸気管を通って外部に出て

いくので、格納容器の気密性もフィルター付きベント装置も放射性物質の放出低減には何ら役

に立たない。このような住民への放射線影響及び環境汚染の上で極めて厳しい結果を生じるお

それのある格納容器バイパス事故を想定していないことは不合理であり、この事故想定に関す

る重大事故防止対策の有効性評価を求める。なお、先んじて柏崎刈羽原発６、7号機の審査書案

及び東海第 2号機の審査書案に対するパブリックコメントにおいて上記と同趣旨の意見が出さ

れ、それに対する規制委員会の考え方として、意見に記された事故シーケンスについて、「地

震 PRA にもとづいて頻度及び影響度の観点から総合的に判断して排除することを妥当とした」

旨述べている。しかし、地震 PRA にもとづく頻度は何ら検証されたものではなく、定量的に信

頼できるものではない。「頻度の観点からは、全炉心損傷頻度に占める割合が極めて小さいこ

とを確認しています。」とあるが、リスクは頻度×影響度であり、頻度が小さくても、「過渡

事象（原子炉自動停止）＋主蒸気隔離弁の閉止不能＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動力電源喪

失」事故の影響度は計りしえないほど極めて大きいので、リスクの観点から排除してはならな

い。また、規制委員会の考え方には、影響度に関して「必要に応じて放水砲等を用いた大規模

損壊対策による影響緩和が図られることを確認しています。」と記述されているが、放水砲に

よる原子炉建屋から放出される放射性物質量の低減特性については実証試験結果が何ら示され

ておらず、その効果に期待すること自体科学的妥当性を欠いている。放水砲による放射性物質

低減の実証データがあるのか。あれば資料名を提示されたい。＜参考文献＞(1)佐藤暁「安全文

化：試される良心と勇気」『科学』Vol.85、No.8、746～757（2015 年 8 月号） 

1226E47 

東北沖アウターライズ地震への対策が不十分津波解析シミュレーションで津波高さを確認する

べきアウターライズ地震による津波は巨大である。例えば、明治三陸沖地震の３７年後に発生

した１９３３年の昭和三陸沖地震では大船渡で約２９ｍの津波が観測されている。・1933 年昭

和三陸沖（1896 年明治三陸沖 M8.2 の 37 年後）M8.1 震度：岩手・宮城・福島・茨木で震度５津

波：岩手大船渡で 28.7m ところが審査書では、アウターライズ地震について「観測記録を用い

た検討による評価を実施した」（審査書 P.17）とあるのみ。津波解析シミュレーションを実施

するべき２０１１年の太平洋東北沖地震に続くアウターライズ地震の発生が危惧されるのだか

ら、津波解析シミュレーションにより、東北沖の各地点でアウターライズ地震を発生させて女

川原発敷地への来襲津波の最大高さを確認するべきだ。基準津波２３．１ｍでは小さすぎるこ

とが分かるのではないか？検討願います。 

1226E48 

女川原子力発電所の再稼働をしないで下さい。福島の原発事故で、「絶対に安全」は間違いだ

とわかりました。自然は、人間の予想を超えることがあります。「想定外」ではありません。

車が壊れるのとは、訳が違います。取り返しが付かないのです。再稼働をやめてください。一

刻も早く、廃炉にしてください。 

1226E49 再稼働には断固反対します。 

1226E50 

3.11 の地震で受けた大打撃から見ても、日本には原子力発電は向かないと考えます。科学的・

技術的に、想定外のことが起きた場合に対処できなければ、影響が大きすぎます。日本のみな

らず、海や空を通じて影響は海外にまで及ぶでしょう。日本だけの問題ではありません。3.11

で堕ちてしまった日本の信頼をこれ以上失う訳にはいきません。稼働中の原子力発電から発生

する放射性物質や、核廃棄物からの放射能汚染の危険性にはどう対処するのでしょうか。北海

道電力泊原発による、放射性物質の放出量の過少報告のニュースに驚いております。科学的・

技術的に大丈夫であるといくら言われても、間違いはあるわけです。完全な信頼はおけませ

ん。3.11 の時点で、被害に上限のない自然災害、地震大国日本には原子力発電は無理であると
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突きつけられたのと同じです。女川だけでなく、どんなに技術があろうとも、日本では無理で

す。 

1226E51 

52pi 対して、女川原発の基準地震動を 1000 ガルに引き上げたとしているが、栗駒で起きた地震

では 1000 ガルを超えていたという。なぜ女川では 1000 ガル以下しか起きないと判断している

のか理解できない。152p に対し、住民の「避難計画」が審査対象になっていない。発災時の風

向きや環境で避難方向が変わると推定される。自治体で「避難計画」を作っているが、なぜ自

治体の職員とお金を使って「絵に描いた餅」を作らせているのか、その予算と人員をほかの事

業に回したほうがよほど住民のためになるのではないか。アメリカでさえ審査対象にしてい

る。ここは見習うべきではないのか。 

1226E52 

東日本大震災で、１１３０箇所ものひび割れ、最大７０パーセントの建屋の剛性低下が、東北

電力から規制委員会へ報告されていると聞いています。これらの施設や機器について、次の事

故での健全性は保たれていると言えるのでしょうか？また熊本地震のように強い余震が間髪を

入れずに起きたり、１ヶ月のうちに震度６強、６弱といった地震が続くような場合にも安全が

確保できるのでしょうか？福島第一と同じ老朽原発と聞いているだけに、尚更心配です。 

1226E53 

女川原発の再稼動に反対です。そもそも、被災した原発の再稼動審査なのだから慎重に審査す

るべきです。東日本大震災の震源地にも近いし、何度も津波に襲われている土地なのに、コン

クリート強度試験は、モルタルなど補修状態からの試験ではないし、強度の防潮堤のため地下

水の影響で沈下する可能性さえある。そんな状況で、次の地震に耐えられるか疑問である。仙

台の町並みもこうこうと電気が灯っている。交付金をもらっている女川のために、また東北を

全滅の危機にするのはおかしい。 

1226E54 

ページ 152 事故時の住民の避難計画を審査対象にすべきです。住人の避難計画は自治体任せと

なっており、審査の対象となっていません。女川原発２号機の事故に対して石巻市などが作成

した避難計画には実効性がないとして、11 月に石巻市民 17 人が石巻市と宮城県を相手に、地元

同意の差し止めを求める仮処分を仙台地裁に申し立てています。「交通渋滞で 30 キロ圏を脱出

できない、避難所にもたどりつけない」などの問題点があり、避難計画は「避難者の視点を欠

き、住民の被ばくを最小限に抑える実効性がない」としています。東日本大震災では、女川原

発のある牡鹿半島は道路が寸断され、車での避難は困難となりました。また、船舶やヘリコプ

ターによる避難は、津波や高潮、強風などの荒天時は不可能です。住人の避難計画についても

原子力規制委員会として審査し、避難計画の実効性を担保すべきです。 

1226E55 

原発は CO2 を余り出さないし環境にいいって言うけど、核廃棄物を数万年管理する施設やその

関係者が使うエネルギーや必要な資材で CO2 を沢山生むと思いますあと原発動かすのに石油使

ってますしそして地震大国日本に原発は不向きですよ一回事故ったのに国や東電はロクに責任

とらないよねもう原発はやめてください 

1226E56 原発の再稼働に反対します。 

1226E57 

女川原発は、東日本大震災で被災した特殊な原発であり、規制委員会では、最新の科学的・技

術的知見を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮して適切に策定されていることを確認したと

ある。しかしながら、繰り返し巨大地震と大津波を発生させている日本海溝沿いの震源域に最

も近い原発であり、追加の安全対策を行なっても大きなリスクが伴う可能性があり、安全とは

言い切れない。新規制基準が制定された際に規制委員会は、これまで規定されていなかったシ

ビアアクシデント対策を規制の対象にしたことが特徴だと強調した。福島第一原発では、溶融

炉心を取り出すことはほとんど不可能になっており、シビアアクシデント対策というのであれ

ば、福島事故の教訓を踏まえて炉心溶融に万全の対策をとらなければならない。ところが新規

制基準は、欧州で認証されている最新鋭の原発に標準装備されているコアキャッチャーを要求

しておらず、安倍首相の言う「世界で最も厳しい水準」どころか、世界のレベルには程遠い。

女川原発では、コアキャッチャーに代わる溶融炉心対策として、格納容器下部に水を張って溶

融炉心を受け止める「対策」がとられることになっているが、これは安全どころか水蒸気爆発

を招いて東日本壊滅の事態を引き起こす懸念がある。規制委員会は、「原子力災害対策指針」

を策定していながら、審査では指針に基づいて策定された自治体の避難計画の実効性をまった

く検討していない。その理由を規制委員会は、災害対策基本法が、原子力災害時の避難に関し

ては、地方自治体を中心にした地域防災会議に権限を委ねているからだと説明している。しか

し、ＩＡＥＡ（国際原子力機関）で採用されている「深層防護」の考え方によれば、その第５

層において、原子力規制機関による緊急時計画等の整備が必要だとされている。短時間で広が
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る放射能への迅速な対応や、他都道府県にまたがる広域的な避難行動は国が全面的に統括すべ

きであり、重大事故時に住民の深刻な被曝を回避することができない場合に、規制委員会は稼

働を認めない措置をとるべきである。 

1226E58 

「放射能を生活圏に放出」を前提とした新規制基準は容認できない。新規制基準では、原発の

敷地境界での最高被ばくを「甲状腺に対して 3シーベルト、全身に対して 0.25 シーベルト」と

定めた「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断の目安について」(1964 年制定)の適用

を除外し、フィルターベントの設置により「セシウム 137 で 100 兆ベクレルを下回っているこ

と」を求めているだけであることから、生活圏への放射能の放出を前提とした原発の再稼働は

あり得ず、廃炉が必然である。 

1226E59 

首の皮一枚で、やっとどうにかメルトダウンを免れたというのに、なんと無謀な再稼働など許

されるわけありません。しかも、従来からある耐震基準を大幅に、二倍にも下げての再稼働の

許可など、絶対にしてはならないことです。今、現在も大震災の影響でどうなるか分からない

状況下での耐震基準までを緩和しての再稼働。また大地震が来たらどうするつもりなんです

か。余りにも儲け優先。住民の安全などどうでもいいということなんでしょうか。原発自体

が、メルトダウンも核廃棄物の処理も出来ない、コントロールしようもない大変危険なもので

す。絶対に、再稼働はするべきではありません。どうかよろしく、お願いします。 

1226E60 

○意見提出箇所（29 ページ）女川原発は巨大地震の震源域に近い「被災原発」である女川原発

は、東日本大震災で被災した特殊な原発であり、規制委員会では、最新の科学的・技術的知見

を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮して適切に策定されていることを確認したとある。し

かしながら、繰り返し巨大地震と大津波を発生させている日本海溝沿いの震源域に最も近い原

発であり、追加の安全対策を行なっても大きなリスクが伴う可能性があり、安全とは言い切れ

ない。○意見提出箇所（全体）新規制基準は「世界で最も厳しい」どころか、世界レベルに程

遠い新規制基準が制定された際に規制委員会は、これまで規定されていなかったシビアアクシ

デント対策を規制の対象にしたことが特徴だと強調した。福島第一原発では、溶融炉心を取り

出すことはほとんど不可能になっており、シビアアクシデント対策というのであれば、福島事

故の教訓を踏まえて炉心溶融に万全の対策をとらなければならない。ところが新規制基準は、

欧州で認証されている最新鋭の原発に標準装備されているコアキャッチャーを要求しておら

ず、安倍首相の言う「世界で最も厳しい水準」どころか、世界のレベルには程遠い。女川原発

では、コアキャッチャーに代わる溶融炉心対策として、格納容器下部に水を張って溶融炉心を

受け止める「対策」がとられることになっているが、これは安全どころか水蒸気爆発を招いて

東日本壊滅の事態を引き起こす懸念がある。○意見提出箇所（全体）避難計画を含めて審査す

べきである規制委員会は、「原子力災害対策指針」を策定していながら、審査では指針に基づ

いて策定された自治体の避難計画の実効性をまったく検討していない。その理由を規制委員会

は、災害対策基本法が、原子力災害時の避難に関しては、地方自治体を中心にした地域防災会

議に権限を委ねているからだと説明している。しかし、ＩＡＥＡ（国際原子力機関）で採用さ

れている「深層防護」の考え方によれば、その第５層において、原子力規制機関による緊急時

計画等の整備が必要だとされている。短時間で広がる放射能への迅速な対応や、他都道府県に

またがる広域的な避難行動は国が全面的に統括すべきであり、重大事故時に住民の深刻な被曝

を回避することができない場合に、規制委員会は稼働を認めない措置をとるべきである。以上 

1226E61 

原発が動けば１００万年に渡って管理が必要になる核物質を生み出してしまいます。これは超

危険物を未来世代に押し付けることであり、自分たちが今だけ良ければ良いとする刹那主義の

最たるものです。女川２号機の再稼働に道を開く審査結果を出された委員の皆様には、当該原

発が動いた結果生じるそのような影響、加害について責任をとるすべはありません。このこと

は現在を生きる委員以外の私たちすべての大人についても同様です。お互い無責任な行為はや

めるべきです。女川２号機を動かすことに反対いたします。 

1226E62 

○意見提出箇所（29 ページ）女川原発は巨大地震の震源域に近い「被災原発」である女川原発

は、東日本大震災で被災した特殊な原発であり、規制委員会では、最新の科学的・技術的知見

を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮して適切に策定されていることを確認したとある。し

かしながら、繰り返し巨大地震と大津波を発生させている日本海溝沿いの震源域に最も近い原

発であり、追加の安全対策を行なっても大きなリスクが伴う可能性があり、安全とは全く言い

切れない。○意見提出箇所（全体）新規制基準は「世界で最も厳しい」どころか、世界レベル

に程遠い新規制基準が制定された際に規制委員会は、これまで規定されていなかったシビアア
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クシデント対策を規制の対象にしたことが特徴だと強調した。福島第一原発では、溶融炉心を

取り出すことはほとんど不可能になっており、シビアアクシデント対策というのであれば、福

島事故の教訓を踏まえて炉心溶融に万全の対策をとるべき。ところが新規制基準は、欧州で認

証されている最新鋭の原発に標準装備されているコアキャッチャーを要求しておらず、安倍首

相の言う「世界で最も厳しい水準」どころか、世界のレベルには程遠い。女川原発では、コア

キャッチャーに代わる溶融炉心対策として、格納容器下部に水を張って溶融炉心を受け止める

「対策」がとられることになっているが、これでは安全どころか水蒸気爆発を招いて東日本壊

滅の事態を引き起こす懸念がある。○意見提出箇所（全体）避難計画を含めて審査すべきであ

る規制委員会は、「原子力災害対策指針」を策定していながら、審査では指針に基づいて策定

された自治体の避難計画の実効性をまったく検討していない。その理由を規制委員会は、災害

対策基本法が、原子力災害時の避難に関しては、地方自治体を中心にした地域防災会議に権限

を委ねているからだと説明している。しかし、ＩＡＥＡ（国際原子力機関）で採用されている

「深層防護」の考え方によれば、その第５層において、原子力規制機関による緊急時計画等の

整備が必要だとされている。短時間で広がる放射能への迅速な対応や、他都道府県にまたがる

広域的な避難行動は国が全面的に統括すべきであり、重大事故時に住民の深刻な被曝を回避し

安全に避難させることができない場合には、規制委員会は稼働を認めない措置をとるべきであ

る。以上 

1226E63 

私は石巻市内に住んでいます。女川原子力発電所稼働反対です。何故ならこれから温暖化に成

り自然災害、例えば台風、竜巻等有事が起こった時、福島原発で起こった事も女川原発稼働に

て同じ事に成る可能性有ります。使用済、トリチユウム廃棄場所に困っている。又風評被害、

子供達は「いじめ」に会っている。先日、日本に訪問したフランシスコ教皇も原発は人類悪影

響を及ぼす破滅に向かうと伝えて行きました。宮城県は東北電力の私物にするつもりですか？

政治家も金の為忖度し、私達日本人の財産を奪って成り立ちますか？ロシアでもチェリノブイ

リ原発で誰も住んでいない。日本は領土狭いのでそれも出来ない。対策として各家庭に太陽光

パネル設置し電力を送る等。検討して欲しい。 

1226E64 

＜該当箇所＞Ｐ２の有効性評価ガイドについて＜内容＞新規制基準では、有効性評価ガイド

で、原発の敷地境界での最高被ばくを「甲状腺に対して３Ｓｖ、全身に対して０．２５Ｓｖ」

と定めた「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断の目安について」（１９６４年制

定）の適用を除外し、フィルターベントの設置により「セシウム１３７で１００兆ベクレルを

下回っていること」を求めているだけであるが、そもそも、「放射能を生活圏に放出」を前提

とした新規制基準は容認できない。＜該当箇所＞Ｐ１６６の２９行目から２０行目、及び、Ｐ

２４１の２０行目から２７行目までの原子炉格納容器のフィルタベントについて＜内容＞有効

性評価ガイドにてらし「セシウム１３７で１００兆ベクレルを下回っていること」を確認する

だけで、放射能を生活圏へ放出することは許されない。放射能汚染がもたらしたのは、「健康

影響リスク」のみならず、暮らしそのものを奪う甚大な「人権侵害」がもたらされた。農地へ

の放射能の飛散は、稲ワラの汚染、広大な牧草地の汚染、農畜産物の出荷制限など、先の見え

ない被害をもたらした。世界的にも前例がない海への大量の放射能の漏洩は、津波被害からの

復旧・復興で苦労している漁業者に、底魚（一部）の出荷制限や「宮城県産」というだけでの

「風評被害」を招くなど、理不尽な苦痛を強いている。森林の放射能汚染も深刻で、山菜やキ

ノコなどの林産物やイノシシやクマなどの自家消費を含む流通自粛（実質採捕制限）ばかり

か、中には管理のための立ち入りさえ躊躇せざるを得ない森林もある。保水やＣＯ２の削減と

いった森林本来の機能が失われることへの懸念も高まっている。科学的知見では、放射能が生

活圏に漏洩した後の想定でも、「経済活動（大勢の利益）を優先にする」という立ち位置にあ

るが、人権の観点では「放射能を生活圏に放出」を前提とした新規制基準、及び、新規制基準

に基づく「放射能を生活圏に放出」を前提とした安全対策は容認できない。＜該当箇所＞Ｐ３

２２４行目の地震の評価について＜内容＞女川原発は、３・１１東日本大震災の震源に最も近

い「被災原発」である。加えて、２００３年の三陸南地震、２００５年の８・１６宮城地震に

より、いずれも当時の基準地震動を超える振動で揺さぶられた原発であり、「原子炉など主要

設備をつなぐ配管の接合部が弱点」との指摘もあることからすると、日本が経験したことがな

い「被災原発の再稼働」の領域に踏み込むべきではない。３・１１東日本大震災時には、外部

電源５系統のうち４系統が失われ、原子炉建屋に海水が流れ込み甚大な被害を受け深刻な事態

となった。今回の２号機では、原子炉建屋で１１３０カ所ものひび割れが見つかったことも問
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題だ。次の巨大地震などで、同じように耐えられのかも疑問である。＜該当箇所＞Ｐ１５０２

行目の福島原発事故評価について＜内容＞女川原発２号機は、福島第一原発と同じ沸騰水型原

子炉（ＢＷＲ）であり、福島第一原発事故の調査結果を踏まえる必要がある。福島原発事故で

は、地震動により事故の可能性も指摘されており、現在事故調査が再度進められており、その

結果によれば、新規制基準の見直しも考えられる。＜該当箇所＞Ｐ１５２３行目の大規模損壊

対策について＜内容＞新規制基準は、避難計画が適合の要件に入っておらず不十分である。新

規制基準は、「生活圏への放射能の放出を前提」としていることからすると、「住民の避難が

安全、かつ、確実にできる」ことも、適合の要件にすべきである。女川原発の 30 キロ圏内を中

心とした原子力防災訓練は、台風 19 号による被害が拡大したため、石巻、登米、涌谷、女川の

４市町では住民避難訓練を中止し、自衛隊なども災害対応を優先し、規模が縮小されている。

住民の命や健康を守るためには、こうした自然災害時や地震などによる複合災害時を想定した

避難計画が必要であり、避難計画を適合要件に入れるべきである。 

1226E65 

東日本大震災から約 1 ヶ月半後の 2011 年 4 月末、女川に行きました。津波被害によるその光景

は言葉をなくすものでした。福島第一原発と同じ型の女川原発があれだけの被害を一帯にもた

らした津波でも無事だったのは幸運でしかありません。もしもあの津波で女川原発が事故を起

こしていたら、福島と宮城で同時にあのレベルの事故が起きていたら、いまの日本はないでし

ょう。その奇跡が二度と続くとは限りません。もとより震災後、８年以上、女川原発が稼働を

止めていても不都合はありませんでした。女川原発を再稼働させてもその電力は地元のライフ

ラインとはなりません。しかし震災時のリスクは増えます。放射能ゴミの処理問題も何も解決

の糸口は見えていません。女川原発の再稼働に反対し、他の原発も停止、廃炉にしていくこと

を希望します。 

1226E66 

地震動は、少なくとも１７００ガルにしてください。強い余震による影響を考慮してくださ

い。東日本大震災の損傷修理の検証をしてください。避難計画の実効性を検証してください。

以上 

1226E67 
福島第一原発事故は収束しておらず、検証も終わっていません。福島第一原発と同型で老朽炉

である女川原発２号機を動かすべきではありません。 

1226E68 

新規、原発建設反対、山口県周南市に原発いらない。原発は全て廃炉。核のゴミを全国にばら

まくな。反緊縮、財政出動し、直ちにクリーンエネルギーの開発と、核廃棄物の廃棄方法の正

しい処理の仕方、開発し、処理しろ、日本のテクノロジーを駆使すればできないこともないだ

ろう、全ての人が被爆しないこと、徹底してほしい 

1226E69 
女川原発は被災した原発です。福島原発事故の原因究明もまだ不明です。被災した原発の影響

が想定できるとは思えません。 

1226E70 

再稼働に反対です。地震大国の日本では原子力発電所の建設・稼働は非常に危険性が高いと思

います。万全の対策を施したとしても、福島原発事故のように想定外の事故は起きます。その

際に日本国民を守れると言い切れますか？それよりも電力削減技術の開発に財政・知力・人力

を向けるべきだと思います。 

1226E71 

女川原発の再稼働に反対です。福島原発事故の収束もされていないのに、もう原発事故の恐ろ

しさを忘れているのでしょうか。女川原発は、東日本大震災でも被災した原発で多くの問題が

あります。核のゴミさえ処理できない、何万年もかかるのに、どうして原発を動かそうとする

のか、原発マネーがこうなるのでしょうか。もっと理性的に社会の発展を考えてほしいです。

原発を再稼働するのではなく、持続可能エネルギーへの転換を求めます。原発なくても電気は

足りています。 

1226E72 

地震大国の日本では、放射能災害の危険性がある。もし仮に大事故は防げたとしても、原発を

動かしている限り、さまざまな放射能のごみが大量に発生し続けます。また核拡散の危険性も

あり、そして事故がなくても、労働者の被ばくをともなう。関連施設にも、大きな危険や問題

がある。原子力発電では、ウラン鉱石を掘り出し燃料を製造する施設や、放射性廃棄物のあと

始末をする施設など、いわゆる核燃料サイクルの関連施設が数多く必要となります。更に地域

の自立や平和をそこなう。常に情報の隠ぺいやねつ造などが、つきまとう。そして省エネルギ

ーに逆行する。実は、温暖化をすすめる。そして大停電を起こしやすい。絶対やめて下さい。 

1226E73 
女川原発の立地は巨大地震の震源域に近い。地震・津波の予測には限界があり、策定された基

準地震動・基準津波で十分だとは言い切れない。原発に反対です。 
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1226E74 

330 ページ緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備及び手順等意見緊急停止失

敗時に必須となる作業員の被曝対策を行なうこと。理由緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にす

るために計画する設備および手順について、予め整備し用意した手順を遅滞なく遂行するため

には、高線量下での作業、いいかえれば被曝下での作業を余儀なくされることを想定する必要

があり、したがって被曝した作業員の手当て、すなわち緊急時の被曝医療体制の整備計画が不

可欠となるが、それが完全に欠如している。 

1226E75 

女川原発２号機の再稼働に反対するパブリックコメント原子力規制委員会宛て「東北電力株式

会社女川原子力発電所２号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書案」に対する

意見提出用紙

○意見提出

箇所（29 ページ）女川原発は巨大地震の震源域に近い「被災原発」である女川原発は、東日本

大震災で被災した特殊な原発であり、福島第一原発と同じ「沸騰水型」原発である。規制委員

会では、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮して適切に策定さ

れていることを確認したとある。しかしながら、繰り返し巨大地震と大津波を発生させている

日本海溝沿いの震源域に最も近い原発であり、追加の安全対策を行なっても大きなリスクが伴

う可能性があり、安全とは言い切れない。安全対策費は当初の想定を超える 3,400 億円を超え

る予測である。○意見提出箇所（全体）新規制基準は「世界で最も厳しい」どころか、世界レ

ベルに程遠い新規制基準が制定された際に規制委員会は、これまで規定されていなかったシビ

アアクシデント対策を規制の対象にしたことが特徴だと強調した。福島第一原発では、溶融炉

心を取り出すことはほとんど不可能になっており、シビアアクシデント対策というのであれ

ば、福島事故の教訓を踏まえて炉心溶融に万全の対策をとらなければならない。ところが新規

制基準は、欧州で認証されている最新鋭の原発に標準装備されているコアキャッチャーを要求

しておらず、安倍首相の言う「世界で最も厳しい水準」どころか、世界のレベルには程遠い。

女川原発では、コアキャッチャーに代わる溶融炉心対策として、格納容器下部に水を張って溶

融炉心を受け止める「対策」がとられることになっているが、これは安全どころか水蒸気爆発

を招いて東日本壊滅の事態を引き起こす懸念がある。以上 

1226E76 

原子力規制委員会は、住民の避難計画の妥当性について、なぜ審査の対象にしないのですか。

石巻市などが策定した避難計画によれば、女川原発が事故を起こした際にはおよそ 14 万 5000

人が乗用車などで仙台市へ避難するということになっています。しかし、「車の渋滞が起きれ

ば、とても避難できない。避難計画には実行性がない」と石巻の市民の皆さんが危惧されてい

ます。避難計画の責任を地元の自治体に押しつけたまま、再稼働に前のめりになることは無責

任極まりません。そして、危険です。女川原発の再稼働に反対いたします。 

1226E77 

福島原発事故のきちんとした検証ができていないのに、同じ BWR 型の再稼働には反対です。避

難計画も実効性のない非現実的なままでは、また福島原発事故の悲劇が繰り返されるとしか思

えません。どうか安全第一に考えてほしいです。 

1227E1 

「３．経験」の「規制委員会は、緊急安全対策も含めたこれまでの設計及び工事並びに運転及

び保守の経験に加えて、国内外の関連施設への技術者派遣実績並びにトラブル対応情報の収集

及び活用の実績があること、また、今後ともこれらを適切に継続する方針であることなど、申

請者の設計及び工事並びに運転及び保守の経験並びに経験を蓄積する方針については適切なも

のであることを確認した。」（6Ｐ）について。どのような根拠があってこうした記載がされて

いるのか、疑問だ。女川原発では東日本大震災時に 1号機タービン建屋においてＨＥＡＦ火災

事故を起こしているが、その際にも直ちに消火活動に入ることは出来なかった。トラブル対応

としては、最も足下の対策が出来ていない。また、これまでの経験の蓄積などは通常行われる

ことであり、これだけでは経験の蓄積が出来ていると判断は出来ない。技術者の派遣や方針の

確認では経験の蓄積が適切であると判断は出来ないのであり、具体的にいかなる成果を蓄積し

てきたかを明記すべきである。 

1227E2 

「1 はじめに」の「なお、本審査は、1 号炉及び 3号炉の原子炉圧力容器には燃料を装荷しない

ことを前提としている。（3Ｐ）」について。原子炉を運転していないとしても、使用済燃料プ

ールには大量の燃料が入ったままではないか。これらが乾式貯蔵等強制冷却を必要としない安

定的な保管方法に移行しているのであればともかく、そうでないなら審査を行う際にこれら燃

料プールの健全性や地震、津波、その他過酷事故に遭遇するシーンの検証や、それらが特定重
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大事故に至った場合の２号機への波及を防止するための対策等を審査すべきである。これらを

しないで１、３号機を審査から除外するのは誤りである。 

1227E3 

「II 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力」の「自然災害及び重大事故等の非常事

態に際しては、本発電所に設置する原子力防災組織により、運転及び保守の業務を実施する。

また、これらの組織は、本店に設置する原子力防災組織とも連携する。（5Ｐ）」について。福

島第一原発事故の教訓は、過酷事故環境下において長期間にわたり同一のメンバーが事故対応

に当たったため、疲労、被曝、さらには生命の危機に直面し重大な判断を誤る等の事態が生じ

たが、このようなことが再度発生しかねないことについて、どのような対策を想定しているの

か、審査書等を見ても読み取ることが出来ない。少なくても数日以内に十分なスキルを有する

メンバーに交代するべきであり、そのような対処を規制委は求めるべきである。特に問題なの

は、過酷事故の様態によっては、被曝線量が大きくなり、作業困難な事態に陥ることだ。緊急

で被曝線量限度を２５０ミリシーベルトにまで引き上げようとした東日本大震災に伴う福島第

一原発事故の例は、過酷事故環境下で人権も踏みにじられる実態を露呈したことである。再発

させないためには十分な交代要員の待機と事前の体制準備を規制要求としておこなうことであ

る。 

1227E4 
テロ対策施設になぜ 5 年もの猶予が要るのか。その間 5 年間の間にテロがあればどうするの

か。（494Ｐ） 

1227E5 

審査結果 P４９９について１貞観津波と東日本大震災の例を考えただけでも、当該地域は本来、

原発を稼働させるに不適切な場所であったことがわかる。施設設備に主眼をおいて判断するこ

とは、生活圏を破壊されるリスクを、再び東日本に課すことである。２民間版スピーディによ

って、事故の際は宮城県全体が汚染される可能性が明らかになっている。隣接市町のみが関係

自治体のように扱われているが、原子力規制委員会においては、全ての自治体が避難時のマニ

ュアルを作成定着させる方向での働きかけを優先して欲しい。３現状、放射性廃棄物の処分に

ついて明らかにされないまま、再稼働を許すように見えることは問題である。国と電力が具体

的な行動をとらない限り、再稼働について再検討を望む。 

1227E6 

法的安全が確認されました。速やかに再稼働すべきと考えます。今の段階では、原子力は非常

に重要なエネルギーだと思います。稼働できない場合。CO２と経済の停滞がますます悪化し。

東北や日本の痛手となることと思います。再稼働するべきです。東北電力は、原子力設置の

際、津波を想定し高所に設置したと聞いています。電力会社として、地域のことを大切に考え

実行してきている信用できる会社です。 

1227E7 
何故住民の「避難計画」を審査の対象としないのか。避難計画の責任は自治体に押し付けら

れ、実行性のない計画になっている。（152Ｐ） 

1227E8 
福島第一原発事故の原因究明がなされてないのに、同じ沸騰水型（ＢＷＲ）である女川原発の

審査が十分にできるはずがない（150Ｐ） 

1227E9 
水蒸気爆発に関する実験データを改ざんした資料を使った審査は無効。やり直すべきだ。（392

Ｐ） 

1227E10 
格納容器下部に水を張って溶融炉心を受け止める対策は水蒸気爆発を招く大きなリスクがある

（392Ｐ） 

1227E11 

技術的な事、専門的な事は分かりませんが立地県に住むものとして意見を言わせていただきま

す。女川原発は事故を起こした福島原発と同じ型ですが、福島原発の事故原因が解明されてい

ないのに同じ型の原発に合格を出すのはいかがなものか。女川原発は３．１１の地震でも大丈

夫だったと言っているが実際電源喪失はおきていたし、たった一つ電源がつながっていたおか

げで何とか福島の二の舞を踏まずに済んだだけ、かなり危険な状態になっていたことは確かで

す、その時の検分をしっかり行ったうえで審査するべきなのではないか。地盤沈下もあり津波

はあと８０s センチまで来ていたと聞いています。慌てて防潮堤を高くしているようですが、近

年想定外と言われる自然災害が起きている中で原発を再稼働させようとするのは住民の命を軽

視しているとしか思えない。また女川原発で事故が起こった場合の避難計画は自治体に丸投げ

状態、何度も女川に行ったことがあるが道幅も狭くどう考えても町民全員の避難は難しい、そ

れどころか災害が起きた場合孤立する可能性もある。避難計画は審査の対象になっていないら

しいが、それもおかしい。規制委員会は決定機関では無いかも知れないが、合格を出すと言う

事は稼働しても良いと受け止められている。パブリックコメントで専門的な指摘もなされてい

ると思うが、もう一度慎重に検討をすべきです。 
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1227E12 
火山噴火の予知はできない。噴火予測を前提においた「火山ガイド」は不合理であり、審査は

無効です（90Ｐ） 

1227E13 
女川原発の立地は巨大地震の震源域に近い地震津波の予測には限界があり、策定された基準値

振動、基準津波では十分だとは言い切れない（11Ｐ，48Ｐ） 

1227E14 
巨大な防潮堤直下の地盤改良という難工事を本当に完遂できるのか。それによって十分な地盤

強度が得られるのか。検証せずに審査は終わらない（42Ｐ） 

1227E15 
女川原発は東日本大震災はじめ何度も巨大地震に見舞われた被災原発。地震でひびが多く入っ

た建屋の剛性低下、設備・機器類の被災の検証は不十分（32Ｐ） 

1227E16 
福島でも予想しきれなかった事が起こったのに、また地震や津波が起こったときに「被災原

発」で耐え切れるのでしょうか？とても不安です。（３２ｐ） 

1227E17 

原子力規制委員会宛て「東北電力株式会社女川原子力発電所２号炉の発電用原子炉設置変更許

可申請書に関する審査書案」に対する意見

○意見提出箇所（29 ページ）女川原発は巨大地震の震源域に近い

「被災原発」である女川原発は、東日本大震災で被災した特殊な原発であり、規制委員会で

は、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮して適切に策定されて

いることを確認したとある。しかしながら、繰り返し巨大地震と大津波を発生させている日本

海溝沿いの震源域に最も近い原発であり、追加の安全対策を行なっても大きなリスクが伴う可

能性があり、安全とは言い切れない。○意見提出箇所（全体）新規制基準は「世界で最も厳し

い」どころか、世界レベルに程遠い新規制基準が制定された際に規制委員会は、これまで規定

されていなかったシビアアクシデント対策を規制の対象にしたことが特徴だと強調した。福島

第一原発では、溶融炉心を取り出すことはほとんど不可能になっており、シビアアクシデント

対策というのであれば、福島事故の教訓を踏まえて炉心溶融に万全の対策をとらなければなら

ない。ところが新規制基準は、欧州で認証されている最新鋭の原発に標準装備されているコア

キャッチャーを要求しておらず、安倍首相の言う「世界で最も厳しい水準」どころか、世界の

レベルには程遠い。女川原発では、コアキャッチャーに代わる溶融炉心対策として、格納容器

下部に水を張って溶融炉心を受け止める「対策」がとられることになっているが、これは安全

どころか水蒸気爆発を招いて東日本壊滅の事態を引き起こす懸念がある。○意見提出箇所（全

体）避難計画を含めて審査すべきである規制委員会は、「原子力災害対策指針」を策定してい

ながら、審査では指針に基づいて策定された自治体の避難計画の実効性をまったく検討してい

ない。その理由を規制委員会は、災害対策基本法が、原子力災害時の避難に関しては、地方自

治体を中心にした地域防災会議に権限を委ねているからだと説明している。しかし、ＩＡＥＡ

（国際原子力機関）で採用されている「深層防護」の考え方によれば、その第５層において、

原子力規制機関による緊急時計画等の整備が必要だとされている。短時間で広がる放射能への

迅速な対応や、他都道府県にまたがる広域的な避難行動は国が全面的に統括すべきであり、重

大事故時に住民の深刻な被曝を回避することができない場合に、規制委員会は稼働を認めない

措置をとるべきである。以上 

1227E18 絶対再稼働しないで！（涙）地震国日本、福島第一の大事故を教訓にして下さい 

1227E19 

IV－３．２地震による損傷の防止（第３９条関係）........................３２２ページ

（１）重大事故等対処施設の施設区分に応じた耐震設計１． 文藝春秋２０１９年９月号１７０

ページの の告発記事によれば、東京電力福島第一発電

所の東日本大震災時のプラントデータを解析し、炉心の中を流れる水の流量が地震の約 1 分 30

秒後からゼロになっていることを確認しています。ＢＷＲにおいては自然循環が起きていれば

電源喪失でポンプが止まっても炉心の熱を約５０％出力まで除去できるが、自然循環が止まる

とドライアウトにより燃料が壊れてしまう、と指摘しています。 は圧力容器につながる

細い配管である「ジェットポンプ計測配管」の破損が原因ではないかと推定しています。２. 

東北電力女川発電所 2 号炉は基本的には東京電力福島第一発電所 1号炉と類似の構造であると

推定されます。人類の文明は失敗の連続でしたが、過去の失敗に学び、すこしづつ改善してや

ってきました。たいていの失敗は何度も繰り返したのちに徐々に改められてきましたが、原発

事故はこれから何回も事故を経験するまで待つことができるものではありません。あまりにも

被害が大きいからです。一度の事故を真剣に掘り下げて、同じ過ちを絶対繰り返さないという

姿勢でなければなりません。３. 原子力規制委員会および東北電力は、この の指摘を真
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剣に検討したでしょうか。(ア) 東京電力のデータを調べ、 の解析による炉心水量の計算

結果が正しいかどうか確認したでしょうか。(イ) もし正しくないとしたら同じデータから解釈

できるほかの状況を示してください。(ウ) もし の計算が正しいとしたら、ドライアウト

が起きるかどうか判断したでしょうか。(エ) ドライアウトが起きないと判断されたとしたら、

そのメカニズムを示してください。(オ) ドライアウトが起きる可能性を認めるとしたら、さら

にＳＢＯが起きた場合、及び起きなかった場合、それぞれ冷温停止に持って行くことができる

のか否か検討してください。(カ) 炉心流量の低下を引き起こした原因を特定し、地震動によっ

てそのようなことが起きないような対策をとってください。少なくとも の推定に基づき

「ジェットポンプ計測配管」の地震による破損が起きないように対策をとってください。４. 

の指摘はＢＷＲのすくなくともＭａｒｋＩ（含む改良型）原子炉を再稼働する場合、絶

対避けて通れない課題だと思いますので、真剣に、真剣に検討し設備的対策をとるとともに、

運転手順書を改定し、「自然循環」の継続と「炉心流量」の確認を行うようにしてください。

福島第一の事故を津波に起因するものと決めつけては絶対にいけません。 

1227E20 

・基準地震動について(審査書案１０Ｐ)女川原発の基準地震動は、震源を特定する場合は 1,000

ガル、震源を特定しない場合は 620 ガルである。地震は、確実な科学的根拠に基づく想定は本

来的に不可能であるといわれております。これらの数値を超えた地震が来ないという保証はあ

りません。そこでどの位にすべきかということですが、過去に柏崎刈羽原発を襲った中越沖地

震の 1699 ガルよりして最低でも 1700 ガルにすべきです。また熊本地震では、震度 7の地震が

48 時間で 2度きましたが(初めての事)、耐震評価では繰り返しの強い揺れを想定していません

が考慮すべきです。・震災の影響について検証がなされていない。女川原発 2号機は、東日本

大震災により損傷を受けた施設や機器が多くあるとの事例えば原子炉建屋の耐震壁に 1130 カ所

のひび割れが確認され、東北電力は建屋の剛性が最大 70％低下していることを原子力規制委員

会に報告したとの事。このことについて審査書案には何ら記載がありません。少なくともこの

ような被災個所については、検証を行った上で、再度審査を行うべきである。・避難計画を審

査の対象にすべきである。新規制基準では、過酷事故の発生確率は非常に小さいにしても、起

こることを前提にしています。このような状況下では、避難計画を審査の対象にすべきであ

る。避難計画の実効性を確認しないで住民の命と健康を守ることは出来ません・水蒸気爆発へ

の対策がなされていない。（審査書案３９５P）格納容器下部に水を張って溶融炉心を受け止め

る対策は、水蒸気爆発を起こす危険性がある。審査書案は「申請者が水蒸気爆発の発生可能性

は極めて低いとしていることは妥当」と判断していますが、起きないという事ではありませ

ん。このことへの対策をしないで、どうして住民の命と健康を守れるのか理解できない。 

1227E21 

女川原発 2号機は福島第一原発と同型です。しかし、福島第一原発の検証は未だ不十分です

し、原因もわかっていません。耐震性についても不安があります。現在の耐震審査では、熊本

地震のようなくり返し強く揺れる地震が想定されていません。地震動の基準値も 620 ガルと少

なすぎます。柏崎刈羽原発では 1699 ガルだったことを考えると、最低でも 1700 ガルは必要だ

と思います。また、東北電力はメルトダウン事故で溶けた燃料が冷却水に落ちた時に、水蒸気

爆発が起こることを想定していません。しかし、過去に金属工場などで起きた水蒸気爆発事故

を見ると、起こる可能性をゼロと言い切れるのは楽観的すぎるのではないでしょうか。福島第

一原発では、地震によって破損した格納容器から冷却水と共に、大量の放射能が拡散しまし

た。このような前例があるにも関わらず、同様の事態が起こった場合に東北電力がとっている

対策は「気体となった放射能を放水砲でたたき落とす」だけです。さらに、海への放射能拡散

を防ぐ対策としてシルトフェンスを使うとしていますが、これで防げるのは放水砲だけです。

汚染水は防げません。 

1227E22 

溶融炉心の策が万全でない点、問題ではないでしょうか？コアキャッチャー装備は必須と思い

ます。また深層防護によれば緊急時計画等の整備が必要とされていますが、規制委員では具体

的にどういった対応の予定なのですか？現状のままの稼働は危険なため反対致します。地域住

民の反対の声が多いと聞きますが、そもそも稼働を待ち望んでいる一般市民の方はいるのでし

ょうか？疑問です。 

1227E23 

○意見提出箇所（29 ページ）女川原発は巨大地震の震源域に近い「被災原発」である女川原発

は、東日本大震災で被災した特殊な原発であり、規制委員会では、最新の科学的・技術的知見

を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮して適切に策定されていることを確認したとある。し

かしながら、繰り返し巨大地震と大津波を発生させている日本海溝沿いの震源域に最も近い原
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発であり、追加の安全対策を行なっても大きなリスクが伴う可能性があり、安全とは言い切れ

ない。○意見提出箇所（全体）新規制基準は「世界で最も厳しい」どころか、世界レベルに程

遠い新規制基準が制定された際に規制委員会は、これまで規定されていなかったシビアアクシ

デント対策を規制の対象にしたことが特徴だと強調した。福島第一原発では、溶融炉心を取り

出すことはほとんど不可能になっており、シビアアクシデント対策というのであれば、福島事

故の教訓を踏まえて炉心溶融に万全の対策をとらなければならない。ところが新規制基準は、

欧州で認証されている最新鋭の原発に標準装備されているコアキャッチャーを要求しておら

ず、安倍首相の言う「世界で最も厳しい水準」どころか、世界のレベルには程遠い。女川原発

では、コアキャッチャーに代わる溶融炉心対策として、格納容器下部に水を張って溶融炉心を

受け止める「対策」がとられることになっているが、これは安全どころか水蒸気爆発を招いて

東日本壊滅の事態を引き起こす懸念がある。○意見提出箇所（全体）避難計画を含めて審査す

べきである規制委員会は、「原子力災害対策指針」を策定していながら、審査では指針に基づ

いて策定された自治体の避難計画の実効性をまったく検討していない。その理由を規制委員会

は、災害対策基本法が、原子力災害時の避難に関しては、地方自治体を中心にした地域防災会

議に権限を委ねているからだと説明している。しかし、ＩＡＥＡ（国際原子力機関）で採用さ

れている「深層防護」の考え方によれば、その第５層において、原子力規制機関による緊急時

計画等の整備が必要だとされている。短時間で広がる放射能への迅速な対応や、他都道府県に

またがる広域的な避難行動は国が全面的に統括すべきであり、重大事故時に住民の深刻な被曝

を回避することができない場合に、規制委員会は稼働を認めない措置をとるべきである。以上 

1227E24 

◎女川原発においては、これまで数々のトラブルを引き起こし、その都度対策を講じてきたと

されるが、決して解消されることはなかった。2019 年に限っても、2号機燃料プールのポンプ

停止、モニタリングポストの伝送異常、果ては 3 号機における放射線モニタの数量が満たして

いないとして保安規定違反を受けるなど、技術や知見の不足によるトラブルが相次いでいる。

これで果たして女川原発を安全に運転できる技術があるといえるのか、はなはだ疑問であり、

万が一運転員の技術では対処できない事態が起き大事故につながった場合、規制委員会の責任

が問われる。（6ｐ）◎女川原発が稼働してから 35 年といっても、宮城県沖地震やトラブルな

どで、実際に動いている期間は短く、なにより 2011 年の東日本大震災以降止まったままであ

り、運転の経験者は激減しているのが現実である。仮に再稼働が 2020 年後半としても、ほぼ 10

年止まった原発を動かすことを経験した人は、東北電力に誰ひとりとしていない。また、脱原

発の動きのなかで、今後原発を適切に動かし管理できる人材の確保は困難と言わざるをえな

い。（6Ｐ）◎地震は一度限りではなく、東日本大震災などのように何度も余震がある。熊本地

震では 2 度目の方が大きかった。規制委員会での審査では 1回の地震しか考慮していないので

はないか？余震も考慮しているならば、そこはどこに反映されているのか（29ｐ）◎Ｂクラ

ス、Ｃクラスに分類したものについても、実際の地震・津波の際に壊れては重大な事故につな

がるおそれのあり、本来は全てＳクラスにすべきではないか。そうしないのは、仮に全てＳク

ラスにすると原発の稼働ができないという「経済的合理性」に基づいているのではないか（29

ｐ）◎コンクリートのひび割れは、分かっているだけでも 1000 か所以上に上り、また剛性の低

下は 7割以上になったと報告されているが、ひび割れの調査は 2号機全ての建物のすべての階

で行ったのかどうかが明記されていない。さらに、「東北地方太平洋沖地震等の地震及び乾燥

収縮の影響により発生したひび割れに伴う影響を適切に考慮する方針であることを確認した」

というのは、どう確認したのかが不明であり、より詳しく明記すべきである（33ｐ）◎防潮堤

の一部のくいが岩盤に達せず、地盤改良し、さらに置換コンクリートを設置するとのことだ

が、果たしてそれで防潮堤は安全なのか？また、防潮堤地盤改良工事による地下水の影響をど

のように考慮したのかが不明。そこに福島事故の汚染水の知見はどのように生かされているの

か？（79ｐ）◎津波も何波にもわたって襲来し、東日本大震災では、岩手県宮古市田老の防潮

堤が粉みじんになるなど想定外の事態が起こったが、それらの知見はいかされているのか？ま

た、あらゆる可能性を排除しないことを考えれば、停泊する燃料等輸送船も漂流物として考え

るべきではないのか（82ｐ）◎最近のサイバー攻撃についてはより巧妙化しているのが現実で

ある。単に「電磁波侵入防止対策」を講じただけでは不十分ではないか（110ｐ）◎女川原発の

半径 30ｋｍ付近に自衛隊松島基地があり、以前にはブルーインパルスが牡鹿半島に墜落したこ

ともある。また、最悪のテロとして、飛行物の意図的落下も考えられ、これを「設計上考慮す

る必要はない」とはいえない。（110ｐ）◎ケーブルについては全て例外なく難燃性にするのが
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大原則であり、交換が難しいからといって、それ以外のケーブルを使うべきではない。実際、

これまで女川原発では何度も火災が起きており、ケーブルの材質はレベルを落とすべきではな

い（116ｐ）◎蓄電池（非常用電源）が 8 時間しかもたないのでは、全く不十分ではないか。基

準そのものが緩いと言わざるをえない。（140ｐ）◎原子炉が大規模な損壊に至った場合、作業

員の被ばく線量に上限があると思うが、その上限をこえてしまった場合、どのように対処する

のか。（152ｐ） 

1227E25 

再び宮城県沖での地震が起きたときに想定を上回らないとはいえず、福島原子力発電所で起き

たことが再び起きないとは言えない。（11p、48p）住民の避難対策が十分でないうえに責任を

とれる体制になってないのは問題だ（152p） 

1227E26 

福島の原発から一度事故が起きると、どんなに頑張ってもアンダーコントロールできない、被

害状況すら正確に確認できないまま、廃炉作業を進めています。事故が起きない可能性が０で

はない限り、再稼働すべきではありません。女川原発が、あの地震で受けたダメージ、経年劣

化により、次の同じ規模で耐えられるかどうか判断した基準は妥当ではありません。再稼働に

反対します。 

1227E27 

反対します。東北で最近また大きな地震がありました。あの震災のような大規模な災害がまた

起こった時、安全に逃げれる保障は一つもなく、誰もその大きすぎる被害や損害の責任を取れ

ないのなら、起こらないかもしれない、ではなく、起こるかもしれない視点で、国民の安全に

ついて考えてほしいです。 

1227E28 

11P～女川原子力発電所のある場所は断層や過去に起こった巨大地震の震源域に近く、また福島

第一原子力発電所の事故が当時の想定を上回る規模の地震を原因として起こったことに鑑み、

当該審査書に記載されている基準地震動では不十分であり、審査をやり直すべきです。 

1227E29 

III－１．２耐震設計方針１．耐震重要度分類の方針／29 ページ設置変更許可申請書

（2019.9.19 補正版）の添付書類八の一部補正の 730/1705 ページ第 1.1.7-1 表主要な重大事故

等対処設備の設備分類等（40/40）では非常用取水設備を構成する設備のうちの取水口、取水

路、海水ポンプ室はいずれも C（Ss）クラスとされています。しかし、設置許可基準規則の解釈

（別記 2）第 4条 2 の一によれば、「原子炉停止後、炉心から崩壊熱を除去するための施設は S

クラスとすることとなっております。上記の設備はいずれも原子炉からの崩壊熱を最終ヒート

シンクである海まで輸送する上で必須の設備でありますので、Cクラスでなく最上位の S クラス

でなければならないと考えます。耐震重要度の見直しすべきです。 

1227E30 

１．最大地震動 1000 ガルを想定とのこと。それ以上では耐震性には何らの保証もない。否、弾

性許容応力を超えているのだからその場所で確実に破損することを意味している。一か所では

なく、複数個所で起こることも予見できる。特に配管で起きた場合、過酷事故につながる恐れ

もある。これは、構造設計の常識である。つまり今回の規制委員会は、最大 1000 ガルを認めた

ことで、女川２号機の過酷事故も容認したことになる。1000 ガル以上に規制値をあげて、耐震

化をうながす、という指導を行わなかった。なぜか？既存の女川２号機の耐震化を劇的に向上

させることはゼロから作り直さない限り不可能だからである。こう考えれば規制委員会は耐震

の観点で女川２号機の審査を通すことをすべきではなかった。パブコメにはっきり書きます。

規制委員会は東北電力に対して最大地震動を 2000 ガルに指導すべきである。私は 20 年前、阪

神淡路地震後のパブコメで、当時 300 ガル程度の各原子力発電所の許容応力値を 900 ガルに引

き上げるべき、と書いた。しかし福島事故に到るまで、引き上げはなされなかった。今回 2000

ガルと書きます。２．本報告書では過酷事故のシーケンスとその対応に重点が置かれている。

運転員に依存して対応する以上、過酷事故など、一度起これば大事故になる確率が高いのだか

ら私はもちろん再稼働に反対だが、3.11 の地震時、女川ではこれらの対応のうちのどこまでを

実際に行ったのか、どこがうまくいかずに、どこがうまくいったかをオープンして欲しい。明

らかにすることで事業者がどれだけ自信を持って再稼働しようとしているのかが、判明しま

す。３．福島と同型の女川原発は過酷事故で同様の経緯をたどることは間違いないが、過酷事

故を収束できたとして、放射能の放出量はどの程度押さえられるのか、社会的に許容できるも

のなのか明らかにするべきだ。それでも許容できない量が放出されるのであれば、再稼働はそ

もそもあり得ない。４．福島事故で作業員が頑張れたのは、免震重要棟があったからと考えら

れる。今回、女川２号機で、なぜ、そのような施設を作らないのか？過酷事故時に頼りになる

拠点を自ら放棄するように思えてならない。女川原発の立地は、大地震時には、道路は寸断、
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船も来れない（津波のため）、空か空輸しか人的・物的供給ができなくなる。このときに、長

期間、頑張れる拠点を確保するのは当然の話だ。代替の耐震施設では小さくて話にならない。 

1227E31 

女川 2号機の再稼働に反対します。以下のような理由から、再稼働による安全性が担保できな

いと考えるからです。・住民の避難計画が審査の対象になっていないから。・福島第 1の事故

原因はまだ明確になっていないのに、同じ形式の原発の安全性は担保できないから。・テロ対

策実施の猶予期間が 5 年とあるが、その 5 年間の間にテロなどが起きないという保証はない。

対策氏が実施されるまでは再稼働は延期すべき。 

1227E32 

P499 審査結果原発はいったん過酷事故が起きると、その被害は空間的にも時間的にも無限の被

害を我々に与え続ける。田中元規制委長がよく言っていたように「規制委の許可が出たからと

言って安全が保障されたわけではない」ということは何時かは過酷事故が起こると言っている

のと同じである。ずっと過去に植物プランクトンなどの独立栄養生物が、その頃地球の大気中

に沢山あった二酸化炭素と水を原料に太陽の光エネルギーで光合成を盛んに行い酸素を多く作

り出し大気中に放出し、それらの一部が成層圏まで達してオゾン層を作り、宇宙線を防ぐバリ

アとなり、生物は陸上に上がり現在の繁栄がある。科学研究で核を使うことは許されるかもし

れないが、企業が核を使うことは許されない。なぜなら、企業資本は利潤を得ることを最大の

目的とし、利潤が上がらなければすぐに撤退し「後は野となれ山となれ」という無責任なもの

だからである。そいう理由で再稼働には反対である。 

1227E33 

原子力発電を動かす時に発生する使用済み核燃料棒の処分方法が確定していない現在原子力発

電を稼働することに反対です。女川原発 2 号機を再稼働させる貴委員会の方針に反対します。

最近東北・北海道地域の地震が頻繁に発生しております。福島第一原子力発電所の事故によ

り、多くの人々が家や土地を失い、甲状腺がん等の癌に罹病した子供たちが大勢います。女川

原発は廃炉の方針に切り替えていただきたい。 

1227E34 

基本的に再稼働に反対である。絶対的な安全性を要求することもできないし、使用済み核燃料

の受け入れ先も実際には確保されているとは思えない。このような状況で再稼働にこだわるな

ら、何よりも、事故が起こった際の補償がどうなるのか、明確にする必要がある。福島の原発

事故より大きな、広範な事故が起こる場合を想定しなければならない。東北電力だけでなく、

自治体の責任も大きい。事故の補償に税金を投入することは絶対許されない。補償は、東北電

力と短期的な経済的観点で再稼働に賛成した自治体が責任を持つべきである。実効性のある補

償計画を事前に提示し、補償は再稼働に反対した自治体から優先されるべきである。そのかわ

り、平時には、再稼働に反対した自治体に直接の”迷惑料”以外、補助金的なものを出す必要

は無い。 

1227E35 

○意見提出箇所（29 ページ）女川原発は巨大地震の震源域に近い「被災原発」である女川原発

は、東日本大震災で被災した特殊な原発であり、規制委員会では、最新の科学的・技術的知見

を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮して適切に策定されていることを確認したとある。し

かしながら、繰り返し巨大地震と大津波を発生させている日本海溝沿いの震源域に最も近い原

発であり、追加の安全対策を行なっても大きなリスクが伴う可能性があり、安全とは言い切れ

ない。○意見提出箇所（全体）新規制基準は「世界で最も厳しい」どころか、世界レベルに程

遠い新規制基準が制定された際に規制委員会は、これまで規定されていなかったシビアアクシ

デント対策を規制の対象にしたことが特徴だと強調した。福島第一原発では、溶融炉心を取り

出すことはほとんど不可能になっており、シビアアクシデント対策というのであれば、福島事

故の教訓を踏まえて炉心溶融に万全の対策をとらなければならない。ところが新規制基準は、

欧州で認証されている最新鋭の原発に標準装備されているコアキャッチャーを要求しておら

ず、安倍首相の言う「世界で最も厳しい水準」どころか、世界のレベルには程遠い。女川原発

では、コアキャッチャーに代わる溶融炉心対策として、格納容器下部に水を張って溶融炉心を

受け止める「対策」がとられることになっているが、これは安全どころか水蒸気爆発を招いて

東日本壊滅の事態を引き起こす懸念がある。○意見提出箇所（全体）避難計画を含めて審査す

べきである規制委員会は、「原子力災害対策指針」を策定していながら、審査では指針に基づ

いて策定された自治体の避難計画の実効性をまったく検討していない。その理由を規制委員会

は、災害対策基本法が、原子力災害時の避難に関しては、地方自治体を中心にした地域防災会

議に権限を委ねているからだと説明している。しかし、ＩＡＥＡ（国際原子力機関）で採用さ

れている「深層防護」の考え方によれば、その第５層において、原子力規制機関による緊急時

計画等の整備が必要だとされている。短時間で広がる放射能への迅速な対応や、他都道府県に
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またがる広域的な避難行動は国が全面的に統括すべきであり、重大事故時に住民の深刻な被曝

を回避することができない場合に、規制委員会は稼働を認めない措置をとるべきである。以上 

1227E36 

これだけ地震が頻発しているなか、老朽原発の再稼働などもってのほかです。東日本大震災に

より受けたダメージの完全修復と、我が国の原発を襲った既往最大ガル数（柏崎刈羽原発の

1699 ガル）レベルへの耐震対策をし、そのことがきちんと報告、検証、公開されるまで、審査

に合格させるべきではありません。また、西日本で再稼働されているすべての原発にもいえる

ことですが、１．水蒸気爆発対策がされていない２．シビアアクシデント時の放射性物質の拡

散抑制方法のお粗末さ（放水銃のみ）３．住民の被ばく前提の避難計画しか作れない状況を許

しているなど、「事業者と関連企業の経済的メリット」のみを優先し、「住民や地域の環境、

原子力によりメリットを受けない産業の受ける取り返しのつかないデメリット」を無視してい

る点で、非常に不公平で不道徳であり、容認できません。 

1227E37 
東日本大震災で人類史上最悪の原発事故を起こしながら、しかも福島と同式の沸騰水型の原発

を再稼働するなど言語道断。原発は全て廃止し、エネルギーのシフトを考えるべきである。 

1227E38 

女川原発２号炉再稼働変更許可申請に反対を表明します。反対理由は地震および津波の想定が

原発付近で過去起きた最大規模、強さを想定していないためです。地震予知が学問上の成果を

積み重ねても困難であることを踏まえると、再稼働させることで得られる便益と過酷事故が発

生した場合に宮城県や東北に住む人間、太平洋などの海洋に及ぼす影響やコストを比べると後

者が勝ると考えます。以上をもって今般申請に反対意見を提出します。 

1227E39 

まず、2011 年 3 月 11 日の大震災でこの原発の被害状況を把握し、検証した上で、修復工事を行

うのが科学的というものです。しかし、この審査書案にはそのことが記載されていません。開

示してから審査すべきです。2.2016 年 4 月の熊本地震では震度 7の揺れが 2 回ありました。女

川 2号機の審査に当たり、激震が短時間に原子炉を連続して襲うことの想定がなされているの

でしょうか。2011 年 3 月 11 日の揺れでこの原子炉の建屋が 1170 箇所もひび割れを生じたと報

告があります。再度同程度以上の揺れがあった場合、このヒビが拡大し、建屋が崩壊する危険

がありそうです。この点について審査をするべきです。3.原子炉の事故のために近隣住民の避

難が必要な場合に、住民が被ばくしない安全な避難方法が確保されていません。そんな段階で

審査を進めるのは不適切です。以上の理由で、2号機の設置変更を新基準に適合していません。

撤回すべきです。 

1227E40 

新規制基準は、国民のコンセンサスがないままに策定され、適合性審査は全体として国民の安

全よりも既存原発の再稼働に道を開くことが優先になっている。関西電力の高浜原発に関わる

闇献金事件で、原発マネーが原子力行政を歪めていることがあらためて浮き彫りになった。原

子力規制庁の職員は約１千人だが、うち１５０人以上が電力会社や原発関係企業からの出向社

員で占められており、中立・公正な原子力行政は期待できない。どんな世論調査でも多数の国

民が再稼働に反対しているのは、国民が原子力行政の正当性を疑問視しているからである。女

川原発が重大事故を起こさずに運転終了を迎えたとしても、処理する方法がない「核のゴミ」

を増やすだけである。原発は、もうビジネスとしても成り立たなくなっている。正すべきは、

原発に固執している政治である。「原発ゼロ」法を制定して、再生可能エネルギの開発・普及

による希望ある未来に踏み出すことが今こそ求められている。 

1227E41 

新規制基準は「世界で最も厳しい」どころか、世界のレベルにほど遠い新規制基準が制定され

た際に規制委は、これまで規定されていなかったシビアアクシデント対策を規制の対象にした

ことが特徴だと強調した。福島第一原発では、溶融炉心を取り出すことはほとんど不可能にな

っており、シビアアクシデント対策というのであれば、福島事故の痛苦の教訓を踏まえて炉心

溶融に万全の対策をとらなければならない。ところが新規制基準は、欧州で認証されている最

新鋭の原発に標準装備されているコアキャッチャーを要求しておらず、「世界で最も厳しい水

準」（安倍首相）どころか、世界のレベルには程遠い。女川原発では、コアキャッチャーに代

わる溶融炉心対策として、格納容器下部に水を張って溶融炉心を受け止める「対策」がとられ

ることになっているが、これは安全どころか水蒸気爆発を招いて東日本壊滅の事態を引き起こ

す懸念がある。この問題の審査で、電力会社は水蒸気爆発が発生した実験の存在を隠ぺいし

た。それが発覚した後は、実験温度のデータを改ざんした資料を提出した。東北電力は、真実

の実験データをいつから知っていたのかなどを説明しておらず、科学と県民に対する誠実さが

問われている。規制委は、電力会社の隠ぺいもデータ改ざんも見抜くことができず、規制機関

にふさわしい専門性を有しているのかどうかについて、疑問が投げかけられている。女川原発
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は巨大地震の震源域に近い「被災原発」である福島第一原発事故は、地震・津波が引き金にな

ったため、規制委は自然災害の想定を大幅に引き上げた。女川原発の基準地震動は、東日本大

震災を踏まえて１０００ガルまで引き上げられたが、島崎邦彦・元原子力規制委員長代理（地

震学）は、「将来起こる地震は、自然が決める」と地震・津波の予測の限界を指摘している。

火山について、藤井敏嗣・元火山噴火予知連絡会会長は、「地震の場合は、１３万年前までに

活断層が動いたということであれば、そのうえに原発施設は建設できない」ことを指摘し、１

万年前に起こっていても「可能性は十分に小さい」として巨大噴火を考慮の対象外にした『火

山影響評価ガイド』を批判している。地震・津波・火山などの自然災害に対する新規制基準の

想定は、科学的研究の到達点を踏まえたものにはなっているとはいえない。また女川原発は、

東日本大震災で被災した特殊な原発であり、県の「女川原子力発電所２号機の安全性に関する

検討会」でも、再稼働に耐えられるかどうかが繰り返し議論になってきた。しかし審査では、

議論が原子炉建屋の剛性の問題が中心になり、設備・機械類・計器類の被災の検証も安全性の

検討も不十分なままである。女川原発は、繰り返し巨大地震と大津波を発生させている日本海

溝沿いの震源域に最も近い原発であり、宮城県民は「次の原発事故」に不安を抱かざるをえな

い。以上の観点から、本審査書案の確定に反対し、設置変更許可を出さないよう求めます。 

1227E42 

新規制基準には住民被ばくの可能性を増やす「改悪」がある新規制基準に関して見過ごすこと

ができないのは、原発の敷地境界での最高被ばくを「甲状腺に対して３Ｓv、全身に対して０．

２５Ｓv」と決めてあった「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断の目安について」

（１９６４年制定）を、今後は適用しないと決めたことである。福島第一原発事故で、立地審

査指針の約１０００倍の被ばくがあったため、適用を続ければほとんどすべての原発が立地を

失うからである。立地審査指針に代わるものが制定されていないため、住民の被ばく限度が無

くなっている。一方で、格納容器損傷事故を防ぐためにベントを多用する方針に転換したた

め、住民の被ばく機会が増えることになる。女川原発ではフィルターベントともに、直接ベン

ト管も温存される。立地審査指針の事実上の廃止と、「止める、冷やす、閉じ込める」から

「止める、冷やす、放出する」への転換は、制度の改悪であることを指摘しておく。「深層防

護」の第５層＝避難計画はまったく審査されていない規制委は、「原子力災害対策指針」を策

定していながら、審査では指針に基づいて策定された自治体に避難計画の実効性をまったく検

討していない。その理由を規制委は、災害対策基本法が、原子力災害時の避難に関しては、地

方自治体を中心にした地域防災会議に権限を委ねているからだと説明している。しかし、ＩＡ

ＥＡ（国際原子力機関）で採用されている「深層防護」の考え方によれば、その第５層におい

て、原子力規制機関による緊急時計画等の整備が必要だとされている。短時間で広がる放射能

への迅速な対応や、他都道府県にまたがる広域的な避難行動は国が全面的に統括すべきであ

り、重大事故時に住民の深刻な被曝を回避することができない場合に規制委は稼働を認めない

措置をとるべきである。以上の観点から、本審査書案の確定に反対し、設置変更許可を出さな

いよう求めます。 

1227E43 

東日本大震災で女川原発が間一髪で過酷事故を間逃れたのは幸運以外に無く、そのことを科学

的に検証することもなく再稼働することに反対である。以下の状況についてどのように分析し

ているのはなはだ疑問で、再稼働は論外である。2011 年 3 月 11 日、東北地方の太平洋沖で

M9.0 の巨大地震が発生した。女川原子力発電所は震源地に近く、地震の揺れ加速度は大きかっ

た。地震に伴って、高さ 13m の津波が女川を襲った。この津波は福島第１原子力発電所を襲っ

た高さ 14m とほぼ同じである。女川原子力発電所では起動中の 2号機原子炉は地震直後に停止

し、稼働中の 1 号機と 3号機の原子炉は 3 月 12 日未明に冷温停止した。すなわち、女川と福島

第１の間に非常に大きな明暗が生まれた。女川では津波の想定されていた高さは 13m であっ

た。主要施設の標高は 14.8m として設計されていた。そのままであれば、13m の津波が襲来して

も 14.8-13=1.8 と 1.8m の余裕があったはず。しかし、地震発生によって女川の地盤が 1m も沈

下した。その結果、実際の余裕高さは 0.8m に減少していたが、津波を凌ぐことができた。女川

では津波の引き波による海面の低下を考慮して原子炉冷却水の取水口が設計されていた。それ

にも関わらず、最大の津波の後に発生した強い引き波によって海面が下がったとき、短時間で

はあるが海面が原子炉冷却用の取水口よりも低くなっていた可能性が指摘されている。女川原

子力発電所では 2系統あった外部交流電源の 1系統が生き残った。これは大変幸運なことであ

る。それでも、1号機では、地震直後にタービン建屋で火災が発生した。恐らくこの火災が原因

で変圧器が故障し、電源復旧までの 11 時間は非常用ディーゼル発電機によって原子炉の冷却が
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行われた。2 号機と 3号機には外部電力が供給されていたので、原子炉冷却が順調に行われ、運

転制御室も正常に機能した。運転制御室が正常であることは原子炉の状態を把握するために非

常に重要である。1 号機の運転制御室に電力が供給され、正常な機能が確保されていたかどうか

は明らかでないが、断片的な情報から想像するに、原子炉の状態を把握することが正常に行わ

れた。 

1227E44 

現在、福島第一原子力発電所事故とその廃炉・収束作業が継続中で、いつ完了・終了する目途

は全く立っていません。原子力発電所に限らず、絶対に安全なものは存在せず、原発の安全性

についても、常に継続的改善・向上が必要であることは。規制委員会や事業者も認めていると

ころです。女川原発が想定外の事故に襲われる可能性は否定できません。万一、女川原発がシ

ビアアクシデントを起こせば、この国は「核災害二正面作戦」を強いられます。福島第一原発

事故に加えて、もう一つの核災害に対応しなければならなくなるのです。それだけのリソース

（予算・人材・資機材等）が用意できるのですか？誰が、それを確約できるのですか？用意で

きなければ、この国はどうなりますか。核技術に頼らずとも、東日本は 2012 年 5 月以来、「原

発ゼロ」が続いています。原発が無くても電気は足りているのです。不可逆的なリスクを背負

ってまで、原発を稼働させる必要性は認められません。以上の観点から、本審査書案の確定に

反対し、設置変更許可を出さないよう求めます。 

1227E45 

審査書案 335 ページ IV－４．１緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備及び

手順等（第４４条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１関係）２．（１）３（丸数字）手

順等の方針,e.審査書では，「中央制御室でのほう酸水注入の準備を・・・5分以内に実施す

る」としているが，申請書（添付書類十追補 11.1.2.1(2)非常時操作手順書（徴候ベース）「反

応度制御」）「c.操作の成立性」では，「ほう酸水注入系の起動操作完了：5分以内で可能」と

なっており，整合していない（対応する「b.操作手順５（丸数字）」も注入準備ではなく，ほ

う酸水注入系ポンプの起動操作を実施する（原子炉圧力容器へのほう酸水注入が開始される）

旨が記載されている）。申請書と整合させるべきである。 

1227E46 

事故を想定した新規制基準が、溶融炉心を受け止める「コアキャッチャー」を要求せず、水で

受け止める対策で容認し、水蒸気爆発の危険を招いている。格納容器内の空気を放出するベン

トの多用で、放射能を「閉じ込める」方針が「放出する」に変わっていること、避難計画がま

ったく審査されていない。以上の観点から、本審査書案の確定に反対し、設置変更許可を出さ

ないよう求めます。 

1227E47 

女川原発２号機の再稼働に反対するパブリックコメント原子力規制委員会御中「東北電力株式

会社女川原子力発電所２号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書案」に対する

意見私たち は地産地消を旗印とし、東北・みやぎの食と農を大

切にして、より自然で安全な食品の宅配事業を行って参りました。2011 年、東日本大震災で被

災し、そして福島第一原発事故により放出された放射能により理念に基づいた事業の継続が危

うくなる時期も経験しました。現在も食品の放射能検査を続け、放射能汚染と対峙し続けてい

ます。私たちは、東日本大震災発生以前から原子力発電の安全性の是非に注目し、特にプルサ

ーマル計画には反対をしてまいりました。また 2018 年には、ここ宮城県で「東北電力女川原子

力発電所の再稼働の是非を問う県民投票条例」の制定を求める署名活動が活発に行われ、実に

11 万筆を超える署名が県議会に提出され、女川原発再稼働についての宮城県民の関心の高さが

明らかとなりました。残念ながら条例制定には及びませんでしたが、未だ宮城県民の多くが女

川原子力発電所の稼働に疑問を抱いている実態を軽視してはならないと考えます。そのような

民意を鑑みても、再稼働は許されるものではないと考えます。宮城県民の生活と生命を脅かす

数々の不安要素が残る中で、今回の許可申請書は到底認められるものではありません。以下、

特に重大な問題であると思われる点に対して意見を提出致します。意見/理由１VI 審査結果第４

９９ページに対して女川原発は巨大地震の震源域に近い「被災原発」であることから、この申

請は、原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。）、第

３号及び第４号に適合しているものと思われない。福島第一原発事故は、地震・津波が引き金

になったため、規制委は自然災害の想定を大幅に引き上げた。一方女川原発は、東日本大震災

で被災した特殊な原発であり、県の「女川原子力発電所２号機の安全性に関する検討会」で

も、再稼働に耐えられるかどうかが繰り返し議論になってきた。しかし審査では、議論が原子

炉建屋の剛性の問題が中心になり、設備・機械類・計器類の被災の検証も安全性の検討も不十

分なままである。女川原発は、繰り返し巨大地震と大津波を発生させている日本海溝沿いの震
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源域に最も近い原発であり、宮城県民は「次の原発事故」に不安を抱かざるをえず、再稼働に

耐えられる原子力発電所とは言えない。２VI 審査結果第４９９ページに対して新規制基準は

「世界で最も厳しい」どころか、世界レベルに程遠いことから、この申請は、原子炉等規制法

第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。）、第３号及び第４号に適合

しているものと思われない。新規制基準が制定された際に規制委は、これまで規定されていな

かったシビアアクシデント対策を規制の対象にしたことが特徴だと強調した。福島第一原発で

は、溶融炉心を取り出すことはほとんど不可能になっており、シビアアクシデント対策という

のであれば、福島事故の痛苦の教訓を踏まえて炉心溶融に万全の対策をとらなければならな

い。ところが新規制基準は、欧州で認証されている最新鋭の原発に標準装備されているコアキ

ャッチャーを要求しておらず、「世界で最も厳しい水準」（安倍首相）どころか、世界のレベ

ルには程遠い。女川原発では、コアキャッチャーに代わる溶融炉心対策として、格納容器下部

に水を張って溶融炉心を受け止める「対策」がとられることになっているが、これは安全どこ

ろか水蒸気爆発を招いて東日本壊滅の事態を引き起こす懸念がある。３VI 審査結果第４９９ペ

ージに対して自治体の避難計画の実効性が検討されていないことから、この申請は、原子炉等

規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。）、第３号及び第４号

に適合しているものと思われない。規制委は、「原子力災害対策指針」を策定していながら、

審査では指針に基づいて策定された自治体の避難計画の実効性をまったく検討していない。国

際原子力機関で採用されている「深層防護」の考え方によれば、原子力規制機関による緊急時

計画等の整備が必要だとされている。短時間で広がる放射能への迅速な対応や、他都道府県に

またがる広域的な避難行動は国が全面的に統括すべきであり、重大事故時に住民の深刻な被曝

を回避することができない場合に規制委は稼働を認めない措置をとるべきである。以上 

1227E48 

女川原発再稼働に反対です。女川原発は東日本大震災で何とか大きな事故にはなりませんでし

たが、建屋にひび割れがあると聞いています。そして事故の検証もされていません。8 年以上も

止まっていた間にあちこち不具合が起きていると思います。今後大きな地震が来ることが予想

されているのに何ら考慮されていません。福島原発事故の検証もされていないのに同型の原発

を動かすなんてとんでもありません。もし事故が起こったら避難も困難です。そもそも高レベ

ル放射性廃棄物の処理も出来ないまま原発を動かすべきではありません。原発を動かすことに

より温排水で海水の温度を上げることは地球温暖化にもつながると思います。原発に寄らない

安全な発電技術を推進してください。 

1227E49 

審査書案 87,88 ページ III－４．２．１竜巻に対する設計方針３．設計荷重の設定女川原子力発

電所 2号炉では，『実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する

規則 6条』への適合性を示すにあたり，竜巻により安全施設の安全機能が喪失することを防止

するために設計飛来物として最大水平速度 12m/s の鋼製材等を考慮することとしていた（平成

29 年 12 月 19 日第 534 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合）。これは，平成 29

年 12 月 27 日に『核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律』に規定する許可の

基準への適合が確認された柏崎刈羽原子力発電所 6，7 号炉において竜巻防護設計上考慮されて

いる設計飛来物と同様の条件を適用して速度等の特性値を算出し，設定したものである。しか

し，その後の審査の過程で，女川原子力発電所 2 号炉では設計飛来物の速度等の特性値を算出

するにあたって適用する条件（竜巻風速場の流入層高さ，物体の初期高さ）を保守的に設定す

るように方針を変更し設計飛来物の特性値を以下の通り見直している。＜設計飛来物の特性値

＞【変更前】（平成 29 年 12 月 19 日第 534 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合

資料 1-2-4，資料 1-2-5）・鋼製材：12m/s・砂利：17m/s・竜巻風速場の流入層高さ：

Fujitaworkbook の提案式を基に設定・設計飛来物の初期高さ：ウォークダウン結果に基づき設

定【変更後】（令和元年 9月 19 日補正書）・鋼製材：46.6m/s・砂利：59.3m/s・竜巻風速場の

流入層高さ：飛散評価結果が厳しくなるように Hi=17.5m と設定・設計飛来物の初期高さ：感度

解析の結果を踏まえて，最大水平速度の算出条件を設定これは柏崎刈羽原子力発電所 6，7号炉

の審査との相違点として重要と考えられることから，女川原子力発電所 2号炉の審査過程にお

ける主な論点として，原子力規制委員会が確認を求めた内容，申請者が適合について説明した

内容及び原子力規制員会が適切であると判断した内容を審査書に明確に記載すべきである。 

1227E50 

審査書案 334，335 ページ IV－４．１緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備

及び手順等（第４４条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１関係）２．（１）３（丸数

字）手順等の方針 c.,d.,e.審査書では，「停止していない原子炉再循環ポンプの手動停止」，
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「中央制御室での ATWS 緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）の手動操作」及び「中央制御室で

のほう酸水注入の準備」の要員数及び所要時間について，申請者は，それぞれ「計 3名によ

り，1 分以内」，「同 1分以内」及び「同 5分以内」に実施する手順等としている旨が記載され

ている。（例）c.ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）による原子炉再循環

ポンプの自動停止機能が作動していない場合には，停止していない原子炉再循環ポンプを手動

により停止する手順に着手する。この手順では，中央制御室での操作を計 3 名により，1分以内

に実施する。一方，申請書（添付書類十追補 11.1.2.1(2)非常時操作手順書（徴候ベース）「反

応度制御」）では，「b.操作手順２，３，５（丸数字）」において，上記いずれの操作も「運

転員（中央制御室）B」が実施する旨が記載されており，整合していない。審査書案記載の「計

3 名」は，同申請書「c.操作の成立性」記載の「上記の操作は，運転員（中央制御室）3名にて

作業を実施した場合…」を根拠としたものと推察するが，同記載は「b.操作手順１～１０（丸

数字）」の一連の操作を行う要員数を示したものであり，操作毎の要員数ではない。したがっ

て，その旨がわかる記載とするか，「b.操作手順２，３，５（丸数字）」記載の操作毎の要員

数と整合させるべきである。なお，柏崎刈羽 6,7 号炉及び東海第二の審査書では，当該箇所は

いずれも「1 名により」実施するとしており，申請書「b.操作手順２，３，５（丸数字）」記載

の操作毎の要員数と整合している（申請書「c.操作の成立性」記載の一連の操作を行う要員数

「上記の操作は，…2名にて作業を実施した場合…」を用いていない）。 

1227E51 

原発再稼働には反対です。地震や台風もあります。100％の安全性なんて、統計不正当たり前の

「日本製」にはありません。信用できません。海外からの旅行者も、日本なんか信用できない

と、もう減りますよ。絶対に原発は止めてください。 

1227E52 

2019 年 12 月 27 日原子力規制委員会委員長更田豊志殿「東北電力株式会社女川原子力発電所２

号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書案に対する科学的・技術的意見」に対

する意見書 私たち

は、「『食べもの』『地球環境』『人』を大切にした『社会』をつくります」を理念に掲げ、

約 51 万人の組合員を擁する生活協同組合です。2011 年３月 11 日の東日本大震災、東京電力ホ

ールディングス株式会社（以下、東京電力）福島第一原子力発電所（以下、福島第一原発）の

事故以前から、原子力発電所のもたらす「負の遺産」をこれ以上将来世代に引き継がせないた

めに、組合員とともに脱原発運動と再生可能エネルギーへの転換を進めてきました。11 月 27

日、原子力規制委員会は東北電力株式会社女川原子力発電所２号炉（以下女川原発２号機）の

審査書案を事実上承認し、28 日から審査書案に対する科学的・技術的意見の募集を開始しまし

たが、審査書案には以下の問題があり、 は女川原発２号機の再稼働に反対し

ます。ページ 11、48 基準地震動・基準津波で十分だとは言い切れません。女川原発２号機は東

日本大震災の震源に一番近く、地震や津波に対するリスクの高い原発で、地震・津波の予測に

は限界があります。女川原発２号機が面する宮城県沖は、マグニチュード７クラスの地震が今

後 30 年以内に発生する確率は 90％とされます。東北電力は基準地震動を震災前の 580 ガルから

震源を特定した場合の基準地震動を最大加速度 1,000 ガル、震源を特定しない場合を 620 ガル

に引き上げましたが、2008 年 6 月 14 日の岩手宮城内陸沖地震では 4,022 ガル、2011 年３月 11

日の東日本大震災でも 2,933 ガルが記録されており、女川原発の基準値はあまりに低すぎま

す。ページ 32 建屋の剛性低下、設備・機器類の被災の検証が不十分です。女川原発２号機は、

福島第一原発、東海第二原発同様、東日本大震災で被災した「被災原発」です。東日本大震災

では、約 13 メートルの津波が押し寄せました。震災当時 5系統あった外部電源は 4系統停止

し、火災による被害も受けています。原子炉建屋の耐震壁には、1,130 か所でひび割れが生じ、

初期剛性が最大７割も低下したといわれています。また、東北電力は安全対策のため 29ｍの防

潮堤を整備しましたが、杭が一部地盤まで届いておらず、追加の土壌改良工事が規制委員会か

ら求められるという失態もさらしています。土壌改良工事は行なわれましたが、東日本大震災

と同クラスの地震が起きた場合、地盤が沈下しないという保証はありません。ページ 90 自然災

害への認識が低すぎます。火山噴火の予知はできません。噴火予測を前提においた「火山ガイ

ド」は不合理です。ページ 150 重大事故等の拡大の防止の根拠が不十分です。福島第一原発事

故の原因究明がなされていないのに、同じ沸騰水型（BWR）の女川原発の審査が十分できたとは

いえません。ページ 152 事故時の住民の避難計画を審査対象にすべきです。住人の避難計画は

自治体任せとなっており、審査の対象となっていません。女川原発２号機の事故に対して石巻

市などが作成した避難計画には実効性がないとして、11 月に石巻市民 17 人が石巻市と宮城県を
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相手に、地元同意の差し止めを求める仮処分を仙台地裁に申し立てています。「交通渋滞で 30

キロ圏を脱出できない、避難所にもたどりつけない」などの問題点があり、避難計画は「避難

者の視点を欠き、住民の被ばくを最小限に抑える実効性がない」としています。東日本大震災

では、女川原発のある牡鹿半島は道路が寸断され、車での避難は困難となりました。また、船

舶やヘリコプターによる避難は、津波や高潮、強風などの荒天時は不可能です。住人の避難計

画についても原子力規制委員会として審査し、避難計画の実効性を担保すべきです。ページ 494

テロリズムに対し、安全を確保できる保証はありません。施設に５年の猶予を与える合理的理

由はなく、５年間テロにあわない保証はどこにもありません。また、テロ対策施設の工事費を

除いても約 3,400 億円もかかる安全対策は、費用面においても問題です。仮に対策を施して

も、影響緩和、排出低減に留まり、安全を確保できる保証はありません。以上 

1227E53 

再稼働反対です。安全基準とは？相手は原子力です。100%の安全を保証できますか？誰が保証

出来ますか？誰が責任を持って対処出来ますか？？？万がいちの事が例え無量大数にひとつ、

Googol にひとつだとしても、何かが起きてしまってから対処出来る、人類及び地球上生命は決

してありません。決して手を出してはいけない分野でしょう。福島の例はどうですか？『全て

コントロールされている』とは、何を根拠にした言葉か？避難規制解除された場所に、貴方方

は、マスク無し消毒無しで、即立ち入れるのか？安全基準値は、世界的安全基準値に達してい

るか？改ざんされてはいないか？半減期等全ての正しい情報のもとに信憑性あるものか？再稼

働すべきではありません。決して地球人として行ってはならない事です。再稼働反対です。 

1227E54 

東北電力株式会社女川原子力発電所２号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書

案に反対の立場から意見を述べます。１．審査書案で欠落しているあるいは記載が不明瞭な問

題１．１福島第１原発の事故の経験が反映されていない。福島第１原発のメルトダウンにまで

至った事故の原因についての検証がされていないいまだ十分に明らかにされておらず、従って

重大事故に対する安全対策が不十分な段階で審査書案を作成することはそもそも科学技術的に

あり得ない事態である。それにもかかわらず再稼働に向けて審査なるものを進めるためには、

少なくとも本審査書にはこの現状からくる安全予測に限界があることを銘記すべきである。

１．２女川 2号機は東日本大震災により、大きく被害を受けた施設であり廃炉しかない。女川 2

号機は東日本大震災により、もう少しのところで予備電源が使用でき過酷事故をかろうじて逃

れた老朽施設である。安全サイド、住民への安全サイドからは、稼働すべきでない施設であ

る。ましてや東日本大震災で、事業者から 1130 ケ所もの多くの損傷が報告され、それらの地震

や津波による影響が予測できないので廃炉にすべきである。事業者は損傷の１ケ所筒について

はもっともらしい安全宣言をしているが、複数の損傷による相乗作用については明らかになっ

ていない。審査でも事業者のせつめいのままで追及していない。１．３．使用済み核燃料、核

のゴミの行き場が特定されていない。あらゆる製造業プラントは稼働計画において産業廃棄物

をどう処理するかが審査さるのが当たり前である。審査書は使用済み核燃料の処分について全

く触れていない、欠陥審査、不作為による審査と言わねばならない。核燃リサイクルが明らか

に破綻し、青森県は受け入れを拒否する方向にあり、幌延の深地層研究センターも延長を繰り

返し技術的完成の目途も経っていない。女川発電所の工場内に長期保存を許すのか、その場合

に発電の安全管理への影響は検討されたのか規制委員会で十分審査されねばならない、そうで

なければ、このような状態で核のゴミを増加させる再稼働は許されない。２．審査書案の記載

に記載されている内容２．１地震による損傷の防止 III－１地震による損傷の防止（第４条関

係）／p.10 東日本大地震（2011 年 3 月 11 日）により損傷を受けた建物・構築物と設備・機器

の補修の実施とその実効性を検証したのかどうかについて、審査書案には何ら記載がない。も

し検証していないのであれば、再稼働の前提条件の一つである設置変更許２．２．基準地震動

を見直すべきである。III－１．１基準地震動４．基準地震動の策定可を審査する規制機関とし

て重大な不作為であり、審査はやり直すべきである。基準地震動が過小評価になっている可能

性が高い。安全サイドに評価すれば少なくとも 1700 ガル以上にすべきである。中越沖地震

(2007 年)の際に柏崎刈羽原発 1号機地下の岩盤での揺れ（基準地震動と比較可能なもの）の最

大加速度が 1699 ガルだったことが、原子炉建屋最下層の地震観測記録から東京電力によって推

計されたことを考慮すると、最大水平加速度を少なくとも国内原発での既往最大記録値である

1700 ガルをもって評価すべきである。３．再び審査書案に記載されていないが最も重要なこと

住民の避難計画についての審査に全く触れていない。安全な原発の稼働については周辺住民の

安全を第一に評価すべき課題であり、これを回避しているのは明らかに規制委員会の意識的な
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不作為である。先の東京地裁における東電福島第一刑事訴訟においても裁判長は「国（規制委

員会）は住民の安全についてそこまでは要求していない」などを理由に挙げて東電３首脳の無

罪を決定している。当然ながら現在控訴中であるが、司法からこのような不備の指摘を受けて

も、規制委員会が住民の安全避難計画についての審査を避けていることは国民には理解できな

い。以上 

1227E55 

原子力規制庁長官殿１生活圏への放射能の放出を前提とした原発の再稼働はあり得ず、廃炉が

必然であり、新規制基準は容認できません。２同型の原子炉である東京電力福島第一原発事故

の収束や事故調査結果が出ていない状況で審査の成案作成はあり得ません。３新規制基準は、

避難計画が適合の要件に入っておらず不十分です。住民の避難が安全、かつ、確実にできるこ

とが必須です。４女川原発は地震による負荷を受けた被災原発であり、国民の生命への影響を

鑑みても被災原発の再稼働はあり得ません。以上の観点から審査書案の撤回と女川原発の確実

な廃炉を強く望みます。 

1227E56 
テロ対策施設に 5年の猶予を与える合理的理由はない。5年間テロにあわない保証はどこにある

のか。太陽光発電などの自然エネルギーにシフトする仕組みに注力して。 

1227E57 

「III－５発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止（第７条関係）（112P）について。特

に近年は、イスラエルによると思われるイラン原子力施設へのサイバー攻撃やアルジェリアに

おける日本企業への武装集団の攻撃が発生しており、日本の原発にそれらが及ばないとする根

拠はない。侵入や武力行使について考慮されていない審査書は不備でありやり直すべきであ

る。ただし、日本政府が対外武力行使に及ぶような事態にもなれば、事実上核地雷化しかねな

い原発に対して、例えば自衛隊など武装組織で防衛することは、武力攻撃をエスカレートさせ

るだけのものであり民主国家として容認できるものではない。 

1227E58 

「III－４．２．３外部火災に対する設計方針（99P）について。「航空機落下については、最

近 20 年間の航空機落下の実績を踏まえ、発電用原子炉施設への落下の確率を評価した結果、１

千万年に１回の頻度を下回っているため、設計上考慮する必要がない。」としつつも「航空機

落下による火災を想定しても、発電用原子炉施設は十分な耐火性能を有し、安全機能が損われ

ない設計としている。」また、特定重大事故対処等施設においては故意の航空機墜落について

対策をしているから、その審査で確認しているとされている。事実上航空機墜落の確率的評価

は故意による航空機墜落に取って代わられたと言えるから、この項目については確率論での判

断は既に意味を失っている。なお、故意による航空機墜落では軍用機を対象とはしていないよ

うに見受けられるが、これについては審査対象施設が秘密とされているため判断できない。ま

た、軍事行動も対象とはなっていないようであるが、そもそも「テロ攻撃」とは軍事行動も含

むものであるから、それへの対処がないことは想定に問題がある。これら飛来物による攻撃に

ついても指摘をすべきである。 

1227E59 

「III－４．２．５その他人為事象に対する設計方針（109P）について。一般にこれは安全保護

系統以外（安全保護系は III－１５に記載）のサイバー攻撃ないしは外部からシステムへの侵入

についてを含むと考えられるが、その観点からの対策は記載されていない。特定重大事故対処

等施設は原子炉の冷却・放射性物質拡散防止等に関しての施設、設備についてのものと思われ

るから、それに至る前のシステムへの侵入行為等について対策が記載されていないのは不備で

ある。安全保護系以外でも侵入されることで重大な機器を招く危険性はある。ウイルスの侵入

例はシステムの外部接続に寄らずとも発生しているし、従業員によるデータの持ち出しなどは

外部からの侵入にも大きな侵入口になっている。このような対策について記述がないのは不備

である。 

1227E60 

2011 年の東日本大震災の際で、女川原発は被災しました。５つある電源の系統のうち、１つが

何とか保たれたために原子炉の冷却はでき、事故に及ばず、大事に至りませんでしたが、幸運

だとしか言えません。女川原発と同じ沸騰型の福島第一原発の事故原因も明確になっていない

中、女川原発を再稼働する根拠は何でしょうか？福島原発事故の原因がわからない限り、対策

の打ちようもありません。女川原発の再稼働は反対です。 

1227E61 

「III－４．２．２火山の影響に対する設計方針」（90P）について。「降下火砕物について

は、降下火砕物の分布状況及び、降下火砕物シミュレーション結果から総合的に判断し、鳴子

荷坂テフラ（鳴子カルデラ）を考慮し、敷地における最大層厚を申請時の 1０cm から１５cm へ

見直し。」とし、火砕流については「火砕物密度流については、敷地周辺までの到達が認めら

れないことから、妥当であると判断した。」と、火砕流は到達しないとされている。これもま
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た自然を甘く見ている。十和田火砕流等を想定するべきである。東北電力は当初 10cm の降下火

砕物（火山灰など）の対策をするとしていたが、規制委からの指摘で「火山灰が 15ｃｍ堆積し

ても、建屋や設備は耐えることが出来る設計とする。」と対策を強化しているが、一方で「鳴

子カルデラ」による 15cm の最大層厚を設定している。つまり対策と想定が同じ層厚であるか

ら、想定がギリギリである。これでは降下火砕物により原子炉の冷却が困難な事態を招いてし

まう。少なくても 15cm の層厚を想定するならば、その二倍の降下火砕物にも対策できるよう規

制委は求めるべきである。 

1227E62 

原発の設置、再稼働、運用の全てに反対します。日本は地震が多いので、原発に代わる自然エ

ネルギー開発に切り替えていくべきです。太陽光発電と風力発電と水力発電を進め、ゴミを埋

め立てるのを辞め、火力発電すべきです。放射性廃棄物、汚染水、除染土のいずれも適切に処

理されているとは言えません。福島県の被曝者の方々の健康被害、避難を余儀なくされた方々

に対する補償も不十分です。事故の検証も終わっていません（少なくとも一般の国民に周知さ

れてはいません。）。日本に住んでいて安心して口にできる食品はもうほとんどないと言って

いいでしょう。日本から食品を輸入制限している国が多いのはなぜか、考えるまでもないでし

ょう。放射能の影響を受けており危険だからです。 

1227E63 

審査書案第２５５、２５６頁についての意見審査書（案）は第２５５ページで、「２．審査結

果規制委員会は、格納容器破損モード「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」にお

いて、申請者が水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いとしていることは妥当と判断した」と

していますが、この判断に疑問があります。審査書は、この判断に至った根拠として、第２５

６ページで、申請者の説明を要約して示していますが、申請者の「実機で想定される溶融物の

初期の温度は実験条件よりも低く、冷却材中を落下する過程で溶融物表面の固化が起こりやす

い」という主張には虚偽が含まれており、原子力規制委員会は再度の検討をすべきです。東北

電力は、２０１８年（平成３０年）７月２６日に開催された第６０６回適合性審査会におい

て、「水蒸気爆発が発生した KROTOS と TROI の一部実験の特徴といたしましては、外乱を与え

て液－液直接接触を生じやすくさせていること、もしくはですけれども、溶融物の初期温度を

高く設定していることが挙げられるということでございます。大規模実験の条件と実機条件を

比較すると、実機においては液－液の直接接触は生じるような外乱となる要素は考えにくいと

いうこと、また、実機で想定される溶融物の初期温度は実験条件よりも低いと考えられる」と

主張していますが、その根拠として提出された「資料２－１－３女川原子力発電所２号炉重大

事故対策等の有効性評価について」に虚偽があります。資料の第１６、１７、１８ページに、

ＴＲＯＩ実験の実験条件および実験結果の表が示されていますが、そもそもこの表は実験者が

作成したものではなく、ストラスブール大学の大学院生の博士号取得論文から孫引きしたもの

です。とくに、大学院生が原論文の温度を不正確に引用していたにもかかわらず、東北電力が

これをそのまま引用したため、東北電力がＴＲＯＩ実験のデータを別のデータに改ざんしたよ

うな結果になっています。審査会合の議事録によれば、原子力規制委員会と規制庁が温度デー

タの誤りを指摘したことはありません。審査会合とは別にヒアリング等も行われていますが、

原子力規制委員会は審査書案作成の時点で実験データの誤引用に気が付いていたのかどうか、

ご説明ください。実験者の報告によれば、ＴＲＯＩ実験の第３５番の実験の溶融物温度は、測

定値で２９９０Ｋ、補正値で２７９３Ｋです。これは「実機で想定される溶融物の初期温度」

と同程度ではないでしょうか。「実機で想定される溶融物の初期温度は実験条件よりも低いと

考えられる」という東北電力の主張は成り立たないように思われます。この疑問について回答

していただくことを求めます。ＴＲＯＩ実験について、実験者が報告したデータにもとづいて

再評価し、「水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低い」という判断を再検証していただくこと

を求めます。 

1227E64 

「III 設計基準対象施設」「III－１地震による損傷の防止（第４条関係）」「III－１．１基準

地震動」の「規制委員会は、申請者が行った地震動評価の内容について審査した結果、本申請

における基準地震動は、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮し

て、敷地及び敷地周辺の地質・地質構造、地盤構造並びに地震活動性等の地震学及び地震工学

的見地から適切に策定されていることから、解釈別記２の規定に適合していることを確認し

た。」（11Ｐ）について。地震の想定について最も厳しい評価をするのならば、1.プレート間

地震の発生により基準地震動クラスの地震に遭遇、2.プレート間地震により誘発される内陸直

下地震により基準地震動クラスの地震に遭遇、3.これらにより地震地体構造が変化し、震源特
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定できない直下地震によりＭ7.3 クラス以上の地震に遭遇し基準地震動を超える揺れに遭遇、

4．アウターライズ地震による長周期揺れ及び基準津波を超える津波に遭遇。といったシナリオ

に基づき、これらがほとんど連続的に（補修をする間もなく数日間に集中的に発生する）発生

した場合、そのどこでクリフエッジを越えるかを判断し、そのうえで特定重大事故対処等施設

により収束可能であるかどうかの判定を行うこととすべきである。微に入り細を穿つ現行の基

準地震動の想定が正しいかどうかをいくら審査していても、正しい結論は永久に見いだすこと

は出来ない。自然災害とはそのようなものであり、もっと謙虚に考えるべきだ。現状の基準地

震動の策定並びにそれに基づく耐震設計の考え方そのものに大きな問題があり、今回の審査書

は撤回すべきである。東北地方太平洋沖地震の際、女川原発で観測された地震動も当時の基準

地震動を超えたことを如何に考えているのかを明らかにすべきだ。地震学者の入倉孝次郎氏は

2014 年３月２９日の愛媛新聞インタビュー記事で現在の基準地震動の策定の仕方についても目

安に過ぎない「平均像」だと認めている。女川原発において例えば応力降下量を大きく設定し

「応力降下量を 34.5MPa として大きく設定するなど予め不確かさを考慮している」（プレート

間地震について）、「敷地に対して厳しい位置に断層位置を設定するとともに、宮城県沖の地

域性を考慮して、短周期レベルをレシピの 1.5 倍として予め大きく設定(SMGA 応力降下量

119.6MPa)して適切に評価を実施していること」（2011 年 4 月 7日宮城県沖型地震について）と

断層全体を敷地に近づけるケースを設定し、不確かさを十分に考慮した評価を実施しているこ

となど、あたかも安全側に過大に評価しているかの記述があるが、これについても入倉氏の見

解に寄れば「明確な根拠はない」ことになる。「私は科学的な式を使って計算方法を提案して

きたが、これは地震の平均像を求めるもの。平均からずれた地震はいくらでもあり、観測その

ものが間違っていることもある。基準地震動はできるだけ余裕を持って決めた方が安心」（愛

媛新聞２０１４年３月２９日）実際に女川原発の基準地震動は水平 1000 ガル、垂直 600 ガルで

あり、日本の原発の中でも低い部類に属する。「2008 年岩手・宮城内陸地震及び 2000 年鳥取県

西部地震については、敷地近傍及び敷地周辺との地域性の違いを十分に評価したうえで、地質

学的背景等が異なることから、観測記録収集対象外としていること」との判断は、恣意的で有

り認めがたい。これらを含めて対象として考慮し、少なくても現行の耐震評価で最も大きい柏

崎刈羽原発の基準地震動２３００ガル程度を採用すべきである。 

1227E65 

「III－２設計基準対象施設の地盤（第３条関係）」「III－３津波による損傷の防止（第５条

関係）」「III－３．１基準津波」（48P）について。「年超過確率の参照」では、10 の-7 乗ま

での超過確率のところでは、40 メートルに達する高さになる。「女川原子力発電所 2号機津波

評価について（基準津波の年超過確率の参照）（コメント回答）」より「7．1年調か確率の参

照：フラクタイルハザード曲線 99ｐ」から。さらに 30 メートル、すなわち防潮堤を越えてくる

津波の発生確率（年超過確率）は 10 の-5 乗付近になる。これは極めて高いと言わなければなら

ない。女川原発が対策をしている O.P.+29.0 メートルは不十分である。30 メートルを大きく超

えてくるリスクにも対応できなければならない。従って、東北電力による O.P.+29.0 メートル

までの防潮堤による津波対策は不十分な対策であり、認めてはならなかった。従って新規制基

準にも適合していない。「III－３．２耐津波設計方針」（58P）について女川原発は「入力津

波高さ O.P.+24.4m」で対策されている。しかしながらこの地域では 30ｍを越える津波は通常起

こりえるものであると考えなければならない。この高さが不十分であることで、引き波の時の

水面低下の対策も不十分なものとなっている。「女川原子力発電所 2 号機津波評価について

（基準津波の年超過確率の参照）（コメント回答）」では、引き波による海面低下については

10 の-6 乗で 15ｍから 22ｍまでも低下する。しかしながら最大水位下降量は 10ｍ程度しか想定

していない。「発電用原子炉設置変更許可申請の補正書及び補足説明資料（2019 年 9 月 19

日）」これもまた、設計基準を満たしていないから、新規制基準に適合していないので審査書

は撤回すべきだ。 

1227E66 

「III－１．２耐震設計方針」「１．耐震重要度分類の方針」（29P）について。耐震重要度分

類は不合理である。例えばＳクラスとされる冷却系統について、通常圧力バウンダリを構成す

る部分についてはｓクラスと指定されているのに、これを最終的に逃がす場所である「最終ヒ

ートシンク」の大半の部分はＣクラスとされており、これでは冷却不能になる事態が想定され

るからだ。具体的には非常用取水設備を構成する設備のスクリーン室等については、Ｃクラス

で設計されており、これらがＳクラスで設計されていないのは誤りである。これらは原子炉を

冷却する際に、圧力容器内の熱を海まで輸送する上で必須の設備であり、「原子炉停止後、炉
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心から崩壊熱を除去するための施設はＳクラスとすること（設置許可基準規則の解釈）」に該

当する。従って、冷却系統は一貫してＳクラスとしなければならない。同様に、「建物・構築

物の水平地震力」についても「水平地震力については、地震層せん断力係数に、施設の耐震重

要度分類に応じた係数（Ｓクラスは 3.0、Ｂクラスは 1.5 及びＣクラスは 1.0）を乗じ、さらに

当該層以上の重量を乗じて算定する。」としているところも不合理であり、建屋毎に強度が異

なるため、それぞれの接続部において、大きな変異が発生することとなる。そのため建屋間を

通っている配管、電路系統などが破損して冷却不能となる事態を招いたり火災を生じさせる原

因となる。火災については 2007 年の中越沖地震において柏崎刈羽原発 3号機で実際に経験した

ことである。これらの反省を踏まえるならば、Ｓクラスに接続する施設設備はＳクラスの耐震

重要度とするべきである。 

1227E67 

住民の避難計画が安全基準の対象になっていないようですが、技術（テクノロジー）は社会的

諸関係によって成立して、社会関係的な意味を持ちます。また失敗しないテクノロジーは存在

せず、過去の科学プロジェクトをみるように、失敗によって科学技術は精密化されていくわけ

です。つまり安全基準をいくら高めても可能性として過酷事故は想定されるのであり、その対

策、社会的な対策、つまり住民の完全なる避難計画を審査基準の中に入れなくてはなりませ

ん。故に、今回の東北電力株式会社女川原子力発電所２号炉の発電用原子炉設置変更許可申請

の内容は不充分であると結論づけられることになります。 

1227E68 

「III－４外部からの衝撃による損傷の防止（第６条関係）」「III－４．１外部事象の抽出」

「III－４．２外部事象に対する設計方針」「III－４．２．１竜巻に対する設計方針」（85

Ｐ）について。「発電所が立地する太平洋沿岸地域で観測された過去最大の竜巻のスケールの

風速上限値 92m/s の竜巻を基準竜巻として設定。それに対して、100m/s の竜巻から防護できる

よう設計。飛来物に対する防護ネット等の設置や飛来物の飛散防止を実施。」とされている。

しかしながら昨今の気候変動を見れば、台風の規模も大きくなり、さらに東北地方においても

勢力を落とさず接近するようになっており、近海水温の上昇により、今後更に大きな勢力の台

風が発生しうると考えられる。そのことから、過去の経験則により上限値を定めることは、竜

巻災害についても過小評価となる。日本では、100m/s の竜巻が最大級とされているが、米国で

は既に 100m/s クラスは毎年のように発生しており、日本だから発生しないとは言えない。少な

くても 120m/s 以上を想定すべきである。 

1227E69 

「５．技術者に対する教育・訓練」の「事務系職員及び協力会社社員に対しても、自然災害対

応等の役割に応じて、教育及び訓練を実施することなど、申請者の技術者等に対する教育及び

訓練の方針は適切なものであることを確認した。」（8Ｐ）について。これもまた当然と言えば

当然の対応であり、これらについて教育や訓練の方針、成果等について明記しなければ何も言

っていないのと変わらない。どういう成果があったかを明らかにすべきである。福島第一原発

事故において、事務系職員や協力企業の従業員が長期間にわたり高線量地域に留まって本来の

業務以外にも多数の事故対処活動を行っており、これらは違法な労働であった。緊急事態であ

るからこそ法令淳書が求められ、また、人身の保護は最優先でなければならない。そのことが

明記されていないため、これでは実際に何を何処まで要求されるのか極めて不透明であり、不

当労働行為が横行するのではないかと恐れる。規制委としては、これら本来は原子炉の安全性

に対して責任を有しない人々を、事故時にどうやって守るかこそ論じるべきであり、そのこと

を事業者に要求しなければならないので、これでは対策になっていないと考えるから、再度確

認して対処すべきである。 

1227E70 

P499 に対する意見私は、女川原子力発電再稼働に向けた審査に適合しているという結果に対し

て異議を申し入れます。私は、小学校で教員をしていますが、原子力災害が発生した場合子ど

もたちを守ることができるか大いに危惧しております。私の勤務校は東松島市にありＵＰＺ圏

内です。現在も年に１度原子力災害を想定した避難訓練を実施していますが、避難できるのは

校庭等から教室内への屋内退避のみです。そこから保護者に引き渡し、第２次避難を行うとす

れば、どうしても被曝は避けられません。どこにどのように避難するのかも明確ではありませ

ん。２６０名の児童が安全な場所まで移動できる保証はどこにもありません。また、放射線は

目に見えず、危険性をリアルに判断することは困難です。放射能測定器がありますが、仮に高

い放射線量が出た場合、何日も校舎内にとど困ることになります。それへの対策はどうなるの

でしょう？さらに、一旦避難した子どもたちが、学校に戻れるようになることができないのは

福島の例を見れば明らかです。原子力発電所はいったん事故が起きれば、住民の人生を壊し、
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子どもたちから未来を奪うものだと言えます。女川原発が安全だというものですが、現実的に

避難可能な方法が示していただきたい。そのうえで安全かどうかの議論をすべきだと思いま

す。安全性に対する危惧を完全に払しょくしてから再稼働は検討されるべきです。 

1227E71 

Ｐ32 女川原発は、被災原発です。建物の老朽化に被災が輪をかけ、ひびまみれだったことは誰

もが知っていること。それをちょいちょい、とメンテしたところでなぜ安全と言えるのです

か。更にフクイチは津波に合った、でも女川原発は大丈夫だった、と得意げに語る方もいらっ

しゃいますが、それは自慢にはなり得ません。今後も女川原発が多くの地震に見舞われること

は必至、そのためには今の不十分な被災検証で安全審査合格を出せるはずがありません。完全

に被災検証ができたとしても、原子力発電所は軒並み即廃炉すべきと考えます。Ｐ152 自治体に

投げられた避難計画。誰がどう考えても現実的な避難計画など立てられるはずもなく、でも原

子力発電所がある限り、事故は想定され、避難計画も必要です。原子力発電所がある限り、避

難計画はセットで考えるべきです。審査対象とされていないのはまったくもって理解ができま

せん。他にもたくさんの疑問、意見がありますが、強く主張したいのは、『普通の感覚でもの

を考えてください』ということです。原子力発電がこの先立ち行かないと、委員会の皆さんは

思っていらっしゃるはず。ただ、現政策では稼働前提。だから、再稼働に向けて審査基準を作

らなければならないし、審査もしなければならない。原子力発電を続けるにあたり、数々の問

題を熟知されている規制委員会の皆さまの方が、どれだけ「脱原子力発電」に注力したらいい

かご存知のはずです。福島第一原発事故以来、世界中が原子力発電なんてナンセンス、と気づ

いたのに、情けなや、日本。普通の感覚でものを考えてください。宮城県民のいのち、日本国

民のいのち、世界中のいのち、地球上全てのいのちが大切であること、守らなければならない

ことはこどもだってわかります。生きものとしての感覚で、物事を決めてください。女川原発

が津波被災を免れたのは、ただ単純にたまたま、の話です。でもひびだらけになった原子力発

電所が身近にあって、それがまた発電を始めるという恐怖。何も整っていない、何も検証しき

れていない。規制委員会の皆さんがそういった原子力発電所の側に住むことができますか？ 

1227E72 

女川原発２号機の再稼働に断固反対です。（11p、48p）日本は地震大国です。小さな地震がほ

ぼ毎日おきています。19 日には青森県で最大震度 5弱を観測する地震がありました。津波の心

配はなく、女川原発にも被害はなかったようですが、地震、津波の予測には限界があります。

またいつ東日本大震災のような大きな地震がおき、女川原発が被災するかわかりません。策定

された基準では十分と言い切るのは危険でしょう。原子力発電で生じる使用済み核燃料の最終

処分方法について、解決策が見つからず、各国が処分場の確保に四苦八苦する間にも、有害性

がなくなるまで非常に長い年月を要する高レベル放射性廃棄物は世界各地で増え続けていると

警告する報告書が出ています。核廃棄物の処理方法ないまま再稼働し増やし続けるのは住民を

危険にさらすことになるのでは？原発ではなく他のエネルギー政策をもっと考えてください。 

1227E73 

女川原発の立地は巨大地震の震源域に近く、地震・津波の予測には限界があり、策定された基

準地震動・基準津波で十分だとは言い切れない。女川原発は過去に何度も巨大地震に見舞われ

た「被災原発」である。建屋の剛性低下、設備・機器類の被災の検証も不十分と考える。福島

第一原発事故の原因究明は行われていない。福島原発と同じ沸騰水型の女川原発の審査が十分

に行われているとは思えない。地域住民の「避難計画」は机上の計画で、およそ実効性がな

い。テロ対策に 5年の猶予を与える合理的理由がない。5年間はテロが起きないと考えているの

か。以上のことから、女川原子力発電所の廃炉を求めます。 

1227E74 

地震、津波、噴火など、自然現象相手に完全な予測は不可能です。東日本大震災も、想定外の

揺れと津波が福島第一原発の大事故を引き起こしました。どんな規制基準に合格しようと、同

様のことがどの原発にも起こり得ます。ひとたび事故が起きると被害が甚大で、大勢の地元住

民が住居、故郷、生業などすべてを失い避難生活を強いられます。原発はなくても電気は足り

るので、それだけのリスクをおしてまで動かす必要性はまったくありません。いい加減、原発

はもうやめてください。 

1227E75 
女川原発２号機は福島第一原発と同じ沸騰水型原子炉であり、格納容器は圧力上昇が早く事故

に至る危険性が高いため、東京電力福島第一原発事故の調査結果を踏まえる必要がある。 

1227E76 

新規制基準は避難計画が適合の要件に入っていないことから再稼働に対し反対します。そもそ

も新規制基準では「生活圏への放射能の放出を前提」としている以上、事故が起きた際に周辺

住民が安全に避難できることは必須だと思います。これが実現できない以上原発は住民の生存

権を侵しているとも言えることから新規制基準そのものが憲法違反になる可能性も否定できな
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いと思います。また諸外国における規制基準に対する避難計画の必要性はいかがでしょうか？

原発事故を起こした過去のある日本が他国の規制基準に劣るようなことがあってはならないと

思います。 

1227E77 

女川原発の再稼働は急ぐべきでなく、広範な県民の意見を「住民投票」など含めて行ったか

ら、その結果により判断すべきと考えますまた、すでに NHK 含めマスコミでも指摘のある「原

発事故」発生時の、住民の避難計画がまともに立案されておらず、さらにその予行演習もあや

しい状態では次期早々と考えます私は、塩釜市内の総合病院に勤務しておりますが、仮に「原

発事故」が発生した場合、30 キロ圏内にある医療機関は石巻日赤病院しか対応できる医療機関

はなく、その日赤も事故後には医療機能をそのまま継続できるのか？疑問ですし、石巻日赤が

医療機能を停止した場合を想定した「避難計画」「医療活動」はどうなるのか？知りたいとこ

ろです女川原発の再稼働は次期早々として、すべきではありません！ 

1227E78 

福島原発の事故、その後の様子をローカルニュースなどからつぶさに見ている福島県民です。

東京電力より東北電力は電線の管理にしても、よくやっていると思っています。有難いことで

す。しかし、原発再稼働は容認できません。東北大震災の時も、女川原発が事故らなかったの

は日頃のセキュリティ管理のおかげもあるでしょう。しかし現在の原子力発電設備の技術から

は紙一重の奇跡でしかなく、日本が火山地震地帯に属し、首都圏や南海トラフでいつまた大き

な地震が起きるかわかりません。津波被害、東北での地震がないとは言えません。また廃炉処

理に責任は持てるのでしょうか？核燃料の最終処分場は決まったのですか？排水による海洋温

度の上昇はダイジョウブですか？これらの問題が解決できない状況での再稼働は単なる問題先

送りで次世代の負債になりますだから、どうか再稼働しないで下さい、お願いします。 

1227E79 
地震大国の日本には原発は非常に危険です核廃棄物の処理方法がないのに稼働するとはとても

愚かな行為だと思います断固反対します 

1227E80 再稼働反対します地震大国の日本には原発危険である。核廃棄物の、処理方法がないこと 

1227E81 

「重大事故等に対処するための手順に対する共通の要求事項」に対し、運用手順などを「保安

規定等において規定する方針であることで、また、その他の項目についても、「…する方針」

であることで、規制委員会は、「要求事項に適合する。」と、しています。（310～318 ペー

ジ）しかし、「規定する方針」だけでは不十分です。2013 年の、「新規制基準において新たに

要求する機能と適用時期」（130410-09.pdf）では、こうした手順や訓練などを「７月中旬予定

の施行時点から、必要な機能を全て備えていることを求める」としていたのであり、「方針」

だけで、「手順書」の現物が未完成であったり、これに基づいた「訓練」が実際に行われてい

ないとすれば、それだけですでに、審査は不合格です。全体として、東京電力福島原子力発電

所でおきたような苛酷事故を防げるものではなく、差戻しとすべきです。 

1227E82 

審査書案は、「申請者は、福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた対策や前記のように網

羅的かつ体系的に想定した事故への対策に関する設備及び手順等を適切に整備する必要があ

る」（p151）と述べ、また「設置許可基準規則第三章『重大事故等対処施設』及び重大事故等

防止技術的能力基準第１項は、主として福島第一原子力発電所事故の教訓から導かれた要求事

項から構成されている」（同）と述べています。しかし、福島第一原発事故の検証は十分に進

んでおらず、原因もわかっていません。同原発のどの部分がどのように壊れたのか、正確なこ

とは、今でも不明です。デブリの正確な分布さえわかっていません。津波前の地震の影響につ

いても検証が不十分です。福島原発事故を教訓にするというのであれば原因の究明を先に行う

べきです。福島第一原子力発電所事故の原因について、「国会事故調報告書」は、「未解明部

分の事故原因の究明・・・について引き続き調査審議するための」独立調査機関を設置するよ

う提言しています（同報告書 p21）。にもかかわらず、この提言も無視されています。このよう

な状況下で、例えば、基準地震動の策定、適正な耐震設計方針を立てることなどがどうして可

能でしょうか。女川原発は、2011 年 3 月 11 日当時、福島第一原発が被ったような事故を回避す

ることはできたものの、同様規模の地震と津波に見舞われています。福島第一原発事故の教訓

を踏まえるというなら、この審査書案は、福島第一原発事故の原因が十分究明されるまで保留

すべきです。 

1227E83 

まず福島第一原発は現在廃炉収束作業が継続中であり、その上事故原因および津波前の地震の

影響についても検証が不十分です。そしてこの女川原発２号機は福島第１原発と同型であり、

更に被災し多大な損傷を受けた上老朽化の進んだ原発を動かすべきではありません。そもそも

原発は人の手に負えるものではないのは、福島第１原発の廃炉作業の進捗情況を見ても明らか
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です。さらに、現在原発による発電がなくても十分電気は足りていることがはっきりしている

以上、この危険で１０万年にもわたる負の遺産を生み出し続ける単なる湯沸し器に地球の生

命・自然を犠牲にするなど馬鹿げています。誰が責任を負えるというのですか。未来の世代に

問題を先送りすることはあまりにも無責任と言わざるをえません。 

1227E84 

全般的な意見・福島第一原発事故は収束しておらず、検証も終わっていません。福島第一原発

と同型で老朽炉である女川原発２号機を動かすべきではありません。・福島第一原発事故の検

証は不十分であり、原因もわかっていません。津波前の地震の影響についても検証が不十分で

す。福島原発事故を教訓にするというのであれば原因の究明を先に行うべきです。・重大事故

を想定した避難計画を含む原子力防災計画が適切で実効性のあるものかどうかを確認する法的

な手続きがなく、審査でも検討の対象となっていないのは重大な欠陥です。・避難計画の実効

性は確認されていません。病院や介護施設や自宅の要配慮者の避難や地震や台風などとの複合

災害については全く目途が立たない状況です。再稼働の手続きを進めるべきではありませ

ん。・東日本大震災では道路が寸断され交通がまひしました。緊急時に安定ヨウ素剤を備蓄場

所まで取りに行くことなどできません。安定ヨウ素剤は５キロ以遠でも事前配布が必要です

が、そのような体制にはなっていません。震災の影響について検証がされていない・女川２号

機には、東日本大震災により損傷を受けた施設や機器が多くあります。例えば原子炉建屋の耐

震壁に多数のひび割れ（1130 箇所）が確認され、東北電力は建屋の剛性が最大 70％低下してい

ることを規制委員会に報告しました。ところが、被災した施設や機器の補修の実施とその実効

性を検証したのかどうかについて、審査書案には何ら記載がありません。検証を行った上で再

度審査を行うべきです。強い余震による影響が考慮されていない・熊本地震では強い揺れがく

り返し発生しましたが、耐震評価ではくり返しの強い揺れを想定していません。・熊本地震で

は、最大震度が７の地震が間を置かずに２度発生しました。その後も１か月の間に最大震度が

６強の地震が２回、６弱の地震が３回も発生しています。原発の耐震審査では、通常運転によ

る影響に加えて、基準地震動による１回の揺れに耐える設計であればよいことになっており、

熊本地震の教訓が反映されていません。水蒸気爆発が考慮されていない・女川原発では、炉心

溶融事故が発生し、原子炉圧力容器から溶融燃料が流出した場合、コンクリートと反応して水

素や有毒ガスが発生するのを防ぐことを優先し、溶融燃料を他の原発と比べても非常に深い水

深約４メートルの水を張ったペデスタル部に落とし、水冷することにしています。・この場

合、溶融燃料と水が接触し、水蒸気爆発が生じるおそれがありますが、東北電力は、水蒸気爆

発は発生しないことを前提にしています。・審査書案は、「実験的研究と分析から発生確率は

極めて低いと判断されている」としたうえで、「申請者が水蒸気爆発の発生可能性は極めて低

いとしていることは妥当」と判断しています。しかし過去に起きた金属工場などでの水蒸気爆

発事故や実験事例からも、水蒸気爆発が起こらないとは言えません。汚染水事故に対応できな

い・適合性審査では、福島第一原発で現に起きている汚染水事故…格納容器下部が破損して冷

却水が漏れ、汚染水となって外部に放射能が大量に拡散している…について検討しておらず、

防止策もとられていません。これは、格納容器が破損した場合でも、放射能の大量の拡散を防

止する策を講ずるよう要求する新規制基準に違反します。・設置許可基準規則 55 条では、格納

容器の破損に至った場合等において「工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な

設備を設けなければならない」とされています。ところが、東北電力の対策は、格納容器上部

が破損し、気体の放射能が放出した場合、それを放水砲で叩き落とすというだけです。・ま

た、海洋への放射能拡散防止対策として設置する設備に挙げているのはシルトフェンスです

が、これは放水砲の水の拡散防止対策であり、溶融炉心の冷却水を起源とする高濃度汚染水の

拡散を防ぐことはできません。地震動は少なくとも既往最大 1700 ガルに・震源を特定せずに策

定する地震動について、2008 年岩手・宮城内陸地震及び 2000 年鳥取県西部地震を参照して 620

ガルとしています。・これは、中越沖地震で基準値を大きく超えた柏崎刈羽原発の 1699 ガルに

比べるとあまりに小さい値です。最大加速度は少なくとも既往最大の 1700 ガルにすべきです。 

1227E85 

安全が確認出来ない女川２号原発の再稼動に反対します。福島第一原発同様、被災した原発で

あり、東日本大震災を含む地震発生密集地帯の原発です。すでに先の大地震でコンクリートの

ひび割れが千箇所以上あり、補修したとしても、強度に問題があり、次来る地震に耐えられな

い可能性があります。たとえ、ネジ延ばし試験をしても、モルタルなどの応急処置では、とて

も保ちません。防潮堤にしても、強固なものにした結果、逆に地下水の流れを変えて、建屋側

は水が溜まり液状化、海側は地盤沈下の恐れが出てきます。地下水管理システムなどで管理す
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ると言っても、それは自然の冒とくであり、それが出来ない現実が福島第一原発ではないでし

ょうか。前に臨時会議で、元女川原発の所長が、こう申してましたね。闇を見たと、当時働い

ていた作業員の友達も、同じ事を言っていました。二度とこのような事を起こさない事があな

た達の仕事なのではないですか。そして、放射線から、国民の命を守る責任があることを忘れ

ないでください。 

1227E86 

・東京電力福島原発事故は、収束していません。福島第一原発と同型で老朽炉の女川原発２号

機を動かすことには賛成できません。・重大事故を想定した避難計画を含む原子力防災計画が

実効性のあるものか、確認する法的な手続きがなく、審査でも検討対象になっていないのは、

欠陥です。・病院や介護施設や自宅の要配慮者の避難や天災等の複合災害時の対応が完全に行

われるか、疑問です。再稼働を進めるべきではありません。・緊急時の安定ヨウ素剤は、住民

に配布されるか不透明です。5キロ以上でも事前配布が必要ですが、そのような体制にはなって

いません。 

1227E87 

女川原発は東日本大震災で被災。５系統ある電源の１系統だけ生き残り、かろうじて冷温停止

できたのは幸運でしかなかった。強い力で揺れ、建屋にはひび割れ 1130 か所も発見された。見

えない箇所もあるだろう。東日本では 2011 年以来、原発は一基も動いていない。必要性もな

い。 

1227E88 

福島第一原発の原因究明もされていないのに、同じ沸騰水型である女川原発の審査が十分に出

来る筈がない。(150P)水蒸気爆発に関する実験データを改ざんした資料を使った審査は無効。

やり直しするべきです。(392P)テロ対策に５年の猶予を与える合理的理由はない。５年間テロ

に合わない保証は何処にありますか。(494P) 

1227E89 
女川原発の再稼働に反対です。安全に対する不安，実効性に不完全な避難計画，使用済み核燃

料の処理の問題など，課題山積する中で，再稼働すべきではないと思います。 

1227E90 

3/11 の地震加速度がわずか 567gal（1 号機）だったそうですが、この程度で施設に深刻な障害

が起きた訳で、それほど耐震性が低いことに驚きます。ふつうの住宅でも数千 gal に耐えると

言われるのに、悪い冗談のようです。直下型地震で、数千 gal の加速度を現実に何度も観測し

ています。このように耐震性の低い施設の再稼働は許容できません。何かの基準に合格なのか

も知れませんが、その基準は安全ではありません。田中俊一前委員長が「安全とは申し上げら

れない」と言った通りです。施設の基本設計からやり直して建て直さない限り、大幅な耐震性

向上は不可能なはずです。さらに「テロ対策施設に 5年の猶予を与える」ことも理解できませ

ん。このリスクを真剣に考えていないという証左でしかありません。 

1227E91 

地震・津波の予測には限界があり、策定された基準地震動・基準津波で十分だとは言い切れな

い。女川原発は東日本大震災はじめ何度も巨大地震に見舞われた「被災原発」であり、多数の

ヒビが入った建屋の剛性低下、設備・機器類の被災の検証は不十分。何故、住民の「避難計

画」を審査の対象としないのか。避難計画の責任は自治体に押し付けられ、およそ実効性のな

い机上のプランとなっている。そもそも福島第一原発事故の原因究明がなされていない。 

1227E92 

「放射能を生活圏に放出」を前提とした新規性基準は容認できない新規制基準では、原発の敷

地境界での最高被ばくを「甲状腺に対して 3SV、全身に対して 0.25SV」と定めた「原子炉立地

審査指針及びその適用に関する判断の目安について」（1964 年制定）の適用を除外し、フィル

ターベントの設置により「セシウム 137 で 100 兆ベクレルを下回っていること」を求めている

だけであることから、生活圏への放射能の放を前提とした原発の再稼働はあり得ず、廃炉が必

然である。 

1227E93 

東日本大震災で九死に一生を得た女川原発。フクイチと同じ型で、同じように老朽炉、巨大地

震に耐えうるとは思えません。地震対策も汚染水対策も避難計画も未熟です。新規制基準の適

合審査では、合格を出すために話し合ったのではないでしょうか。こんな恐ろしいものを動か

さないでください。私は福島県民として再稼働に反対します。福島の教訓を生かしてくださ

い。 

1227E94 

２ページの２行目「6月 28 日」の記載は不要と思います設置許可基準規則解釈第１条１での引

用の例では記載がないので・１１ページの注釈の半角「-」は全角「－」のほうがよいと思いま

す。他の箇所と同様に。・１２ページの２２行目「牡鹿」の振り仮名は、１２ページでは「お

しか」、５９ページでは「おじか」となっているが、１４７ページ（牡鹿幹線）での読みはど

ちらなのか？・１２ページの２２行目「半島」の振り仮名は不要と思います。・１３ページの

２２行目「ＰＳ検層結果をもとに」は「ＰＳ検層結果をもとにした」などのほうがよいと思い
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ます。原文では「結果をもとに」申請者が何をしたかが不明なので。・１３ページの２３行目

の文末「できること」は「できることを確認していること」などのほうがよいと思います。申

請者が何をしたかが明確となるので。・１３ページの２４行目「当該地下構造モデル」の「当

該」が何を指すのかが曖昧であるので、ここは「モデル化した地下構造モデル」などとしたほ

うがよいと思います。・１３ページの２５行目「シミュレーション」は、同１行目、１５行目

の「検証」のことを指しているのか？・１５ページの注釈の文末「確認した」の主語は申請者

であると理解してよろしいか？同ページの１１行目「考慮する。」の主語は申請者であるか

ら。・３３ページの１行目「耐震Ｓクラス」は「Ｓクラス」のほうがよいと思います。同一の

ものであれば。・４２ページの１０行目「弾性設計用」は「弾性設計用地震動」のほうがよい

と思います。・４４ページの１４行目「熱水活動が終息以降に」は「熱水活動が終息して以降

に」などのほうがよいと思います。同１７行目等と同様に。・４４ページの２１行目「古

い」：申請者はどの断層と比較して古いとしているのか？・４５ページの８行目「終息した以

降」は「終息して以降」のほうがよいと思います。４４ページの１７行目等と同様に。・６２

ページの注釈の「確認」の主語は申請者であると理解してよろしいか？同ページの１行目「考

慮する。」の主語は申請者であるから。(妥当性の確認は規制庁がすべきものではないかと思わ

れるが。）・７６ページの１９行目の市町名にも振り仮名を記載したほうが良いと思います。

１２ページと同様に。・９１ページの１２行目「または」は「又は」のほうがよいと思いま

す。他の箇所と同様に。・１０３ページの最下行から上に３行目「半径」の中心はどこか？

（どこからの半径か）・１２０ページの７行目半角「-」は全角「－」のほうがよいと思いま

す。他の箇所と同様に。・１２０ページの１４行目「耐震クラス」は「耐震重要度分類」のほ

うがよいと思います。同一のものであれば。・１２０ページの１５行目「耐震Ｂクラス」は

「Ｂクラス」のほうがよいと思います。同一のものであれば。・１４８ページの最下行から上

に２行目「非常用ディーゼル発電機等」の「等」は何を指しているのか？・１５８ページの１

行目「a.」は「上記 a.」のほうがよいと思います。他の箇所と同様に。・１５８ページの１７

行目「女川 2号炉」は「2号炉」のほうがよいと思います。他の箇所と同様に。・１６４ページ

の表の「高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱」の選定理由欄の２行目「格納容器直接加

熱」：格納容器雰囲気直接加熱（DCH)との違いは何か？・１７０ページの最下行から上に１行

目「至るまでの時間は・・・事象発生から約 51 時間後であり」は「至る時間は・・・事象発生

から約 51 時間後であり」などとしたほうがよいと思います。この「約 51 時間後」は（時の長

さではなく）時刻を意味しているのであろうから。（１７８ページ等にも同様の箇所あ

り。）・１７６ページの d.の８行目「水位回復後」は「原子炉水位回復後」のほうがよいと思

います。１８２ページの４行目と同様に。・１８０ページの９行目「原子炉隔離時冷却系」は

「RCIC」のほうがよいと思います。５０２ページで略語の定義がなされているから。 

1227E95 
女川原発は、福島第一原発と同型機であり、福島第一原発事故の事故原因の検証が不十分で完

全に究明されていない中、稼働させるべきではない。 

1227E96 

・２２６ページの２行目「破断」は「破断面積」のほうがよいと思います。・２２６ページの

注釈３２の２行目「破断」は「破断面積」のほうがよいと思います。注釈３３と同様に。・２

２８ページの e.の７行目「温度までに低下する」は「温度まで低下する」のほうがよいと思い

ます。・２４６ページの注釈の「原子力発電技術機構」は「NUPEC」のほうがよいと思います。

５０２ページで略語の定義がなされているから。（３０６ページの注釈についても同様。）・

２６６ページの a.の６行目「コンクリートの侵食量」は「コンクリート侵食量」のほうがよい

と思います。他の箇所と同様に。・２８７ページ d.の２行目「未臨界は維持されている」と、

２９２ページの d.の「未臨界は維持される」との違いは、何を意味しているのか？・２９３ペ

ージの（３）の３行目「重要事故シーケンス」は「本重要事故シーケンス」の誤記ではない

か？・２９９ページの１１行目「見なし」は「みなし」のほうがよいと思います。他の箇所と

同様に。・２９９ページの１６行目「原子炉格納容器破損モード」：５００ページの略称等の

「格納容器破損モード」との違いは何か？・３００ページの（２）の３行目の「核分裂生成

物」の略語の定義は、初出箇所の１４１ページで記載したほうがよいと思います。・３０１ペ

ージの６行目「FIST-ABWR の解析結果」と１１行目「FIST-ABWR 試験の解析結果」との違いは、

何か？・３０２ページの最下行から上に２行目「c.」は「上記 c.」のほうがよいと思います。

他の箇所と同様に・３０８ページの b.の２行目「ひとつ」は「１つ」のほうがよいと思いま

す。・３０８ページの最下行から上に７行目「上記の a.」は「上記 a.」のほうがよいと思いま
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す。他の箇所と同様に。・３０８ページの脚注の「et.al」は「etal.」の誤記ではないか？・

３２１ページの２行目「または」は「又は」のほうがよいと思います。他の箇所と同様に。・

３３１ページの１１行目「代替制御棒挿入回路」は「ARI」としたほうがよいと思います。３３

０ページで略語が定義されているから。・３３４ページの８行目「制御棒駆動機構」と３３９

ページの２０行目「制御棒駆動機構（CRD）」とは、それぞれ「制御棒駆動機構（CRD）」、

「CRD」としたほうがよいと思います。・３３７ページの表の選択制御棒挿入機構の理由欄の１

行目「機能であり」は「機能を有する機構であり」などのほうがよいと思います。・３４１ペ

ージの e.の冒頭「ほう酸水注入系」は「SLCS」のほうがよいと思います。３３９ページで略語

が定義されているから。・３８４ページの２行目「SGTS」は、フルネームで「非常用ガス処理

系」と記載したほうがよいと思います。ここだけ略語で記載する意味はないと思われるの

で。・４４０ページのチ）の２行目「メタクラ(MC)」は、第４４回原子力規制委員会の配布資

料の資料１－２の９０ページの「メタルクラッドスイッチギア(M/C)」と同じものか？・４５８

ページの１６行目「安全パラメータ表示システム（SPDS）」は「SPDS」のほうがよいと思いま

す。４４９ページで略語が定義されているから。・４７６ページの g.の１行目、４８５ページ

の１８行目の「（平成 11 年法律第 156 号）」の記載は不要では？４６９ページですでに記載さ

れているから。・４７８ページの表の放射能測定車搭載機器の理由欄の「十分ではな

く、・・・有効な手段となり得る」は論拠として適当ではないと思います。・４７８ページの

表のモニタリングポストの理由欄の「機能喪失の可能性がある」：モニタリングポスト以外の

設備ではこの記載がなされていないのは、それらでは機能喪失の可能性はないということを意

味しているのか？・５０２ページの略語等に「FP」、「NF シート」、「PC」、「T.P.」の説明

も追加したほうがよいと思います。・５０２ページの「非常用炉心冷却装置」：２０３ページ

等の「非常用炉心冷却系」との違いは何か？・５０２ページの「冷却材喪失事故」：１２６ペ

ージ等の「原子炉冷却材喪失事故」との違いは何か？ 

1227E97 

意見提出箇所（29 ページ）女川原発は巨大地震の震源域に近い「被災原発」である女川原発

は、東日本大震災で被災した特殊な原発であり、規制委員会では、最新の科学的・技術的知見

を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮して適切に策定されていることを確認したとある。し

かしながら、繰り返し巨大地震と大津波を発生させている日本海溝沿いの震源域に最も近い原

発であり、追加の安全対策を行なっても大きなリスクが伴う可能性があり、安全とは言い切れ

ない。○意見提出箇所（全体）新規制基準は「世界で最も厳しい」どころか、世界レベルに程

遠い新規制基準が制定された際に規制委員会は、これまで規定されていなかったシビアアクシ

デント対策を規制の対象にしたことが特徴だと強調した。福島第一原発では、溶融炉心を取り

出すことはほとんど不可能になっており、シビアアクシデント対策というのであれば、福島事

故の教訓を踏まえて炉心溶融に万全の対策をとらなければならない。ところが新規制基準は、

欧州で認証されている最新鋭の原発に標準装備されているコアキャッチャーを要求しておら

ず、安倍首相の言う「世界で最も厳しい水準」どころか、世界のレベルには程遠い。女川原発

では、コアキャッチャーに代わる溶融炉心対策として、格納容器下部に水を張って溶融炉心を

受け止める「対策」がとられることになっているが、これは安全どころか水蒸気爆発を招いて

東日本壊滅の事態を引き起こす懸念がある。○意見提出箇所（全体）避難計画を含めて審査す

べきである規制委員会は、「原子力災害対策指針」を策定していながら、審査では指針に基づ

いて策定された自治体の避難計画の実効性をまったく検討していない。その理由を規制委員会

は、災害対策基本法が、原子力災害時の避難に関しては、地方自治体を中心にした地域防災会

議に権限を委ねているからだと説明している。しかし、ＩＡＥＡ（国際原子力機関）で採用さ

れている「深層防護」の考え方によれば、その第５層において、原子力規制機関による緊急時

計画等の整備が必要だとされている。短時間で広がる放射能への迅速な対応や、他都道府県に

またがる広域的な避難行動は国が全面的に統括すべきであり、重大事故時に住民の深刻な被曝

を回避することができない場合に、規制委員会は稼働を認めない措置をとるべきである。 

1227E98 

原子力発電は日本のエネルギー政策に必要不可欠という意見が多くありますが、そもそも使用

済み核燃料の処理方法についても安全性が確保されていないのに、原発再稼働に進むことは、

不安しかありません。女川原発は東日本大震災で巨大地震と津波に襲われた「被災した原発」

です。多数のひび割れが入った建屋の剛性が低下しているにもかかわらず、設備・機器類の検

証も不十分です。原発を日本から少しでも減らすように考えてください。日本を安全な国に導

いてください。 
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1227E99 

女川原発の再稼働に反対です。よく津波が来る地域に、あの防潮堤ではダメでしょう。そもそ

も地盤沈下しちゃ安全守れないですよ。最悪のシナリオですと、津波の第一波で傾き、二波で

壊れ、三波で倒れる構造、これが 3 月 11 日の教訓です。これじゃ、枕を高くして眠れない。元

女川原発の所長と会談したことを思い出し、国民の命を考えた審査をやり直してください。 

1227E100 

東日本大震災による損傷に対して、どのような補修が実施され、再稼働が可能であると判断さ

れたのか、その検証について審査書案に記載がみあたらない。女川 2 号機では原子炉建屋の耐

震壁に多数のひび割れ（1130 箇所）が確認されたことが発表されているにもかかわらず、検証

と対策が明確になされないままでは、審査なしと同等であり、現在なお頻発している地震に対

しての対策としても大きな不安を招くものである。 

1227E101 

女川原発は巨大地震の震源地に近い。地震・津波の予測には限界があり、どんなに安全基準を

満たしたといっても充分に安心できない。また、テロなどの標的とされる可能性は否定できな

い。福島第一原発事故の原因究明がされていないのに、女川原発の再稼働はあり得ない。 

1227E102 

女川原発の再稼働に絶対に反対です。女川原発は，もともと老朽化しているうえに，２０１１

年の東日本大震災における強度の地震によって多数のヒビ割れなどが生じており，いわば「超

中古の事故車」です。このような原発を再稼働させるということは，きたるべき大地震の時の

爆発や放射能拡散の危険が高い。何年後には大きな地震はやってくる。その時を考えると，女

川原発の再稼働は全く信じられない。２０１１年４月，田中俊一氏ら，日本を代表する原子力

関係学者１６名が，安全神話を振りまいて事故を招いてしまったことについて，国民に対して

痛切なる謝罪を行ったことを思い起こして欲しい。以下は，JCAST ニュースの報道である。「当

面なすべきことは原子炉及び使用済み核燃料プール内の燃料の冷却を安定させ、大量の放射能

を閉じ込めること。これを達成することは極めて困難であるが、これを達成できなければ事故

の終息は覚束ない」と述べた点で、有効な解決策を見いだすのが難しいことを自ら認めている

とも受け取れる発言だ。2011 年 4 月 1日、会見した田中俊一氏は「原子力の平和利用を進め

て、まさかこういう事態、これほど国民に迷惑をかけるような事態は予測していなかった。結

果的にこういうことになっていることについて、原子力を進めてきた人間として、国民に謝ら

なくてはならないという気持ちは、みんな持っていると思う」と心境を明かした。田中氏は提

言をまとめた理由について「（我々は）余計なことを言わなくてもいい年齢だけれども、黙っ

ていられないと。とにかく早くこの状況を抜け出して頂きたいという思いでまとめた」と述べ

た。」 

1227E103 

女川原発の立地は巨大地震の震源域に近い。地震・津波の予測には限界があり、策定された基

準地震動・基準津波で十分だとは言い切れない。女川原発は東日本大震災はじめ何度も巨大地

震に見舞われた「被災原発」。多数のヒビが入った建屋の剛性低下、設備・機器類の被災の検

証も不十分だ。 

1227E104 

福島原発事故の原因もつかめておらず、収束がいつになるかわからない状態で隣の県の原発を

再稼働させることに反対です。避難計画も確実なものとは思えず、多くの高齢者や障害者が取

り残される可能性が高いです。先日も青森県で震度５の地震があったばかりです。原発事故で

膨大な放射線に汚染された廃棄物を抱えてこれから何百年も管理しなければいけないこの国

で、これ以上使用済み核燃料などの核のゴミを出すべきではありません。再稼働をやめ、廃炉

を決定するべきです。 

1227E105 

原発の制御システムに外部から侵入若しくは攻撃が加えられる可能性に対して、正直見通しが

甘すぎるとしか考えられない。確かイランの原発にイスラエルのハッカー(若しくは国家機関)

が外部からの侵入を企てた事例があったと記憶する。審査書案では通信監視で外部からの侵入

を防ぐ旨の記述がされているが、この程度の防御などあってないようなものだと考える方がま

ともであろう。しかも、実施は東北電力といういち民間企業に委ねられることになる。これが

果たして実効性がある対応手段だと言えようか。例えば外部と遮断されたイントラネットに外

部へのバックドアを開けるため、業務に関わる人間の保有するコンピューターにウィルスを仕

込んだり、協力者を潜り込ませるなどの方法も考えられる。審査書案作成について、悪意ある

侵入の可能性について、専門家の意見聴取や討論などをどの程度行ったのか。日進月歩と言わ

れるコンピューター犯罪の手口についての認識、また制御システムの独立性を確保するために

東北電力がどの程度の備えを行い規制委員会がそれを安全だと認めたのか、認めたことについ

て規制委員会は責任を負うのか否か、伺いたい。 



パブコメ意見一覧（WEB 投稿） 

- E109 - 
 

整理番号 意見全文 

1227E106 

原子力災害時の「5 層防御」「多層防御」が珍しい言葉ではなくなって久しい。その「最後の

層」第 5 層の防災対策、つまり住民避難対策について、今次審査書では全く言及がない。「事

故が起きたら地元自治体、地域で対策を考えて、好きに逃げなさい」では、あまりにも無責任

である。「多層防御」は国の責任ではないのか。ちなみに、合衆国ではそのように制度設計さ

れていると聞く。そこまで責任を負えないというのであれば、再稼働ではなく「住民の安全が

守れないものを動かしてはならない」と廃炉を勧告するのが安全を考えるものとして筋ではな

いかと思うが、いかがか。にもかかわらず国家が責任を持たずコミットもしないというのであ

れば、原子力発電所を保有する各企業は、現在のように立地自治体とその自治体が所属する都

道府県との間で協定を結ぶのではなく、住民の安全に直接的に責任を持つ各基礎自治体との間

で改めて運転に関する協定を結び直す必要があると考えるか、どうか。そのように制度改正を

行わないのであれば国家の責任放棄であろう。そのような制度の改善を技術者の立場から強く

主張するのも規制委員会の役目ではないかと強く思うのだが、ご見解をお伺いしたい。 

1227E107 
福島第一原発事故は収束しておらず、検証も終わっていません。福島第一原発と同型で老朽炉

である女川原発２号機を動かしてはいけません。 

1227E108 

[対象]基準地震動（III－１．１基準地震動４．基準地震動の策定（１）敷地ごとに震源を特定

して策定する地震動／p.27）[意見]委員会が容認した基準地震動の最大水平加速度は Ss-D2 で

の１０００ガルであるが、「新潟県中越沖地震：M6.8」で柏崎刈羽原発は１６９９ガルを記録

している。依って、少なくともより保守的な数値１７００ガルを採用すべきである。[理由]

「残余のリスク」に基づき常に保守的評価をしなければならない。(説明)２００６年の改定耐

震指針において、「策定された地震動を上回る地震動が生起することは否定できず、その影響

が施設に及ぶことにより、施設に重大な損傷事象が発生すること、或はそれらの結果として周

辺公衆に対して放射線被ばくによる災害を及ぼすことのリスク」（「残余のリスク」と命名さ

れた）が明記され認められた(但し、規制基準への導入は見送られ、事業者の努力目標にとどま

り、当然の事乍ら事業者は定量的な評価すらしていない、公表していない。)。しかも福島事故

後の新規制基準では「極めてまれではあるが発生する可能性があり、施設に大きな影響を与え

る恐れがある地震動(基準地震動)」しか明記がなく、「残余のリスク」は削除されている。事

業者は残余のリスクに一顧だにする必要が無くなった。これは全面後退・退却を意味する。こ

れでは否定することの出来ないものと一度認識されたレベルの巨大地震は検討・審査対象外と

なり、「原発の安全性」は確保できない。依って、常に保守的評価をしなければならない。 

1227E109 

福島第一原発事故は収束しておらず、検証も終わっていません。最近また東北地方でも地震が

頻発しています。今、電力は十分足りています。福島第一原発と同型で老朽炉である女川原発

２号機を動かすべきではありません。 

1227E110 
福島第一原発事故の原因究明が十分に行われていないのに、同じ沸騰水型（ＢＷＲ）である女

川原発の審査が十分科学的・専門的に出来るはずがないと考えます。 

1227E111 

今年、阿蘇山や口永良部島など活火山の火山活動が相次いだ。火山噴火では、周辺に火砕流等

の直接的被害をもたらす事象の他に、火山灰が周辺地域に広く降り被害をもたらす。ことに、

粒子の細かい火山灰はありとあらゆる隙間から建物や機械の内部に入り込むことが知られてい

る。原発の制御機器の内部に入り込む可能性も当然考えられ、貴会の停止や深刻な障害発生な

どをもたらすであろう。火山の噴火は、発生確率で論じることが難しいものである。たとえ確

率が低くても、発生する時には発生しそれを予測することは現在の科学では困難である。火山

活動のリスクに関して、審査書案では軽く触れられたのみである。ありとあらゆる隙間から入

り込む火山灰をいかに防ぎ、制御機器の動作を保証するか(東北電力の言い分を鵜呑みにするの

では審査の意味がない)、今次審査をやり直して改めて検討考査する必要があると考える。 

1227E112 

女川原発２号機は、事故を起こした福島第一原発と同じ沸騰水型軽水炉です。福島原発事故の

原因究明がほとんどされていない現状での適合の判断は早計であると言わざるを得ず、到底受

け入れることはできません。科学的・技術的意見の募集というのならば、福島の事故に対する

科学的・技術的な原因究明、結果の提示が先にあるべきではないか。 

1227E113 これからの宮城、日本を守るため、今後の地震を考えると安全とは言えない。 

1227E114 

福島第１原発の問題が解決していない。汚染水を垂れ流しにしようとしている。対応できる専

門家、技術者、現場で働く人の数は、次の事故に対応できるほどいない。万が一の時に対応で

きるマンパワーが足りない。その時にどうするのか、事故後の避難計画、医療計画など本当に

回るのか疑問が残る。 
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1227E115 

[対象]避難計画（全般）[意見]「避難計画」は、過酷事故対策規制の枠組み上、最終段階の

「深層防護第５層：放射性物質の環境への大規模な放出に対する防災対策」として最も重要で

あり、「原発の安全性」を確保する為、本件審査の対象とすべきである。[理由](主旨)自治体

《県とＵＰＺ（女川原発から３０キロ圏）を含む関係７市町（女川町、石巻市、登米市、東松

島市、涌谷町、美里町及び南三陸町）は、地域防災計画〔原子力災害対策編〕にて関係市町が

避難計画を策定し、県は避難計画策定のための支援（広域調整等）を行う事になっている》作

成の「避難計画」は委員会策定の「原子力災害対策指針」に定める「住民の視点に立った防災

計画」として瑕疵があり実効性がない。(説明)１．指示基準が大甘避難指示区域基準として年

間被爆線量を、Ａ:「帰還困難区域(立入禁止)」は５０ミリシーベルト超、Ｂ:「居住制限区域

(宿泊禁止)」は２０超～５０以下ミリシーベルト、Ｃ:「避難指示解除準備区域」は２０ミリシ

ーベルト以下としている。これは国際放射線防護委員会(ＩＣＲＰ)が一般の人の許容被爆線量

を「原発事故等緊急時は年２０～１００ミリシーベルト」とし、「復旧期は年２０ミリシーベ

ルト以下」、「平常時は年１ミリシーベルト以下」としていることを根拠としている。福島原

発事故経験から「年１ミリシーベルト」のレベル迄減染・除染するのに何年かかるか分からな

いのに、「年１～２０ミリシーベルト」の状態下に避難不要のまま何時まで晒して置く積りな

のか？こんな大甘な基準は全く認められない。福島原発事故後５年以上経過した現在、未だ

「原子力緊急事態宣言」下にあり、復旧期段階と見做し２０ミリシーベルト基準での避難解除

が進められている、しかも今後何十年緊急事態基準が適用されるか分からず、解除の見通しも

ない。それでいて、あたかも平常時であるが如く避難解除が実施され、原発再稼働が拡がりつ

つあるのは言語道断である。２．SPEEDI 使用につき委員会と政府の方針が違う SPEEDI（緊急時

迅速放射能影響予測ネットワークシステム）の使用につては、委員会は「予測は不確実で弊害

が多い」として原災指針から削除し、モニタリングポスト（放射線測定器）の実測値で避難対

応を判断する方針に転換した。一方、政府は多くの自治体の要望に鑑み、自治体の責任で

SPEEDI を避難に活用することを容認し、近々活用法を示す方針である。SPEEDI は予測に基づき

放射性物質の到達前に早い段階で避難或いは避難準備が出来るのが最大の長所である。福島事

故時に採用出来なかった為、放射性物質到達地域に避難してしまった苦い経験は周知の通りで

ある。一方、モニタリングポストは測定要員が被曝危険を冒して放射性物質到達を待って実測

値を確認するもので、所謂後の祭りとなるのは必定である。しかも、圏外へ避難する基準は毎

時５００マイクロシーベルトを超えた時と定めており、わずか２時間で一般住民の年間被曝線

量の上限１ミリシーベルトに達してしまう。これでは、測定要員・住民の被爆を前提とした基

準・計画であり、到底容認出来ない。委員会は原災指針を変更し SPEEDI 使用を容認すべきであ

る。尚、SPEEDI を使用すると不安を煽り多くの住民が一斉に避難し混乱するため、使用に反対

との意見もあるが、これぞ本末転倒であり、避難など出来ない危険な原発事故であれば原発自

体を廃炉とすれば解決することは自明である。３．避難の基準を測定できないモニタリングポ

スト委員会は SPEEDI 使用を否認し、モニタリングポストで実測値を確認し避難の判断をすると

しているが、肝心の設置されているモニタリングポストの多くが避難基準の毎時５００マイク

ロシーベルトが高過ぎて測定出来ない状況である。こんな避難計画に実効性は全く期待出来な

い。 

1227E116 

2011 年 3 月に発生した東日本大震災地震に於いて、加速度、女川は 567 ガル、最大の津波高さ

は 13ｍでも大事に至らなかった。今回対策に於いて加速度 1000 ガル津波の被害を避けるために

海抜 29ｍ（高さ 16ｍ）の防潮壁を建設、その他にも発電機、防水工事など多重な安全対策が行

われているとの事で、安全は確保されていると思われる。新たな原発を増やすことは必要無い

と思うが、代替となる発電方法が確立するまで、原発を稼働させるべきと思う。 

1227E117 
福島第 1 原発事故が解決していない中、原発を再稼働させるのは不安。次の災害が想定内の程

度に収まるかどうかは予測できない。 

1227E118 

[対象]避難計画（全般）[意見]「避難計画」は、過酷事故対策規制の枠組み上、最終段階の

「深層防護第５層：放射性物質の環境への大規模な放出に対する防災対策」として最も重要で

あり、「原発の安全性」を確保する為、本件審査の対象とすべきである。[理由](主旨)自治体

《県とＵＰＺ（女川原発から３０キロ圏）を含む関係７市町（女川町、石巻市、登米市、東松

島市、涌谷町、美里町及び南三陸町）は、地域防災計画〔原子力災害対策編〕にて関係市町が

避難計画を策定し、県は避難計画策定のための支援（広域調整等）を行う事になっている》作

成の「避難計画」は委員会策定の「原子力災害対策指針」に定める「住民の視点に立った防災
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計画」として瑕疵があり実効性がない。(説明)１．宮城県は「避難計画」を未策定であり、国

の全面的な指導・支援が必要宮城県は、30km 圏内 7市町各自治体の「避難計画」策定を待ち、

その全体調整を行う予定である。一方各自治体は住民説明会開催・計画案作成は行っている

が、その実効性には全く不安を抱えている状況で、県・国の指導・調整機能を待っているのが

実状である。特に 30km 圏内住民 21 万人と観光客（県全体で年 64 百万人程なので一日当り平均

18 万人）などで対象者が余りに膨大で、現実的な計画は覚束ない。国（委員会）の全面的な指

導・支援が必須である。２．避難計画圏の範囲が狭い現状の避難計画は 30km 圏内に限定してい

るが、福島原発事故で明らかな様に 30km 圏内は言うに及ばず、250km 圏内（首都圏は 300km）

の避難も有り得ることを踏まえて計画すべきである。「原子力災害対策指針」には３０キロ圏

の外側でも放射線量の基準を超えた場合には避難が必要であると規定されている。「原子力災

害対策指針」に定める「計画」としては瑕疵がある。３．避難バス体制、避難道路体制構築の

見通しが全くない宮城県内３０km 圏内には約 40 万人の住民と観光客（イベント時？）がおり、

住民避難で利用するバスは 1 万台、運転手 1万人は要すると想定されるが、県も自衛隊も対応

出来ないのは自明である。避難道路も冬は雪国（山形県への避難が多い）としては対応出来な

い。牡鹿半島の道路は東日本大震災の際、各地で寸断されており、現在でも女川原発から北へ

向かう県道女川牡鹿（おしか）線は「全面通行止め」の状況である。これでは避難計画の実効

性は特に複合災害時は全くない。４．避難計画サポート要員への被害保障体制がない避難バス

運転手・安定ヨウ素剤配布者・要介護者支援者など避難計画をサポートする人への被爆等被害

保障が定まっておらず、ボランティア的協力者以外の要員確保の見通しが全くない。これでは

避難計画の実効性は全くない。５．被爆前提の避難一般的に、過酷事故後２０分で炉心溶融(メ

ルトダウン)、９０分でメルトスルーの可能性がある。この様な短時間の間に避難出来る人は殆

どいない。一例では、３０km 圏外に出るのに最短でも１５時間、最長で２９時間となってい

る。依って、避難は被爆を前提としてせざるを得ない。しかも、現状の避難計画は、5 キロ以遠

では屋内退避を原則としており、毎時 500 マイクロシーベルトという高レベルの放射能が観測

されてはじめて避難を開始するというものである。わずか２時間で一般人の年間許容被爆線量

１ミリシーベルトに達してしまう。つまり、２時間以内に安全な場所まで避難しなければなら

ない。これは全く期待出来ない。毎時５００マイクロシーベルトという数値は、単純に乗ずれ

ば１年間では４シーベルトという（経過時の減衰勘案でも年２シーベルト位か）東海村ＪＣＯ

臨界事故が起きた時、生死を分けた数値であり、こんな空恐ろしい超高数値を住民避難の基準

にするとは、将に「人格権の侵害」である。ちなみに、福島原発が爆発した時、保安院の職員

が慌てて郡山に逃げ出したのは、室内が毎時１２マイクロシーベルトに上昇した時であった。

国際放射線防護委員会(ＩＣＲＰ)の設定している一般人の許容被爆線量は年１ミリシーベルト

（毎時 0.23 マイクロシーベルト）であり、日本も適用しているのは周知の通りである。依っ

て、「避難計画」は被爆を前提に作成されているものであり、又、熊本地震の経験でも屋内退

避など非現実的なことは明らかである。この様な実効性のない非人道的な避難計画（＝原発再

稼働）は許されない。 

1227E119 

[対象]避難計画（全般）[意見]「避難計画」は、過酷事故対策規制の枠組み上、最終段階の

「深層防護第５層：放射性物質の環境への大規模な放出に対する防災対策」として最も重要で

あり、「原発の安全性」を確保する為、本件審査の対象とすべきである。[理由-１](主旨)原子

力規制委員会(以下、委員会)は防災計画(「避難計画」)作成を指導・助言し審査する責任があ

る。(説明)１．「原子力災害対策指針」委員会は「原子力災害対策特別措置法(以下、原災

法)」に基づき「原子力災害対策指針」を作成し、原子力事業者・市町村等が「住民の視点に立

った防災計画を策定すること」と定めている当事者であり、事業者を指導する立場である自治

体の長に、防災計画策定に関わる指導・助言・審査をし勧告・報告・改善を求める責任があ

る。２．「原災法」第３２条(立入検査)具体的には、「原災法」第３２条(立入検査)にて

「・・委員会・・は、・・・その職員に原子力事業所に立ち入り、原子力事業者の施設、帳

簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。」と権限が付

与されている。３．「原災法」第３０条(原子力防災専門官(以下原災専門官))かつ「原災法」

第３０条(原災専門官)にて「原災専門官は、・・原子力事業所について、・・原子力事業者防

災業務計画の作成その他原子力事業者が実施する原子力災害予防対策に関する指導及び助言を

行うほか、・・その状況の把握のため必要な情報の収集、地方公共団体が行う情報の収集及び

応急措置に関する助言その他原子力災害の発生又は拡大の防止の円滑な実施に必要な業務を行
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うものとする。」と義務が負荷されている。この原災専門官は委員会の事務局である原子力規

制庁(全国の各原発分庁)に３０名程配属されていることは周知の通りである。４．「原子力災

害対策マニュアル」又、実際の原子力災害対策体制として内閣総理大臣のもと内閣府及び委員

会が初動体制を作り、当該事業所及び自治体を含む関係部署との総合調整を図る本部となって

いることは、「原子力災害対策マニュアル」にも明らかである。５．委員会の責任しかるに委

員会は、「避難計画は地方自治体の問題であり委員会の関知せざるもの」と表明しているのは

無責任かつ当事者意識に欠けると言わざるを得ない。これでは「原発の安全性」は確保できな

い。[理由-２](主旨)「避難計画」を審査対象とするのは世界基準である。(説明)周知の通り米

国の原子力規制委員会では避難計画も審査対象としており、それが世界的基準である。実際ニ

ューヨーク州で建設された原発が、細長い半島に位置して避難が殆ど不可能として稼働不認可

と成っている。 

1227E120 

東北電力女川原子力発電所は、東電福島第一原発のような大災害を発生させなかったとは言

え、東日本大震災の揺れや津波の影響を少なからず受けて損傷しているはずですが、原子炉設

置変更許可の審査に当たっては、一度大きな地震災害を経験した原子力発電施設として、受け

た損傷とその修復の実効性の確認が不可欠だと思います。一度の大きな揺れに耐えた原子炉施

設が、設計基準の耐震性を保持しているのか、特段に慎重な審査が求められます。審査のやり

直しを求めます。本案件に限らず、原子力規制委員会・規制庁による発電用原子炉設置変更許

可申請書に関する審査書案に対する意見募集は、「科学的・技術的意見」との限定が付される

のが恒例となっているようですが、原発など高度に専門的技術的ことがらは専門家に任せてお

くのがよいとして、安全神話が日本を覆い、原子力発電所の安全性や、国土や国民生活にネガ

ティブな影響を及ぼすリスクについて国民が無関心であった結果、福島第一原発事故の発生を

許してしまったことを、多くの国民は忘れていません。国民の多くは、福島第一原発事故を教

訓として、事故前の無関心でお任せの状況、つまり、電力会社の利益最優先の原子炉運転を、

原発を推進する行政が追認する状況を許してはいけないと肝に銘じ、日本で再び原子力事故を

起こさせないために、国民としても果たすべき責任があると認識し、その責任を果たすべく多

かれ少なかれ努力しています。原子力規制委員会・規制庁が募集する公衆意見に、募集側が予

測や期待していない安全性への懸念や否定的意見が少なからず寄せられるとしたら、それは国

民が、原子力発電所の運営について電力会社や規制側の安全意識にお任せしていない査証であ

り、原子力利用における安全性確保を目的とする原子力規制委員会は、積極的に傾聴して国民

の不信をぬぐう努力につなげるべきではないでしょうか。国民の意見を無知・非科学的として

耳を傾けない規制委員会の姿勢は、福島第一原発事故前に回帰してしまったごとく原発稼働あ

りき・安全性二の次と感じられます。必ずや改めてほしいです。 

1227E121 

（いわゆる）テロ対策施設の設置に５年の猶予を与えることに合理的理由はない。５年間はテ

ロにあわない保証がどこにあるのか。電力会社への「忖度」だとしか言いようがない。テロ対

策施設が設置されない限り、女川原発に「基準適合」を出すべきではない。 

1227E122 

格納容器の下部に水を張って溶融炉心を受け止める対策は、水蒸気爆発を招く大きなリスクが

ある。水蒸気爆発によって格納容器が破壊されれば、東日本に居住できなくなる規模の巨大災

害となる。このような炉心溶融対策は絶対に認められない。このような対策で「基準適合」と

する審査はやり直すべきである。 

1227E123 

そもそも、国内でこれまで観測された最大の地震動は、まさにこの宮城県で 2008 年に起きた宮

城内陸地震で観測された最大加速度 4022 ガルであるといわれる(かのギネスブックにも認定さ

れたと聞く)。また、日本国内にはまだ把握されていない活断層が数多ある。かくの如き状況を

考える時、現在想定されている地震動はあまりに小さすぎ、不慮の災害に備える想定としては

心もとない。最低でも宮城内陸地震で記録された 4022 ガルに 1より大きい安全係数を乗じた地

震動を想定すべきである。過去に大きな地震が起きるたびに、まるでにわか作りの建物に柱を

足すが如くちまちまと積み増しされて現在の想定になった女川原発は、仮に補強が行われたと

しても、再稼働を認めるべきではない。 

1227E124 

女川原発 2号機は、東北地方太平洋沖地震（2011 年 3 月 11 日）により原子炉建屋の耐震壁に多

数のひび割れ（1130 箇所）が確認され、東北電力は技術的評価にもとづき、同建屋の剛性が最

大 70%も低下していることを規制委員会に報告したとされる。にもかかわらず、傷を受けた建

物・構築物と設備・機器の補修の実施とその実効性を検証したのかどうかについて、審査書案

には記載がない。もし検証したのであれば、その内容を審査書に明記するとともに、関連資料
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の公開を求める。もし検証していないのであれば、再稼働の前提条件の一つである設置変更許

可を審査する規制機関として重大な不作為であり、審査のやり直しを求める。 

1227E125 

福島第一原発事故の原因究明は完全には成されていない（事故の現場検証が出来ないから完全

には成し得ない）。であるからには、福島第一原発と同じ沸騰水型軽水炉である女川原発２号

機の審査が十分にできるはずがない。事故の原因究明が出来ていないのに、何故、事故の再発

防止策が立てられるのか。規制委員会は答えるべきである。 

1227E126 
火山噴火の予知はできない。噴火予測を前提においた「火山ガイド」は不合理である。日本の

火山学の権威がそう述べている。不合理な「火山ガイド」による審査は無効である。 

1227E127 

審査書案を拝見しましたが、素人の私には十分に理解できないものでした。しかしながら、か

なり慎重な研究がなされたことは推測できるものの、決して女川原子力発電所再稼働に賛成で

きませんでした。理由は、以下の通り。１．原子力による被害は、無限大だから。飛行機事故

が起きても飛行機は有用とされている。事故は悲劇であり許されないが、その被害は限定的で

ある。2.日本の国土が地球上の極めて不安定な場所にあるから。フランスや北欧諸国、オース

トラリア等々、有感地震が稀にしか無い地質ではない。3.3.11 では「想定外」と言われ続け、

その結果の後始末にめども立っていない。例えば汚染水処理、汚染土壌、その他。農業や漁業

者の事業再開なども道半ばなのに、中途半端な状態でも再稼働。さらに「想定外」が起きるの

ではないか。4.原子力発電のリスクが有用性より大きすぎる。経済的にも人間性の面でも。こ

んなすごい審査書案を作成する能力と時間とお金を原子力以外に向けたならば、と残念だ。以

上女川原子力発電所再稼働に素人として反対します。 

1227E128 

住民の避難計画を審査項目に加えてください。原発の安全審査を行う上で、原子力安全の「深

層防護」の第５層＝「放射性物質の大規模な放出による放射線影響の緩和」（ＩＡＥＡ）、す

なわち「住民の避難計画」を検討対象に含めることは当然のことであると考えます。第４層ま

でを検討対象とし、第５層のみを外すことに説得的な理由はありません。 

1227E129 

審査案全体周辺住民の保護を目的としない規制基準は全く意味がない。住民避難計画を審査対

象としない規制基準は無効である。この審査案を廃案とし、女川原子力は今後、運転してはい

けない。P11～lll－１．１基準地震動及び P48～lll－３津波による損傷の防止（第５条関係）

2016 年の熊本地震でも示されたように、基準地震動のようなものを策定しても、断層の動きや

津波被害の予測には限界がある。さらに女川原発は 2011 年の東日本大震災で被災した原発であ

る。亀裂が多数生じている建屋の剛性低下、設備や機器類の損傷は、多大な不安要素である。

基準以上の地震動によって原子力発電所が過酷事故が起こした場合、「想定外」との言い訳は

通用しない。また、地下水位の設定審査など、相変わらず存在しないものを「方針」を確認す

るだけの審査など、「審査」の名に値しない。合格することを前提とした規制基準や承認する

ことを前提とした審査はそもそも無意味である。2011 年 3 月 11 日に発生した東京電力福島第一

原発の過酷事故の愚を二度と犯してはいけない。つまり、原子力発電所は、今後、廃炉以外に

取るべき道がないプラントである。この審査案を廃案とし、女川原子力は今後、運転してはい

けない。P90～lll－４．２．２火山の影響に対する設計方針火山噴火の予知はできない。噴火

予測を前提においた「火山ガイド」は不合理である。この審査案を廃案とし、女川原子力は今

後、運転してはいけない。P150～lV 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力

東京電力福島第一原子力発電所の被害状況は、未だ充分調査検証されたとはいえず、設置許可

基準規則及び重大事故等防止技術的能力基準は無効である。この審査案を廃案とし、女川原子

力は今後、運転してはいけない。P392～lV－４．８原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却する

ための設備及び手順等（第５１条及び重大事故等防止技術的能力基準１．８関係）核燃料が著

しく損傷し、炉心が原子炉格納容器下部に落下することが想定されるようなプラントを運転し

てはいけない。また、東北電力は、水蒸気爆発に関する資料に改竄されたデータを引用してい

る(参照→

https://blog.canpan.info/renn/archive/792https://blog.canpan.info/renn/archive/839)。

そのような資料に基づく審査は無効であり、そのような行為を行う企業に原子力発電所を運転

させてはいけない。この審査案を廃案とし、女川原子力は今後、運転してはいけない。P494～V

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応（重大事故等

防止技術的能力基準２．１関係）これらへの対応が「整備される方針」を持って「了」とされ

るのは、全く不合理である。対策は全て完了したうえで審査を受けるのでなければ、審査は意

味をなさない。よって、この審査案を廃案とし、女川原子力は今後、運転してはいけない。 
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1227E130 

女川原発の立地は大陸プレートの縁にあり、巨大地震の震源域に近い。地震・津波の規模の予

測には限界がある。策定された基準地震動・基準津波を超える地震・津波が来ることも十分に

あり得る。これで新規制基準に適合とすることには大きな問題がある。審査をやりなすべきで

ある。 

1227E131 

ＩＩ発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力５頁「自然災害及び重大事故等の非常事

態に対応するための組織として、原子力防災組織を設置し、対応するとしていることなど、申

請者の組織の構築については適切なものであることを確認した。」（意見）過酷事故対策にお

いて、事故対応にあたる作業員は、過酷な作業を強いられることになり、労働安全衛生法違反

状態に置かれ、憲法違反です。国としてこの問題が解決できるまで、原発の稼働を許可しては

ならないはずです。（理由）過酷事故が起こることを前提とした審査であるのに、肝心のそれ

を行う過酷事故対応者の権利が考慮されていません。福島第一原発事故の緊急作業に携わった

作業員（協力会社含む）のうち、被ばく線量２５０ｍＳｖ超が６人、１００ｍＳｖ超が１７４

人でした。過酷事故対応においては、原子力防災組織および協力会社関係者等は、事故発生時

から精神的、肉体的に命がけの過酷労働を強いられます。労働契約に基づき指揮命令を受ける

労働者が、過酷事故時には「志願者」という名目で駆り出されます。事業者には、労働者の健

康障害防止義務、危険から退避させる義務があり、労働安全衛生法２２条、２５条、２７条に

定められています。労働者が過酷事故対応のために、労働安全衛生法に違反した状態におかれ

るというのは、憲法違反であり法制度の欠陥です。国としてこの問題が解決できない限り、過

酷事故を前提とする原発の再稼働を認めてはならないということを、原子力規制委員会は認識

すべきです。ＩＶ重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力２５２頁ＩＶ１．

２．２．３原子炉圧力容器外の溶融燃料―冷却材相互作用「原子炉圧力容器外のＦＣＩには、

衝撃を伴う水蒸気爆発と、溶融炉心から冷却材への伝熱による水蒸気発生に伴う急激な圧力上

昇（以下「圧力スパイク」という。）があるが、水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いと考

えられるため、圧力スパイクについて考慮する。」（意見）溶融炉心を冷却するために原子炉

格納容器代替スプレイ冷却系により格納容器下部に注水するという対策は、水蒸気爆発を起こ

す可能性のある無謀な対策であり、労働安全衛生規則にも違反するので、許可の取り消しを求

めます。（理由）福島第一はマークＩ型で溶融炉心と水との接触を避ける構造になっていたの

で、格納容器外の水蒸気爆発は起こりませんでした。マークＩ改良型の女川２号機は、その設

計思想に反して、格納容器下部注水系により溶融炉心を冷却することにしたのは、世界の常識

に逆らう選択です。不確実性が高いにもかかわらず、意図的に溶融高熱物を水と接触させる操

作は、水蒸気爆発防止のために溶融高熱物と水との接触を厳しく禁じる労働安全衛生規則２４

９条、２５０条に違反しています。２５６頁「申請者は、実機において想定される溶融物（二

酸化ウランとジルコニウムの混合溶融物）を用いた大規模実験として、ＣＯＴＥＬＳ、ＦＡＲ

Ｏ、ＫＲＯＴＯＳ及びＴＲＯＩを挙げ、・・・」、「大規模実験の条件と実機条件とを比較し

た上で、実機においては、液―液直接接触が生じるような外乱となり得る要素は考えにくいこ

と、実機で想定される溶融物の初期の温度は実験条件よりも低く、冷却材中を落下する過程で

溶融物表面の固化が起こりやすいことを示した。」（意見）申請者が大規模実験としているも

のは、実際は実験室内規模の実験でしかありません。実機で想定される事象を検証できる規模

の大規模実験でなければ、実機に適用することはできず、「水蒸気爆発は極めて起こりにく

い」などと断定することはできません。規制委員会は申請者に、水蒸気爆発が起こらないこと

を示す大規模実験を行うように要請すべきです。起こらないという確証が得られない限り、Ｆ

ＣＩ対策不適当として、許可を取り消すよう求めます。Ｖ大規模な自然災害又は故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応（重大事故等防止技術的能力基準２．１関係）４

９４頁ＶＩ審査結果４９９頁（意見）規制委員会は、本体施設等でのシビアアクシデント対策

を優先するとして、本体とは別に要求している特定重大事故等対処施設（特重）が未完成のま

ま、本体のみで再稼働させてきました。特重設置に工事計画認可から５年の猶予を与える経過

措置は、電力会社に便宜を図るものであり、規制委員会が申請者と一心同体であることの証拠

と言えるでしょう。 

1227E132 

巨大な防潮堤直下の地盤改良という難工事を本当に完遂できるのか。それによって十分な地盤

強度が得られるのか。まったく保証はない。そもそも基準に合致しない防潮堤を作ったことが

問題であり、そのような女川原発に「基準適合」という審査結果を出すべきではない。「基準
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適合」との審査結果を出すのであれば、基準に適合した防潮堤をいちから作り直させるべきで

ある。 

1227E133 

女川原発は東日本大震災はじめ何度も巨大地震に見舞われた「被災原発」である。多数のヒビ

が入った原子炉建屋の剛性低下の問題、設備・機器類の被災の検証も不十分だ。審査をやり直

すべきである。 

1227E134 
形式的に規制庁の審査をクリアしても実際的な安全確保にはならないので再稼働はやめてくだ

さい。 

1227E135 
福島第一原発事故の原因究明が完全になされていないのに、同じ沸騰水型である女川原発の審

査が十分に出来るのでしょうか。 

1227E136 

女川原発 2号機の再稼動に反対します。項目 VI 審査結果ページ 499 審査書案東北電力株式会社

が提出した「女川原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請書（2号発電用原子炉施設の変

更）」を審査した結果、当該申請は、原子炉等規正法号に適合していると認められる。意見 1

事故時に避難計画が必要なものは、再稼動することは許されないと考えます。2電力の需給状

況、再生可能エネルギーの普及の見通しから考えて、原子力発電を稼動させる理由は、まった

く見当たらないと考えます。世界の流れにも逆行しており、今後ビジネスとしても成り立たな

くなると思います。3使用済み核燃料の処理方法を考えることが、最優先の課題だと考えます。 

1227E137 

何故、住民の「避難計画」を審査の対象にしないのですか。避難は県民の重大な関心事です。

避難計画の責任を自治体に押し付けるのは気の毒です。およそ実効性のない机上のプランにな

っています。2011 年 4 月に女川原発に向かった時、道路には亀裂や土砂崩れがあり通行不能で

した。船も流されていました。 

1227E138 

女川原発は東日本大震災で被災し、かろうじて事故になりませんでした。1系統だけ電源が生き

残り、かろうじて冷温停止できただけです。建屋にはひびわれが 1130 か所も発見されました。

そんな原発を動かす必要はありません。また地震があった時、今度は事故にならないとはとて

も言えません。 

1227E139 

256 頁～「(1)水蒸気爆発が実機において発生する可能性」について圧力スパイクがトリガーと

なって水蒸気爆発が発生する可能性が否定できない。規制委員会は「FCI（原子炉圧力容器外の

溶融燃料-冷却材相互作用）で生じる事象として、水蒸気爆発は除外し圧力スパイク※を考慮す

べきであることを確認した。」とある。（※以下リンク等の審査資料に「FCI のうち衝撃波を伴

うものを”水蒸気爆発”と呼び、水蒸気爆発に至らない圧力変化を”圧力スパイク”と呼

ぶ。」との記載がある。よって、衝撃波の生じる水中での音速を超過する伝播速度の爆発現象

を水蒸気爆発、それ以下の速度の爆発が圧力スパイクと呼ばれていると認識したが、もし間違

いなら規制委員会の定量的な定義を本パブリックコメントへの回答で説明されたい。

http://www2.nsr.go.jp/data/000240515.pdf）溶融燃料などの炉心溶融物は以下の研究から

は、制御棒案内管等の原子炉圧力容器を貫通する部位が破損して、そこから溶け落ちる可能性

が高い事が推定される。（原子力機構の研究開発成果

https://rdreview.jaea.go.jp/review_jp/2017/1_2.html）制御棒案内管は女川原発 2号機では

137 本の制御棒に付随してあり、炉心溶融物は数百トン規模の量が想定されているので、（一カ

所からの漏洩を想定し短時間で終わる実験と違い）複数の部位が同時期に破損して長時間漏洩

が続く可能性が否定出来ない。もし、複数箇所から溶融物が落下している状況で圧力スパイク

が生じた場合、圧力スパイクがトリガー（外乱）となって、水蒸気爆発が生じる恐れがあると

思われる（例えば、二カ所の部位で漏洩している状況で、どちらかの溶融物により発生した圧

力スパイクが、もう片方の水中に落下中の溶融物のトリガーとなり水蒸気爆発を引き起こす可

能性である）。また、溶融物が爆発せずにプールの底に層状に溜まった状況で、後続の漏洩で

生じた圧力スパイクが、ベーストリガ蒸気爆発のトリガーとなる可能性も否定出来ない。前記

形態の水蒸気爆発とベーストリガ蒸気爆発は同時に起きる可能性も否定出来ないが、ベースト

リガ蒸気爆発（層状体系の蒸気爆発）を審査で検討した形跡が無い（見逃しただけなら回答で

判断基準等を具体的に説明されたい）。例えば、以下の研究では「溶融物と水の間には蒸気膜

が存在している可能性が示唆され,熱的デトネーションモデルに基づく蒸気爆発素過程における

蒸気膜崩壊プロセスがベーストリガ蒸気爆発に対して適用できる可能性が示唆された.」とあ

る。（ベーストリガ蒸気爆発のトリガ条件に関する研究 2005 年

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kikaib1979/71/702/71_702_658/_article/-char/ja）

もし、層状の溶融物でも蒸気膜が存在するなら、圧力スパイクがその蒸気膜を消失ないし薄く



パブコメ意見一覧（WEB 投稿） 

- E116 - 
 

整理番号 意見全文 

する事で、溶融物から水への伝熱が急激に進み蒸気爆発を引き起こすと考えられる。また、

「申請者は、原子炉圧力容器外の FCI のうち、水蒸気爆発は、実機において発生する可能性は

極めて低いとしている。」ことを規制委員会は追認しているが、審査資料等を見る限り「極め

て低い」というのが、「具体的にどの程度か・何からの判断基準があるか・その判断基準はど

の様に誰が定め、どの程度の信頼性があるか」が全く不明である。世界中で実施された FCI に

関する実験は全部足しても（論文等に記録された数は）数百に満たないと思われ、自発的に爆

発した事例も多いが様々な理由で実機には参考にならないと審査で無視された。実機での条件

を忠実に模擬した FCI 実験は世界中に 1つも無いのに、実機での水蒸気爆発を審査で除外する

判断は妥当とは思われない。仮に、複数の種類の小型モデル機で実験した数百回程度の安全結

果を根拠に、数百人が搭乗出来る新型の大型商業機の安全性を保証し、実機での多くの多様な

条件での厳しいテスト飛行も無しに、運行許可が与えられた飛行機に規制委員会の皆様は搭乗

するのだろうか？いろいろな実験を元に実機で起きえる可能性を推察・考慮する事まで否定し

ないが、想像力・思考力には限界があり、間違い・欠陥を正す能力・社会的システム等にも限

界がある。（後半を別の意見として送ります） 

1227E140 
女川原発は福島原発と同じ沸騰水型である。福島原発事故の原因究明ができていないのに、な

ぜ女川原発の審査がきちんとできるといえるのか。 

1227E141 

1)タービーン動翼の損傷について女川原発では東日本大震災時にタービン動翼に損傷が生じた

動翼が破損配管への損傷が生じれば一次系の外部流出もありうる実際浜岡原発では腐食による

ものとされているが炉心への海水流入が生じているこの審査書にはこの点が評価されておらず

不十分である 2)避難計画について避難計画を審査対象にしておらずこれをもって稼働の条件が

整ったとすべきではない 3)境界での限度線量について全身 0.25Sv つまり 250mSv としているが

福島事故以前は実質的に 0.1Sv とされてきた一般公衆は通常でも 1mSv までとされておりそれを

250 倍まで許容することはあり得ない高くても 10mSv とすべきである甲状腺についても同様に引

き下げるべきである 

1227E142 

飛来物について（110 頁）自衛隊機と航空機以外の落下物に関する審査が不適切・不十分（後

半）例えば、最近の裁判資料「航空機落下確率に対する評価基準の不合理性」によると、規制

委員会は「・・原子力施設への航空機の落下確率を評価するにあたり、・・パイロットによる

回避操作が期待できることを理由に、海上への落下事故は・・一切カウントせず、・・原子力

施設上空の飛行回避の指導がなされそれが周知徹底されていることを理由に、原子力施設への

航空機落下の確率が他地域より低いとして、定期航空路や訓練空域、基地と訓練空域間の移動

経路の直下ないしその近傍以外の場所への航空機落下確率の評価に際しては全国の陸地への墜

落件数を国土面積・・で除した数値を基準としている。しかし・・戦闘機の飛行やトラブル時

において回避操作は期待できないことは・・２０１９年１１月６日にも三沢基地配備の戦闘機

Ｆ１６が模擬弾を小中学校から１ｋｍ程度の民有地に落下させた事故でもまた明らかにされ

た・・航空機落下確率に対する評価基準が、海上への落下事故をカウントしていないことの根

拠は失われ、同評価基準は不合理である・・２０１６年４月１日以降の３年７か月余の間に原

子力施設上空を航空機が飛行した・・件数が５７件に上ることが明らかにされた。・・２０１

２年９月１９日以降の公表資料を調査したところ、７年２か月ほどの間に原子力施設上空を航

空機が飛行したことを原子力事業者が確認・・した件数は少なくとも２７４件にも及ぶことが

判明した。・・むしろ原子力施設上空は・・航空機の飛行頻度が高いのではないか・・つまり

定期航空路や訓練空域、基地と訓練空域間の移動経路以外への墜落確率について全国土の平均

値を用いている・・航空機落下確率に対する評価基準を基礎づける大前提が、そもそも存在し

ないのではないか・・（以下リンクより抜粋転載）」http://www.shomin-

law.com/katudourokkasyokoukukirakkahyokakijun.html そこで、規制委員会に「航空機以外の

落下物」に関する審査の有無と内容を照会したところ、回答しないのでパブリックコメントで

質問するようにとの返答で事実確認出来なかった。ちなみに、米国では米空軍機が 7月 1 日に

模擬爆弾 3発を鳥の衝突が原因で落とした。（ギズモード・ジャパン

https://news.livedoor.com/article/detail/16750265/）松島基地の照会は模擬弾を使用して

いるとの回答で、海鳥や渡り鳥等との遭遇もあろうし、戦闘機や模擬弾等が原発に衝突した場

合を評価し審査すべきでないか？米国は実機を使った衝突実験をしたし、ドイツは戦闘機の衝

突に耐えられない原発を閉鎖したと聞く。 
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1227E143 
東日本大震災で被災し、原子炉建屋に 1100 か所以上のひび割れが見つかった女川原発を動かす

のは危険すぎます。絶対に再稼働はしないでください。 

1227E144 
本件原発の基準地震動は、過去に中越沖地震により東京電力柏崎刈羽原発で計測された１６９

９ガルを踏まえて１７００ガルとすべきである。 

1227E145 

東京電力福島第一原発の事故の原因究明が未だなされていない現状で、福一原発と同じ沸騰水

型の原子炉である女川原発を稼働させるのは拙速に過ぎる。また、テロ対策施設への 5年の猶

予は、日本の安全保障に大きな穴を開けることとなり、リスクが大き過ぎる。 

1227E146 

「IV－４．１２発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備及び手順等（第５５条及

び重大事故等防止技術的能力基準１．１２関係）」（425P)について。原子炉建屋に放水し、大

気への放射性物質の拡散の抑制、海洋への放射性物質の拡散の抑制を期待して使われる放水砲

について、「大容量送水ポンプ（タイプ II）及び放水砲の放水設備により敷地外への放射性物

質の拡散を抑える対策及び海洋への拡散防止対策が適切に実施される方針であることを確認」

としているが、この装置を使用する状況が極めて不自然である。建屋が損傷して放射性物質を

拡散させている時に大量の海水を掛けることは、放射性物質を海に流し出すことを意味すると

共に、大気放出されるガス状の放射性物質にはほとんど効果がない。また、建屋が損傷してい

る段階では、溶融燃料も露出している危険性が高く、むしろ大量の水の投入は水蒸気爆発を誘

発させ、放射性物質の拡散を大規模にする危険性もある。放水砲で対処する状況と、使っては

ならない状況についての明確な切り分けと説明がなければ、風下に位置する人々への重大な被

爆を引き起こすことが懸念される。当然、海洋への汚染拡大も危惧されるところである。 

1227E147 

女川原発再稼働反対です。福島原発のような事故が絶対に起きないと誰が言えるでしょうか？

原発は他の発電と違い事故が起きた時の被害が甚大過ぎます。多くの人の命に関わる問題で

す。そして原発は核燃料の始末ができません。トイレのないマンションと言われていますがま

さにその通りです。核燃料をどこにどう処理するか、それを先送りにさて再稼働することは未

来の人々に負の遺産を残すこと。いまだけ良ければいいという考え方はやめてください。そし

て原発は作業員の被曝の問題があります。今までも杜撰な管理で多くの作業員が被曝していま

す。誰かが犠牲になるような発電はやめるべきです。今東日本の原発は一基も動いていませ

ん。電気が足りないという事態にはやっていまへん。動かす必要があるでしょうか？わたしは

ないと思います。東京電力が原発を動かさないとただ維持費がかかるだけの不良資産だから再

稼働させたいというだけでしょう。国民の多くが原発反対です。今から原発を動かすような無

駄なことに国費をつかったりせず、廃炉と再生可能エネルギーにその費用と技術を使うべきで

す。早くそうしないと他の国からも立ち遅れます。 

1227E148 

飛来物について（110 頁）自衛隊機と航空機以外の落下物に関する審査が不適切・不十分（前

半）規制委員会は「飛来物(航空機落下)に対しては、最新の航路、飛行実績等の情報を踏まえ

て航空機落下確率を評価し、防護設計の要否判断の基準である 10-7 回/炉・年を超えていない

ことから、設計上考慮する必要はないとしていることは合理性があること。」を確認したとあ

る。又、申請者は「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価について」等に基づき航

空機落下確率を評価し、詳細は以下リンクの「補足資料 2」に記載されていた。

http://www2.nsr.go.jp/data/000291242.pdf この資料の第 2図「航空自衛隊松島基地の移動経

路」によると、原発の近傍に「曲芸飛行訓練空域」がある。原発と訓練空域の最短距離は（図

中の距離表示からの概算で）約 5km、曲芸飛行に使われる T-4 の最大速度はマッハ約 0.9 であ

る。（T-4https://www.mod.go.jp/asdf/equipment/blueimpulse/T-4_Blueimpulse/）マッハ 0.9

は（気温 15 度で）時速約 1,100km（秒速は約 300m）なので、約 17 秒で 5km 移動出来る（速度

は右記サイトで計算）。https://tomari.org/main/java/onsoku.html 申請者が参照した規制委

員会のまとめた「航空機落下事故に関するデータ

https://www.nsr.go.jp/data/000172534.pdf」等によると、女川原発は航空自衛隊松島基地の

東約 24km にあり、2014 年 1 月 29 日に自衛隊松島基地の南東 45km の宮城県金華山沖で T-4 の接

触事故、2000（平成 12）年 7月 4 日女川原発から約 4.5km の山中に T-4 が 2 機墜落（3名死

亡）、同年 3月 22 日同原発から約 9km の山林に T-2 が 1 機墜落（1名死亡）、1991 年 7 月 4 日

金華山東方約 10km の海上に T-2 が 2 機墜落（2名死亡）した。なお、前記データ（報告）に

「平成 5 年 1月～平成 24 年 12 月の 20 年間についての航空機事故データ、運航実績データ及び

訓練空域面積データを調査した結果をまとめ、原子炉施設への航空機落下確率の評価に係る審

査の参考とすることを目的とする。」との記載があるが、前記平成 12 年の墜落等に関する簡単
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な事故概要の記載しかなく、同事故等の事故報告書等を参照した原因分析等の情報や、規制委

員会としての評価・分析等の記載はない。そこで、以下の質問主意書等を調べたが前記事故等

の原因分析等の詳細は分からなかった。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/150016.htm ネット

情報で「空間失調症」等が原因らしいが公文書は見当たらず松島基地に照会したが、「同事故

の報告書はネット上に非公開で後日回答予定」の返答のため詳細は不明のままだ。原発近傍の

墜落事故等は極めて重大な事象なので、規制委員会は事故の詳細・原因・対策等を可能な限り

確認し、独自に調査・分析・評価し原発への落下確率等に反映すべきでないか。（後半を別の

意見として送信します） 

1227E149 

本件原発は 2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震とその余震がそれぞれ当時の基

準地震動を超え、激しい揺れに見舞われた。２号機原子炉建屋の壁には１１３０ヶ所ものひび

割れが確認されたといい、見えない部分にも大きなダメージを受けたものと考えられる。この

ような被災原発が次の大きな地震に耐えられるとした根拠を審査書上で明示すべきである。 

1227E150 

１。原子力市民委員会、所属のプラント技術者 は、女川原発２号機の設計基準に

ついて、（III-1 地震による損傷の防止(第 4 条関係)/p.10）、以下の意見を公開されている。

１）東北地方太平洋沖地震(2011 年 3 月 11 日)により損傷を受けた建物・構築物と設備・機器の

補修の実施とその実効性を検証したのかどうかについて、審査書案には何ら記載がない。もし

検証したのであれば、その内容を審査書に明記するとともに、関連資料の公開を求める。もし

検証していないのであれば、再稼働の前提条件の一つである設置変更許可を審査する規制機関

として重大な不作為であり、審査のやり直しを求める。2)設置許可基準規則における耐震基準

に、熊本地震(2016 年 4 月 14 日、16 日)で発生した短期間における激しい地震の繰り返し(繰り

返し地震)を新たな知見と経験として取り入れて、審査をやり直すことを求める。以上の

の意見は、日本列島の各地で地震が多発し、地震活動期である現在の日本において、当然の知

見と思う。本意見提出者も 同様に、女川原発２号機において、厳正な施設検査を行

い、地震に対する耐震性のチェックとともに、審査のやり直しを求める。２.また、◆ 福島第

一原発事故の原因究明がなされていないのに、同じ沸騰水型（BWR）である女川原発の審査が十

分に出来るはずがない。(150p)と思います。 

1227E151 

（質疑その１）審査書案 p.74～76「（５）水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能を

有する施設への影響防止」について。「エ．これらの結果、本発電所敷地内で漂流物となる可

能性があるものとして、津波が遡上する護岸部にある鉄骨造建物、屋外中継盤、車両等を抽出

した。これらの設置位置及び津波の流向を踏まえると、漂流物が取水口に到達する可能性があ

るが、取水口呑口が十分に大きいことから取水口が閉塞することはなく、通水性は確保でき

る。なお、上記以外に本発電所敷地内の物揚岸壁に停泊する燃料等輸送船等が挙げられるが、

津波警報等発表時に緊急退避するため漂流物とならない。」と有りますが、「燃料輸送船等」

が、津波警報発令から津波到達までに必ず緊急退避出来るとは限らないと思います。この輸送

船等が運悪く取水口に衝突した場合であっても、取水口が閉塞されて過酷事故につながる恐れ

は無いのですか？（質問その２）審査書案 p.494～498 大規模な自然災害又は故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムへの対応（重大事故等防止技術的能力基準２．１関係）「１．

手順書の整備」「２．体制の整備」について。「大型航空機の衝突その他のテロリズム」を想

定した対策が為されているとの事ですが、その対策には、対処要員がテロリストに脅迫され

る、或いは万万が一破壊工作員そのものだったとして、過酷事故に繋がるような意図的な誤操

作等を行っても、安全が確保出来るものと判断されているのでしょうか？関西電力において、

外部の人間の脅迫めいた要求に屈して金品を受け取っていた事例が有ったばかりですが、現場

の人員がたとえ聖人君子で無くても、安全が脅かされる恐れが無いような体制は築かれている

のでしょうか。 

1227E152 
避難計画の内容は現実的ではない。住民を危険な目に合わせるかもしれないのに、避難につい

て審査の対象としないのはおかしい。 

1227E153 

原発は稼働しないで廃炉にして下さい。あんな悲惨な事故が今も継続しています。地震国の日

本では余計に安全ではありません。廃棄物の処理も出来ないのにこれ以上未来にツケをまわさ

ないで下さい。宜しく宜しくお願いします。 

1227E154 女川原子力発電所再稼働に反対です。 
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1227E155 

東日本大震災のような災害は滅多に起こらないとは思いたいが、一度そういうことがあったの

に、「将来活動する可能性のある断層には該当しない」と言う楽観的な観点なんだろうかと思

います。少なくとも、過去にあった災害を想定した上の検証をした方がいいと思います。 

1227E156 

女川原発は東日本大震災の震源に一番近かった原発で、建物や機器類は大きなダメージを受け

強度は大きく低下していると思われる。被災原発を、被害の検証が不十分なままで再稼働する

のは危険でしかない。 

1227E157 

福島第１原発事故が起こってから、東北地方の管内において、原発は１機も動いていません。

しかし、電力は不足することなく、企業活動や市民生活は賄えています。女川原発を再稼働さ

せる理由は見当たりません。ひとたび地震や津波が起これば大惨事を招く危険な原発を動かす

理由はありません。女川原発を再稼働させることには、大いに疑問ですし、心配でなりませ

ん。 

1227E158 5 年間テロに合わないという保証はないのに、テロ対策になぜ５年の猶予があるのか。 

1227E159 
女川原発は、東日本大震災以前からも度々大きな地震に見舞われている。地震の予測には限界

があり、策定された基準で十分であるとの保証がない。 

1227E160 

すべての原発の再稼動に反対。事故による生活、仕事、健康への影響は計り知れず、新基準に

よって絶対事故が防止できるものでない。とりわけ、女川原発は経年劣化のうえに被災が重な

り、建物や設備の強度に不安。物理的に「十分な検証」は不可能だと思う。また、事故におけ

る避難計画がおよそ現実的なものではなく、審査の対象でないことも納得できない。 

1227E161 

日本は１９９５年の阪神淡路大震災以来地震の活動期にあると、地震学者の石橋克彦氏に聞い

ています、地震が続いているのに、原発なんか動かせる訳が無い。どうやって避難させるので

すか。間に合わないのではないですか？福島第一原発事故時には、要介護者の方々が、バスに

乗せられて長距離移動させられ、多数の方がお亡くなりになりました。また、逃げ遅れて置き

去りにされた人たち（ほぼ高齢者だったそうです）が、地震による停電で真っ暗な家の中で、

食べ物もなくなり、水道は断水して、寒い中で、ありったけの服を着て、たった一人で衰弱死

していた遺体がたくさん見つかって、数ヶ月経ってから医師たちによって検死されたと、相馬

中央病院の 医師に直に話を聴きました。耳が遠かったり、体調崩して寝ていたり、近

所づきあいがなかったら、誰も探しに来てくれないから、逃げ遅れてしまうかもしれません。

そんな死に方を自分や家族がしたら？と想像してみて欲しい、一人や二人じゃなかったそうで

す。家族が探しに行こうとしても、警戒区域には入れてもらえなかったケースや、在宅介護を

受けていても、低体温症で亡くなっていたりしたそうです。寒い時の地震は怖いです。原発事

故で緊急に避難しなくてならない場合だと助けに行けません。雑誌「世界」にも２０１２年の

５月号に載っているのをみた。そのおじいさんの家には、ほとんどからになった梅酒のびんが

一つしか残っていなかったと書かれていました。地震で家が壊れたわけでも、津波にさらわれ

たわけでもないのに、家で一人で死なないとならない人が出てしまう。それが原発事故の現実

でした。津波にさらわれた人達を捜索中に避難命令が出て、まだ助けを呼ぶ人の声がしている

のに、避難しなくてはならなくなった地域もあります。避難しなければ助けられたのではない

かと家族は一生後悔するでしょう。原発震災は怖い。津波と地震だけでも助けるのが難しいの

に、放射能が放出されたら、避難するしかない。しかも道路や橋が壊れている中を。無理で

す。だから世界中で、地震が起きるところには原発を建てていない。でも日本にはそんな場所

はありません。絶対に再稼働しないでください。被曝なしに避難させられません。こんなひど

い死なせ方をしてまで、原子力を使う必要がどうしてあるのでしょうか？ 

1227E162 

審査書案 p.128 の「（３）地震による溢水」において、地震により建屋が損壊、沈降等して、

地下水が流入する場合の評価を記載するよう強く求める。本件原発では、防潮堤の地盤改良工

事により地下水が遮断され地下水位の上昇が見込まれることから、事業者は地下水位低下設備

を設置するとしているが、地震により建屋が損壊、沈降等した場合には、同じく地震によって

地下水位低下設備も損壊、停止等する可能性が高く、同設備が機能しないことを前提に建屋損

壊による地下水流入を評価すべきである。 

1227E163 

施設としての安全確保や技術者など人的資源の工面などが解決されたとしても、依然として事

故が起こらないか不安である。女川原発の安全確保と並行して、原発に頼らないエネルギー供

給のあり方を模索してほしい。 

1227E164 
福島原発事故の原因もまだ良く分かっていないうえ、被災原発を再稼働していいのか多いいに

疑問が有ります。地盤沈下も有り、たくさんの被害が出たわけですから、１０年も稼働してい
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ない原発を動かして本当に大丈夫なのでしょうか。避難計画も地元住民の意向に沿ったものと

はいえず、お年寄りや障がいを持っている方々が被ばくを避けて避難できるのか、また非難し

た後の生業や健康不安にどう対応してくれるのか，エネルギー政策が国策であるのならチェル

ノブイリ法のような法整備を整えた上で再稼働をを検討すべきではないでしょうか。東電に比

べて脆弱な東北電力が万が一事故が起きた際にどこまで賠償に応じてくれるのか、未知数で

す。このような中で再稼働の強行は、決して住民の納得は得られないと思います。 

1227E165 

福島原発事故の解明、収束がなされていないのに、同じ BWR 型の女川原発の再稼動はありえな

い。また、近年の自然災害の頻発する日本で、安全性に疑問のある原発はそもそも馴染まない

のではないか。（１５０ｐ） 

1227E166 

「IV－１．２．２．３原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」（252P)について。溶融

物の水面への落下に伴い水蒸気爆発が起こらないとは断定できない。過去の炉心溶融物質実験

では水蒸気爆発の発生が確認されている。しかし規制委は「これらのうち、水蒸気爆発が発生

した KROTOS、TROI の一部実験の特徴としては、外乱を与えて液－液直接接触を生じさせている

こと、又は溶融物の初期の温度を高く設定することで、溶融物表面の蒸気膜が安定化する反

面、溶融物表面が冷却材中で固化しにくくさせていることが要因であることを示した」として

いるが、地震に遭遇している環境などを考えれば、多角的な状況を考慮して水蒸気爆発を想定

すべきである。 

1227E167 

福島の原発事故処理の目処も他所の原発の抜本的な安全対策もできていない状況でこれ以上抱

えることはするべきではない。日本という災害の多い国では別の発電方法を考えた方がいいで

す。 

1227E168 

女川原発は、2011 年の東日本震災の時に被災した原発です。幸運にも、５つある電気系統のう

ち、１系統が作動して、冷却用電源が確保でき、大きな事故には至りませんでした。しかし、

それは全くの幸運でしかありません。福島第一原発のような事態になった恐れも十分にあった

のです。女川原発は再稼働させてはなりません。 

1227E169 

女川原子力発電所は、巨大地震の震源域の近くに立地しています。東日本大震災の際にも、震

度６くらいの揺れに見舞われており、多数のヒビが入った建屋の剛性低下や、設備・機器類の

被災状況の検証も不十分で、十分な安全性が担保されたとはいえないと考えます。慎重な安全

対策を望みます。 

1227E170 

福島第一原発の事故原因の検証がまだ終わっていません。特に 1号機の主な事故原因が本当に

津波なのか、それともその前に来た地震ですでに配管が壊れていたのかもまだ不明であり、避

難計画もまったく不十分なまま、同様な地域での安易な原発再稼働には反対します。 

1227E171 

一般人の素人なので、審査書を見ても難しいです。ですが女川原発反対なので意見を提出しま

す。地震に伴う津波について書かれていますが、過去のデータやシュミレーションなどで自然

の脅威は計り知れません。（p49,p50）311 の震災で、身をもって体験したではないですか。福

島は大変なことになりました。たくさんの方が亡くなりました。みなさんの死を無駄にしない

でください。 

1227E172 
私は、核燃料廃棄物や原発事故を後世におしつける原発政策に反対です。核兵器も原発も人類

に不幸をもたらす不要のものです。すべての原発を廃炉にしてください。 

1227E173 
甚大な被害をもたらした福島第一原発の事故が依然として収束しない中、女川原発を動かすべ

きではない。 

1227E174 原発の報告を偽造しないでください。 

1227E175 

意見の対象となる案件東北電力株式会社女川原子力発電所２号炉の発電用原子炉設置変更許可

申請書に関する審査書案意見／理由該当審査書案を一読し、関係者の方が真摯に原子力発電プ

ラントの安全性について向き合ってまとめあげた許可申請書と感じました。また、東電福島第

一原発事故の被害者の一人として、２０１１年の事故の教訓が生かされている事に安堵を感じ

ております。私達が苦労し大事なものを失った事故ではあったが、教訓が生かされ次代の人々

を救う手がかりになるやもしれぬ、と一筋の救いのように思っております。この上は一日も早

く再稼働を達成されることを東北電力株式会社の電力を使用する者の一人として切望するもの

です。以上 

1227E176 

巨大な防潮堤直下の地盤改良という難工事が本当に完璧にでき十二分な地盤強度が得られるの

か甚だ疑問被災原発でガタがきているのは確実難工事完工時の強度確認を待って再審査すべき

です女川原発の再稼働はあり得ません 
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1227E177 

東電福島第 1原発原発の事故原因全て解明も出来ていないのに同じ BWR 炉の女川原発の再稼働

審査が出来る訳もなしもっとも平気で同型の柏崎刈羽と東海第 1やっちゃてるので審査もどき

はお手の物でしょうが科学技術からは最も遠い信仰呪い御宣託の世界の王者が原子力規制委員

会規制庁です女川原発の再稼働はあり得ません 

1227E178 

「IV－１．２．１．５ 原子炉停止機能喪失（211ｐ）」及び「IV－４．１ 緊急停止失敗時に発

電用原子炉を未臨界にするための設備及び手順等（第４４条及び重大事故等防止技術的能力基

準１．１関係）」（330P）について。 原子炉停止失敗（ATWS）の発生は、特に地震との関係

では重大な問題を生じる。 地震により制御棒駆動系統が全損し、選択制御棒挿入等の制御棒

駆動系を使った ATWS 緩和機能が使用できなくなる可能性が極めて大きくなると同時に、原子炉

全体が大きく揺さぶられることによる気液二相流のランダム発生により炉心出力の振動から発

振へとつながるリスクが高まるからである。 この場合、原子炉を停止させる操作はほう酸注

入系統を使うほう酸注入が最も確実な方法であるが、制御棒駆動機構を破壊させるほどの地震

の打撃があった場合、同時にほう酸注入系統の配管も破損している恐れが大きくなる。こちら

は一系統しか存在しないから、制御棒駆動機構が全損するよりも発生しやすいと思われ、なお

さらリスクは高い。 そのような状況下で原子炉出力振動から発振に至る場合、停止させるこ

とは極めて困難であり、人為的に減速材である炉水を抜くことが必要になるかも知れない。 

それは同時に冷却材の喪失にもなるので、原子炉の安全にとっては二律背反の状況になってい

る。これは極めて重大な事態だが、分析と対策が成されていない。 少なくても原子炉出力振

動に関して、逆位相振動に関する安全解析を行い、ＬＰＲＭ／ＯＰＲＭによる逆位相振動検知

システムを設置し、運転開始前に試験結果と解析内容を公表する必要がある。 「c. 感度解析

による影響評価」の「PCT 及び燃料被覆管の酸化量の評価においては、」「PCT は約 961℃及び

燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前の燃料被覆管厚さの 1%以下となり、評価項目を

満足することに変わりはない。」と「d. 不確かさの影響評価のまとめ」の「運転員等の操作時

間の余裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。」の関係について

は、事態の進展速度がきわめて速いことから、余裕の範囲と逸脱時間による影響度合いの範囲

を明確にすべきである。 「（３）必要な要員及び燃料等」については「本事故シーケンスの

対応及び復旧作業に必要な要員は、30 名である。これに対して、中央制御室の運転員、発電所

対策本部要員及び重大事故等対応要員は 30 名であり対応が可能である。」これでは他の要素に

対応できる要因がいなくなってしまう。又は他の要因に人を取られていたら対応できない。ギ

リギリの人数であるが「対応が可能」とする判断には大いに疑問だ。この点については、事態

発生の予測が可能になった段階で専門要員を新たに配置すべきである。 

1227E179 
巨大な防潮堤直下の地盤改良という難工事を本当に完遂できるのか。それによって十分な地盤

強度が得られるのか、検証せずに審査は終わらない。 

1227E180 
火山噴火の予知はできない。噴火予測を前提においた「火山ガイド」は不合理であり、審査は

無効だ 

1227E181 

「III－６ 火災による損傷の防止（第８条関係）（112P）について 日本では地震の影響によ

り 2例の重大な火災事故が発生している。一つ目は 2007 年 7 月の中越沖地震による柏崎刈羽原

発 3号機の起動変圧器火災で、「地震の影響により基礎面の沈下量に差が発生したため，ダク

トがブッシング碍管に接触し，その衝撃等で碍管が破損して変圧器内部の絶縁油が噴出した。

絶縁油の噴出の後，約 1,000℃以上のアーク放電が発生したため，漏油した絶縁油に引火したこ

とにより二次側接続母線部ダクト内で火災が発生した。」（高エネルギーアーク損傷火災の発

生）2 例目は 2011 年 3 月の東日本太平洋沖地震による女川原発 1号機において「高圧電源盤

（6-1A）内のしゃ断器(吊り下げ設置型)が，地震による振動で大きく揺れたため，当該しゃ断

器の断路部が破損し、高圧電源盤内で周囲の構造物と接触して短絡等が生じ、これに伴い発生

した火花により，高圧電源盤内のケーブルの絶縁被覆が溶け、発煙が発生」こちらも HEAF（高

エネルギーアーク損傷火災）が発生している。 特に 2 例目は女川原発で起きており、これが

原因で非常用ディーゼル発電機が停止している。すなわちタービン建屋という Cクラスの設備

において発生した電源盤火災が原発の冷却システムに死活的な非常用ディーゼル発電機を損傷

させている。これは典型的に「耐震評価分類上、下位に位置する設備の損傷が上位設備に影響

を与えた」ケースである。 火災事故により全非常用ディーゼル発電機を止めたり外部電源系

統を全て遮断していたら、福島第一原発事故と同様の全交流電源喪失になるのだから、火災に

よる損傷防止は全電源喪失につながる極めて重要なテーマである。 しかしながら審査書では
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地震による HEAF 発生を抑制する方策等については特に記述がない。地震による震動は最も HEAF

を引き起こしやすい状況であることは、わずか 5 年足らずで二度にわたり原子炉冷却系統を含

む冷却システムに電力を送る系統につながる場所で発生していることは深刻な問題を提起して

いるのに、重要視していないのは間違いである。 

1227E182 

「III－１５ 安全保護回路（第２４条関係）（144P）について。 「安全保護系のデジタル計

算機は、盤の施錠等により、ハードウェアを直接接続させないことで物理的に分離する設計と

する。」盤の施錠は破壊されれば突破されるので根本的解決にはならない。 「２．安全保護

系のデジタル計算機は、通信状態を監視し、送信元、送信先及び送信内容を制限することによ

り、目的外の通信を遮断した上で、通信を送信のみに制限することで機能的に分離する設計と

する。」判然としないが送信のみとするのはハードウエア上のことかソフトウエアでの設定

か。後者ならばシステムエンジニアクラスにとっては簡単に解除できてしまうから解決にはな

らない。前者の婆は具体的どうするのか理解できないのでその旨の説明を求める。 「３．安

全保護系のデジタル計算機は、固有のプログラム言語を使用し、一般的なコンピュータウイル

スが動作しない環境となる設計とする。」とは、固有の言語体系を開発したということか。そ

んなことをすれば、固有の言語を理解しないとメンテナンス一つ出来なくなり、システムを脆

弱化させる危険性が高まる。バグフィックスも固有言語で行っていたのでは、開発した技術者

がいなくなれば直ちに危険な状態に陥るであろう。これは対策ではない。 どこかで使用実績

のある言語ならば、「固有」ではありえず、記載誤りである。このあたりをはっきりさせて、

どういう対策なのか明記すべきだ。また、「コンピュータウイルスが混入することを防止する

等、承認されていない動作や変更を防ぐことができるものであることを確認した」と記載され

ているが、規制委はどうやってこのようなことを「確認」し「承認する」こととしたのか。規

制委側にそのようなシステムスキルがあるのか。この点も明確にしなければ妥当性は判断でき

ない。 

1227E183 
女川原発の再稼働に強く反対します。東日本大震災をはじめとした巨大地震に何度も見舞わ

れ、被災の検証も不十分な状態で再稼働させるのは市民を危険にさらす事になります。 

1227E184 

メルトスルー対策でコアキャッチャー装備できないので水槽設置の誤魔化し水蒸気爆発が起こ

らないと信じる科学者技術者は世界中で再稼働推進の電力事業者と御用学者しかいないでしょ

う信仰呪い御宣託の世界です女川原発の再稼働はあり得ません 

1227E185 

原発による人災は、東日本大震災で、その深刻さが明らかになりました。地震や津波の可能性

がない国でならともかく、日本で原発はありえない選択です。原発が利権に絡んでいたことも

取り沙汰されています。原発のない国づくりこそが、国民のための施策です。原発稼働は大反

対です。 

1227E186 

女川原発は 3.11 大震災の巨大地震と大津波を経験した BWR 炉で欠陥多き施設設備だと容易に推

認できるが被災の厳密な検証が行われていない中での大丈夫だろうとの御宣託など悪魔の所業

女川原発の再稼働はあり得ません 

1227E187 
女川原発は東日本大震災はじめ何度も巨大地震に見舞われた「被災原発」。多数のヒビが入っ

た建屋の剛性低下、設備・機器類の被災の検証も不十分だ。 

1227E188 

審査書案 第２５５、２５６頁についての意見 審査書（案）は第２５５ページで、「規制委

員会は、格納容器破損モード「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用において、申請

者が水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いとしていることは妥当と判断した」としています

が、この判断に疑問があります。 原子力規制委員会は２０１９年１１月１２日の第７９６回

審査会合で、溶融炉心を分散する緩衝機構を追加設置することを求めました。東北電力は、緩

衝機構をどうつくるか、その素材をどうするか、未定のまま、追加対策を自主的にとることを

約束しました。追加対策を条件にして「合格」させようとしていると見受けられました。 

旧・原子力研究所の森山氏ら研究員が、「分散板によって溶融物を水面上で分散させた場合、

自発的な蒸気爆発は起こりにくくなったが、起こった場合には通常よりも激しい水蒸気爆発と

なった」（1994 年、ＪAERI-Review 94-010, p.7)と報告しています。 追加対策が、逆に住民

の危険をさらに増すことはないのか、疑問を覚えます。追加対策を要求したのは原子力規制委

員会なので、追加対策が本当に住民の安全につながるのかどうか、ご説明を求めるものです。 

1227E189 

審査書案 p.97 下から４行目「また、降下火砕物がフィルタに付着した場合においても取替え又

は清掃が可能とする設計としている。」とあるが、取り替え又は清掃がどのように可能なの

か、具体的な根拠を明示すべきである。火山灰により外部電源を喪失した場合に、非常用ディ
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ーゼル発電機が重要となり、動機が空冷式の場合に吸気口のフィルタの取り替え又は清掃がど

のように可能かは焦点となるため。 

1227E190 
女川原発の立地は巨大地震の震源域に近い。地震・津波の予測には限界があり、策定された基

準地震動・基準津波で十分だとは言い切れない。 

1227E191 
電力用に転用、再稼働など許されません。近隣住民の避難経路の確保までさらなる安全策が必

要です。 

1227E192 

東北電力女川原発 2号機の再稼働に反対します。女川原発は、２０１１年の地震と津波で被害

を受け、首の皮一枚で爆発を免れたものの無数のヒビが入った老朽原発です。それを動かすの

は危険です。新規制基準は事故が起きないように安全性を高めたものではなく事故が起きた時

の対応を今までよりマシにするものでしかないこと、それすら完成していない状態での再稼働

を認めていること、周辺住民の避難計画が再稼働審査の審査対象になっていないという人の命

を軽視したものであること、原発を動かせば保管場所のない核のゴミを増やすことになるこ

と、温水の放出で海水温度を上昇させること、事故が起きなくても放射能を大気に放出させ環

境を汚染すること、そして原発を稼働させなくても電気は足りていることから再稼働に反対し

ます。 

1227E193 賄賂で原発動かさないでください。 

1227E194 
福島第一原発事故後の日本です。東日本大震災で揺れに揺れた土地の、無傷でない原発を再稼

働させるのは、危険すぎます。人の命や健康を軽んじているとしか思えません。 

1227E195 

多くの老朽原発を含め順次再稼働のお墨付きを与えてきた貴委員会の規制基準自体が再稼働さ

せる為だけの反科学的非技術的信仰に依拠した基準で噴飯もの世界標準の深層防護第五層住民

避難を自治体に押し付け職責から逃げ放棄した呆れた欠陥規制基準であり似非科学にもなり得

ない世界に恥べき代物で審査は端から無効である。過酷事故に至る地震も津波も噴火も廃炉ま

でにはほぼ起きないという信仰テロや飛行機ミサイル直撃の甘々対策も 5年間は絶対危険はな

いとの御宣託運を天に任せて安心しよう安心出来るという呪い最近の火山ガイドの改悪など真

っ当な火山学者は誰一人受け入れられない信仰や呪いや御宣託の証左である真っ当な科学的技

術的検討など皆無いい加減大人しく誠実に再稼働は無理と世界に宣言すべし当然女川原発の再

稼働はあり得ません 

1227E196 

３－１．１基準地震動基準地震動の年超過確率（29p）>「震源を特定せず策定する地震動」の

年超過確率は、10-4～10-7 程度↑正しい年超過確率、10-2 程度。１００倍超☆★の差異あり。

■防災科学技術研究所（kik-net）地震動データ http://www.kyoshin.bosai.go.jp/kyoshin/約

700 箇所の地震動、観測地点において、僅か２０年の期間で、約７％（約５０箇所）で、コント

ロールポイントを超過している。(700/50*20≒300 年/１回)基準地震動が、過小に計算された理

由は、防災科学技術研究所・藤原氏がコメントしている。「データセットの確認の中でも、マ

グニチュード５と５．５と６と、下限を変える事によって、非超過確率の値が変わるという

事、当然ですけれど、その確認をする中で、それぞれの下限値をいくつに選ぶかによって、そ

の平均的なスペクトルの形状を見た時に、一番大きな下限を６とした時に、形状がやはり他の

沢山のデータを使ったものとは性質が違う・・」原子力規制委員会、議事録

20phttp://www.nsr.go.jp/data/000271942.pdf 原子力規制委員会、標準応答スペクトル（案）

(32p)http://www.nsr.go.jp/data/000269574.pdf 地震データ下限レベル、Mw5.0→6.0、変更の

場合短周期、0.02-0.6s→約３倍差☆★よって、基準地震動は、水平動→1800gal/0.02s 上下動

→1200gal/0.02s 前後が適切。■全国共通地震・報告書（震源を特定せず策定する地震動）※

http://www.nsr.go.jp/data/000280238.pdf(15p)コントロールポイント超過の地震動、数１０

箇所明示。（期間２０年弱）※原子力規制委員会（規制庁）公文書(備考)基準地震動、シミュ

レーション+http://www002.upp.so-net.ne.jp/bob-k/genpatu-note5i.htm 

1227E197 

原発は即刻停止して速やかに廃炉すべきものと考えます。福島第一の事故を体験してそれでも

脱原発に向かおうとしない日本はいったいどのような国家なんでしょう。原発の核廃物の処理

もできない貧しい技術力しか持たない人類が原発を稼働させるのはあまりに能天気に過ぎま

す。どうか、これからやっていくる人々に核廃物処理を押し付けないでください。もう一度、

福島第一規模の事故が起こればこの国が滅びます。原発依存から抜け出すようご尽力くださ

い。 

1227E198 
３－１．１基準地震動基準地震動の年超過確率（29p）>「震源を特定せず策定する地震動」の

年超過確率は、10-4～10-7 程度↑正しい年超過確率、10-2 程度。１００倍超☆★の差異あり。
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■防災科学技術研究所（kik-net）地震動データ http://www.kyoshin.bosai.go.jp/kyoshin/約

700 箇所の地震動、観測地点において、僅か２０年の期間で、約７％（約５０箇所）で、コント

ロールポイントを超過している。(700/50*20≒300 年/１回)基準地震動が、過小に計算された理

由は、防災科学技術研究所・藤原氏がコメントしている。「データセットの確認の中でも、マ

グニチュード５と５．５と６と、下限を変える事によって、非超過確率の値が変わるという

事、当然ですけれど、その確認をする中で、それぞれの下限値をいくつに選ぶかによって、そ

の平均的なスペクトルの形状を見た時に、一番大きな下限を６とした時に、形状がやはり他の

沢山のデータを使ったものとは性質が違う・・」原子力規制委員会、議事録

20phttp://www.nsr.go.jp/data/000271942.pdf 原子力規制委員会、標準応答スペクトル（案）

(32p)http://www.nsr.go.jp/data/000269574.pdf 地震データ下限レベル、Mw5.0→6.0、変更の

場合短周期、0.02-0.6s→約３倍差☆★よって、基準地震動は、水平動→1800gal/0.02s 上下動

→1200gal/0.02s 前後が適切。■全国共通地震・報告書（震源を特定せず策定する地震動）※

http://www.nsr.go.jp/data/000280238.pdf(15p)コントロールポイント超過の地震動、数１０

箇所明示。（期間２０年弱）※原子力規制委員会（規制庁）公文書(備考)基準地震動、シミュ

レーション+http://www002.upp.so-net.ne.jp/bob-k/genpatu-note5i.htm 

1227E199 

３－１．１基準地震動基準地震動の年超過確率（29p）>「震源を特定せず策定する地震動」の

年超過確率は、10-4～10-7 程度↑正しい年超過確率、10-2 程度。１００倍超☆★の差異あり。

■防災科学技術研究所（kik-net）地震動データ http://www.kyoshin.bosai.go.jp/kyoshin/約

700 箇所の地震動、観測地点において、僅か２０年の期間で、約７％（約５０箇所）で、コント

ロールポイントを超過している。(700/50*20≒300 年/１回)(主な、超過地震リスト～vs-

2200m/s 基準)2016.0414 熊本 Mw6.1 益城 5000gal 上下動→超過倍率 7.52018.0906 北海道 Mw6.6

追分 6000gal 水平動→超過倍率 5.52001.0324 芸予 Mw6.7 御調 3500gal 水平動→超過倍率 3.3etc

僅か２０年余りで、超過倍率３倍超の地震動が、多数発生。よって、基準地震動は、水平動→

1800gal/0.02s 上下動→1200gal/0.02s 前後が適切。■全国共通地震・報告書（震源を特定せず

策定する地震動）※http://www.nsr.go.jp/data/000280238.pdf(15p)コントロールポイント超

過の地震動、数１０箇所明示。（期間２０年弱）※原子力規制委員会（規制庁）公文書(備考)

基準地震動、シミュレーション+http://www002.upp.so-net.ne.jp/bob-k/genpatu-note5i.htm 

1227E200 

●福島第一原発事故は収束していない。事故原因の検証もされてない。福島第一原発と同じ沸

騰水型で老朽炉である女川原発２号機を動かすべきではない。●福島第一原発事故の津波前の

地震の影響についても検証が不十分。地震だけで炉心溶融する可能性を捨てきれない。原因の

究明を先に行うべき。●福島第一原発事故では、重大事故を想定した避難計画がなく、多くの

住民がしなくても良い被曝をした。アメリカ並みに、実効性のある避難計画が作れないなら再

稼働するべきではない。実効性のある原子力防災計画が、審査でも検討の対象となっていな

い。法整備が必要。避難させられないなら動かすしてはならない●高齢者が多い住民の病院や

介護施設や自宅からの要配慮者の避難や地震や台風などとの複合災害については全く目途が立

たない。無責任すぎる●東日本大震災では道路が寸断され交通がまひした。緊急時に安定ヨウ

素剤も配布されなかった。道路が寸断されたら、備蓄場所まで取りに行けない。安定ヨウ素剤

は５キロ以遠でも事前配布が必要。でも備蓄されていない。震災の影響について検証がされて

いない●女川２号機には、東日本大震災により損傷を受けた施設や機器が多い。例えば原子炉

建屋の耐震壁に多数のひび割れ（1130 箇所）が確認され、東北電力は建屋の剛性が最大 70％低

下していることが規制委員会に報告された。ところが、被災した施設や機器の補修の実施とそ

の実効性を検証したのかどうかについて、審査書案には何ら記載がない。検証を行った上で再

度審査を行うべきだ。●強い余震による影響が考慮されていない●熊本地震では強い揺れがく

り返し発生したが、耐震評価ではくり返しの強い揺れを想定されてない。●熊本地震では、最

大震度が７の地震が間を置かずに２度発生した。その後も１ヶ月の間に最大;震度が６強の地震

が２回、６弱の地震が３回も発生した。原発の耐震審査では、通常運転による影響に加えて、

基準地震動による１回の揺れに耐える設計であればよいことになっており、熊本地震の教訓が

反映されていない。。●水蒸気爆発が考慮されていない。もしも水蒸気爆発したら、どうやっ

て避難させるのか、到底間に合わない女川原発では炉心溶融事故が発生し、原子炉圧力容器か

ら溶融燃料が流出した場合、コンクリートと反応し、水素や有毒ガスが発生するのを防ぐこと

を優先し、溶融燃料を他の原発と比べても非常に深い水深約４メートルの水を張ったペデスタ

ル部に落とし、水冷することにしている。この場合、溶融燃料と水が接触して水蒸気爆発が生
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じるおそれがあるが、東北電力は、水蒸気爆発は発生しないことを前提にしている。●審査書

案は、「実験的研究と分析から発生確率は極めて低いと判断されている」としたうえで、「申

請者が水蒸気爆発の発生可能性は極めて低いとしていることは妥当」と判断した。しかし過去

に起きた金属工場などでの水蒸気爆発事故や実験事例からも、水蒸気爆発が起こらないとは言

えない。●汚染水事故に対応できない●適合性審査では、福島第一原発で現に起きている汚染

水の問題。格納容器下部が破損し、冷却水が漏れ、汚染水となって外部に放射能が大量に拡散

しているが、有効な防止策が取られていない。格納容器が破損した場合でも、放射能の大量の

拡散を防止する策を講ずるよう要求する新規制基準に違反する。●設置許可基準規則 55 条で

は、格納容器の破損に至った場合等において「工場等外への放射性物質の拡散を抑制するため

に必要な設備を設けなければならない」とされている。ところが、東北電力の対策は、格納容

器上部が破損し、気体の放射能が放出した場合、それを放水砲で叩き落とすといっている。そ

んなことが可能なのか？●海洋への放射能拡散防止対策として設置する設備に挙げているのは

シルトフェンスだけ、これは放水砲の水の拡散防止対策であり、溶融炉心の冷却水を起源とす

る高濃度汚染水の拡散を防ぐことはできない。●地震動は少なくとも既往最大 1700 ガルにする

べきだ。●震源を特定せずに策定する地震動について、2008 年岩手・宮城内陸地震及び 2000 年

鳥取県西部地震を参照して 620 ガルとしている。これは、中越沖地震で基準値を大きく超えた

柏崎刈羽原発の 1699 ガルに比べるとあまりに小さい値だ。最大加速度は少なくとも既往最大の

1700 ガルにすべきだ。 

1227E201 

審査書案第２５５、２５６頁についての意見審査書（案）は第２５５ページで、「規制委員会

は、格納容器破損モード「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用において、申請者が

水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いとしていることは妥当と判断した」としていますが、

この判断に疑問があります。ＩＡＥＡ（国際原子力機関）は、水蒸気爆発対策に対して、「容

器バリアに損傷を与える可能性のある蒸気爆発をなくすために、考えられる事故シナリオで溶

融炉心が水に落ちないようにすることが好ましい方法である」という認識であると承知してい

ます（ＩＡＥＡ－ＴＥＣＤＯＣ-1791＝2016 年＝）原発の水蒸気爆発について、先進国が構成し

ているＯＥＣＤ（経済協力開発機構）がプロジェクトをつくって研究しています。そのレポー

トは、「すべての国ではないが、ほとんどの国では、主に未解決の不確実性により、炉外蒸気

爆発の考慮が未解決の問題のままである」と報告しています（OECDSERENAReport＝2017 年＝)。

「すべての国ではないが」と述べているのは、日本とスウェーデンのことです。格納容器の下

部に水を張って溶融炉心を受け止めることを「対策」として奨励している日本の原子力規制委

員会の考え方は「世界の非常識」と見受けられます。ＯＥＣＤが「未解決の問題」としている

問題ですから、根拠のある判断をしているのであれば、このパブリックコメントへの回答でそ

の根拠を明示して下さい。また、格納容器の下部に水を張って溶融炉心を受け止めるという

「対策」を採用するよう、ＯＥＣＤの加盟国にその根拠を示して働きかけるべきですが、お答

えください。 

1227E202 

拝見しましたが、そもそもシステムとして検討している範囲が狭く、放射性廃棄物の処理とい

う、エコシステム上必須の観点が抜けています。現代の科学では放射性廃棄物の処理について

の目処が立っていない以上、原発単体の再稼働審査をしても無意味どころか、放射性廃棄物に

ついての審査が向けていることは犯罪行為かと思います。 

1227E203 

10 ページの、「設計基準対象施設」だが、今回の対象のプラントは、東日本大震災で被災した

女川原発が対象ということを考えれば、2号機だけではなく、1号機や 3 号機の被災状況を精

査・分析することが必要ではないか？東日本大震災の被災の経験を今後の対策に生かすため

に、どの機でどのような被害があったのかをくまなく調査することは、日本の原発の安全を司

る規制委員会の使命だと思うが、如何か？ 

1227E204 

女川原発再稼働絶対反対、速やかに安全に廃炉へと舵を切ることを行うべきとの、立場で以

下、問題提起します。１、原発事故があった場合、季節、天候、風向き、昼夜の別、道路の損

壊の有無、避難先、避難先への移動手段、乗り物の確保など、安全に避難実行する計画など、

考慮すべきバリエーションが多岐にわたるので、計画など立てられようはずはなく、そもそも

原発事故があった場合非難しなければならないようなものを稼働すること自体、人命軽視であ

り、再稼働は許されない。２、福島原発事故の原因が究明さえできていない状況で、十分な審

査が行えようはずがないではないか。それでも安全だと言えるなら、その根拠を述べよ。３、

防潮堤が、巨大な津波に耐えられるのか。 
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1227E205 

科学的、技術的意見を募集しているので、そのことに関して意見を述べます。福島原発事故の

後処理にてこずっている事がテレビ、新聞その他の情報で分かっている。しかし、なぜ、再稼

働できる科学的にも、技術的にも、てこずっていることに目が覚めないのか、不可思議です。

実際、福島の汚染された土地をどんな科学、技術を駆使しても、事故が起きる前の状態には戻

せていない。それが科学的にも技術的にも、再稼働してはいけないという事です。原発の科学

的、技術的の利用が福島の原発事故を起こしてしまい、落ち度のない福島の人々を不幸な苦し

い避難民生活をさせている。本来、科学的、技術的は、人間を幸せにするために長年、開発さ

れてきた。女川原発は、直ちに廃炉処理してください。 

1227E206 東日本大震災以降全ての配管を取り替えられないので有れば、再稼働すべきではありません。 

1227E207 

女川原発に潜む多くの問題に関しては、既に数多く意見が寄せられていると思うため、ここで

再度整理することはしない。それより根本的な問題を申し上げたい：１）原発推進派の多くは

「核抑止力」による日本の安全保障を原発の目的の一つとして宣伝している。それを知らない

であれば、与党メンバーである石破氏をはじめとする方々の主張を調べたらよい。ただし、同

時に、他の場面で日本は一日中「唯一の被爆国家」という被害者意識で核廃絶を主張し続けて

きました。「悪の被害者」が「悪になろうとする」ことは、明らかなダブル・スタンダードで

す。日本は原子力発電所を安全保障目的で保持している以上、北朝鮮などの他の核保有国を批

判する正当性を失う。日本は同義なき「ローグ・ネーション」として国際的に批判され続けら

れるだろう。２）女川原発を含め、原子力発電所は海外の攻撃にとって、もっとも攻撃されや

すいターゲットになりかれない。武力行使による攻撃があった場合、及びはハッキングが発生

した場合の対策に関しても、申し上げてもらいたいです。（現実で申し上げますと、不可能に

近いと私は考える） 

1227E208 

福島第一原発の事故において、原因究明がなされていない。其の事故と同じ沸騰水型の原発で

ある女川原発の審査が適合？事故原因すら不明なのに、合否基準は、どこにあったのか？適合

の信憑性が全くない 

1227E209 

東日本大震災による影響も多大に受けているだろうに、検証はちゃんと行われたんでしょう

か。再稼動のための再稼動では。一部の人たちのためにどれだけ多くの犠牲を払うのか。他に

発電の方法もたくさんあるので再稼動は必要ないと思うし、福島第一原発事故もまだ収拾され

ていないのに無茶です。やめていただきたいです。 

1227E210 
女川原発の立地は巨大地震の震源域に近い。地震・津波の予測には限界があり、策定された基

準地震動・基準津波で十分だとは言い切れない。 

1227E211 

日本にある全ての原発を廃止にすることこそが日本の国益。福島原発事故が未だに終息してい

ないにも関わらず再稼働するとはもっての他。福島原発事故の終息が最優先。全原発廃炉、そ

して核廃棄物の処理等の課題は多い。利権の亡者を栄えさせ大部分の人が苦しむ原発等要らな

い。勇気と良心こそ大事。 

1227E212 

２３９～２４５頁にある、格納容器圧力逃がし装置を使用する格納容器破損防止対策に関し

て、疑問があります。東北電力は、原子炉格納容器フィルターベント系による除熱を実施する

としています。もともと東北電力は、第１３３回審査会合（２０１４年８月２８日）におい

て、元からあった耐圧強化ベントも残しておくという考え方を示していました（会議録の７３

頁）。東北電力がフィルターベント系を設置した後も耐圧強化ベント系を温存しているのは、

圧力の急激な上昇が起ったりしてフィルターベントを使用できない場合がありえることや、フ

ィルターベントが目詰まりしたりすることがあるからです。第１３３回審査会合における、

「我々としては、もちろんフィルタベントをつけたんで、これはもう最優先にしたいと考えて

います。ただ、やはりこれをつけたからといって、全て本当に開くのか、万能なのか、あらゆ

るときいろんなことを考えると、やはり、最後のラストリゾートというか、そういう形で耐圧

強化ベントのラインは残しておきたいと考えています」という東北電力の発言は、極めて率直

です。重要なことは、この時に更田豊志委員も、「何らかの理由でフィルタベントが使えな」

いことがありうるという認識にもとづいて発言していることです。ところが審査書案の公表を

間近に控えた２０１９年１０月４日、東北電力は事業者ヒアリングに「自主対策設備に関する

補足説明」を提出し、この中で耐圧強化ベントの使用は「炉心損傷前」に限定し、「炉心損傷

後は使用しない」としました。その理由として東北電力は、ドライウェルからの耐圧強化ベン

ト系を使用した場合のＣs－１３７の放出量が、７日間で約３３０ＴＢq、３０日間で約３６０

ＴＢq に達するという解析結果を示し、規定基準に定められている「１００ＴＢq を上回る」こ
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とをあげて、炉心損傷後に耐圧強化ベント系は使用しないことにしている」と説明していま

す。この解析結果は、耐圧強化ベントの使用がいかに深刻な影響を住民と環境に及ぼすかを示

しています。それならば、東北電力は耐圧強化ベント施設を撤去すべきです。原子力規制委員

会は耐圧強化ベント設備の撤去を求めるべきです。しかし、それを要求していません。これ

は、不信を惹起します。表向きは放出されるＣｓ－１３７を１００ＴＢq 以下に抑えることにし

ていながら、内実はフィルターベント系が役に立たなくなったときや、事故が急激に進展して

減圧が間に合わなくなったときのために、耐圧強化ベント系を残しておいた方がいいと考えて

いるからではないでしょうか。水素爆発防止対策として導入されている静的触媒式水素再結合

装置も、炉心損傷時に瞬時に発生する大量の水素には対応できず、ベントが頼りだからではな

いでしょうか。耐圧強化ベント系の撤去を求めないのは、放出されるＣｓ－１３７を１００Ｔ

Ｂq以下に抑えるという、自ら決めた規定を自ら否定するものではないでしょうか。ご説明いた

だくことを求めます。東北電力から表明された、耐圧強化ベントの使用は「炉心損傷前」に限

定し、「炉心損傷後は使用しない」とする考え方についてですが、これにはベントのタイミン

グをどうやって判断するのか、早期のベントを運転員に強いることになるのではないかという

疑問がつきまといます。ベントの時期については、格納容器の圧力が最高使用圧力を超えて、

その二倍以下の範囲にある時と定められています。新たに、炉心損傷前という条件も加わりま

した。しかし、事故が急激に進行する場合は、炉心損傷がすでに始まっていても、運転員が

「炉心損傷前」と誤って判断して耐圧強化ベント系を使用すれば、規定基準を上回る放射能の

放出が現実になります。そうなることを避けようとすれば、早い時期にベントをしなければな

らないという、以前にはなかったプレッシャーが運転員にかかります。格納容器の設計に携わ

った技術者の人たちは、放射能を「閉じ込める」ことを目的にした格納容器にベントシステム

を持ち込むことは、「格納容器の自殺行為」と批判しています。放射能の直接放出である耐圧

強化ベントの可能性を残しておくことは、住民の深刻な被ばくにつながるものであり、「合

格」させるべきではないと考えますが、お答えください。そもそもシビアアクシデントが起こ

るような技術、いったん事故が起これば巨大な被害を及ぼし、被害の全体を補償する道もない

ような技術は、利用しないで他の代替手段に切り替えることが当たり前です。既存の軽水炉原

発に規制を加えるとしたら、シビアアクシデントの根絶を目標とし、シビアアクシデントの可

能性を排除できない原発は「合格」させないようにすべきですが、お答えください。 

1227E213 オリンピックを控えてのテロ対策が不十分です。再稼働反対します。 

1227E214 

この審査書案に、果たして、宮城県民の姿はあるのか。規制委員会の委員諸氏に宮城の住民の

姿は見えているのか、いま改めて問いたい。女川原発とは何か。東北電力といういち私企業

が、自社の利益のために、女川町に建設した発電所である。たかが一企業の財産に過ぎない。

なのに、ひとたび不測の事態が起きれば、たとえ東北電力に関わりない人であっても、多くの

県民が避難を強いられる。しかも、例えば合衆国では国が責任を負うとされるその避難につい

て、審査書案には一言の言及もない。県民生活の根底を揺るがす可能性がある施設に運用再開

のお墨付きを与えることを、規制委員会はどのように考えているのだろうか。また、それによ

り生じる事態にどのように責任を取るつもりなのだろうか。諸外国では国が策定するという避

難計画を作るのに各自治体がどれだけの人的・時間的資源を咲かねばならないのか。たかだか

一企業の発電所を動かし儲けさせるために。宮城県民は、隣県福島をずっと見てきた。規制委

員会での議論を、原発ありきの電力会社や社会の在り方を変える機会にしてほしいと願いなが

ら注視してきた。あらゆる学問と知識を総動員して、徹底的に調べ論じた上で、既成事実やし

がらみにとらわれない結論が出されるものと信じて見てきた。この規制書案は、そんな宮城県

民を失望させるに充分であった。今秋来日し、原発は再稼働させてはならないときっぱりと言

い切ったローマ教皇フランシスコの方が、同じ日本人で構成された規制委員会より遥かに宮城

県民の近くにいると言えよう。審査は東北電力のペースで進んだように見えた。まるで規制委

員会の審議は東北電力の言い分を聞く会であるかのように。東北電力が「設備を改修した上で

再稼働させる」方針に基づいて提案し、議論自体がそれに引きずられて進められた。例えば火

山噴火の可能性やその影響など議論が深められないままに終わった議題や、水蒸気爆発の問題

など実験データを不適切に引用したと疑われる議論もあった。このような審査書案に正当性は

あるのだろうか。原発は 20 世紀の遺物である。ただ技術を信仰し依っていれば安心安全がもた

らされるという「神話」は 2011 年 3 月 11 日を限りに崩壊した。21 世紀の現実世界を女川原発

に向き合って生きねばならない宮城県民は、この審査書を唯々諾々と受け入れることはできな
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い。命と暮らしの安心安全にかかわることだから。規制委員会には、この審査書案を撤回し

て、東北電力ではなく宮城県民の方を向いて、再度審査をやり直すよう求めるものである。 

1227E215 女川原発 2号炉の即時廃炉を求めます。 

1227E216 

ひとたび事故を起こせば、取り返しのつかないような愚行をなぜするのか？福島第一発電所の

事故は収束したのか？したのか？いかなる理屈も、原発を再稼働させる力になどはならない。

女川原発の再稼働に強く反対するものである。 

1227E217 

現時点における日本という国では、福島第一原子力発電所事故とその廃炉・収束作業が継続中

で、完了から終了への道筋はまったく立っていない。原発だけでなく、絶対に安全なものはこ

の世に存在などせず、原発の安全性についても、疑問だらけである。絶対的な安全などという

ものは存在せず、女川原発が想定外の事故に襲われる可能性がゼロなどとは言えない。万一、

女川原発が大事故を起こせば、日本は終了ではないか。それを承知で再稼働させようなどとは

狂気の沙汰である。日本を愛していると常々政権を担っている人間たちが考えることとは思え

ず、彼らを非国民と呼ぶことに躊躇はしない。再び事故を起こすようなことがあったら、日本

は世界から相手にされることなく、滅びの道を歩むことになるだろう。それはまさに 100％確実

なことである。 

1227E218 

原発をこれ以上稼働させるなんてふざけないでほしい。どこかの企業や個人を儲けさせるため

に、国民の健康を犠牲にするのはありえない。国民の立場からすれば、世界大戦での悲劇を繰

り返そうとしてるのではないか、としか思えない。政府の立場で、これ以上利益のために国民

を犠牲にしないでください。他国では原発に頼らない電気の生み出し方を見つけようと努力し

てください。それがあなたたちがやるべきことだと考えます。 

1227E219 

宮城に住んでいます。海外では福島原発での事故の放射能漏れについてかなり報道さていま

す。この国ではその危険について報道されていません。恐ろしいです。東日本大震災や今後起

こりうるであろう関東地震で女川にも福島と同じようなことが起きてしまった場合何か万全の

対策が取れるのでしょうか？誰が責任を取るのでしょうか？誰がどのように賠償するのでしょ

うか？わからないままの再稼働は危険です。甚だ理解できません。絶対に反対です。 

1227E220 

3 ページで、「なお、本審査は、1号炉及び 3 号炉の原子炉圧力容器には燃料を装荷しないこと

を前提としている」とあるので、3号炉が仮に再稼働にむけて適合性審査の申請の対象となった

場合は、この 2 号炉の「審査書案」は一からやり直しとなると理解するが、それで間違いない

か？ 

1227E221 被災した原発が安全に稼働できる保証はない。地震が再び起きないという保証はない。 

1227E222 

女川原発再稼働に反対です。理由は以下の通りです。東日本大震災で建物、設備、機器大きな

ダメージを受けているのに検証が不充分のまま。事故を起こした福島原発と同じ沸騰水型。立

地は震源地に近く、地震、津波の危険が大きい格納容器下部に水をはる溶融炉心受け止めは、

水素爆発起こす危険が大きい。住民の避難計画も不充分。日本の国土、住民等のことを考え、

危険な手続きを拙速に行うべきでない。 

1227E223 

原発に縋り付くのはもう辞めたらどうか。原発にもはや経済性はない。目先の電気料金に釣ら

れて将来のことを考えられない朝三暮四的発想では、日本のエネルギー産業の発展は望めな

い。遅くても数十年後には、日本の原子力産業は終わる。40 年を超えた原子炉を使い続けた

り、リプレースすることは、もはや叶わない。国民が、それを許さない。そんな泥舟に、乗ら

ないでいただきたい。業界と共に沈没しないでいただきたい。 

1227E224 賄賂によって原発を動かさないで下さい。安全性を確立できない限り稼働に反対です。 

1227E225 

・女川２号機は、東日本大震災により多数の損傷を受けた原発であり、それらを一つ一つ検証

しなければ再稼働すべきではありません。検証を行った上で再度審査を行うべきです。・東北

電力は、水蒸気爆発はおきないことを前提にしていますが、これは原発の安全神話と同じ、思

考の停止であり、大変危険な考えです。水蒸気爆発は起こりうるという前提で、検証し直すべ

きです。起きてしまってからでは取り返しがつきません。。原発の再稼働は新たな放射性廃棄

物を生みだします。今でさえ持って行き馬がなく処分方法も確立していない放射性廃棄物をこ

れ以上未来の人々に残すべきではありません。・原発は海水温を著しく上昇させ、生態系を破

壊します。地球温暖化を促進する原発の再稼働は止めるべきです。・ 

1227E226 福島の原発事故が終わっていないのに、許可できるはずがありません。 
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1227E227 

原発施設の更新はやめてください。廃炉してください。世界で一番の地震国に原発は危険すぎ

ますし福島はまだ危険な状態が続きています。原発推進の理由がわかりません。やめてくださ

い。お願いします。負の遺産を子供達に残さないようお願いします。 

1227E228 

第 55 条の要求（格納容器破損時の被曝防止）に対して、放水砲を設けるとしているが、宮城県

の安全性検討会でも指摘されているように、これがどれだけの効果があるのか具体的な数値を

あげての検証結果がない。ただ、形として設置しているに過ぎないのではないか。少なくと

も、その効果についてのシュミレーションを東北電力に求めるべきではないか（425 ページ） 

1227E229 

福島第一原発事故の検証は不十分であり、原因もわかっていません。津波前の地震の影響につ

いても検証が不十分です。福島原発事故を教訓にするというのであれば原因の究明を先に行う

べきです。 

1227E230 

意見

の対象となる案件：東北電力株式会社女川原子力発電所２号炉の発電用原子炉設置変更許可申

請書に関する審査書案【意見/理由】原子力発電という一旦事故が起きれば「福島県のように取

り返しのつかない事態を招く」性質に鑑み、審査には完璧を求められることに誰も意義はない

はずです。そして福島県に続き隣県宮城までもが高線量の放射能汚染に侵されるようなことこ

とがあってはならないことも同様のはずです。しかしながら審査書案中には私が気づいただけ

でも何点かの不十分な箇所があります。私はこの内容では一地元住民として女川原発２号炉の

再稼動を了承することはできません。以下様式に法り疑問箇所を記載いたしましたのでお目通

しくださいますようお願いいたします。〈指摘箇所〉III－１地震による損傷防止（第４条）

P10〈内容〉・かの震災により女川原発は「建屋の剛性が最大 7割低下している」との報道があ

りましたので非常に重要なパートだと思うのですが 2016 年に熊本県で起きたような短期間に強

烈な地震に見舞われた際の損傷防止策の評価がありません。短期間に間髪入れずに本震並みの

地震に襲われた際のケースも現実に起こりうることとし、そうした場合の設備の安全性がどの

程度保たれているのかをきちんと評価確認がなければ、最新の知見に基づいた対策とは言えず

不十分だと思います。〈指摘箇所〉III-1.1 基準地震動 4.基準地震動の策定 P27〈内容〉・基準

地震動の評価設定が小さい。最大水平加速度が SSD2 で 1000 ガルとありますが中越沖地震の際

に柏崎刈羽原発では 1700 ガルを記録しているはずです。どうして低く見積もるのでしょうか。

むしろ 1700 ガルより大きく設定評価するぐらいの姿勢であって欲しいと一地元住民としては思

わずにはいられません。少なくとも実際に起きた事実に基づき、最新の知見をもとに設定がな

され評価されるべきです。〈指摘箇所〉III-4.2.2 火山の影響に対する設計方針 P91〈内容〉・

火山の噴火予知は科学的に立証された手法がないはずです。東北電力が原子力発電の運用期間

中の火山活動を予測できる万能な存在であるかのような前提で書かれていること自体に非常に

不安を覚えます。前提が間違っている以上評価判定になってないのではないでしょうか。〈指

摘箇所〉IV-1 重大事故等の拡大の防止等(第 37 条関係)P152〈内容〉・重大事故想定からその対

策の有効性が本章では述べられていますが、そもそも事故想定するには過去の大事故の解析・

解明が必要です。ところが肝心の福島第一原発の事故解明はとても進んでいるとは言えませ

ん。かかる状況の中で、重大事故想定を行い、対策を立て、更には問題がないと判定されてし

まうのは控えめに書いても茶番のように感じられ非常に残念です。正直あまりにも東北に住む

私たちのことを馬鹿にしているのではないかとさえ感じます。再稼動を急ぐあまり形だけ取り

繕い安全かどうかは二の次という前提があるのではないでしょうか。そもそも論とはなります

が福島第一原発の事故の解析・解明がよりクリアになって初めて実効ある事故想定と対策がで

きるのであって、原発の再稼動は拙速に過ぎます。・東北電力は圧力容器内水蒸気爆発を考慮

しなくてよいとしていますが、福島第一原発 2号機では 2011 年 3 月 14 日から 15 日にかけ溶融

ジルカロイと外部から注水した海水との水蒸気爆発、溶融燃料と海水との水蒸気爆発が発生し

た可能性が高いと言われています。福島の事故で起きたらしいと言われているにも関わらず、

同型炉の女川で起きないこととしてしまっているのは大問題ではないでしょうか。圧力容器内

水蒸気爆発についてもきちんと評価すべきで、時間をかけた実証実験を行いデータをすべて公

開することが必要だと思います。〈指摘箇所〉IV-4.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却す

るための設備及び手順等 P392〈内容〉・前記と同様ですが、原子炉下部への注水水張りによる

冷却策は水蒸気爆発の懸念があります。十分にそのリスクを検証すべきです。〈項外指摘〉・

避難計画が審査対象となっていません。女川原発は牡鹿半島という海に山が迫った非常に避難

しにくい立地です。道は海沿いと尾根近くを走るコバルトラインの二系統しかなく、その道は
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極めて狭小でなおかつ先の震災時には路肩の崩壊が何箇所も起きたのもご存知の通りです。し

かしながら避難計画について触れられてないこと自体非常に残念に思います。地元住民を無視

している姿勢の現れにも感じられ大問題です。 

1227E231 

女川原発は、事故を起こした福島第一原発と同じ沸騰水型であり、福島第一原発の事故原因を

明らかにすることなしに審査に「合格」を与えることは無謀である。更に女川原発は東日本大

震災で多数のひびが入った被災原発である。世界でも有数の地震多発地域に立地しており、

「安全」といえる保障はあるのか。また、現在、策定した避難計画は複合災害に対応できてい

ず、住民のいのちや健康を守れる保証はない。避難計画の実行性も審査の対象とするべきであ

る。 

1227E232 

日本の規制基準そのものが「答え合わせ」ができていない。地震の予測と結果。被害の大きさ

の見積もり。曖昧さが大きすぎ、発電用大型原子炉の「安全」を現実的に見積れているか否か

の判定の物差しそのものの信頼性が十分ではない。2011 年 3 月、女川原発のオフサイトセンタ

ーの被害写真を初めて見たときの衝撃をいまだに忘れることができません。原子力発電所の稼

働そのものを見直すべきです。 

1227E233 

256 頁～「(1)水蒸気爆発が実機において発生する可能性」について圧力スパイクがトリガーと

なって水蒸気爆発が発生する可能性が否定できない。（後半）例えば、自動運転の実験で 2018

年 3 月に米国で発生した死亡事故の報告書が、以下リンクの米国家運輸安全委員会(NTSB)のサ

イトにある。

https://dms.ntsb.gov/pubdms/search/document.cfm?docID=477717&docketID=62978&mkey=9689

4 この報告書の 12 頁に次の記載がある。「彼女は横断歩道のない場所で N.ミルアベニューを横

断していたからです。システム設計には、ジェイウォーク歩行者向けの考慮事項が含まれてい

ませんでした。原文：

becauseshewascrossingtheN.MillAvenueatalocationwithoutacrosswalk;thesystemdesigndidno

tincludeaconsiderationforjaywalkingpedestrians.」この死亡事故は様々な問題が重なって起

きた様だが、「横断歩道のない場所で道路を渡る人」は必ずいるのに想定されていなかった。

それは多くの人（素人）が簡単にそれは「まずい」と分かる様な残念でシンプルな理由です

が、そんな程度の事が想定外になり、その欠陥を（多くの人が関与・注目していた実験なの

に）事前に修正出来ないのが人間です。女川原発で水蒸気爆発が起きる可能性を審査で除外し

た判断は、申請者の軽挙妄動を促す間違いではないでしょうか？ 

1227E234 

本件原発は 2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震とその余震がそれぞれ当時の基

準地震動を超え、激しい揺れに見舞われ、建屋が損傷した。このような原発の運転を認めるに

あたっては、2016 年発生の熊本地震のような強い揺れに繰り返し見舞われる事態も想定し、こ

れに耐え得ることを確認すべきである。 

1227E235 

女川原発再稼働は絶対反対です。安全性は確保されていない。負の遺産を未来に残してはなら

ない。原発は経済的にも高くて採算が取れない。テロ・火山の噴火に耐えられる保証はない。

廃炉にすべきです。 

 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































